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                                 開会 午前１０時００分 

    ◎開会宠告 

〇議  長 ただいまより、本日をもって招集されました平成１６年第４回滝川市議会定例会を開

会いたします。 

 ただいまの出席議員は全員であります。 

 

    ◎開議宠告 

〇議    長  これより本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

〇議  長 日程第１、会議録署名議員指名を行います。 

 会議録署名議員は、議長において石田議員、渡辺議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 会期決定 

〇議  長 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から１２月１６日までの１０日間といたしたいと

思います。これに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は１０日間と決定いたしました。 

 

        ◎日程第３ 議長報告 

〇議    長  日程第３、議長報告を行います。 

 報告事項は、お手元に印刷配付のとおりでありますので、お目通しをお願いいたします。 

 以上で議長報告を終わります。 

 

        ◎日程第４ 行政報告 

〇議    長  日程第４、行政報告を行います。 

 行政報告を求めます。市長。 

〇市    長 平成１６年９月２日から平成１６年１１月３０日までの間におきます行政報告につき

ましては、お手元に資料を調製をして配付をさせていただいておりますので、ごらんを賜りたいと

いうふうに思います。 

 なお、幾つかの点につきまして口頭において行政報告をさせていただきますが、７点に及びます

ので、尐し長くなりますが、ご了承を賜りたいというふうに思います。 

 １点目は、陸上自衛隊滝川駐屯地の存続要望の経過についてご報告を申し上げたいと存じます。

既にご承知のとおりでございますが、防衛力整備や運用の基本方針を示します防衛計画の大綱策定
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をめぐって、特に陸上自衛隊の編成定数の大幅な削減ということが議論をされて、最終段階を迎え

ようとしているわけであります。この中で、特に北海道における陸上自衛隊の編成定数の大幅な削

減ということが想定されますことから、１１月の２８日に滝川隊区の５市４町の自衛隊協力会で構

成をしております自衛隊協力会滝川隊区連合会の会議を開催をいたしまして、陸上自衛隊滝川駐屯

地の存続を求める地域総決起大会を開催することを決定をいたしまして、この開催決定を受けて、

１２月２日、滝川自衛隊協力会の拡大対策会議を開催をして、地域総決起集会への参加要請をした

ところでございまして、１２月６日に自衛隊協力会滝川隊区連合会、滝川自衛隊充实促進期成会、

滝川自衛隊協力会、諸団体主催によります決起集会に約１，２５０名の参加をいただきまして、滝

川駐屯地の廃止、縮小に断固反対をすることを決議をして、終了したところであります。決議文は、

財務省、防衛庁、道内選出国会議員及び政府与党の防衛３団体の部会、そういうところに送付をし

たところであります。なお、中央陳情につきましては、今後の情勢を踏まえまして、関係団体と協

議の上、計画をしたいというふうに思っております。なお、これまでに至りますまでに、北海道関

係では１０月の２７日、北海道の防衛体制に係る要望の中央行動が北海道庁を筆頭に行われたとこ

ろでありますし、基地を持つ自治体の首長及び議長による行動は２派に分かれておりまして、１１

月１１日、１２月３日、それぞれ１派、２派行動が中央に向けて行われたところであります。１２

月の６日、昨日には北海道における自衛隊削減に反対する総決起集会が札幌で行われまして、２，

０００人を超える参集があったというふうに聞き及んでいるところであります。滝川市といたしま

しては、１１月の１７日に第１１師団北部方面総監部及び道議会への要望行動を滝川市、滝川市議

会及び経済界、さらに滝川市選出道議会議員とともに行動をしたところでありますし、同じメンバ

ーで１１月１９日、防衛庁及び国会議員への中央要望を展開してきたという経過がございます。 

 ２点目、台風１８号の被害状況等についてご報告を申し上げます。本年９月８日の台風１８号に

つきましては、第３回定例会で９月８日時点での被害状況及び市の対応を報告をし、また台風で被

害を受けた公共施設等の修繕に関する補正予算について追加提案をし、ご承認をいただいたところ

でございまして、公共施設等の早期の復旧に努めてきたところであります。一方、その復旧の過程

におきまして、滝の川公園、滝川西公園、平和公園、これにおける折れた枝等の清掃ボランティア

活動も市民の皆さん方に積極的に参加をしていただきまして实施をいたしました。かなり復旧した

という認識を持っておりますけれども、さらに来春においても大きな公園についてはぜひ市民の皆

さん方のお力をかりながら、十分でないところについて回復の努力をしたいというふうに思ってお

ります。その後の被害状況でありますけれども、被害額については公共施設等まだ修繕を終えてい

ないものもありますので、確定しておりませんので、詳細な被害額につきましては確定次第、後日

資料で配付をさせていただきたいというふうに考えておりますけれども、当面被害の概要について

改めて口頭でご報告を申し上げます。人的被害につきましては、重傷者９人、軽傷者５人、合計１

４名の方が被害に遭われているという確認をいたしております。なお、この台風災害に際して、栃

木市、栃木市議会議員団、栃木市社会福祉協議会などから１８万円の義援金をいただきました。人

的被害に遭われ、入院された重傷者９人の市民の方々に対するお見舞い金としてこの義援金１８万

円を送らせていただきました。社会福祉協議会が中心となってお見舞い金を送っていただいたとこ
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ろであります。この場をおかりいたしまして、改めて義援金を送っていただいた諸団体に厚く感謝

を申し上げる次第であります。あわせて、被害に遭われた方については、改めてお見舞いを申し上

げます。また、家屋等被害につきましては、全壊家屋はありませんでしたが、半壊４件、一部損壊

が１４１件、車庫、倉庫、納屋の被害は３７３件となっているところであります。家屋等の被害に

より避難された方は８世帯１７人、江部乙公民館など６カ所の避難所で受け入れたところでござい

ます。台風の被害による家屋等の損壊などで発生したごみにつきましては、手数料を無料として、

その証明となる罹災証明を９月９日から１カ月間を期限に発行いたしましたけれども、この発行件

数は３２１件でございます。農業につきましては、リンゴ、ソバ、花、野菜に対する被害が甚大で

ございまして、被害面積は２，９００ヘクタールを超えて、ビニールハウスなどの農業施設を含め

て被害額は約４億６，０００万円と想定をしているところでございます。商工業につきましては、

商店や事業所の屋根、壁などの破損など、４９事業所が被害に遭われました。公共施設につきまし

ては、街路樹の倒木２０８本、公園内樹木の倒木が８４４本、公営住宅につきましては市営、道営

合わせて、屋根の損壊が１２団地で１１５戸などの被害がございました。学校につきましては、特

に東栄小学校の校舎の屋根、明苑中学校の体育館の屋根に大きな損害を与えたほか、全校舎に被害

がございました。福祉関係施設では６施設、スポーツ施設では１２施設、社会教育関係施設１３施

設、その他施設では市庁舎を初め約３０施設に被害がございました。また、現在防災計画の見直し

を地震を含めて進めているところでございまして、今後ともこういった災害対応には万全を期して

対応したいというふうに考えているところでございます。 

 また、１０月２３日発生の新潟中越地震に際しましては、いまだ避難をしている多くの方々がい

らっしゃるわけでありまして、被災者の皆さん方には改めて謹んでお見舞いを申し上げますととも

に、一日も早い復旧をお祈り申し上げるところでございます。この地震災害に対しましては、多く

の市民の皆様方、町内会あるいは共同募金会、社会福祉協議会を中心に積極的に義援金、見舞金の

募集活動をしていただきました。市議会議員各位、さらに市職員を含めて、現在で総額５８０万円

余りの見舞金が被災地に届けられたところでございます。災害に対する滝川市民の意識の高さとい

うものを改めて認識したところでございまして、今後とも互助の精神の中で災害対応に取り組んで

まいりたいというふうに考えております。 

 ３点目でございます。滝川市活力再生プラン、通称タッグ計画と申しておりますけれども、その

策定について考え方をご報告を申し上げたいと存じます。８月２日の市議会合併調査特別委員会や

８月９日の第２回市議会臨時会、さらには９月９日の第３回市議会定例会におきましてご説明をさ

せていただきましたとおり、滝川は中空知地域での合併協議の終了に伴いまして、当面自立してい

く道を選んだところでございます。しかしながら、現在の滝川市を取り巻く環境は、景気低迷によ

る税収の減尐、国の三位一体改革に伴う地方交付税の減尐など、さらに厳しさを増しているのが現

状でございまして、この傾向は引き続いていくということが想定されるところでございます。この

ため滝川市は、新たな行財政改革による財政健全化を目指した、いわば行政コストの削減という内

なる改革を一層進めなくてはいけないということとあわせて、市民と協働の取り組み、そういった

ものの拡大や行財政サービスの適正化を目指した市民とともに歩む、いわば外なる改革を同時に進
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めていかなくてはならないというふうに思っております。このことから、滝川市の自立を目指すた

めの新たな計画としての滝川市活力再生プラン、通称タッグ計画を策定することといたしました。

この計画は、平成１７年度を初年度といたしまして、現滝川市総合計画の終了年度である平成２２

年度までの６年間を計画期間として、現状の改革はもちろんのこと、将来に展望を見出す方策を市

民の皆さんとともに、私ども行政執行の責任を担う立場で一体となって打ち出していくことを目指

したいというふうに考えております。この計画の策定に当たりましては、市民参加をより一層進め

たいというふうに考えております。このため、今月中に有識者委員と公募委員とで構成をいたしま

す新たな市民委員会を設置をして、計画の内容をご審議いただくということにいたしているところ

でございます。また、各種団体との意見交換会で各団体のご意見をいただくとともに、さらに来年

２月から３月にかけて市民の皆さん方の意見を聞く会を開催をして、１７年３月末までに計画を策

定していく予定であります。 

 ４点目でございます。交通死亡事故の抑止に向けた緊急の対応についてご報告を申し上げます。

北海道内では、去る１１月１８日から２０日までの３日間で８件の事故により１０人が死亡すると

いう極めて憂慮すべき異常事態となっているところてございます。このため北海道は、急遽全道交

通死亡事故多発警報を発したところであります。一方、本市におきましても市、滝川警察署、滝川

交通安全協会など関係機関、団体が一丸となりまして交通死亡事故の抑止に取り組んできたところ

でございますけれども、６月には２件、１０月に１件、１１月に２件、合わせて５件の死亡事故が

発生するという極めて残念な、これまた異常事態に至っているところでございます。このことから、

滝川市交通安全運動推進協議会におきまして、滝川警察署と迅速に連携を図る中で、１１月１４日

には滝川市町内会連合会連絡協議会、滝川市老人クラブ連合会の方々との緊急会議を、さらに１１

月１７日には交通安全運動推進協議会のすべての団体に加えまして、建設協会、飲食店組合の皆さ

ん方にもご参集をいただきまして、緊急交通安全対策会議を開催したところでございます。この中

で、これ以上に交通事故の犠牲者を出さないように、ことしいっぱいを緊急対策期間として位置づ

けまして、各団体それぞれがこれまでの活動に加えて、さらに一歩踏み込んだ新しい取り組みを展

開していただくと。町内会、地域、事業所、各種団体、教育機関等への緊急交通安全街頭啓発の参

加の要請、さらにイベント、会議でのペーパーの配布を含む啓発の一層の強化、講演会の实施、冬

道の安全対策、あるいは飲酒運転の徹底防止の呼びかけ、さらにパトライトの毎日实施への参加の

要請、そして各企業における朝の朝礼における交通安全啓発の一層の普及ということを实施してい

くことを確認したところでございまして、それぞれ行動に移していただいているところでございま

す。市議会議員各位の皆さん方にもさまざまな形で参画をしていただいているところでございまし

て、厚くお礼を申し上げるところでございますが、滝川市といたしましても残された期間万全を尽

くしてまいりたいというふうに考えているところであります。 

 ５点目は、滝川市税収納率向上対策本部の設置についてでございます。既にご案内のとおり、全

道下位にあります市税の徴収率を向上して収納率を向上いたしまして、自主財源を確保することが

緊急かつ極めて重要な課題として認識をいたしまして、深村助役を本部長とする滝川市税収納率向

上対策本部を設置をいたしまして、第１回会議を１１月２２日に開催いたしました。対策本部にお
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きましては、高額滞納者を中心といたしまして個別に滞納者と折衝して、納税できるかどうかとい

うことをしっかりと見きわめながら、場合によっては滞納処分や徴収の緩和措置等の实施を進め、

滞納整理を図りたいというふうに考えております。また、納税相談の内容に応じて、滞納に至るさ

まざまな状況措置に対応する助言をいただくことを目的といたしまして、滞納処分に精通している

空知支庁税務職員を初め、当市の顧問弁護士等を含めて組織している滝川市滞納処分等連絡会を対

策本部と同時に立ち上げたところでございます。一方、納期内に納めてくださっている多くの納税

者との税の公平性の見地からも、給与や預金などの債権調査を積極的に進めて、納税が可能と判断

した滞納者に対しましては債権差し押さえの实施を強化するとともに、市税の納付につきましては

著しく誠实性を欠く方に対しましては行政サービスの制限措置を講ずるということを含めまして、

納付に対する市民の信頼を一層確保したいというふうに考えているところでございまして、現在一

部实施済みのものもございますけれども、そういうものも含めて制限の種別あるいは範囲、それを

全庁的に検討していくよう指示をしているところでございまして、その作業を進めているところで

ございます。税負担の公平性、それから自主財源の確保の上からも滞納整理を強力に進めることが

市民の皆様方の信頼を確保することにつながるというふうに考えているところでございますが、一

方現年度分の収納率の確保ということにも一層力を入れていきたいというふうに考えております。 

 ６点目は、街なか地域文化交流広場のオープンについてでございます。駅前再開発ビル地下に街

なか地域文化交流施設、通称駅前ひろば「く・る・る」が１１月１３日にオープンをいたしました。

「く・る・る」は、滝川駅前という交通利便のよい場所に高齢者や親子、あるいは学生など多くの

方々がいつでも気軽に利用できるコミュニティ施設として、ご案内のように北海道経済産業局の助

成を受けて、ＮＰＯ法人たきかわホールにより運営されたところであります。施設内容はごらんの

とおりでございますけれども、施設整備のほかに、例えばさまざまな文化情報、街なか情報の掲示、

あるいはチケット販売、さらに随時ミニイベントなどが市民の皆さん方の手によって既に開催され

ているところでございます。ビル全体は、スマイルビルというふうに新たな名称もつきまして、新

しくスタートいたしましたけれども、駅前再開発ビルほか、ベルロードでの買い物、あるいはビル

３階のたきかわホール利用などとともに、まちの中での趣味や親子交流の場ができるなど、中心市

街地への新たなにぎわいポイントとして活性化を大いに期待しているところでございまして、多く

の市民の皆さん方のご利用を期待しているところでございます。 

 最後、７点目でございますが、平成１６年産米の出荷状況についてでございます。本年産の出荷

は、１１月１７日時点で見ますとＪＡたきかわの契約予定数量１５万３，４８１俵に対しまして、

これは見込みでございますけれども、出荷予定数量は１２万３，７３５俵でございまして、出荷割

合は８１パーセントとなっているところでございます。ことしの作柄は、７月下旪から８月上旪の

高温などにより、生育は順調に進みましたけれども、穂の数がやや尐なく、平年並みと予想してお

りましたけれども、９月８日の台風１８号により脱粒や倒伏の被害があったために、収量に影響を

及ぼし、平年をやや下回る状況となっておりますことをご報告を申し上げます。 

 以上、７点にわたりましたけれども、口頭報告として補足をさせていただきまして、行政報告に

かえさせていただきます。 
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〇議    長  次に、教育行政報告を求めます。教育長。 

〇教 育 長 教育行政報告につきましては、お手元に記載のとおりでございますが、私から次の２

点につきまして口頭で報告させていただきます。 

 第１点目でございますけれども、滝川市教育振興会指定による市内小中学校の公開研究会につい

てご報告申し上げます。ご案内のように、この公開研究会は、教育委員会が事務局を担当しており

ます滝川市教育振興会が主催いたしまして、義務教育の振興と課題研究の解明等を目的として毎年

实施しているものであります。本年は、１１月５日に開西中学校、１１月１２日に滝川第三小学校

において開催されました。児童生徒のすがすがしいあいさつ、あるいは意欲的に学ぶ姿が市内外の

多くの教職員や、あるいは保護者に公開されたところでございます。開西中学校、第三小学校とも

授業を公開するとともに、全体会あるいは分科会の研究協議を持ちました。特に開西中学校では、

すべての教科にわたり、生徒が大変落ちついた態度と明るい表情で学習に取り組む姿が印象的でご

ざいました。また、第三小学校でございますけれども、国語、あるいは小学校で特に取り組んでお

ります英語活動、これを中心といたしまして、児童が積極的にコミュニケーションを交わす姿が見

られ、両校の研究の成果が明らかにされたところでございます。今後におきましても、確かな学力

の定着と豊かな心の育成、教職員の資質の向上、これなどを中核に据えまして、学習指導要領に基

づく教育課程の改善、充实を図り、保護者や滝川市民の願いや期待、これに積極的にこたえていき

ますように改善、充实を図ってまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 次に、２点目でございますけれども、第１４回ジュニア大使訪問団の实施終了に伴いまして、こ

れを報告させていただきます。今年度は第１４回目のジュニア大使となりますけれども、平成１６

年９月２９日から１０月８日の１１日間にわたって实施されました。そのジュニア大使の訪問団の

団長として滝川市国際交流協会から命ぜられ、教育長である私が務めさせていただきましたので、

概要を報告させていただきます。今回のジュニア大使でございますけれども、滝川西高校生３名、

滝川高校生３名の計６名であり、団長及び随行員兹通訳１名の合計８名でございました。団長とし

ての教育長の役割は、スプリングフィールド工科高校と滝川西高校との教育交流やスプリングフィ

ールド市への滝川西高校生の短期留学などの促進を図ることを目的として、スプリングフィールド

市の市長さんや、あるいはスプリングフィールド市の教育長さんといろいろと話し合いを持つこと

がねらいでございました。スプリングフィールド市の市長さん及びスプリングフィールド市の教育

長さんとも、両市の交流には大変積極的な意向を示していただきました。結果的に、滝川市教育委

員会、スプリングフィールド市教育委員会の間におきまして姉妹都市交流促進に関する覚書を両教

育長で交わすことができました。このことによりまして、両校の生徒や教員の交流、さらには両市

の教育交流や文化交流、これをこれまでの経過を踏まえつつ、さらに促進してまいりたい、このよ

うに考えております。また、６名のジュニア大使でございますけれども、スプリングフィールド工

科高校において積極的に交流を深めるなど、それぞれの使命を果たせたと考えております。さらに、

本年度新たに難病の子供たちの自然体験交流施設でありますホール・イン・ザ・ウォール・ギャン

グ・キャンプ、これを訪問することができましたことは大きな成果であったと思っております。さ

らに、当日スプリングフィールド市におきまして全米東部６州産業物産祭り、これに６名のジュニ
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ア大使が参加いたしまして、パレードとして６名がクラシックカーに乗り、多くの市民が見守る中

を行進することができました。これなども大きな収穫であったと思っております。 

 以上を申し上げまして、教育行政報告とさせていただきます。 

〇議    長  これをもちまして行政報告を終わります。 

 

        ◎日程第５ 報告第１号 専決処分について（損害賠償額の決定） 

〇議    長  日程第５、報告第１号 専決処分について（損害賠償額の決定）を議題といたします。 

 説明を求めます。保健福祉部長。 

〇保健福祉部長 おはようございます。ただいま上程されました報告第１号 専決処分について、

ご説明申し上げます。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定

により報告したいとするものでございます。 

 専決事項は、車両損傷事故に伴う損害賠償額の決定でございます。事故の発生日時でございます

が、平成１６年１１月２２日午後零時４０分ころで、事故の発生場所は滝川市明神町３丁目７番２

４号地先でございます。相手方は、滝川市一の坂東３丁目８番１―３１３号、濱田望氏で、損害賠

償額は２２万５，７４０円でございます。事故の発生原因でございますが、市道明神町４５号線に

おいて、公用車両に荷物を積むために滝川市立滝川中央保育所裏口付近に停車し、車両から離れた

ところ、シフトノブをパーキングの位置にしなかったため、これはオートマでございますので、前

方に動き出し、車両前方に路上駐車していた相手方車両に衝突し、損害を与えたものでございます。 

 専決処分年月日は、平成１６年１１月２９日でございます。 

 交通安全の確保につきましては、常日ごろより指導しているところでございますが、本件の教訓

を踏まえ、全庁的に停車時のエンジン停止等を含む事故防止５カ条なるものを制定し、全職員に周

知を図ったところでございます。これらを踏まえ、基本動作の確实な实施を徹底してまいりたいと

思っております。 

 なお、本件の損害賠償額は、社団法人全国市有物件災害共済会から補填されますことを申し添え

て、報告といたします。 

 以上でございます。 

〇議    長  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議    長  質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 報告第１号は、報告済みといたします。 

 

        ◎日程第６ 報告第２号 専決処分について（調停の申立て等） 

〇議    長  日程第６、報告第２号 専決処分について（調停の申立て等）を議題といたします。 
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 説明を求めます。建設水道部長。 

〇建設水道部長 ただいま上程されました報告第２号 専決処分について、ご説明いたします。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、専決処分したので、同条第２項の規定により報告

いたします。 

 専決事項については、市営住宅の明け渡し及び滞納家賃の支払いの請求に関する調停の申し立て

であります。相手方につきましては、記載のとおりでありますので、お目通しをお願いいたします。

申し立ての趣旨でありますが、相手方が市営住宅家賃を滞納していることから、再三にわたるその

支払いの督促や納付相談、明け渡し請求にも応じず、そのまま住み続けていることから、善良な入

居者との公平上問題があり、市営住宅の明け渡し及び滞納家賃の支払いの請求の申し立て等をする

ものでございます。調停追行の方針でありますが、調停において目的を達成することができないと

きは、裁判所に市営住宅の明け渡し及び滞納家賃の支払いの請求に関する訴えを提起するものとし

ます。調停において必要があるときは、適当と認める条件で和解に応じるものとすると。 

 専決処分年月日は、平成１６年９月２９日であります。 

 以上で報告を終わります。 

〇議    長  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議    長  質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 報告第２号は、報告済みといたします。 

 

        ◎日程第７ 議案第４号 滝川市活力再生プラン調査等特別委員会の設置について 

          選任第１号 滝川市活力再生プラン調査等特別委員会の委員並びに委員長及 

                び副委員長の選任について 

〇議    長  日程第７、議案第４号 滝川市活力再生プラン調査等特別委員会の設置について、選

任第１号 滝川市活力再生プラン調査等特別委員会の委員並びに委員長及び副委員長の選任につい

ての２件を一括議題といたします。 

 お諮りいたします。本件については、議会運営委員会の方々の提案にかかわるものですので、説

明、質疑、討論を省略して、ただちに一括採決いたしたいと思います。これに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、説明、質疑、討論を省略して、一括採決いたします。 

 本件をいずれも可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号及び選任第１号の２件は、いずれも可決されました。 
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        ◎日程第８ 議案第１号 平成１６年度滝川市一般会計補正予算（第５号） 

〇議    長  日程第８、議案第１号 平成１６年度滝川市一般会計補正予算（第５号）を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。助役。 

〇助  役 ただいま上程されました議案第１号 平成１６年度滝川市一般会計補正予算（第５

号）について、ご説明をいたします。 

 今回の補正は、緊急地域雇用特別対策推進事業の政策枞として認められた企業誘致推進事業費の

補正、滝川地区広域消防事務組合負担金の繰越金の精算に伴う減額補正、民生費において人数、対

象の实行見込み増による措置費などの補正が主な内容となっております。 

 第１項で歳入歳出にそれぞれ３３万３，０００円を増額し、予算の総額を２２９億９，０５４万

６，０００円としたいとするものであります。 

 歳入歳出の補正は、第１表によるところでございます。 

 ２ページ、３ページは第１表、歳入歳出予算補正でございますので、お目通しいただきたいと思

います。 

 補正の内容につきまして事項別明細書で説明させていただきますので、最初に歳出の１０ページ、

１１ページをお開き願います。２款１項７目市民生活推進費、補正額４４万７，０００円につきま

しては、一般乗合バス運行負担金の増額でございます。ＪＲバスの撤退から、その後引き継いだ中

央バスの路線、滝川―沼田線、滝川―浦臼線、滝川から新十津川経由の花月―砂川線の３路線に対

して、国庫補助等を含めて市町村負担を行うこととして当初予算で７０万３，０００円を計上して

おりましたが、平成１５年１０月から本年９月までの１年間の運行实績により、３路線のうち滝川

―沼田線、花月―砂川線の２路線が利用者数の減になったことから、国費補助から道費補助に切り

かわりまして、市町村負担が増となったものでございます。 

 ３款１項３目知的障害者福祉費、補正額２２０万２，０００円につきましては、心身障害者地域

共同作業所運営事業補助金の増額でございます。道の補助制度により滝川ほほえみ工房の運営に対

する補助金を交付しておりますが、今年度の利用登録者数がふえたことによりまして、Ｂランクか

らＣランクの位置づけになったわけでありますが、補助金の限度額が変わるために増額補正したい

とするものであります。 

 ４目の老人福祉費、補正額５２３万８，０００円につきましては、老人措置費、施設扶助費の増

額でございます。緑寿園ほか養護老人ホームの入所者、措置人員が延べ６４８人の見込みから６６

０人にふえたことと緑寿園の養護老人ホーム入所者に対し病弱者等介護加算の対象になった。介護

加算は、介護度のある人等が入所者率３０パーセント以上の場合一定額の加算措置が行われるもの

でありますが、これらのことから増額したいとするものでございます。 

 ５款１項１目労働諸費、補正額２４４万９，０００円につきましては、緊急地域雇用特別対策推

進事業の補正でございます。今回新たに事業が認められましたのは、緊急地域雇用特別対策推進事

業のうち政策枞の分でございまして、政策枞と申しますのは各自治体が抱えている政策課題等を解
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決するために認められる別枞でありますが、主に調査研究事業に活用されているものであります。

滝川市といたしましては、全国的には設備投資もプラス傾向に転じて、立地件数も増加傾向にあっ

て、企業誘致環境が好転をしているという一般的な見方あるいは状況の中で、滝川市といたしまし

ては低迷しております企業誘致のために何とかきっかけづくりをする必要があるというような判断

から、この政策枞を活用いたしまして、地域産業の振興、企業誘致の推進を図ることを目的に、道

のアドバイスも受けながら事業の取り組みをしたものでございます。事業の内容は、企業誘致活動

の基礎データとなる調査や企業の事業拡大などの意向についてのアンケート業務等を委託するもの

で、北海道にゆかりのある企業など１，５００社分の企業概要データを作成し、検討中であります

けれども、滝川市の企業立地状況等を含めたアンケートを行い、その中で事業实施などに意欲的な

企業おおむね５０社の抽出作業を行おうとする内容であります。この抽出したデータをもとに、１

７年度以降、市内の高校の卒業者、あるいは道外に支店等を持っている企業等の協力もいただきな

がら企業誘致活動を進めたいとしているところでございます。なお、新規雇用者は３人、１人につ

き４０日の雇用日数を想定しております。 

 ６款１項２目農業振興費、補正額１０万８，０００円につきましては、果樹農家災害対策事業補

助金の補正でございます。台風１８号の被害について、道の時限補助制度である果樹農家災害対策

事業により、被害を受けた果樹園の病害虫の蔓延防止対策として薬剤購入費に対して補助を行い、

果樹生産農家の経営安定を図りたいとするものであります。事業主体は滝川果樹協会で、１４戸、

１６．５３ヘクタールの实施予定となっております。 

 次の１２ページ、１３ページをお開きください。９款１項１目消防費、補正額１，１２０万１，

０００円の減額でございますが、滝川地区広域消防事務組合負担金の減額でございます。１５年度

は災害も余りなかったというようなことから、消防職団員の出動に伴う人件費、あるいは経費の節

減等によりまして平成１５年度の繰越金の精算に伴い、構成市町の負担金を減額したいとするもの

でございます。なお、滝川地区広域消防事務組合、９日に組合議会が開催される予定になっており

ますが、平成１５年度の繰越金の精算に係る補正予算、それとともに滝川消防署の運営に要する経

費として１０４万円の補正を計上する予定となっております。この補正内容でありますが、日本消

防協会から女性消防隊による安全で災害に強い地域づくり推進事業、この事業指定を受けまして、

軽可搬消防ポンプ、あるいは予防活動としての濃煙体験ハウス、ビデオカメラ、スクリーンなどの

購入費でありますが、日本消防協会から助成金１００万円を受けて、この繰越金の一部４万円を充

てて１０４万円の補正をする予定になっておりますが、したがいまして１，１２０万１，０００円

はその４万円を差し引いた数字ということになります。 

 １０款８項４目体育施設費、補正額１０９万円につきましては、空知太スキー場の運営管理に要

する経費の補正でございます。シーズン前の点検によりまして、圧雪車の駆動用スプロケット、樹

脂でできているところなのですが、この修繕が必要になったというようなことから増額したいとす

るものでございます。 

 以上、歳出合計で３３万３，０００円の増額補正となったところでございます。 

 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。６ページ、７ページをお開きいただきたいと思
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います。１１款１項１目地方交付税、６４２万９，０００円の減額補正でございますが、補正に伴

う一般財源の調整を普通交付税で行いたいとするものでございます。 

 １３款１項２目民生費負担金８１万４，０００円につきましては、老人福祉費負担金を实行見込

みにより増額したいとするものでございます。 

 １５款１項１目民生費負担金２２１万２，０００円、１６款２項２目民生費補助金１１０万１，

０００円、４目労働費補助金２４４万９，０００円、５目農林業費補助金１０万８，０００円、次

のページ、２１款５項３目雑入７万８，０００円は、いずれも歳出関連でございます。 

 以上、歳入合計３３万３，０００円の増額となったところでございます。 

 以上を申し上げまして、議案第１号の説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願い申し

上げます。 

〇議    長  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議    長  質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議    長  討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号は可決されました。 

 

        ◎日程第９ 議案第２号 平成１６年度滝川市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

〇議    長  日程第９、議案第２号 平成１６年度滝川市介護保険特別会計補正予算（第１号）を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。保健福祉部長。 

〇保健福祉部長 それでは、ただいま上程されました議案第２号 平成１６年度滝川市介護保険特

別会計補正予算（第１号）について、ご説明申し上げます。 

 今回の補正は、保険事業勘定におきまして平成１５年度の事務費交付金の超過交付分の償還のた

めに補正したいとするものでございます。 

 第１項におきまして、保険事業勘定の予算の総額に歳入歳出それぞれ２５万７，０００円を追加

し、同勘定の歳入歳出予算の総額をそれぞれ２２億９，４６６万１，０００円としたいとするもの

でございます。 
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 第２項におきまして、保険事業勘定の歳入歳出予算の補正は、第１表歳入歳出予算補正によると

ころでございます。 

 歳出の方からご説明しますので、８、９ページをお開きください。７款１項２目償還金２５万７，

０００円でございますが、冒頭ご説明しました事務費の超過交付分の償還金でございます。 

 補正後の歳出合計が２２億９，４６６万１，０００円となったところでございます。 

 歳入についてご説明しますので、６、７ページをお開きください。７款１項１目繰越金２５万７，

０００円は、歳出との関連でございます。 

 補正後の歳入合計が同額の２２億９，４６６万１，０００円となったところでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議    長  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議    長  質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議    長  討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号は可決されました。 

 

    ◎日程の追加について 

〇議    長  お諮りいたします。 

 本日の日程はすべて終わりましたが、過日の議会運営委員会で確認したとおり、あすの日程を本

日に繰り上げ、これを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、配付してあります追加日程のとおり、日程番号第１０及び第１１を本日の日程に追加し、

議題とすることに決しました。 

 

        ◎日程第１０ 議案第３号 中空知広域市町村圏組合規約の変更について 

〇議    長  日程第１０、議案第３号 中空知広域市町村圏組合規約の変更についてを議題といた

します。 
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 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

〇総務部長 議案第３号 中空知広域市町村圏組合規約の変更についてを説明させていただきます。 

 前段経過を申し上げますと、昭和４５年から開始した道路維持管理センターの設置並びに運営管

理事業は、広域事業として３４年間、路面及び側溝清掃事業を行ってきたところでありますが、各

市町から成る建設部会において、事業量全体が減尐している中、事業のあり方について平成１５年、

１６年と検討がなされ、各市町において民間移行への検討、また調整をしたところ、民間事業者の

活用が図られること、また各市町とも費用負担が軽減されること等の理由から、所期の目的を達成

したとして、平成１６年度をもって組合による道路維持センターの設置並びに管理運営事業を廃止

することを去る１１月１６日の組合理事会において決定したところであります。 

 これを受け、各市町において共同処理する事務を変更するため、地方自治法第２８６条第１項に

より、規約を変更したいとするものであります。 

 次のページの参考資料をお開き願います。第３条中、第４号を共同処理する事務から削除し、第

５号以下を繰り上げする改正であります。 

 附則として、この規約は、平成１７年４月１日から施行したいとするものであります。 

 今後についてでありますが、構成各市町の議決がまとまり次第、道に報告し、承認を受けた後、

事業廃止に伴う財産処分について処理方針の協議が行われる予定でございます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

〇議    長  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議    長  質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議    長  討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号は可決されました。 

 

        ◎日程第１１ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

〇議    長  日程第１１、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

〇市    長 ただいま上程されました諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について、提案をさ
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せていただきます。 

 まず、記の下に堀束悟氏、塩尻文子氏のお名前をご記入を賜りたいと存じます。 

 滝川市に置かれております人権擁護委員、堀束悟氏が平成１７年２月２８日で、同委員、塩尻文

子氏が平成１７年３月３１日で任期満了となりますために、後任候補者といたしまして引き続き両

氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により意見を求めるものでございます。 

 堀束氏におかれましては６期目、塩尻氏におきましては２期目ということになるわけでございま

すが、よろしく同意を賜りますようにお願いを申し上げ、提案にかえさせていただきます。よろし

くお願い申し上げます。 

〇議    長  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議    長  質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議    長  討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより諮問第１号を採決いたします。 

 本件については可と答申することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、諮問第１号は可と答申することに決しました。 

 

        ◎休会の件について 

〇議    長  お諮りいたします。 

 議事の都合により、１２月８日から１２月１４日までの７日間休会いたしたいと思います。これ

に異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、１２月８日から１２月１４日までの７日間休会することと決しました。 

 

    ◎散会宠告 

〇議  長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

散会 午前１０時５９分 
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平成１６年第４回滝川市議会定例会（第９日目） 

 

                              平成１６年１２月１５日（水） 

                              午前１０時００分  開 議 

                              午後 ５時３２分  延 会 

〇議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員指名 

 日程第 ２ 一般質問 

 

〇出席議員 （２１名） 

        １番  本 間 保 昭 君       ２番  山 腰 修 司 君 

        ３番  三 上 裕 久 君       ４番  久 保 幹 雄 君 

        ５番  大 谷 久美子 君       ６番  石 田   昇 君 

        ７番  渡 辺 精 郎 君       ８番  清 水 雅 人 君 

        ９番  大 累 泰 幸 君      １０番  田 中 敏 男 君 

       １１番  堀 田 建 司 君      １２番  中 田   翼 君 

       １３番  谷 口   昭 君      １４番  山 木   昇 君 

       １５番  酒 井 隆 裕 君            １６番  窪之内 美知代 君 
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                                 開議 午前１０時００分 

    ◎開議宠告 

〇議    長 ただいまの出席議員は全員であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

〇議  長 日程第１、会議録署名議員指名を行います。 

 会議録署名議員は、議長において石田議員、渡辺議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

〇議  長 日程第２、これより一般質問を行いますが、配付いたしておりますプリントの順に従

って行っていただきます。 

 なお、質問は、再質問を含めて４５分以内の持ち時間制で行っていただくことになっております

ので、質問、答弁ともに要点を簡潔にするようお願いいたします。また、質問は通告の範囲を遵守

し、議案審査で既に解明された事項にわたらないようご留意願います。 

 酒井議員の発言を許します。酒井議員。 

〇酒井議員 おはようございます。傍聴に来られた皆さんもご苦労さまでございます。 

 それでは、通告の順に従いまして、私の一般質問を行いたいと思います。 

 

    ◎１、事業運営など見通しのあり方について 

      １、検診事業 

      ２、重度身体障害者ケアステーション 

      ３、中高年齢労働者福祉センター 

      ４、除排雪 

 １番目にお伺いしたいのが事業運営など見直しのあり方についてであります。まず、検診事業に

ついてです。基本健康診査でも２，６３５人が受診し、また肺がん検診だけでも１，７４２人の受

診者がある。これだけの受診者を見ても、市民の健康を守る上で本検診事業が果たしてきた役割は

大変大きなものであります。こうした事業は、事業者などが行う検診を受けられない方にとって、

尐ない負担で検診を受けられる必要な事業であります。そこで、今回の事業運営の見直しの中で費

用負担増を検討しているというお話がありました。各検診にどれだけの負担増を検討されているの

か、このことについてまずお伺いしたいと思います。 

 次は、重度身体障害者ケアステーションについてです。この重度身体障害者ケアステーションは、

北海道の補助率が高い事業であり、道の動向が重要であります。しかし、北海道は補助金の見直し

を検討している報道がありまして、仮に補助金の見直しが行われた場合、事業そのものの継続が困

難になることが予想され、このことは極めて正当性を欠くものであります。そこで、お伺いしたい

のが本市としてこうした事業をどう守ろうと考えているのか、お考えについてお伺いいたします。 
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 次は、中高年齢労働者福祉センターについてであります。現在施設は市の所有であり、シルバー

人材センターの委託管理となっています。今回の事業の見直しで施設の存廃など見直しがあるのか

どうか、そのことについてお伺いします。 

 次に、除排雪についてであります。この滝川市にももう雪が降りまして、既に除雪も始まってお

りますが、こうした除排雪問題というのは市民の皆さんとお話ししても最初にお話が出る、そうし

た市民が最も必要と考えている事業であります。この除排雪事業、何としても後退させることは許

されません。さきの決算審査特別委員会の中でも、除排雪そのものの水準は下げない、このような

答弁がございましたが、今回の見直しでも水準を下げるべきではありません。現在の除排雪水準を

守るべきであります。見解を伺います。 

 

    ◎２、雇用対策 

      １、若年雇用 

      ２、季節労働者対策 

 次に、雇用対策でありますが、政府が行っております若者自立挑戦プランに対する見解について

お伺いいたします。政府は、实務型、教育連結型人材育成システム（日本版デュアルシステム）に

よる学卒未就職者とフリーターへの職業能力の实践的訓練と若年者のためのワンストップサービス

センター、通称ジョブカフェの整備による基礎的講座、職業訓練計画、職業紹介など一括して相談

に乗る支援の二つを若年者失業対策の大きな柱としています。この日本版デュアルシステムは、週

三、四日は企業に通い、残りの日は職業学校で学ぶというドイツの制度を参考にしたもので、学校

での講習と企業での实習を組み合わせた訓練を通じて若年者を一人前の職業人に育てることを目的

としています。対象となるのは、３５歳未満の学卒未就職者、無業者、フリーターなどであります。

しかしながら、このプランには大きな問題点があります。そのことは、企業の雇用責任に触れてい

ないことであります。若年失業やフリーター増大の流れを大きく転換するという目標を掲げながら、

就職機会創出の明確な目標すらなく、若者雇用悪化の实態から出発した施策とは到底言えないもの

であります。前の国会の答弁の中では、若年失業者、またフリーターなどについて半減させるとい

った答弁がございましたが、これについても明確な数字として示されたものではありませんでした。

こうした雇用目標のない経済産業省、厚生労働省、文部科学省、内閣府合同の若者自立挑戦プラン

に対する市長の見解について問うものであります。 

 次に、就職支援の取り組みについてお伺いいたします。滝川市雇用対策会議では新規高卒者の雇

用内容の情報交換などが行われ、ジュニアインターンシップでも一定の成果を上げているとされて

います。しかしながら、学卒未就職者についてはこうした制度がございますが、若年離職者につい

ては滝川市の就職、就労支援施策としては具体的なものが乏しいのが現状であります。こうしたこ

とがお話しされますと、就職支援というものは国が行うものであるということが聞かされるかもし

れませんが、滝川市としても若者定住施策として考える必要があるのではないでしょうか。ハロー

ワークでは足りない就職情報の提供でありますとか、また就職に役立つセミナー、または各企業な

どを呼んでのセミナーの開催など、就職支援の取り組みを総合的に関係機関と一体になって行うべ
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きと考えますが、市長の考えをお伺いいたします。 

 次に、季節労働者対策についてお伺いいたします。季節労働者冬期技能講習では、離職日で６５

歳以上は受給資格がなくなったことや講習修了者への支給額も減額されたことなど、極めて厳しい

現状にあります。このため、特別な対策が必要でありますが、現状をどうとらえているのか、お伺

いいたします。また、本市においては、市長が空知の中でも先頭に立って、国に対してこうした季

節労働者に対して要望を行ってきた。このことに対しては敬意を表するものでありますが、そのこ

と以外で本市として一定の対策が検討されているのか、お伺いしたいと思います。 

 

    ◎３、教育問題 

      １、教育基本法 

      ２、学校大規模改修 

      ３、学校適正配置計画 

      ４、巡回文庫 

      ５、幼稚園 

      ６、奨学金貸付 

 次に、教育問題について質問いたします。今中央教育審議会でも、また国会内外においても教育

基本法の見直しの議論が本格化し、教育勅語は正しいところがあるなどと賛美する発言が相次いで

います。しかし、教育勅語を美化し、教育基本法見直しを進める人たちは、今までの戦争をどのよ

うに認識されているのでしょうか。例えば新しい教科書推進グループ、西沢潤一氏は、侵略戦争は

正しい戦争であったと公然と述べていますし、中曽根元総理大臣は教育改革を求める講演の中でも、

大日本帝国憲法が国民、国家を形成する軸となり、日本は日清、日露の戦争に勝っていた。そうい

った歴史があるので、朝鮮などの侵略を日本の誇るべき歴史だとしています。教育勅語を美化する

ということは、一つは憲法９条の改正、二つは再び日本を戦前のように諸外国に重要視される国家

としての位置づけ、日本が世界の政治動向を左右する国として強い軍隊を持ち、集団的自衛権を容

認する軍事大国日本の再現であります。そして、そのための一部のエリートをつくる、それが目的

であります。教育勅語には命の大切さや人権や平等、これは一つも述べられていません。道徳とい

うのは、お互いの批判や話し合いの中で出てくるものであります。道徳は必要である、これが正し

い道徳なのだ、こういったことを国家が決めるべきことではありません。私は、学生以来改めて教

育基本法を読んでみました。その中で本当に奥深いものがあるなと感じました。前文には「われら

は、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に

貢献しようとする決意を示した。この理想の实現は、根本において教育の力にまつべきものである。

われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にし

てしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。ここに、日本国憲

法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制

定する」とあるわけでありますが、この教育基本法はそもそも第２次大戦の痛苦の反省から、どう

やってこの国を再建していけばいいのかを考えた結果、一人一人がしっかりとした人格を完成して
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いき、その中で育った人々が民主的国家及び社会の形成を担えるようにしていこうと。人間として

の尊厳が尊重され、国民一人一人が日本国憲法を担うのにふさわしい主権者としての育成が教育に

おいて期待をされたわけであります。 

 前文にある個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成としては、人間というのはよ

き国民たるには、まずよき人間でなければならない。よき人間は、そのままよき国民となるとの信

念に基づくものである。こういったことが解説書にも述べられています。教育基本法には親孝行や

夫婦愛、また兄弟愛が欠落している、このようにも述べている人がおります。基本法には言葉とし

ては具体的に書かれておりませんが、第７条では、国家や行政は親が子供を保護、教育する権利義

務を行使したり果たすことができるように、親や家庭をサポートすることといった趣旨が書かれて

います。子供の人権が今保障されない限りにおいて、望ましい家庭や家庭教育のあり方を行政が指

し示して指示することは大いに問題であります。家庭教育のあり方や道徳教育の方向性は、それぞ

れの地域や家庭、学校で子供たちを交えながら具体的に考えられるべきであります。上から、国家

から押しつけられた道徳や家庭教育ではなく、人間の尊厳を確立し、民主的で平和な国家や社会の

形成に必要な家庭教育の道徳の出発点は、日本国憲法にもある主権在民、平和主義、基本的人権の

尊重を原理とする、このことこそ大事であり、これが教育基本法の中にあるわけです。また、愛国

心がなくなった、このようにも言われていますが、教育基本法では前文に民主的で文化的な国家を

建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする教育目的を明記しています。これこそが今

国際的な課題ではないでしょうか。もう一つは、１０条の見直しについてであります。この教育基

本法の第１０条というのは、教育は、不当の支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を

負って行われるものである、そして第２番目は、教育行政は、その自覚をもとに教育の目的を遂行

するに必要な諸条件の整備、確立を目標として行わなければならないというのが１０条であります。

この１０条についても、教育は不当な支配に服することなくというものを教育行政は不当な支配に

服することなくと全く反する趣旨のものに変えられようとしています。この１０条ができた経緯と

いうものは、教育に対する全体主義的な国家統制や官僚支配の弊害への批判、そうした弊害を繰り

返してはならないという願いや、また教育の自主性、つまり教育が政治や行政に左右されない状態

を確立する必要があるといった主張があったからだと言われています。 

 そこで、教育長にお伺いいたします。こうした特定の思想や歴史観を押しつけることや国家が教

育に介入することなど、大改悪である今回の改悪に対する教育長の考えを問うものであります。 

 次に、君が代の学校への押しつけについて質問いたします。１９９９年、日の丸、君が代の国旗、

国歌化が提案されたとき、日本共産党は号外を配布し、国民的討論を呼びかけました。その中で世

論は大きく変化を始めました。ところが、公明党が態度を変えたことにより、戦後初めての国旗、

国歌に対する国民的議論は数の力で封殺され、国会での採決が強行されました。当時の小渕首相は、

君が代の君は天皇、がは所有格ののを意味すると答弁し、国民への強制は考えていないと説明いた

しました。ところが、その後の経過は、政治的利用をしてはならない教育に行政が乱暴に押しつけ

る状況が繰り返されてきました。東京都では、昨年１０月２３日の東京都教育委員会による通達以

降、君が代強制が行われ、暴走、また戒厳令とも表現されるような状況になっています。そこでは
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君が代斉唱時に起立しなかったとして約２５０人にも上る教職員が処分されただけではなく、生徒

の不起立を理由とした厳重注意までなされています。さらに、都立高校の卒業式では、約５０校で

保護者の起立状況までが調査、報告されていたことが明らかとなっています。 

 改めてお聞きします。戦前君が代が天皇を神とし、絶対者とした社会でアジアへの侵略や国民支

配の手段に使われたことは歴史の事实であります。今日憲法と教育基本法の遵守を制約して教職に

ついている職員が一般的に国家を大切にする心がけとして君が代をその意味もわからない幼児期か

ら歴史認識を抜きに教え込むことに疑問を持ち、異を唱えるのはむしろ当然ではないでしょうか。

国民主権とともに憲法の柱は第９条の戦争の放棄を初めとする平和主義、そして基本的人権の尊重

です。君が代とその押しつけは憲法の基本原則と大きな矛盾を持つものであります。改めて教育行

政がしてはならない教育の不当な支配をやめるよう強く求めます。見解をお聞きするものです。ま

た、道教委の求めにより、着席していた教師などについてチェックしているとお聞きしました。こ

うしたチェックをすること自体思想信条の自由にかかわる大問題であります。道教委では、これま

でどういったことの報告を求めてきたのか、お伺いします。さらに、道教委に対して報告をするべ

きではなく、そもそもこうしたチェックを行うべきではないと考えます。教育長の考えを問うもの

です。 

 次に、学校大規模改修についてお伺いいたします。現在市内の小中学校は、不燃化工事から２０

年から４０年経過していますが、これまでの議会での答弁でも緊急度と安全性を勘案して改修を行

うとの答弁が繰り返されています。しかしながら、外壁や、また放送設備の老朽化など、言うまで

もなく大規模改修が急がれています。そこで、将来的には建てかえ、大規模改修、どちらを考えて

いるのか、お伺いするものです。また、耐震診断とその時期はいつごろを考えているのか、お伺い

します。さらに、小規模な改修は、当然必要であります。しかしながら、今必要なのは根本的な対

策です。そこで、建てかえではなく耐震診断を行い、必要な場合は補強を加えつつ大規模改修を行

うといったことを年次的に行うべきと考えますが、同様に質問いたします。さらに、自立プランに

学校の適正配置計画をのせるのではなく、学校の耐震診断と時期や大規模改修についてのせるのが

当然だと考えますが、考え方を問うものです。 

 次に、学校適正配置計画について伺います。学校の統廃合について議論があります。滝川市自立

プランにも、主な取り組み検討事項の中で徹底した経費の削減、業務の見直しとして学校の適正配

置計画が打ち出されました。しかし、いずれも財政的な面だけで打ち出されているのが特徴であり

ます。周辺市町の学校と比べても、距離が近く、また特別な小さな学校もない本市において、こう

した計画を急ぐ理由はありません。むしろ周辺市町と比べても、そうした小さな学校の統廃合につ

いては既に完了しており、こうした点からも現在が適正な配置であると言えます。学校適正配置に

ついては、統廃合先にありきという視点からのビジョンづくりを拙速に行うのではなく、ＰＴＡな

ど学校関係者や地域住民からの意見も踏まえ、慎重に検討することが必要なもので、５年、１０年

の推移を見て、その上で計画を策定すべきかどうか判断するべき問題であります。そこで、お伺い

いたしますが、こうしたことで国や道からの方針がありますが、そうした方針の変更があったのか、

また急いで統廃合を行わなければならない理由があるのか、お伺いいたします。今回の学校適正配
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置計画は、メリットよりもデメリットが上回るものです。仮に通学距離が遠くなることによりスク

ールバスを新たに配置することになれば、その費用が新たに発生します。また、通学環境の整備も

新たに必要となります。さらに、学校を中心とした地域活動も大きな変更を迫られることになりま

す。メリットとはっきりと言えるものは、施設整備費などわずかなものにすぎません。そもそも大

規模改修を行い、その次の段階で考えるべきものでありますが、基本的な姿勢を問うものです。 

 最後に、教育分野での事業運営など、見直しのあり方について伺います。まず、巡回文庫につい

てであります。１５年度決算での資料では、巡回日数１１６日で１万３，４６３冊、一般書が８，

３７９冊、児童書５，０８４冊が貸し出され、このことからも有効に活用されている結果が示され

ています。こうした巡回文庫を利用されている方は、主に自家用車がない方などが多いのではない

かと思われますが、どういった市民がご利用なさっているのか、お伺いします。また、このように

有益に使われている巡回文庫、廃止された場合の影響はどのように考えているのか、お伺いするも

のです。 

 次に、幼稚園についてお伺いします。幼稚園についても施設の統廃合や事業委託など、既に新聞

等で報道されています。言うまでもなく、市立幼稚園には父母負担や通園距離など大きなメリット

があります。拙速な統廃合が与える影響は、はかり知れません。今回の事業の見直しの中で何らか

の計画を考えているのか、お伺いするものです。 

 次に、奨学金貸付についてお伺いいたします。１３年には２９人、１４年には４５人、１５年に

は６２人の新規貸し付けがあり、年々増加傾向にある滝川市奨学金でありますが、１５年の第４回

定例会での質問では、制度の見直しについて、財政的に厳しく、今後の課題と答弁がありました。

このように貸し付けがふえたのも日本学生支援機構の奨学金との併願が可能になったことが大きい

と考えられます。このままでは貸与金額を減らすことなどの制度の後退や、それどころか奨学金制

度の存在そのものが危ぶまれます。そこで、日本学生支援機構奨学金との併願化をやめるなどして、

１４年度水準で維持できるように奨学金制度を守るべきだと考えますが、教育長の考えを伺うもの

です。 

 以上であります。 

〇議    長  酒井議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 おはようございます。以下質問の順に酒井議員の一般質問にお答えを申し上げます。

場合によっては所管からの答弁ということもありますので、あらかじめご了解を賜りたいと思いま

す。 

 まず、１、事業運営など見直しのあり方について広範なご質問をいただきましたが、これを通じ

て基本的なことをお答えを申し上げたいというふうに思います。ただいま計画を策定をいたしてお

ります活力再生プランは、時代に合ったサービスの提供、そして負担のあり方と、検診事業を初め

さまざまご質問ございますけれども、そういう視点で策定をしていくものであります。行政サービ

スは、高いことがもちろんいいわけであります。しかし、それがかなり低負担で支えられていた時

代的背景があったというふうに思います。その時代的背景が崩れてきた。申し上げますと、例えば

市税はピーク時から１０億円減尐いたしました。地方交付税もピーク時から１０億円既に減尐する
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と、今年度は減尐するであろうというふうに想定をいたしております。市税も交付税もピーク時か

ら比べますと１０億円ずつ、２０億円減尐しているという時代背景があるわけであります。そして、

これからまた三位一体改革は、实態として小さな地方の自治体に厳しい改革という状況がだんだん

見えてまいりました。そういう中にあって、今までの行政サービス水準をできるだけ維持するため

に、コストを安く、コスト低減をして行政サービスに振り向けるという最善の努力と同時に、ただ

いま申し上げましたように行政サービスをこれまで維持してきた金が来なくなったわけであり、な

くなったわけでありますから、かなり大幅に縮小されるわけでありますから、今までどおりという

わけにはいかないというのが背景にあるわけであります。ただいま行政サービスの水準と、それか

らその負担のあり方ということについて市役所挙げて案を策定しているところでございますけれど

も、この結果十分な市民の皆さん方の議論をいただける機会を提供させていただいて、そして負担

とサービス水準の適正化ということを進めていきたいというふうに考えるのがまず前段ご理解を賜

りたい総括的事項であります。 

 検診事業につきましては、市民の健康管理にかかわる健康診査は極めて重要というふうに考えて

おります。しかし、ただいま申し上げましたように、活力再生プランは聖域をなくしてやらなくて

はならないというふうに思っておりますし、社会的背景もそうであるというふうに实は思っており

ますので、この中で検討中であります。ただいま申し上げました受益と負担の関係、あるいは国保

会計への影響等をあわせて、市民の皆さん方と議論をして適正な水準に定めていきたいものだとい

うふうに考えるところであります。 

 重度身体障害者ケアステーションでございますが、きょうは傍聴の方も大勢いらっしゃいますか

ら、十分ご承知の方もいらっしゃるかもしれませんが、重度身体障害者ケアつき住宅というのは道

内で２市しか实施しておりません。札幌市と滝川市だけであります。そういう意味では、ここに入

居されている方については、道内で札幌市と滝川市しか恩恵を受けていない行政サービスを受けて

いるということであります。現在のところ、この重度身体障害者ケアステーションについての補助

金を廃止するという情報はありません。したがいまして、もし廃止されたらどうするのだという前

提での議論はしない方が適切であるというふうに思っております。万々が一後年次においてこうい

う状況が出てきたときには、率直に申し上げますと現在極めて安い負担の中で高いサービスを受け

ているという状況も考えますと、公平性に配慮した対応が必要であろうというふうにも考えるとこ

ろであります。 

 中高年齢労働者福祉センターでございますけれども、現在サンライフ滝川ということで、職業講

習あるいは雇用に関する相談、情報提供、さらには体力づくり、趣味、教養、娯楽等各種活動ので

きる施設として運営しているところであります。ご案内のように、昭和６２年８月に現雇用・能力

開発機構により設置をされまして、昨年有償譲渡によりまして所有権を市に移転をし、引き続き滝

川砂川広域シルバー人材センターにその管理運営を委託しているという状況がございます。公の施

設として市の条例も設置しているところでございまして、今後の運営につきましてはシルバー人材

センターへの委託を継続する中で、施設の特性を十分生かすという条例設置の目的が達成されるよ

うに努力をしてまいりたいというふうに思っておりますが、先ほど来申し上げましたように、活力
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再生プラン、聖域なくまな板に上げる必要があるというふうに思っておりますから、中高年齢労働

者福祉センターについてどうなるかということではありませんで、幅広く適正な行政サービス、公

共施設水準のあり方ということについては検討するつもりであります。 

 除排雪についてでございますけれども、除排雪につきましては市民生活の維持において最も大切

な行政サービスの一つであるということは十分認識しているところでございますが、やはり必ずし

も聖域とは考えるべきではないというふうに思っております。本年度から全面委託などによりまし

て効率化、経費の軽減等に最善の努力をしてきたところでございますけれども、排雪事業を含めま

して、先ほど申し上げました行政サービス水準と負担のあり方は見直さなくてはいけないというふ

うに思っております。 

 雇用対策でございます。国施策への見解ということでございますけれども、雇用対策、国の全体

の経済の動向、あるいは雇用構造のあり方というのがやはり地方ほど大きく響いてくるというふう

に思っております反面、雇用対策について基礎的、特に小さな地方公共団体がどれぐらいのことが

できるのかと隔靴掻痒の感がないわけではありません。国全体の経済は地方が活性化しなくては成

り立たないということもあるというふうに思いますから、地方重視の雇用対策、経済対策を国に強

く求めたいものだというふうに思っております反面、自治体自体も競争社会に突入をしていくと、

どうも勝つ自治体と負ける自治体が出てきそうだと。そういう中で経済の問題というのは、極めて

重要な問題として認識をしなくてはならない側面も持っているというふうにも考えております。働

く場ができなくてはいけない、若い人の働く場ができなくてはいけないというのが基本であります。

私としても、一方ではコールセンター等の誘致に力を入れて、若い職場、若者の働く職場の確保と

いうことも全力を挙げなくてはいけない課題だというふうに思っております一方、内発型で何とか

雇用吸収できる努力を企業者の皆さん方と一緒にやらなくてはいけないというふうに思います。そ

ういう意味では、今はどちらかといえば買い手市場でありますから、地元の経営者の皆さん方には

社員を募集するときにはできるだけ早く手を挙げていただけませんでしょうかということを関係者

と一緒にお願いして回っておりますけれども、優秀な社員を入れるということになると、ある一方

では早い者勝ちであるということもあるわけでありますから、そういう地道な努力もまた必要だと

いうふうに思っております。最近は、ニートでありますとか、フリーターでありますとか、こうい

う社会現象がいわば問題になっているところであります。私は、先ほどいろいろご意見の披露があ

りましたけれども、日本版のデュアルシステム、やはり必要な制度であるというふうに思っており

ます。そして、現にスキルアップセンターにおきましては、平成１７年度から２コースの開設を予

定をしているところであります。 

 一方、もう一つの柱でありますジョブカフェについてでありますけれども、残念ながらジョブカ

フェについては滝川はその恩恵を直接的に受けることはできません。現在道内に６カ所開設されて

いるわけでありますが、いずれも大きなまちであります。しかし、ここにはインターネットでアク

セスすることが可能なわけでありますから、滝川市としてはこういうジョブカフェを若い人たちが

大いに活用していただくと。そして、インターネットでアクセスして情報を得ていただく、場合に

よってはそこに出かけていただくと、そういうことのＰＲが必要だというふうに考えております。
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ジョブカフェにつきましては、就職への効果があるということがそれなりに確かめられております

だけに、そういうＰＲには万全を期す必要があるというふうに思っております。今後ともハローワ

ーク等関係機関とよく連携をしながら、若年者の雇用対策を進めてまいりたいというふうに思いま

す。一方、滝川市では、高校生、それから國學院短期大学、いずれもインターンシップ、極めて一

生懸命力を入れているところでありますし、市内の企業もインターンシップには極めて積極的に応

援をしてはくださっておりますから、こういうものの充实というものも引き続き図っていって、職

業に対する理解を深めていく、そしてどうも思惑が違ったというような能力のミスマッチが生じな

いと、そういう機会の拡大も進めていく必要があるというふうに思っております。 

 季節労働者対策でございますけれども、季節労働者の皆さんを取り巻く環境は大変厳しいという

ことは、よく認識をしているつもりであります。しかし、一方で、前段ご質問のありました若年労

働者対策でありますとか、全体の雇用環境が極めて厳しいということもあわせて問題として抱えて

いるわけであります。ご質問にもございましたように、季節労働者対策としましては、全道市長会

等を通じまして、冬期雇用安定奨励金制度、そして冬期技能講習助成金制度の存続、延長というこ

とがなされたわけであります。平成１８年度まで制度の延長が实現したということでありますから、

何とかこの１８年度の中で私としては１９年度以降の延長、存続というものを強く国に要望してい

かなくてはならないと。そういうことを通じて、季節労働者の皆さん方が知識、技能を高めて、こ

の冬期を活用して高めていって、そして恒常的な仕事につけると、そういう環境を整えていくこと

が基本であるというふうに思っております。一時期福祉除雪への希望者の雇用ということも拡大を

させていただきましたけれども、希望される季節労働者の皆さん方が尐ないということもまた一方

課題としてあるわけでありますし、それと公共事業がどんどん尐なくならざるを得ない。冬期施工

ということになると、養生費とか何かを含めると極めてコスト高になっていくと。夏でもできるこ

とをコスト高で冬にできるかという課題も出てきているわけでありまして、そういう意味では季節

労働者の皆さん方には厳しい経済状況ということが言えるというふうに思いますから、そういう意

味では理解できるわけでございますけれども、短期的な対策ではない国の施策と相まった対策がな

ければなかなか解決できない難しい問題であるという認識を持っているところであります。 

 以上申し上げまして、私の答弁事項にさせていただきます。 

〇議    長  教育長。 

〇教 育 長 それでは、酒井議員からご質問ございましたので、お答え申し上げます。 

 まず、１点目でございますけれども、教育基本法への指針ということでご質問がございましたの

で、基本的な考え方についてお答え申し上げます。教育基本法は、ご存じのとおり昭和２２年３月

に公布、施行され、我が国の教育の基本的な考えを示したものと、このように考えております。内

容といたしましては、教育の基本理念、教育の機会均等と義務教育の規定を初め、学校教育から社

会教育などすべての教育法規の根本法と言うべきものであると、このように考えております。我が

国の教育は、この教育基本法の精神にのっとりましてとり行われ、ご存じのとおり大変目覚ましい

国の発展があったと、このように考えております。しかし、制定後半世紀を経過し、社会状況も大

きく変化しているところでございます。国といたしましては、国民的な議論を深めながら教育基本
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法の改正に取り組んでいるところでございます。現行の個人の尊厳、人格の完成、平和的な国家及

び社会の形成者などの理念を基本としつつ、２１世紀を切り開く心豊かでたくましい日本人の育成、

こういう観点から、現在必要な改正が行われていると、このように考えております。 

 次に、２点目でございますけれども、小中学校の卒業式、入学式等における国歌の取り扱いにつ

いてのご質問でございます。卒業式や入学式における国歌、国旗につきましては、学習指導要領に

基づきまして、児童生徒に対し適切に指導され、实施されるものであると、このように考えていま

す。教職員につきましては、一般に思想、良心の自由は内心にとどまる限りにおいては、これは確

保されるものであると、このように思いますけれども、公立学校に勤務する地方公務員であります

ことから、外部的な行為となってあらわれる場合にはもろもろの法令に基づきまして一定の制約を

受けると、こういうことが国の見解でございますし、私もこのような考え方であります。教育委員

会といたしましては、これまで設置者として市内小中学校の卒業式、入学式の实施状況について把

握しております。また、道教委から説明を求められた場合には可能な範囲でお知らせしているのも

事实でございます。国歌の斉唱に際しましては、起立で臨むことは教職員として当然ふさわしいこ

とでありますから、教職員に対しましても儀式にふさわしい態度で臨むように今後とも指導してま

いります。 

 次に、学校大規模改修等についてのご質問でございます。学校校舎、体育館等の老朽化につきま

しては、施設の安全性を確保しながら最大限使用するための日常の維持管理に努めたい、このよう

に考えまして、今实施しているところでございます。また、耐震診断につきましては、調査の实施

が必要であるとの認識は私も持っております。建てかえ、大規模改修などいずれの場合にいたしま

しても、財政状況を勘案し、年次計画的に实施を検討していかなければならない時期に来ていると、

このように考えております。 

 次に、学校適正配置計画についてのご質問でございます。全国的な尐子化による児童生徒の減尐

が著しい中、本市においても同様な傾向があり、あわせて社会状況の大きな変化が続いているのも

事实でございます。適正な学校規模についての基本的な考え方につきましては、法令上小中学校と

もに１校当たり１２学級以上１８学級以下と定められております。本市においては、児童生徒の減

尐により標準学級数を下回っている学校もあるのも事实でございます。このような状況の中、学校

の適正配置計画に関しましては、建築後４０年を経過している学校もありますから、大規模改修な

どの学校整備とあわせて、望ましい学校のあり方、長期的な効果、地理的条件、施設整備の改善な

どさまざまな観点から慎重に審議し、総合的に検討を進めなければいけない時期に来ている、この

ように考えております。 

 次に、巡回文庫につきましてでございますが、図書館サービス網の充实を目的に、開館以来本館

サービスエリア１．５キロメートル以遠の地域住民へ、より身近な読書の機会を得ることができる

ように、サービスポイントを定め、公共施設、団地集会所、各公園などを１カ月２回巡回し、図書

の貸し出しに努めているところでございます。現在２７カ所の巡回ステーションにおいて効率的な

運行に努めているところでございます。また、今年度から学校との連携による子供の読書活動支援

事業、これにおきまして巡回文庫車による学校貸し出しや出前移動図書館による市内小中学校への
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貸し出しのほか、イベントに合わせて図書館のＰＲも含めて大いに活用に努めているところでござ

います。お尋ねの年代別の利用者数でございますけれども、詳細なデータは持ち合わせておりませ

んが、实際の貸し出しの状況から見て、子供、主婦層、中高年の方々にも多く利用されている、こ

れが实態でございます。なお、４月から１１月までの利用状況を平成１５年と１６年の比較で見ま

すと、登録者数が８０世帯増加しており、また移動図書は６１０冊の増加を見たところでございま

す。現在の巡回文庫につきましては、平成元年に車両登録して、１５年稼働しております。走行距

離につきましては、約６万６，０００キロに及んでおります。しかし、年間通して運行しているた

め、車両本体の腐食あるいは雤漏りも見られると、こういったことから、耐用年数も残り数年かな

と、そのようにも考えておりますけれども、今後引き続き車両保持に努めながら、可能な限り運行

サービスをしてまいりたいと、このように考えております。 

 次に、幼稚園のご質問でございます。ご案内のように、公立幼稚園はおおぞら幼稚園、みずほ幼

稚園の２園でございます。両園は、昭和５０年代の幼児数の増加や住宅地の広がりなどの社会的背

景により、市民ニーズを大切にしながら開設されたものでございます。公立幼稚園の現状は、近年

園児定数７０名に対しまして約７０パーセントの通園状況となっております。また、施設も建築３

０年、これを経過しておりますから、老朽化が進んでいる状況にもございます。本市におきまして

も、人口の減尐、出生率の低下などさまざまな要因により尐子化が進み、幼児数が減尐傾向にもあ

ります。今後の人口予測、これもいろいろ調べておりますけれども、引き続き幼児数の減尐が見ら

れると、こういうことでございます。このような社会情勢の大きな変化を踏まえ、公立幼稚園につ

きましては幼稚園の抱える課題、問題などをさまざまな観点から検討を行う必要があると思います。

さらには、公立幼稚園の必要性も含めまして、将来を見通した公立幼稚園のあり方を今後検討して

いく必要があると、このように考えております。 

 次に、奨学金の制度についてのご質問でございます。最初に、今年４月に新規貸付分から見直し

た点について申し上げます。１点目は、成績判定基準を設け、奨学金事業の本旨である能力があり、

向学心の高い者を奨学生として認定したところであります。２点目は、新規貸し付けの予算枞を１，

５００万円の上限を設けて、申請期間を４月下旪までにしたことが２点目でございます。以上の見

直しにより、今年度の新規貸付者が３５名となり、前年度の新規貸付者よりも２７名減尐している

状況でございます。昨年の第４回定例会でもご答弁申し上げましたとおり、奨学金事業は基金を財

源の基本としておりますから、この基金の残高の範囲内で健全な運営を行うことが必要であります。

そのため、今後の財政状況を十分勘案をしながら見直しも検討していかなければいけないと、この

ように考えているところでございます。 

 以上をもちまして酒井議員への答弁とさせていただきます。 

〇議    長  答弁が終わりました。 

 酒井議員、再質問ございますか。酒井議員。 

〇酒井議員 それでは、何点か再質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、事業運営などの見直しのあり方についての検診事業についてでありますが、健康診断につ

いては必要な制度であるとしながらも検討中である、このような答弁がなされました。そこで、こ
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うした負担増も検討するということでございますが、どういった負担増を検討されているのか、現

時点でどのようなことを考えているのか、お伺いしたいと思います。また、こうした負担増を行う

とするならば低所得者への配慮が必要だと思いますが、このようなことも考えておられるのかどう

か、お伺いしたいと思います。 

 それから、除排雪についてでございます。今年度から全面委託ということでございまして、その

面でのご答弁がございましたが、排雪も含め聖域化せずに見直さなければならないというような非

常にショッキングな発言がございました。この中でどういった水準を見直すか、具体的なことにつ

いてもう一度お伺いしたいと思います。 

 それから、若年雇用についてであります。この中では、ジョブカフェについて大いに活用してい

ただくと、ＰＲも必要であると、このような発言もございました。私もこうした制度については、

可能な限り利用できるようにするのが本当に必要であるというふうに考えますが、第２点目にお伺

いした就職情報の提供や各種セミナーの開催などというご質問については先ほどご答弁がございま

せんでした。ＰＲが必要だというところで、大きな予算を使ってやるようなものを私も考えている

わけではないのです。課の一つにでも、電話を受ける程度、もしくは来訪してきた方に対してこう

したものがあるよというふうなパンフレットを置く程度でも第一歩として必要ではないかというふ

うに思います。ぜひこうしたものについてもご検討願いたいなと思いますが、これについての考え

をお伺いいたします。 

 それから、教育基本法についてでございます。教育長としては、必要な改正が行われるとして、

こうした教育基本法改正の動きに対しては必要だというような考えをお示しになられました。そこ

で、教育長個人としての考えとしては、こうした改正についてどのようにお考えなのか、これをお

伺いしたいなと。教育長としてではなくて個人としてどのような考えなのか、確認したいなという

ふうに思います。 

 それから、君が代強制についてでございます。道教委には可能な限り、報告を求められた限りお

答えしているというような答弁がありましたが、どういった報告を求められたのか、これについて

お伺いしたいと思います。 

 それから、学校大規模改修についてでございます。これについては、これまでの議会答弁と同じ

ように必要だという認識はあると。しかも、検討しなければならない時期にあると。これも、これ

まで繰り返されたことと同じ答弁でございます。聞いたのは、その時期がいつなのかということで

ございます。今こうした検討がなされなければ、いつまでたっても必要だ、必要だと言いながら計

画すらされない。また、自立プランには学校適正配置計画はのせられても学校の大規模改修につい

てはのせられない、こうした事態がどんどんと先延ばしされる、こうした結果にもなりかねません。

明確に計画を立てる時期、これはいつごろを考えているのか、お示し願いたいと思います。 

 次に、奨学金の貸し付けについてでございます。これについては、資金を１，５００万円の限度

内として４月下旪までにしたということで２７名の減尐となったということでお話がございました

が、本来の趣旨からいえば、こうした制度というのは広く使えるものが必要であります。日本学生

支援機構との併願を受けている方は本当で言えばできればご辞退願って、滝川市の制度を活用され
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る方をさらに広げてもらう、こうしたことが本当は必要ではないかというふうに思われます。その

ため、併願化をやめるといった考え方がないかどうか、再度お伺いしたいと思います。 

 以上であります。 

〇議    長  酒井議員の再質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 酒井議員の再質問にご答弁を申し上げます。 

 私が先ほどご答弁を申し上げましたのは、例えば検診事業は聖域であるとか、除排雪事業につい

ては聖域であるとか、そういう聖域を求めて議論する状況にはないということを实は申し上げたわ

けであります。そういう意味では検診事業も除排雪も対象なのかというと、そうであります。今や

らなくてはいけないということは、この事業をある意味では切った張ったという仕方を変える、や

り方を変えるということでは解決できない極めて大きな世の中の変化の流れがあると、それに対応

するためには、やり方を変えるという手段ではもうだめだと、仕組みそのものを変えなくてはいけ

ない。そういうせっぱ詰まった状況にいろんな地方自治体があるということをご理解いただきたい

というふうに思います。しかし、その水準はどういう水準にするべきか、この事業をやめて、あの

事業は継続すべきだと、負担水準はこうすべきではないかと、さまざまなご意見もあるというふう

に思いますから、それは市民の皆さん方にしっかりとした情報提供をさせていただいて、そのとき

に何も持たないで、市民の皆さん方どうお考えになりますって聞かれても、市民の皆さん方はお困

りになるでありましょうから、たたき台としての案を持って、そういうふうにお諮りを申し上げた

い。そして、最終的に議会のご判断をいただきたいというふうに考えているところであります。 

 若年雇用の件についてでございますが、先ほど申し上げましたが、平成１７年度にスキルアップ

センターによる日本版のデュアルシステムによる講座が開設されますから、こういったことにつき

ましても広報によるＰＲでありますとか、パンフの設置、あるいは受け入れ企業発掘に向けた支援、

そういうものは積極的にやっていきたいというふうに思っておりますし、また若年者のトライアル

雇用、若年者の能力開発支援助成金などの若い人たちへの雇用施策について、市の雇用対策会議あ

るいはハローワーク、商工会議所、関係機関とも十分連携をとりまして、こういう制度を広く周知

をし、効果的にこれらの事業が進むように対策の推進に努めたいというふうに考えているところで

あります。 

〇議    長  教育長、答弁する前に、先ほど酒井議員の再質問の中で、教育長の個人の見解をただ

すというのがありましたけれども、教育長は教育長として出席をし、答弁をしているものでありま

すから、個人としての見解を問うのは不適切だと思います。答弁は必要ありません。 

〇教 育 長 それでは、酒井議員からご質問がございましたので、お答え申し上げたいと思います。 

 まず、国旗、国歌の状況についてでございますけれども、これは滝川市教育委員会は小中学校１

１校の設置者でございます。設置者といたしまして、各学校の教育活動を把握するのは当たり前の

ことでございますので、これの一環として国旗、国歌の状況を適切に把握していると、そういうこ

とでございます。道教委といたしましては、道立学校の設置者でございますから、道立学校の状況

を道教委として把握するのは当たり前でございます。また、教育活動の改善を図るためにも实態把

握を適切に行わなければ改善の方策というのは見出すことができません。そういった意味で、实態
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把握を的確にしている。そういうことで、道教委から各教育委員会に、例えば掲揚等の状況につい

て、歌の状況について質問あるいは調査もあると、そんなことを申し上げましたけれども、以上で

ございます。 

 それから、大規模改修につきまして時期はいつなのだと、そういうことでございますけれども、

その時期が来ていると、このようにお答え申し上げました。ひとつご理解いただきたいと思います

し、あるいは市といたしましても再生計画を総合的に立てるものがこれから出てこようかと思いま

す。学校の管理運営は教育委員会でございますけれども、設置者は市長でございますから、市の総

合計画の中でこういったものが具体化されるだろうと、このように思っておりますし、私どもも大

いに考えていきたい、あるいはいろいろ調整していきたい、このように考えております。 

 次、三つ目、奨学金のことにつきましてでございますが、可能な限り、先ほど言いましたように

有能な人材、あるいは優秀な人材、これを支援していきたい、こういう基本的な考え方は国と同じ

でございます。ただし、この奨学金制度につきましては、国も手広くやっておりますし、民間もか

なり支援している状況にもございますから、こういったことも勘案しながら市の制度を勉強してい

きたいと、このように考えております。 

 以上でございます。 

〇議    長  以上をもって酒井議員の質問を終了いたします。 

 清水議員の発言を許します。清水議員。 

〇清水議員 傍聴席のたくさんの市民の皆さん、おはようございます。きょうの一般質問は、いつ

になく非常に緊迫した内容になっております。余談のない、私も緊迫した質問にしていきたいと思

います。まず、今の酒井議員の質問で市長は、今地方財政危機であり方そのものを変えていかなけ

ればならない。だから、聖域はないのだということをおっしゃられました。しかし、市長の言われ

たことは、果たして常識だというふうに受けとめることができるでしょうか。今７００兆円の国と

地方合わせての借金がありますが、日本の１年間の公共事業に回される公的なお金は４０兆円を超

えます。この金額は、何とアメリカより多い、またイギリスやフランス、ドイツなどヨーロッパの

先進国を合わせた金額よりも多い。また、日本ではこれまでに大銀行への不良債権処理と称して３

０兆円以上の公的資金が投入されています。こういう中でつくられてきた今の国と地方の財政危機、

今見直すべきは本当に国民のために税金を使う、そのためにはどういうむだな事業を見直していく

のか、こういうことこそが求められているのではないでしょうか。そういう点で、私は、駅周辺整

備事業、これがやはりむだな事業の一つだというふうに考えます。こういうむだな事業をまず見直

すのか、また進め方では市民が最も望む政策を優先して進めていく、こういう方向にしっかりと姿

勢を切りかえていくことを求めながら質問を行いたいと思います。 

 

    ◎１、駅周辺整備事業 

      １、利用されないものなら市民は認めない。整備後の利用見込みについて 

      ２、是非を問うアンケートなどは、やはり行わないのか 

      ３、計画は白紙に戻すべき 
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      ４、白紙撤回しない、アンケートをとらないなら、自立プランで是非を問え 

      ５、道営住宅建設は、駅西でなく駅東側に変えて 

      ６、バリアフリーは市内全体での優先度を考慮して 

 まず、１点目です。駅周辺整備事業ですが、利用されないものなら市民は認めません。整備後の

利用見込みについて伺いたいと思います。もしも利用されないとわかっていて税金が投入されるよ

うなことがあれば、市民は黙っていません。駅周辺整備計画については、多くの市民はつくっても

利用されないと思っているようです。市長は、投資なきところに発展なしと繰り返し述べておられ

ますが、利用されて初めて発展があるのではないでしょうか。そこで、利用予測が重要です。これ

まで利用予測調査はされておらず、６月議会で市長は定量的に把握していきたいと答弁されました。

利用見込み調査はその後進んだのか、またいつ实施されるのか、伺いたいと思います。 

 次に、今の時点で駅の西側、有明町側の施設を整備した場合、利用見込みについて伺います。特

に連絡橋や駅西広場、駅西駐車場は１日に何人ぐらい利用されると考えていますか。また、その場

合、ＪＲやバスターミナルを利用するための人が多いのでは、新たな施設を整備する意味は薄くな

ります。こういう利用目的別にお伺いをしたいと思います。 

 同様に、駅前側については、交番の裏側に５０台を超えるような無料駐車場も整備される計画に

なっています。商店街から遠い、また現在のベルロードの横にある駐車場でさえあきが多くありま

す。どのような目的で１日に何台ぐらい市民が利用すると考えておられるのか、伺いたいと思いま

す。 

 次に、この整備事業計画、２３億円を投入するこの計画について是非を問うアンケートはやはり

行わないのか、この点についてですが、これまでの住民懇談会などでも明らかなように、この計画

を望まない市民が圧倒的なのに、市長は推進の姿勢を変えません。そして、６月議会では、駅周辺

事業の是非に関するアンケートはもうとる考えはないのかという質問に対し、アンケートという手

法は適さないと答弁されています。この考え方に変わりはないのか、お伺いいたします。 

 次に、こういう計画は一たん白紙に戻すべきということについて伺いますが、先ほども述べまし

たように、今の地方財政危機の現況に国民が求めないものをつくり続けた結果、こういうことを今

肝に銘ずべきではないでしょうか。利用見込み、そして世論で判断をすれば、駅周辺整備事業は白

紙に戻すべきではないかと考えますが、市長のお考えを伺います。 

 次に、もし白紙撤回しないというご答弁された場合ですが、またアンケートをとらないというご

答弁、こういうご答弁をされる可能性が非常に大きい中での質問です。この場合では、自立プラン、

いわゆる活力再生プラン、ここの中で市民に是非を問うべきという点でお伺いしますが、まずこの

要旨の中に再来年度からと書いておりますが、再を取っていただきたいと思います。この駅周辺整

備事業計画は、来年度駅前側の設計から始まります。来年度７億３，４００万、駅前側ですが、こ

の事業が具体的に始まることになっています。もし今白紙撤回しないのであれば、自立プラン、６

年間ですが、この中期重点事業の一つとして市民的議論は当然のことではないでしょうか。自立プ

ランの精神である行政のやる気、市民のやる気で活力あるまちをというのであれば、それにかみ合

うように具体的に駅周辺整備事業の方針を市民に示して是非を問うべきではないでしょうか。 
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 次に、今の計画の中でそれでは全部だめなのかと。日本共産党は、二つの点だけ白紙撤回しても

計画的に進めていくべきということを挙げたいと思います。まず、中心市街地に活気を取り戻せる

もので財政的にも可能、そして利用に確实に結びつくものについては道営住宅が挙げられます。道

営の新築約１００戸の建設は現在駅西に計画されていますが、連絡橋をつくらないのであれば駅西

につくる必要はないわけです。まちづくり、商店街の活性化を考えれば、駅の東側に変えて早期建

設に全力を挙げるべきではないでしょうか。また、北海道の公営住宅ストック計画で道営の啓南団

地を市営住宅にすることとあわせた計画になっているとはいえ、１６億円の建設事業は道の財政を

考えると不安もあります。市内への建設時期の見通しについて、またその場合駅東側に敷地確保は

可能なのか、また１カ所で確保できなければ２カ所に分けた建設は可能か、また市の公営住宅活用

プランでは１９年度から建設のスケジュールとなっています。こういうスケジュールどおりに進め

られるのかについてもお伺いいたします。 

 次に、もう一点ありますが、それはバリアフリーです。今回まとめられつつあるバリアフリー基

本計画は、貴重な内容です。例えば駅の玄関ドアやトイレなどは、長年の要望にかかわらず实現さ

れていません。今市内の公共施設の中で玄関のドアが自動ドアでない車いすが入りづらいドアとい

うのは、恐らく駅の玄関ドアだけではないでしょうか。ＪＲの企業の社会的責任も問われるところ

ではあります。いずれにしても、多くの市民がこの实現を願っています。しかし、障害者や高齢者

が望んでいるのは駅周辺に集中した今回のバリアフリー基本計画のようなものではないと考えます。

今駅周辺事業としてバリアフリーに１億４，０００万円かける予算があるのであれば、ほかにもた

くさん要望されているものがあります。文化センターのエレベーターや市内道路の段差解消、また

学校内のバリアフリーや信号機の音声案内、視覚障害者用の誘導ブロックなど市内にたくさんある

中で、高齢者や障害者の皆さんにどれを一番優先するのか、それを聞いて、この１億４，０００万

をもしかけるのであれば、使うのが最も有効な使い方ではないでしょうか。バリアフリーは市内全

体での優先度を考慮して進めるということについてのお考えをお伺いします。 

 

    ◎２、大型店対策 

      １、新たな大型店進出に対する市長の取り組み姿勢は 

      ２、大型商業施設規制を含む特別用途地域・特定用途制限地域などの設定を 

      ３、商店街が商調法を活用できるよう市として支援を 

 次に、大型店対策です。この問題は、駅周辺整備事業が中心市街地の商店街の活性化、市街地活

性化という目的で行われてきました。しかし、本当の中心市街地活性化の方法はどうあるべきかと

いう点で、この件、そして次の商業振興の件を質問をしていきたいと思います。まず前段、大型店

はもう規制はできないのだと、アメリカからもたくさん大きなものが来る、こういう何か常識かの

ようなものがありますが、決してそれは常識ではない、こういうことをまずお話をしたいと思いま

す。大型店の発祥の地はアメリカですが、アメリカにも小売店の出店規制のいろんな施策がたくさ

んあります。アメリカ合衆国の国の規制ということではなく、州やいろんな自治体の規制というこ

とで多様な規制があるということがわかっていますので、日本もそれに基づいたいろんな法律がで
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きています。それをどう使うかということが今重要になっています。そこで、まず新たな大型店、

日本共産党は今ある大型店を何か規制をすれとか、小さくすれとか、そういうことを言っているわ

けではありません。もちろんいろんな問題が起きれば、それはその都度それに対処するのは当然で

すが、今問題にするのは新たな大型店の進出についてです。昨年ポスフールが滝川出店計画を表明

するなど、新たな大型店が場所を探す動きが続いています。関係者にも不安が広がっています。１

９９７年のダイエー進出以来の大型店進出は、地元商業者に売り上げ減尐と事業所閉鎖など、はか

り知れないダメージを与えています。その影響を実観的な数字でどのように把握しているのか、ま

た事業者の思いをどのように受けとめているのか、伺いたいと思います。 

 次に、これ以上の大型店の進出計画に対する市長の取り組み姿勢について伺います。進出を防ぐ

ことを含め、あらゆる手を尽くすのか、それとも大店立地法の範囲内だけで対応するのかについて

伺います。ある商業団体の役員さんは、これから進出が予想されるのは単なる大型店ではない、化

け物のような超大型店だ、これまでの大型店とは共存することができても、これからやってくるで

あろう超大型店とはとても共存できないと語っています。市長の取り組み姿勢を伺います。 

 次に、具体的な施策の提言ですが、まず用途地域の指定についてです。１２号線バイパスの５丁

目北側、これはカウボーイの南側の一帯です。ここは、白地地域といって、都市計画にはのっては

いますが、何に使ってもいい、こういう状況になっています。ここに特定用途制限地域の網かけを

することについて、３年前市長は住民の意見を聞きながら検討すると答弁されていましたが、その

後進展がありません。また、ビッグハウスやしまむら周辺、この地域、東町一帯については、今用

途地域が指定されていますが、この上にさらに特別用途地域という形で建物の敷地面積を設定した

り、また用途地域そのものの変更も可能と考えます。これらの利用制限で結果として大型商業施設

を規制する方法、こういうことを都市計画の重要な問題として再度検討し、地域住民や市内業者の

意見を聞いていくことを求めます。 

 次に、同様に大型店対策の提言ですが、小売商業調整特別措置法というものがありますが、これ

は商店街振興組合や業種組合などが大型店によって著しく悪影響を受ける場合に、大型店の事業の

調査や営業開始時期の繰り下げ、規模縮小などについての調停を都道府県知事に対し求めることが

できる制度です。大店立地法になり、法律での規制は難しいのではというあきらめ感がありますが、

調停を申請する例が報告されています。今後の大型店進出に対して商店街がこの法律を活用できる

よう、市として支援をすることを求めます。 

 

    ◎３、商業振興 

      １、チャレンジショップの次の段階の支援を 

      ２、駐車場対策は駅前商店街に片寄ることなく 

      ３、駅前再開発ビルの食品売り場未定は市の支援効果にとって重大 

 次に、商業振興ですが、まずチャレンジショップがこれまで行われてきましたが、この次の段階

の支援についてお伺いします。今も９月から来年３月まで、名店ビル１階で１カ所５，０００円と

いう格安の場所代で新規出店を計画している経営者が店を開いています。しかし、このチャレンジ
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ショップだけでは实際に独立して軌道に乗せていくことは厳しい状況です。多くの商店が閉店し、

シャッターをおろす中で、こういう中から新たな独立企業、独立する店が出てくることが滝川市に

とっていかに必要か、はかり知れないものがあると思います。現在店舗リフレッシュの融資制度な

どはありますが、これら関係者が最も望んでいることは地価の割に高いと言われる店舗家賃への補

助制度です。滝川の将来を担う新規経営者への支援策として、次の段階の支援策を求めます。 

 次に、駐車場対策ですが、まず１点目、駅前商店街に偏ることのない駐車場対策ということにつ

いてです。ここで特別の無料駐車場というふうに書きましたが、これは西友の南側に昨年の補正予

算で市が３，０００万円かけて購入し、無料駐車場としている駐車場についてです。市には商業振

興条例があって、買い物駐車場として商店街などがつくる場合は市が土地の購入費や運営費につい

て半分を補助するという制度がありますが、これ以外のこういう特別の無料駐車場についてです。

これが駅前地域に確保が進んでいます。今の駅周辺整備事業計画でも、駅西、そして駅東側にさら

にこういうものをふやしていく、こういう計画もあります。しかし、实際には、駅前商店街地域の

こういう駐車場はまだあきが目立っているという状況です。そういう中で、今後は地域バランスの

とれた商業支援として、駐車場が不足していることが明らかな他の商店街への特別の無料駐車場対

策が必要ではないかということを伺います。例として、大通り商店街、銀座商店街はお店の専用駐

車場はありますが、だれもがとめられる駐車場というのは振興公社が行っている第一パーキング、

第二パーキングぐらいのものです。私も市民の皆さんも、市役所に置いてから歩いていったり、ま

た路上駐車をやむを得ずする。たくさんの市民が苦労されているのではないでしょうか。こういう

点を踏まえて、ご答弁をお願いいたしたいと思います。 

 次に、この市の特別の無料駐車場、これについて場所を特定してお伺いしたいと思います。それ

は、振興公社の第二パーキング、今本町にある立体の駐車場ですが、これは公社として採算がとれ

ないという理由で市に対して廃止したいという要請がされています。しかし、まだ１６年しかたっ

ていないもので、市が７，０００万円かけて、あの建物と設備の２分の１を無償貸与している。こ

ういうものを廃止することについて、市長は９月議会で、市民の理解を得る必要があると考えてい

ると答弁されています。この地域は、月決め駐車場以外のものはほとんどなく、廃止の影響は大き

いのではないでしょうか。この問題を考える上で、無償貸与という形で行ってきた本町地域への駐

車場政策をどうするかも示す必要があるのではないでしょうか。 

 次に、同じ駐車場対策で、鈴蘭通りの片側駐車帯化の要望についてですが、これを要望されてい

る商店主や市民が根強い中で、一体この問題はどうなっているのか、よく質問を受けます。交通安

全の問題や除排雪の問題などクリアしなければならない課題も多いと思いますが、現時点で市民に

わかりやすく説明する必要があるのではないでしょうか。これまでの道警への要請と課題、また見

通しについて伺います。 

 商業振興で３項目めですが、駅前再開発ビルの食品売り場が決まっていないということは、これ

までの市の支援効果にとって重大だという点です。スマイルビルがグランドオープンしました。

久々の明るい話題です。しかし、市民からは、食品売り場がないのは残念、イベントに行っても買

い物は別のところに行く、こういう声もあります。集実のかぎを握る食品売り場について、９月定
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例議会で助役は、市も支援する、再開発ビルも最大の努力をする。経済部長は、１１月初旪オープ

ンで伺っているとの答弁をされています。２月からさまざまな形で議会で答弁されているが、出店

の様子は見られません。これでは１億円をかけたたきかわホール、長期にわたり毎年１，７００万

円以上を支援する地下の「く・る・る」などの予算支出の効果との関係で問題ではないでしょうか。

出店見込みをどのように市として考えられているのか、お伺いをします。 

 

    ◎４、補助金、交付金見直しのあり方について 

      １、家庭の財布より市の財布の方がマシ。家庭の財布をどのように把握し、何円くら 

        い負担を増やすのか 

      ２、無駄使いの徹底削減で補助金削減目標５０％こそ見直しを 

      ３、实質的に市が行うべき事業への補助金は削減すべきでない 

      ４、市民生活の基本的な部分で、市民負担増に直結するものは削減すべきでない 

      ５、市民と協働で築いてきた事業で、信頼と市民サービスに重大な影響が出るものは 

        削減すべきでない 

      ６、公共的団体への補助金で、見直しによるサービス低下や市民負担増が起きない配 

        慮が必要なもの 

      ７、見直せば事業への影響が大きいものの進め方 

      ８、補助金のあり方を見直すべきもの 

 次に、第４件目、補助金、交付金見直しのあり方についてです。まず、１点目として、１２月広

報で、ここでは「私たちの財布」という表題で、交付税と市税減尐で収入はピンチ、経費削減は簡

単にできません。借金は多いが、貯金は残りわずかと市民に説明し、家庭の財布、市民の財布に助

けを求めています。しかし、求められる市民の状況はどうでしょうか。失業と就職難、ボーナスカ

ット、水道料金値上げ、国保税の値上げ、ごみ袋、医療費、介護保険料、税金控除の廃止、年金改

悪、雇用保険の改悪、奨学金改悪で、その影響は１００万円以上という世帯も多いのではないでし

ょうか。さらに、来年度から定率減税廃止や自動車リサイクル税の負担が加わります。滝川の半数

の世帯が年収４００万円以下、これは総務省の住宅統計、滝川市の統計で９２ページに載っていま

す。また、道民の収入は全国４７都道府県中で４４位という实態を考えれば、市民の多くは市の財

布の方がよっぽど豊かだ、もはや家計からは一銭も払えないということではないでしょうか。家庭

の財布の实態をどのように把握しているのか。また、こんな家庭の財布に市長は今後どれぐらいの

負担増をしようと考えているのか、お伺いします。 

 次に、むだ遣いの徹底削減で補助金削減目標５０パーセントこそ見直しをという点についてでご

ざいます。日本共産党は、補助金や交付金見直しにすべて反対の立場はとりません。しかし、１２

月広報では、市民の皆さんに直接影響を与える行政サービスの低下や負担増についても理解を求め

なくてはなりませんと市長が述べたことについては、賛成できません。今必要なのは、駅周辺整備

事業などむだ遣いをまず整理すること、そして生活を支える基本的なサービス低下と家庭の財布を

空にすることにつながる補助金の削減目標５０パーセントこそ見直しが必要ではないでしょうか。 
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 次に、实質的に今回出されている５０パーセントの削減対象になっているのは、すべてで１０４

件あります。このほとんどが、市長も先ほどのご答弁のように聖域なしということを言っておられ

ますので、対象にされる考えかというふうに思いますが、市民の皆さんは本当かと。今各団体など

では、实際に５０パーセント削減のお願いを市からされている状況にあります。日本共産党は、現

時点で何点か各補助金について指摘をしたいと思います。まず、市民生活の基本的な部分で市民負

担増に直結するものは削減すべきでない。こういうものとして、まず私立幼稚園保育費補助金の削

減、これは子育て世帯への大負担増になるのではないか。また、街路灯維持費補助金の削減では、

市民の負担をふやし、暗い危険なまちになるのではないか、市長のお考えを伺いたいと思います。

この問題では、まず私立の幼稚園保育費補助金は総額３，３００万円です。そして、１年間の保護

者負担は、公立が９万円台に対して私立は約２６万円台、この格差是正のために、所得に応じ、第

１子で５万７，０００円から１３万８，０００円が補助される制度です。また、街路灯維持費につ

いては４，１１５万、これまでも時間を短くするなど町内会も協力してきたということを踏まえて、

ご答弁をお願いいたします。 

（「３項目め抜かして４項目めにいった」の声あり） 

〇清水議員 失礼いたしました。３項目めです。教育振興会や学校給食連合会、また敬老会や体育

協会、こういったものは１００パーセント補助でほぼ賄われており、本来市の業務として行わなけ

ればならない性格を持っています。こういう補助金にどのようなものがほかにあるか。また、これ

を削減すれば教育や福祉サービスの低下につながるのではないでしょうか、市長のお考えを伺いま

す。 

 次に、５項目めですが、集団資源回収のように市民が作業したり、また市道モデル排雪のように

応分の負担をすることでまちがよくなってきた。こんな事業の補助金を削減するようでは、市民の

協力は得られなくなるのではないでしょうか。市民と協働で築いてきた事業で信頼と市民サービス

に重大な影響が出るものについては削減すべきではないと考えますが、市長のお考えを伺います。

こういう中には、衛生推進協議会５５３万円、これは集団資源回収の奨励金です。無数の市民が支

えています。市が直接回収するよりコストは大幅に低いという性格を持っています。また、道路の

保護、河川保護は、広い農村地区の道路や川の草刈りに市民が協力しています。母親クラブ、これ

は道が１２万３，０００円、そして市が６万２，０００円出してつくっているものですが、９団体

が受け、自分の子供だけではなくてほかのお子さんのことも考えた制度であり、受益者負担的な活

動ではありません。そして、市が下げれば道も同率削減する。つまり市が１万円下げれば道は２万

円削減する、こういったものでもあります。また、交通指導員会の補助金やヘルスコンダクターの

会、障害児学級関連の補助金、また私道の除排雪、市道排雪のモデル事業、街路灯設置費補助金な

ど、こういったものについてを踏まえて、ご答弁を伺います。 

 次に、６項目めですが、多くの公共団体は市の補助金のほかに町内会や老人クラブ、各種団体、

企業などの負担金を重要な財源としています。この補助金見直しに当たっては、公共サービス低下

や玉突き的に市民負担増につながることを防ぐ必要があるのではないでしょうか。 

 次に、見直せば事業への影響が大きいものの進め方についてです。観光協会１，０００万円、市
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民健康まつり２９０万円、コスモスフェスタ１３０万円、東京滝川会１００万円、これらについて

の見直しは事業への影響が非常に大きいということで、見直しの進め方についてお伺いします。 

 ８番目、補助金のあり方そのものを見直すべきものとして、各団体の性格から、行政からの支援

のあり方について、補助金という形がよいのかどうか見直すべきではないでしょうか。こういうも

のとして、労働団体の補助金や町内会連絡協議会、こういう団体は自主性を尊重されなければなら

ないという点で補助金という形での支援が妥当かどうか、その他の支援等をすべきかについて考え

る必要があるのではないでしょうか。 

 

    ◎５、財政と自立プランの進め方 

      １、中期重点事業について 

      ２、市民参加について 

 次に、５件目、財政と自立プランの進め方についてです。まず、中期重点事業についてですが、

活力再生プラン、私たちは自立プランというふうに言いなれておりますが、毎年１０億円に満たな

い建設事業費が予想されます。ただし、通例普通会計ベースなので、特別会計についてもプランの

枞内に入れるべきではないでしょうか。また、中期重点事業については、福祉施設、学校施設、病

院、駅周辺整備事業など予定される一定規模以上の建設事業については網羅されなければならない

と考えますが、市長のお考えを伺います。 

 次に、市民参加についてです。施設や事業内容の大きな変更が予想されるものについては、施設

の利用者ごとに利用者懇談会などを開き、プールやスキー場、文化センターなど、こういう場を持

ってともに考えていくべきではないか。また、２点目として、パブリックコメント、政策決定前の

意見募集の实施方法について伺います。また、市民の意見を聞く会の規模についても伺います。 

 

    ◎６、道営住宅駐車場値上げ計画と市営住宅への影響 

      １、道知事に駐車場料金値上げ計画に対する意見を 

      ２、市営住宅駐車場料金の考え方は 

 最後に、道営住宅駐車場値上げ計画と市営住宅への影響について伺います。現在北海道は、滝川

地域について現行月額２，０３０円を約３，０００円に値上げする計画を進めています。道に対し

ては、滝川では有料化を实施して数年であり、駐車場料金見直しは入居者の理解が得られないとの

意見、要望を知事に送るべきではないでしょうか、市長のお考えを伺います。 

 最後に、仮に道営住宅の駐車場が値上げされた場合、市営住宅駐車料金への影響が危惧されます。

道営に横並びに条例上なっているのか、それとも独自料金が可能なのか。また、料金維持への市長

のお考えを伺います。 

〇議    長  お諮りいたします。 

 答弁は午後からとしたいのですけれども、よろしいですか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  それでは、答弁は午後１時からといたします。 
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 昼食休憩に入ります。 

 

休憩 午前１１時４５分 

再開 午後 １時００分 

 

〇議  長 休憩前に引き続き会議を再開をいたします。 

 清水議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 清水議員の広範なご質問に以下順次ご答弁を申し上げます。なお、内容によりまして

は所管からの答弁もございますので、あらかじめご理解を賜りたいと存じます。 

 駅周辺整備事業についてのご質問でございます。駅周辺整備事業は、ご案内のように中心市街地

活性化基本計画に基づきまして、中心市街地の商業機能の低下及び都市機能の再編の必要性という

ことを中心に滝川市の将来の発展を見据えて、これまで平成１１年度から市民の皆さん方にもさま

ざまご意見をお伺いをし、専門機関にも委託をし、ビジョンを立て、調査を進めてきたものであり

ます。１５年度と１６年度、この２年間でこれまでの調査結果を踏まえて土地区画整理事業の基本

の考え方を示すということになっております。滝川市は、交通の拠点性ということをもってこれま

で発展してきたわけでありますし、そういう意味での駅機能あるいは駅周辺機能というのは滝川市

の都市機能として極めて重要な位置を占めているというふうに思いますし、こういう交通の拠点機

能に合わせて、さまざまな商業施設でありますとか、あるいは公共的な機能でありますとか、企業

立地が進んできたという背景が实はあるわけでありまして、中心市街地の活性化は滝川市が将来的

に交通の拠点性を確保し、その拠点性に支えられた都市の機能を十分果たしていくという意味では

極めて重要な課題だというふうに考えております。個々の施設につきまして、当然需要想定に基づ

いた整備を必要といたしますから、需要想定に立脚しない整備のあり方というのは成り立たないわ

けでありまして、当然ご質問のございました需要想定に基づきながら整備の水準をどうしていくの

かということについて、残るところ作業期間は１６年度は余りございませんけれども、そういうこ

とを考えながらの１６年度の事業を進めているところであります。どういう形にするかという形と

あわせて、需要の状況についても情報提供ができるというふうに考えております。 

 特にというご質問で、連絡橋あるいは駅西広場、駅西駐車場の利用状況ということでございます

けれども、私はプランはしっかり立てる必要がある。しかし、事業实施の緊急性、重要性というこ

とからいいますと、駅東側、駅表側です、この事業がやはり優先されるというふうに思っておりま

す。プラン全体を立てるときに、この橋はどうか、広場はどの程度利用されるのか、そういう具体

的な利用水準というのは私は難しいというふうに思っております。定性的なものにこれはとどまら

ざるを得ない。したがいまして、例えば連絡通路等の利用者として想定されるのは、ＪＲ滝川駅や

中央バスターミナル等の駅前の公共交通機関を利用する通勤実でありますとか、通学の高校生であ

りますとか、あるいは駅前の商業施設を利用する買い物実でありますとか、逆に駅西地区に立地を

する温水プールや西公園、航空公園などの公共施設利用者、あるいは近隣市町の住民を含めた利用

ということになってくるというふうに思います。こういうプラン自体全体のビジョンは、そういう
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定性的なものを重視をし、その背景としては交通量調査等を２年間かけてやっていますから、そう

いうことも踏まえながら判断していくべきことだと。ただ、駅前を優先して進めたいというふうに

思っておりますために、これは事業としての可能性を検討しております。まちづくり交付金事業と

いうことであります。まちづくり交付金事業という、こういう事業をやっていく場合には、当然の

ごとくにその事業としての妥当性を検証しなくてはいけませんし、そういう意味では具体数値目標

というのが求められていくことになるわけであります。したがいまして、そんなことを総合的に判

断しながら取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 駅前側の整備内容についてのご質問でございますけれども、駅前は滝川の駅前としての景観がし

っかりしているのかどうかと。それと、駅周辺としての機能整備がちゃんと進んでいるのかどうか。

そういうことに加えて、中心部の商業機能のための基盤整備がしっかりしているのかということを

基本に整備されるべきだというふうに思っております。このために、今考えておりますのは、駅前

広場の再整備、あるいは公共駐車場の整備、新たな広場整備、あるいはご質問のありました駅前歩

道のバリアフリー化等、こういうことを想定して今計画づくりを進めているところでございます。

現在駅前広場内は、駐車状況を見ますと朝から夕方までずっと常時駐車していると。实際に駅を使

われる方、あるいは迎えに来るとか、そういう方々がなかなか駐車できないという状況が实はある

わけでありますし、かなり無秩序に駐車されているという状況もないわけではありません。景観で

ありますとか、駅周辺の機能でありますとか、そういうことを考えながら、例えば今のような駐車

場整備についても考えていかなくてはいけないというふうに思っております。 

 アンケートについてであります。この事業に取り組みました平成１１年度以降、いろんな形で皆

さん方のご意見をお伺いをしてまいりました。その中には、アンケート調査も实施をさせていただ

きましたし、あるいはワークショップということで市民の皆さん方のお知恵をかりたという事業も

やってまいりましたし、協議会を設けて、具体的にその中でご検討し、意見を反映してきたという

こともやってまいりましたし、懇談会も開催をさせていただきました。あるいは、住民懇談会、ま

ちづくり懇談会の折にでも、このことについてさまざまなご意見をいただいてきたということがご

ざいます。今そういう市民の皆さん方のご意見を総合して計画をつくるという段階に至っているわ

けでありまして、これまで調査をし、ご意見を聞いてまいりました、それを反映して、今年度末の

計画策定ということに結びつけていきたいというふうに思っております。 

 計画は必要であるということから計画策定に取りかかったわけでありまして、今の札幌から旫川

までの状況を考えてみますと、もう既に江別は立体交差化事業に本年度から入りましたし、事業着

手ということではございません、国庫補助を受けて立体交差化の事業に取りかかったわけでありま

すし、あるいは岩見沢は近々でき上がる、美唄は完成した、砂川は着手した、深川は着手して、か

なり完成度が高くなっている。そういうことを考えますと、どういう形でいつ实行するかというこ

とが財政状況も勘案しながら進めていかなくてはならないことでありますけれども、交通要衝の地

にふさわしい滝川駅周辺の機能を持つということは、長期的なことを考えてしっかり計画を立てて

おかなくてはならない課題であると。白紙に戻すべきということにはならないというふうに思って

おります。 
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 その場合は、アンケートをとらないのであれば自立プランで是非を問えということであります。

活力再生プランは、公共事業の全体の投資の枞についても当然明らかにしていかなくてはいけない。

これは、単年度、単年度の枞ということではありません。２２年度までのプランでありますから、

単年度の位置づけはしたとしても、総枞でこれくらいの公共事業の投資というのは求められるとい

う水準は明らかにしなくてはいけないというふうに思っておりますし、その中で特に重要な事業に

ついては幾つか位置づけをしながら議論をする必要があるというふうに思っておりますから、自立

プランで是非を問えという直接的なことになるかどうかはわかりませんが、そういう考え方で活力

再生プランについては考えていきたいというふうに思っております。 

 道営住宅を駅東側にということであります。道営住宅は、街なか居住を促進するという意味で建

設については引き続き道に強く要望していきたいというふうに思っております。これまでいろいろ

相談をしてきた中で、それでは駅前に一定の道営住宅団地をつくるだけの建設用地があるのかどう

かということの中から、これまで駅西側への建設を要望してきたという経緯があるわけであります。

今の住宅団地というのは昔の住宅団地と違いまして、見晴団地でも、それから新しくでき上がった

団地、全体的な環境は相当すぐれているのです。住宅だけがあればいいということではないだけに、

それなりの土地の広さが必要だということであります。そういうことから駅西への建設を要望して

きた経過があるわけであります。都心部居住、街なか居住というのも民間活力を活用しながらとい

うふうな想定も持ちましたけれども、直ちにやるというところもないわけでありますけれども、駅

周辺の中で街なか居住というのはやはり力を入れたい。その場合に、道営住宅がどうのこうのとい

うことではありませんけれども、駅前でも中心部居住、街なか居住が可能な方法をプランの中で十

分検討したいというふうに思っております。それがどういう事業手法でできるのかは別にいたしま

して、駅前というのですか、駅東側にも街なか居住ができるような機能立地は求められる課題だと

いうふうに思います。 

 バリアフリーに関してでございます。清水議員のご質問は、もし滝川がいろんな形でバリアフリ

ーについて何もやっていないというのだったら、ある意味ではよく理解のできる話であります。滝

川市は、これまで国際障害者年等における取り組みを含めてバリアフリーについていろいろ取り組

みを進めてきた。先ほどご質問もありましたけれども、公共施設についても結構やってきているわ

けです。今力を入れていかなくてはいけないのはどこかというと、交通の結節点というのはバリア

フリーに力を入れていかなくてはいけない。先ほど駅のお話がありましたけれども、計画を持って

ＪＲに対してもしっかり要請をしていかなくてはいけないと。計画はないけれども、お願いします

ということにもならないのではないかというふうに思っております。滝川市全体のバリアフリー化

という必要性は十分私も感じておりますけれども、現段階において交通結節点におけるバリアフリ

ー化というのは急がれる課題であるというふうに思いますし、今立てております計画そのものも駅

等の公共交通施設からおおむね１キロメートル以内の徒歩圏ということを想定しながら考えている

ところでございますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

 大型店についてのご質問でございます。ご質問の中にございましたポスフールが滝川出店を表明

したというご質問の趣旨があったというふうに思いますが、もしそうだとしますと、私どもはいろ
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いろうわさは聞くわけでありますけれども、ポスフールが出店を表明したという情報は寡聞にして

聞いておりません。 

（「道新に載りました」の声あり） 

〇市    長 そうですか。私どもとしては、そういう情報は知り得ておりません、いろんなうわさ

はありますけれども。商業者の思いというのをどういうふうに受けとめているのかと、あるいは売

り上げ減尐といったことをどういうふうに受けとめているのかということでありますけれども、实

は大型店も必死なのです。コンビニなんかの新業態も必死と。したがって、開店して余り何年もた

たないのに閉店という、新業態も極めて厳しい状況があります。当然のごとく、新業態がどんどん

進出をしてこられる。それによって既存の商店街も必死だというふうに思います。片一方では、尐

なくなる市場でどうかち取るかという過当競争の实態もあるというふうに思います。数字で申し上

げますと、平成６年に小売年間販売額は７００億を超えておりましたけれども、平成１４年商業統

計調査によりますと５８０億円ぐらいに減尐しているという实態であります。恐らく既存商店街も、

商業統計調査は調査票をばっと送ってしまって、独自集計は許可されていませんから、個々の分析

は難しいわけでありますけれども、大型店占有率は面積で言えばきっと６７パーセントぐらいある

だろうというふうに思います。極めて厳しい状況にあるわけでありますけれども、大型店と同じ土

俵で勝負していては負けるのははっきりしているわけで、私は大型店とは違う大型店の弱みの部分

で既存商業は一生懸命やっていかなくてはいけないというふうに思います。それは、やはり地域主

義に立つべきだと。そして、大型店は心を売っていませんから、地元の商店街は心を売るというこ

とを行政も力を合わせてやっていったら大いに活性化の可能性があると。私は、大型店の弱みの部

分を商業者の皆さん方と一生懸命になってやるべきだというふうに思っております。過日私のとこ

ろにこんな情報が聞こえてきました。市商連の職員、この方が一日いっぱいあるイベントで実の入

り込みに一生懸命大声を出してＰＲしている、すばらしいと。こういう心を市民の皆さん方に届け

ると。そういう意味では、名店ビルの「はてぃ」でありますとか、あるいはスマイルビル「く・

る・る」、こういうところが活性化のかなめになっていく可能性が大いにあるというふうに考えて

いるところでございますし、行政もその積極的支援をしたいというふうに思います。 

 新たな大型店進出に対する市長の取り組みでございますけれども、私は大型店が中心部に来るの

であれば、これは許容すべきだというふうに思っております。しかし、郊外に立地するということ

がさまざまな大きな問題点を引き起こしていくと。したがいまして、郊外に大型店立地することに

ついて、土地利用の規制を緩和して立地をしたところは一つもありません。今後とも基本的にはそ

ういう姿勢を貫いていきたいというふうに思っております。ただ、片一方では、競争社会の中にお

いて強い者を弱くして、弱い者が強くなるのかというと、決してそうではない。私は、それでは既

存商店街は弱い者かというふうに言われると困るのでありますけれども、強い者を弱くすることに

よって地元の産業が栄えていくということは今の競争社会の中にはあり得ないことであって、大型

店の弱みをついていく地元産業の振興というのが必要だというふうに思いますし、先ほど申し上げ

ましたけれども、土地利用規制を緩和をして大型店を郊外に立地をさせたと、そういうことはない

ことをこの際表明をさせていただきます。 
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 それから、商調法のことであります。商調法は大店法が生きている間は何の役割も果たさない法

律でありましたけれども、大店立地法になって関心を持たれてきたという法律であります。しかし、

この法律は、中小小売商団体と大企業との間の紛争、これの調査、調整、勧告、調整命令というこ

とも持っておりますけれども、小売業者の団体相互の紛争とか、そういう紛争が長い間続くことに

よっていろんなところに大変な影響を及ぼしていくから、そういう紛争の調整を都道府県知事がや

ろうというのがこの法律の趣旨でありまして、大店法がなくなって、大店法が想定していた調整事

項をここでやらせようという趣旨である法律ではないわけです。問題が起きてきたときにどういう

ことが生じるだろうなというふうに。道内では過去１件しかありません。これは、例えばの話です

けれども、仮に大型店が元旦営業をやると、元旦営業は日本の商環境に合わないし、滝川の商環境

に合わないから、大反対だというふうに商業団体が一致団結して反対運動を起こして、そのことに

よって地域に対する極めて大きな紛争を巻き起こしていくと。こういう場合には該当するのかどう

かなと思いつつ、例えばそういう紛争の処理ということに対する法律でありますので、こういうこ

とが生じた場合には行政もその中に立って、知事権限でありますから、知事との協議をしたいとい

うふうに思っております。 

 それから、チャレンジショップの次の段階での支援ということでございますけれども、「はて

ぃ」は現在７店舗が入居して、独立開業を目指しているところでございます。新規起業者への家賃

援助によるチャレンジショップ事業も今後の展開の一つとして考えられるわけでございますけれど

も、いつまでもそれを継続するということになりますと、同業種の既存の他店舗との不公平という

ことも考えられるわけでありまして、チャレンジショップ事業そのものの本来目的から外れていく

ということもあるのではないかというふうに思います。しかし、せっかくチャレンジショップでチ

ャレンジしてくれて、今何の支援も得ずに独立している経営者の方もいらっしゃるわけであります

し、チャレンジショップでどんどん挑戦していただく。しかし、あとは自分で頑張ってやれと、い

きなりそうなっても困るという場合もあるかもしれませんので、商店街等の理解あるいは協力体制

が整えば、何か有効な手法があれば検討していきたいというふうに思っております。 

 無料駐車場の件でございます。かつて買い物駐車場という制度がありまして、固定資産税を減免

すると、そして地権者のご了解が得られれば市民の皆さん方にご利用いただくという制度が实はご

ざいました。ただ、これはほとんど使われなくなって、この制度を廃止したという経緯があるわけ

であります。私は、商業振興に实際に結びつく駐車場対策はやりたいというふうに思っております

し、中心市街地活性化基本計画を立てたときにも、ある程度中心市街地については街区的に対応す

る必要があるというふうな提案もいただいておりますし、中心市街地は坂の上商店街までも含む中

心市街地でありますから、それぞれの商店街においてこういう駐車場対策を進めたいというプラン

があれば、それは積極的にご相談に乗っていきたいというふうに思っております。 

 振興公社第二パーキングについてでございます。あの駐車場は、立体駐車場の１棟は振興公社が

建設をし、もう一棟は市が建設をしている。そして、無償で貸しているところであります。無償で

貸しているために振興公社として巨大な赤字を生んでいないわけでありますが、それでも１年で７

７４万円の赤字であります。これがもし市が無償で貸さないと、とんでもない大きな赤字になるわ
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けです。そういうことから、振興公社としてはもうあれを経営することはできないという判断に立

ったところであります。しかし、市といたしましては、市の財産でもありますし、どうするかとい

うことは極めて頭の痛いところでありますけれども、しからば振興公社が経営して、振興公社の財

産のあれを振興公社からただで借りたとしてもやっぱり年間７００万円以上の大赤字を生むと、１

０年たったら７，０００万円、８，０００万円になるということでありますから、それに逆に今度

は十数年たっているために修繕料がかかってくる。あれはメリーゴーランド式でありまして、機械

なわけです。機械が動かなくなって更新しなかったらならぬという、そういう設備投資を必要とす

る事態が生じてくるわけです。私は、民間でも経営できないものを行政が多大な税金を注入してや

るべきことかどうかということがやはり基本にならなくてはいけないというふうに思います。収容

台数は６４台、回転率０．５１、１回転しない。そういう状況というのは、今聖域なき行財政改革

の中で考え直すべきことではないかなというふうに思っているところでございますし、ぜひ市民の

皆さん方にはご理解をいただきたいものだと、そういう提案をさせていただく段階があるというふ

うに思っております。 

 鈴蘭通りの片側駐車帯化のご質問でございます。これまでもアイデアとして、实はずっとござい

ました。そして、地元の商店街の皆さん方もできるところはやったのです。材木通りでおやりにな

りました。ただ、アイデアとしてずっとありましたけれども、果たして片側通行していいのかとい

うことが地元としてもさまざま議論があったわけです。行政もその協議の場に、これの単独の協議

ではありませんけれども、さまざまな活性化の協議の中で議論をさせていただいたことがございま

す。地元商店街がどうしても一致団結でやるべきだというふうに固まったときに、滝川市は滝川市

としての交通行政のことも踏まえて判断をさせていただきたいというふうに思っております。しか

し、失敗したから、もとに戻してくれと、そういうことにはならない。そういう慎重な判断が必要

でないかというふうに思っているところでございます。 

 食品売り場についてのご質問でございます。議会においても大変ご理解をいただきまして、予算

の議決をしていただきました。おかげさまで、関係者の努力によりまして利用实態も大変よいよう

であります。しかし、一方では、その陰に関係者の皆さん方の大変な努力があるということに感謝

を申し上げたいと存じます。食品は毎日毎日お実さんが見えるわけでありますし、そういう意味で

は早くあそこに誘致が实現すればいいなと。関係者も大変な努力をしているところでございますし、

ある意味ではわらにもすがる思いで食品部門の誘致を一生懸命やっております。そういう意味では、

何かいい話がありましたら情報提供していただきたいというふうに思いますし、行政も関係者と一

緒になって一生懸命努力をしているということをご理解を賜りたいというふうに思います。 

 家庭の財布の話は、大変よくわかる話であります。したがいまして、どうしても家庭の財布に頼

らなければならぬという部分もこれから出てまいるというふうに思いますけれども、しかし家庭の

財布を使わない、汗を流していただくことによって金を払わなくて済むという形もまた同時に見つ

けていかなくてはならないというふうに思っております。補助金のご質問がずっとたくさんありま

した。補助金について、今具体的にこの補助金についてはこうこうというふうにお答えできる状況

にはございません。今盛んに補助金のあり方論について具体的に検討協議している中身であります。
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そして、原案をつくったならば、皆さん方にご意見をお伺いをし、ご理解も賜りたいというふうに

思っておりますが、基本のところだけ申し上げます。地方交付税でいろんな団体に対して補助金、

交付金を何ぼ見てくれているかというと、１，２００万円であります。国は、地方交付税でいろん

な団体に対する補助金、交付金を１，２００万円しか認めていないのです。それで、議会の議決を

いただいて今何ぼ出させていただいているかというと、２億３，０００万出させていただいている

わけです。この中には事業費補助もありますから、事業費補助を除いて、運営費が中心的なそうい

うものについては５０パーセントに削減させていただけませんでしょうかと、そういう基本の考え

方は打ち出させていただいておりますけれども、個々の団体の補助金ということになりますと、今

これについては検討中でありますことをご理解をいただきたいというふうに思います。 

 それから、全般に通じることでありますからお答えをさせていただきますが、補助金はどういう

目的で出されるかというと、法律に決められているのです。それは、公益上必要がある場合という

ことであります。公益上必要がある場合というのは、やはり時代によって移り変わってくるという

面もあるというふうに思います。既得権として、今までずっと公益上必要があったからということ

は、必ずしもこの法律の趣旨とするところではないというふうにも考えているところでございまし

て、公平性ということも配慮の中に入れながら検討する課題だというふうに思います。個々のご質

問がございました事項につきましては、そういう基本方針でありますことをご理解を賜りたいとい

うふうに思います。中には、街路灯維持費補助金、８割を市が負担をし、２割は各町内会でご負担

をしていただいていると。いろんな考え方があると思います。補助率でご協力いただくやり方もあ

るというふうに思いますし、あるいは金額でご協力をいただくということもあるのだろうというふ

うに思うのです。補助金については、さまざまな可能性、ご協力をいただける形、そういうものが

あると思いますから、多様な考え方で検討したい。集団資源回収、大変ご協力をいただいていると

ころでございますけれども、こういうものについても直接的な影響なのか間接的な影響なのかとい

うこともあるというふうに思います。片一方で削減していった場合に、片方でかなり多くなってし

まう、経費がかかるというのでも、これは困るわけでありまして、そういう複眼的な発想も加えな

がら検討したいというふうに思います。 

 財政と自立プランの進め方ということに関するご質問でございましたけれども、活力再生プラン、

通称タッグ計画と言っておりますけれども、厳しい財政状況を踏まえつつ、行財政改革の目的は何

かというと、行政コストを削減すると、それを行政サービスに振り向けていくというのがやはり基

本だというふうに思っておりますから、コストの低減を主目的といたします内なる改革をこれまで

も極めて一生懸命やってきたつもりでありますけれども、さらに点検をして内なる改革をやりたい

というふうに思っておりますのにあわせて、市民の皆さん方にご協力をいただく外なる改革という

ものも早急に实施する必要がある。そして、財政の健全化を目指したいというふうに思っておりま

すとともに、将来課題として可能性のあるプロジェクトはしっかり手を打っていくということがな

ければ長期的な滝川市の発展はないというふうに思っております。特別会計、企業会計につきまし

ても、そういうものも含めて全事業の見直しを行っているところであります。必要な改革は早くや

るということを基本方針に進めているところであります。いろんな面で大きな影響を与える再生計
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画になるわけでありますから、市民の皆さんとは一緒に策定をするということを基本に考えていき

たいというふうに思っておりますし、あわせて広報でありますとか、市のホームページであります

とか、そういうものによりましても直接的に市民の皆さんにご意見を聞くことに加えて、こういう

ものを通じて随時お示しをしながら広くご意見をいただくと、そして最終的に計画決定に反映させ

ていくということを基本に進めたいというふうに思います。そういう意味では、先ほど来ご質問の

ございました策定を進める中で関係団体と協議しながら必要な意見交換会の開催、あるいは地域の

懇談会、説明会、そういうものを適切に实施していきたいというふうに考えているところでありま

す。 

 道営住宅駐車場値上げについてであります。道営住宅の駐車場料金の改定につきましては、道営

住宅使用料の適正なあり方について北海道住宅審議会から知事が答申を受けて、全道を幾つかの区

分に分けて、全道一律でなくて適正な地域格差が保たれるように設定をされて、道議会の論議を踏

まえて改正をされるということであります。したがいまして、私は、北海道住宅審議会のという道

民参加を得て知事に答申をされ、そして道議会での議論を踏まえて決定をされているということで

ございますから、滝川市として値上げすべきではないという要望をする立場にはないというふうに

思っております。滝川市におきまして、その場合に値上げするのかということでございますけれど

も、平成１４年４月から駐車場料金をいただくことにいたしました。このときに市が料金算定をし

て、料金算定の中身というのは明確でなくてはいけませんから、したがいまして料金算定を行った

ときに实は２，０８３円でありました。２，０８３円だったのですが、既に道営の滝の川団地の駐

車場料金が北海道としては２，０３０円ということにするので決まっていたのです。したがって、

道営住宅が２，０３０円なのに滝川は２，０８３円とするというのは、これはいかがなものかと、

バランスをとるべきではないかという発想の中で２，０３０円でご理解をいただいたという経緯が

あるわけであります。私は、道が値上げするから、そのとおりにバランスをとるつもりはありませ

ん。コスト計算を基本にやりたいというふうに考えております。したがいまして、道が幾らに設定

をするかということによるわけでございますけれども、上がっていった場合は滝川市が料金計算を

したコストを超えるものは値上げすべきでないと、そういう幅で値上げすべきではないというふう

に考えているところであります。 

 以上を申し上げまして、清水議員に対する答弁とさせていただきます。 

〇議    長  答弁が終わりました。 

 清水議員、再質問ありますか。清水議員。 

〇清水議員 ただいまのご答弁の中で、最後の道営住宅駐車場料金が仮に値上げされても滝川市営

住宅についてはそれに横並びはしないというご答弁については、しっかりと評価をしたいと思いま

す。 

 さらに、全体としては、商業振興の中で中心市街地を中心とした商店街への無料駐車場等につい

ても商店街からの相談次第だということにもとれるような前向きなご答弁もあったなと。あるいは、

チャレンジショップ以降の支援についても、これからの取り組みの中で前向きにやっていかれると

いう方向性も感じられたという点で評価をしたいと思います。 
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 大型店の問題は、市長は自由競争に任せるべきだという基本的なお考えがありますが、この問題

では、例えば自民党の中の中心市街地活性化勉強会というのがあるのです。ここでは、やはり全国

的に大型店で地域経済が壊れているという实態を踏まえて、私が今回質問したのとそっくりなこと

を提言をしております。ですから、今後こういった大型店の問題についてはいろんな場所で検討課

題というふうに私も考えていきたいと思います。 

 そこで、時間もありませんが、９点にわたって再質問を行いたいと思います。 

 まず、駅周辺整備の問題ですが、どれぐらい利用が予想されるのかということについて、今の市

長のご答弁ではこういうふうに言っているのです。どういった形がいいかとともに、情報提供でき

るようにしたいと。物すごい小さい話です。情報提供するのは当たり前で、普通はこういう事業計

画を始める前に概算の見込み調査とかが当然あるのです。今の時点で仮の数字も示せないような、

こういう計画だというふうに言わざるを得ません。そこで、市長にもう一度明快にお答えいただき

たいのですが、利用見込み調査についてはいつ発表されるのか、これをお伺いしたいと思います。 

 ２点目です。これも駅周辺の問題ですが、先ほど駅前駐車場は朝から車がとまっていて、利用し

たいときにもとめられない。これは、ＪＲが管理している駐車場の問題です。どうしてこんなとこ

ろに滝川市の予算を振り向ける必要があるのでしょうか。これはＪＲの責任でやるべきことですか

ら、はっきりと分けていただきたい。そこで、駅周辺の問題では、きょうは市民の皆さんもたくさ

んいらっしゃるので、維持管理費というのが大事な問題になってきます。つまりＪＲの周辺につく

るのだけれども、ＪＲは維持管理費に協力するのかと。私はそうでないというふうに聞いているの

ですが、概算やＪＲとの協力関係、これについてもお伺いします。 

 ３点目は、今駅周辺は交通拠点機能があるのだと、だからこれを強くしなければならないと言わ

れました。しかし、今交通拠点なのに、スマイルビルには食品スーパーも入ってこないです。ここ

については企業の努力を求めると、期待するというような、そういう範囲でとどまって、一生懸命

機能ばかりつくって、２３億やったけれども、やっぱりスマイルビルに食品スーパーが入らないと

いうことが今十分考えられるのです。ですから、今の行政の対応としては、再開発の手法なんかも

取り入れて、スマイルビルにきちっと食品スーパーが入る、これをとにかく第１段階としてやるよ

うなことにすべきではないでしょうか。駅周辺は、白紙撤回されないということですから、それは

後に追いやってでも、まずは食品スーパーを。来てほしいというのは市内のお年寄り、障害者、バ

スやＪＲを利用して駅周辺に来られる方々の願いですから、これについてお答えをいただきたいと

思います。 

 ４番目は、道営住宅の問題です。今のご答弁では、駅前側の検討はしたが、結果としてはだめだ

ったというふうに答弁されております。しかし、私は、２カ所に分離したらどうかと。環境という

のは、公園も必要だということですよね。今はっきりしているのは、駅の交番の裏には恐らく六、

七十戸は建てても公園をつくれるだけの土地あるのです。そうすれば、あと本町地域あたりに３０

戸ぐらいの道営住宅を１棟建てて、公園も併設できるのではないですか。こういったことについて

も検討された結論なのかどうかをお伺いしたいと思います。 

 次は、５点目ですが、ここでは本町地域、第二パーキングがなくなったら、本当にあそこに一般
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駐車場がなくなってしまうのです。月決めと店に併設した駐車場しかなくなるということ、その対

策ということで私お聞きしておりますので、仮にビルを撤去された後の平面をどのように利用され

るか、駐車場として残していくというふうに、私はそうするべきだというふうに考えますが、ご答

弁をお願いします。 

 ６点目です。６点目は、いろんなことをこれからやっていくわけですが、財政が大変なのだと、

これも削らなければならない、しかしこれはつくらなければならないという話をしています。そこ

で、これから自立プランの策定が始まっていきますが、そこではいろんな事業、優先順位をつけて、

市民がこれが１番、これが２番だというふうに選べるような手法をとるべきだと考えますが、お答

えをいただきます。 

 次に、補助金の問題です。市長は、私立幼稚園の補助金を削減した場合、今最大１３万８，００

０円を補助として受けておられる子育て家庭に３万円、５万円の負担がふえてもいいというふうに

お考えになっているのか、お伺いをいたします。 

 そして、街路灯設置補助金、これについては、中島町や朝日町、黄金町とかたくさんの新興住宅

街で今百数十カ所の設置要望に対して毎年十数カ所しか設置されておりません。こういったことを

踏まえたら、この５０万は絶対に減らすべきでないというふうに考えますが、市長の考えを伺いま

す。 

 最後、９点目です。母親クラブについてですが、市長は時代に合わないものは変えていくのだと、

それは当然の話であって、私は時代に必要なものだということでこの１点目から５点目ぐらいを言

っているのです。これは、絶対時代に必要なのだから、守ってほしいわけです。そこで、児童館で

の母親クラブの役割というのは、例えばセンター祭りや夏祭りとか冬祭りとか、１００人規模で人

が集まるところで母親クラブが一生懸命手伝っているわけです。ここを例えば補助金を半分にして

しまったら、母親クラブが続けられるかどうかという瀬戸際になっています。そして、今負担もし

ています。１人８００円の負担をすると同時に、夏祭りとかクリスマスとか、そういうときには２

００円とか１００円とか負担しているのです。もう既に負担もしているわけだから、そして今学童

クラブが始まっています。今市内に学童クラブを利用されているお子さんが７０人ぐらいいるので

すが、そのお子さんは夏休み、冬休みの昼からは児童館でやるのです。児童館がこれから子育てで

さらにどんどん役割が求められていくときに、ここの補助金を削る。しかも、この補助金は国と道

が３分の２を負担する。こんな有利な補助金はないのです。これも、聖域はないと言って切るとい

うふうにお考えなのか、明確にお答えをいただきたいと思います。 

 以上９点再質問をして、質問を終わります。 

〇議    長  清水議員の再質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 清水議員の再質問に対してお答えを申し上げます。 

 駅周辺の利用度ということでございますが、駅周辺の利用度は、主として先ほど申し上げました

交通量に伴うものであります。したがいまして、交通量調査というのは１５年、１６年と２回続け

てやっているわけでありますが、その实態と達成すべき水準というものは事業の規模に関連をする

わけでありますから、事業計画を決める段階でそれをお示ししたいというふうにご答弁申し上げて
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いるところであります。 

 ２点目の駅前の駐車場のＪＲの役割ということでありますけれども、駅前広場の駐車場の土地は、

半分はＪＲの土地で半分は市の土地であります。そういうふうに駅前広場は行政とＪＲの機能分担

が行われているのです。そして、あれは道路でありますから、一定のところは市がお金をかけて除

雪をするということにもなるわけであります。今何が問題かというと、駅に直接用件のない皆さん

方があそこにとめるということが駅を利用する利用者に不便を与えているということになるわけで

す。それは、必ずしも駅だけに任せておけばいいという問題でもないのではないかと、中心部に必

要な駐車場をしっかりと確保しておくということもまた行政の役割ではないかというふうに思って

おります。その場合に、それでは維持費をＪＲが出すかというと、そんなことはないわけで、ＪＲ

の維持費については駅前広場のしかるべき部分ということになるのは当然だというふうに思います。 

 駅交通拠点機能に絡んで、食品スーパーが入らない、そういうところに金を投入していいのかと

いうことでありますけれども、食品スーパーが入らないのであれば再開発手法で入れるようにした

らいいのでないかという具体提案までいただきました。どうやってあそこを再開発事業でやって、

再開発的手法で食品スーパーが入れるようになるのか、私は具体的に提案していただきたいという

ふうに思っております。しかし、今一生懸命やっているわけでありますし、仮に食品スーパーがさ

まざまな条件の中で、こういう条件であれば進出するということであれば、財産の持ち主である駅

前再開発組合がそれに対する投資をするのかどうかという判断になっていくのだろうというふうに

思いますが、そういう意味では再開発的手法はあり得ないなというふうには思いますが、基本的に

駅前再開発ビルは尐なくともまだまだ耐用年数があって利用価値もあるわけでありますし、中心市

街地にあるという意味もまた大きい。とすると、さまざまな機能を複合的に活用しながら、いいあ

り方というのを見つけていく必要があるというふうには思っております。先ほど来申し上げており

ますのは、本当に駅周辺が駅らしくなくなっていいのかと、そういう問題意識でお答えを申し上げ

ております。 

 道営住宅の件につきましては、駅の東側は難しいなということで駅西に位置づけをしました。そ

ういうプランを現实に絵として提供させていただいて、市民の皆さん方のご意見をお伺いをしたと

いうこともございます。しかし、先ほど申し上げましたように、今の極めて厳しい財政状況の中で

一気に何でもできるのかというと、そうではないと。したがいまして、私は駅東側を重視してまず

やりたいと。それ以降のことについては、その段階での財政状況を踏まえて、实施ができる状況に

なったときに具体事業を検討すべきだと、そのための計画はしっかりつくるべきだというふうに申

し上げています。しかし、中心部居住というのが大きな課題として、今段階的にやっていく場合に

のしかかってくる。したがいまして、これは道にも要望していかなかったらならないことですけれ

ども、駅前における中心部居住を民間活力の活用、あるいは道営住宅ということもあるかもしれま

せん。そういう可能性を探りつつ、駅前における中心部居住に力を入れたいというふうにご答弁申

し上げているわけです。これは、そういう内容でありますことをご理解をいただきたいというふう

に思います。 

 第二パーキング、先ほど申し上げましたように６４台のうち回転率０．５１、５割であります。
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そういう意味では、余り利用されない立体駐車場であります。しかし、ご質問がありましたように、

それでは平面駐車場をどうするのだ、尐なくとも利用者はいるのだろうということがありますから、

これはやっぱり配慮しなくてはいけないというふうに思っております。ただ、どういう形で配慮で

きるか。あそこは、全部壊したら２０台とめられるのです。振興公社としてあれをいつ壊せるのか

というのは振興公社の財源措置と関係することであり、滝川市として市民の皆さん方にご理解をい

ただいて、そんなのだったらやっぱり廃止した方がいいのではないかということになった場合に、

それではいつ壊せる財源措置ができるのかということと関連をするというふうに思っております。

しかし、廃止した場合にできるだけ早い時期に平面駐車場の確保をするというのは行政責任として

あることだなというふうには思っております。 

 活力再生プランについて優先順位を明らかにして示すべきということでありますが、原案として

ご提示させていただきますのは優先順位、優先順位を何で規定するのかという問題あると思うので

すが、優先順位を反映した中身でご提案をさせていただきたいというふうに基本的に考えておりま

す。 

 ７点、８点、９点目、補助金に関するご質問でございます。私は、酒井議員のご質問にもお答え

を申し上げましたように、これこれは聖域で手をつけないとか、そういう状況にはないと。しかし

ながら、全部最初からリセットして、ゼロからのスタートだというわけにもいかないところもある

というふうに思います。それは、聖域は設けずに補助金についても検討させていただきますけれど

も、その本来目的、そして時代の変化、これから求められていく政策の動向、そういうものを総合

勘案をしながら、皆さん方のご理解をいただいて決めていかなくてはならないというふうに思って

おりますので、今私立の幼稚園あるいは街路灯、母親クラブについて具体的にかくかくしかじかと

いうことについて考えを披瀝できる段階ではありませんから、いましばらくお待ちをいただきたい

というふうに思います。 

 以上を申し上げまして、清水議員に対する再質問の答弁にさせていただきます。 

〇清水議員 今私は個々の三つの事業について具体的に影響を聞いたのです。それが全体の中でど

う判断されるかは、それはこれから自立プランでする。しかし、きょう、あすの一般質問で全部こ

ういう形で答弁されたのでは、個々の事業の影響について答弁もらえないということになってきま

す。ですから、部長答弁でもいいですから、影響についてご答弁いただかないと、答弁されたとい

うふうには私理解できないのです。 

〇議    長  議長としては、市長の答弁で理解できると思いますけれども。 

〇清水議員 時代に合っていないと市長言われたので、市長は思っていないかもしれないけれども、

私は時代に合っているということなのです。なくしたら、時代に合わせていけなくなるというふう

に私言っているものですから、そこについてかみ合った答弁をしてもらわないと。 

〇議    長  市長は十分かみ合っている答弁していると思っているのですから。市長、再答弁する

ものありますか。 

〇市    長 ありません。 

〇議    長  そういうことです。 
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 清水議員の質問を終わります。 

 渡辺議員の発言を許します。渡辺議員。 

〇渡辺議員 皆様、こんにちは。市民の声連合の渡辺精郎です。今回は、トップをさきのお二人に

譲りまして、午後の出番となりました。午後も雪の中傍聴に駆けつけていただきました市民の皆様、

大変ご苦労さまでございます。 

 さて、台風に続きまして、新潟中越地方に震度６強の直下型地震が起きました。多くの死傷者と、

特に山古志村のように村全体が崩壊して避難しているところもあります。死亡された方々に心から

哀悼の意を表したいと思います。また、昨日は、突然留萌地方におきまして強い地震がありました。

直下型地震の恐ろしさを理解できたと思いますので、市長におかれましては後ほどしっかりと心構

えをお聞きしたいと、このように思っております。 

 

    ◎１、市長の基本姿勢 

      １、市の「自立」プランと大規模開発事業との矛盾にどう対処するのか 

      ２、「自立」プランと４６，０００人に見合う市庁舎のリストラの勧告について 

 それでは、市長の基本姿勢からであります。一つ目は、市の自立プランと大規模開発事業との矛

盾にどう対処するのかということからご質問いたしたいと思います。さきのお二人との関連もある

かもしれませんが、合併離脱後の施政方針が議案としてないままに自立プランというものが何か漠

然となっております。その自立プランの検討が今後いよいよ行われるわけでありますが、やはり財

政見直しの観点が極めて大切な条件であります。その観点の一部を紹介したいと思います。それは、

特に第３セクターを初め、市の直営の事業をどうするか、これは大きな問題であります。そこに配

置している市職員をどうするかなどの提案はどのようになるのか、さっぱりわからない。これらの

人件費は莫大なもので、どのように提案をされようとしているのか、見解を求めるものであります。

また、最大の問題は、さきのお二人との関係もございますが、大規模開発事業としての駅周辺整備

事業などと自立プランがどういう関係になるのか、はっきりさせてほしいのであります。市民負担

増を伴いながら、この時期大規模開発事業は一時停止を含めて再検討しなければ自立プランの意味

はないと同じではないでしょうか。このままでは、市民負担は大きくなり、市長の投資、開発のな

いところに市の発展はないなんていうどころか、赤字再建団体転落に現实味を感じるのであります。

極めて矛盾の大きい問題について、重大な決意のほどはいかがでありましょうか。先ほど清水議員

への答弁では、駅周辺事業を進めるということでありますが、この矛盾のないご答弁をお願いをい

たしたいと思います。 

 二つ目は、自立プランと４万６，０００人の市民に見合う市庁舎のリストラ勧告についてであり

ます。特に、市は再生プランと名づけているのでございますから、市庁舎から滝川市再生としたい

ものであります。９月議会で市長は、この市庁舎は合併を目指したものではないと答弁されました。

質問の時間がございませんでしたので、再び質問したいと思います。市民の素朴な疑問にどうお答

えをするのでしょうか。４７万都市の埻玉県旧浦和市役所の１１階建てと同じ規模のこのマンモス

市庁舎を当時５万人足らずの滝川市民で建築計画を立てたこと、そしてそれを申請したことが適正
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なものだったかどうか疑わしいのであります。また、申請に基づき、起債や補助金を認めた国や北

海道の許可にも疑問が残るのであります。人口やかまど、つまり財政見通しを考えて建てるべきで

はなかったのではないでしょうか。市長は、マンモス市庁舎のリストラをやる気なく、そのままで

自立プランなるものを立てようとしているわけでありますが、市民とのタッグはむなしいのでござ

います。リストラを考慮するまで、市民の声連合は市民に訴え続けながら継続してまいりたいと思

います。何回でも繰り返します。広くて執務しやすいというのは、職員の論理であります。４７万

都市と同じマンモス庁舎の償還費と年間維持費は、自立プランと市民負担増の前にきちんと対処す

べきであると思いますが、市長は先ほどから聖域はないと言っております。マンモス庁舎も聖域で

はないと考えますが、そこら辺の関係をしっかりとご見解をお願いしたいと思います。 

 

        ◎２、除雪・排雪行政 

      １、迎える冬の除雪・排雪の重点について。「除排雪協同組合」に完全委託すること 

        は市民サービスの低下にならないか 

 次に、除雪、排雪行政で、迎える冬の除雪、排雪の重点について、除排雪協同組合に完全委託す

ることは市民サービスの低下にならないかという観点で何点かにわたって質問いたします。１点目、

尐雪だったさきの冬の教訓から、この冬の除雪、排雪も今まで私が市民の考えを代弁してきたとお

り、門口にどかんと雪と氷の塊を押しつけることなく、歩道などの排雪も徹底した方法を模索して

いると思われますが、ことしは除排雪協同組合に完全委託をするとのことであります。しかし、民

間委託を理由に、市民からの要望、そして何よりも除雪、排雪をしっかりと市民要求を６年間にわ

たって代弁してきた私の議会質問をかわすことにはなりはしないでしょうか。作業は民間であって

も、イニシアチブは市が今までどおりにとると思われますが、今ある市所有の除雪機械、特に歩道

や門口の排雪関係の小型ロータリーなどをふやしてきたわけでありますが、これらの除排雪の機械

はどのような利用の仕方になるのでしょうか。以上の基本的な問題に真摯な答弁を求めるものであ

ります。 

 ２点目、除雪ロータリーの出動条件であります降雪１０センチにつきましては、１５センチメー

トルにしていただきたいと思うのであります。市民は、むしろこれぐらいの雪に除雪車が来たと言

っているのであります。それは車道の道路維持の論理であり、１０センチの雪が庭や門口で支障を

来すことはありません。降った雪よりも道路のかたく凍った氷や汚れた雪を門口に押しつけられる

ことに市民は悩んでいるのであります。むしろ１５センチメートル降ったときに出動する方が市民

は歓迎いたします。除排雪の行革より先に、こうした比較实験などをすべきではないでしょうか。

試算と实験の是非について見解を求めるものであります。 

 午前中の酒井議員の質問への答弁で、除排雪は聖域ではないと答弁されました。工夫も必要では

ないでしょうか。そのための３点目、空き地の地域近隣排雪所の有用について推進してはどうでし

ょうか。公園に近くの住民がママさんダンプで雪を捨てている原理であります。河川敷の排雪は距

離が遠く、業者以外は地域近隣排雪所の協力をいただいてはどうでしょうか。市が責任を持って、

個人の所有地に冬期間雪をためて、春には排雪した人と市が融雪協力と融雪後のごみ処理を徹底し
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て实施するなど、排雪に財政支出を多くかけずに、効率的かつ合理的な地域近隣排雪所の推進はい

かがなものでしょうか。 

 

        ◎３、地域産業の振興 

      １、「ラベンダーは滝川を救う」パートⅡ。再び市長の意欲と識見を問う 

      ２、「地域産業振興」の拠点に旧江部乙中学校の施設を利用して、「地場産品の高付 

        加価値化と販路拡大」の戦略基地として推進する計画について 

 次は、地域産業の振興ということで、ラベンダーは滝川を救うパート２として再び市長の意欲と

識見を問いたいと思います。１点目、９月議会で私は、北海道中央部のラベンダー観光はまだまだ

廃れることはない。富良野地方に流れる観光実、この観光実を今からでも滝川に迎え入れるために、

江部乙の丘にラベンダーを推奨してはどうかと提案をいたしましたが、市長はやる気がないと答弁

をされました。新規ラベンダー営業事業と観光事業に市長がやる気がなければ、元農民の私が市長

になって頑張るしかないのかもしれませんが、農業と観光の両立する立地条件は十分にあると考え

るのであります。そこで、市長にもう一度問いたいのであります。それは、農政課でせめてラベン

ダーオイル市場の情勢や蒸留がまの製造についての調査を求めたいのであります。 

 ２点目、次の問題は、産業としてのラベンダー経営について、市がやる気がないとすれば、志あ

る農家の方々と今後プロジェクトチームを組むなど、研究、普及していきたいのであります。菜の

花からラベンダー、そして秋のコスモスへと続く滝川の花観光の立地条件は恵まれております。滝

川のラベンダー観光を築くために全市民が協力すれば、中富良野、上富良野に負けない景観に恵ま

れた江部乙の丘はきっと紫のじゅうたんを敷き詰めた丘になるのではないかと思いますので、元農

民の私は音江村菊丘の篤志農家の父親と取り組んだ農業技術を生かして、滝川の篤志農家の方々と

民間で推進する息の長いプロジェクトを推進していきたいと考えております。市長は、よく投資の

ないところに発展はないと述べます。しかし、まだまだ続く北海道への観光実は、新しい観光地を

望んでいるのであります。小樽の例を挙げるまでもなく、観光バスが引きも切らずに乗り入れする

我が町に観光実を誘致する策は首長の責任であります。現時点での市長のコメントを聞いておきた

いのであります。 

 次は、地域振興の拠点に旧江部乙中学校の施設を有効利用しようという９月の議会の私の質問と

同じテーマであります。それが今回は地元の企業が地場産品をビニールハウス内で生産し、高付加

価値で販路拡大するという旧江部乙中学校の有効利用にエールを送りながら、市長に確認の質問を

したいと思います。私は、今まで旧江部乙中学校の教审やグラウンドの有効利用を叫んでまいりま

した。自分の写真展を開催しながら、市民の間に有効利用の声を醸成してきたつもりであります。

市長は、９月議会でも私のこの質問に対して、売却にこだわっておりました。今売却すると、約５，

０００万円ほどを文部科学省に償還しなければならないのであります。５，０００万円以下で売却

すれば、市の持ち出しであります。今回幸いにして市内の業者が新農法で大葉栽培が計画され、雪

の中、既にハウスが建設されました。有効利用を訴えておりました私の方針が受け入れられまして、

大変喜ばしいことであり、私はこの事業を歓迎したいと思います。また、地元の江部乙の住民の
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方々も歓迎をしております。この後は校舎の利用も計画されておりまして、その成功を祈りたいの

であります。それにしてもめでたい旧江部乙中学校の施設の有効利用をうれしく思い、この事業に

対しての市長としての見解を求めるものであります。 

 

        ◎４、災害の危機管理 

      １、新潟・中越地方の直下型地震の恐ろしさに学び、再び直下型地震に対する市の危 

        機管理のあり方について 

 次は、いよいよ災害の危機管理、新潟中越地方の直下型の地震の恐ろしさに学び、再び直下型地

震に対する滝川市の危機管理についてでございます。先日釧路沖で大きな地震が２度発生したと思

えば、また私の質問の前日、昨日には留萌地方で震度５強の強い地震が起きました。議員さんの中

には、渡辺さんが質問するから、地震が起きるのだということですが、これほどの頻度で地震は起

きるわけであります。私は、元理科教員としてマントル対流説を生徒に教えてまいりました。その

よい教材が滝川市こども科学館のあの大きな地球儀のマントル対流の電磁实験审であります。ぜひ

市長ももう一度あのマントル対流説の電磁实験审で勉強してきていただき、直下型地震と活断層の

恐ろしさ、そして市民が一丸となった災害対策を充实すべきだと提起いたしまして、質問したいと

思います。 

 １点目であります。今回新潟中越地方の直下型地震の被害は、想像を絶するものがあります。さ

きの林市長の時代から昨年の４定まで、私は何度も直下型地震の恐ろしさと対策について提案と質

問を繰り返してまいりました。そこで、内陸の直下型地震が新潟県を襲った今、再び滝川における

直下型地震のおそれと備えについての行政の責任者としての資質を問いたいのであります。新潟県

の山間僻地の立地条件が特殊ではあっても、滝川としては十分教訓として対策を立てておくべきだ

と思うのであります。１０年後、３０年後でございましても、この場の質問は公式記録になるので

あります。改めて直下型地震の恐ろしさを思い知らされたわけでありますが、市長の見解を求める

ものであります。 

 ２点目、北海道のマスコミも活断層の情報を流しております。最近は、何と札幌圏の活断層がマ

スコミをにぎわしておりますが、私がよく言う空知西部の山間のふもとを縦断している活断層は、

滝川も直下型地震の直撃を受けるおそれがあると警告を続けたいのであります。平常からの備えに

ついて、家庭、職場、学校、町内会、市で、どのような時間に、また冬の季節も想像いたしまして

マニュアルを示しておくべきであります。政府も認める北海道で最も可能性のある直下型地震が滝

川地方を襲うおそれは、既に２度も予兆としての揺れが滝川を見舞っているのでございます。札幌

圏の話題にかき消され、さらには中空知の地元マスコミも記事にすることがなくても、その対策は

怠ってはならないと思うのであります。地震計を市役所の地下に備えているとは、さきの林市長の

持論でありました。しかし、起きてしまった直下型地震を測定しても、その被害はまさに一瞬の出

来事なのであります。改めて市長の見解を求めるものであります。 

 ３点目、大きな財政予算を使わなくても家庭から職場、学校、町内会などの心得と準備と組織化

を働きかけるのが市の役目であります。台風１８号の例でも、風が吹いてきたときには既に遅いの
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であります。町内会長さん方も、あの台風の真っ最中に火事が起きたら町内会はどうすればよいか

大変迷ったと、市役所からは何の連絡もなかったと言っているのであります。直下型地震も起きて

からでは遅いのであります。震度６強で石狩川や空知川の断層が分断され、堤防が決壊されて、滝

川の一の坂から下の市街地は大水害であるとか火災が起きたなどという想定は、当然しておくべき

であります。備えあれば憂いなしとは、直下型地震対策のことではないでしょうか。市民の生命、

財産を守るために地震に関する質問を継続し、市長の見解を求めます。 

 

        ◎５、まちづくり基本構想と住宅政策 

      １、優良田園住宅の進捗状況は 

      ２、道の「首都圏在住団塊世代の定年後移住作戦」への対応について 

      ３、江陵団地の建築順と移転料について 

 次に、優良田園住宅の進捗状況についてであります。１点目、本年度予算で取り組むことになり

ました優良田園住宅のその後の進展のぐあいについて問いたいのであります。土地の取得状況と申

し込み状況はいかがでしょうか。また、市外、道外への宠伝方法はどのように行っているのでしょ

うか。２点目は、住みたいと問い合わせ等があったと思いますが、その接点で相手方の要望の特徴

を挙げてみていただきたいのであります。 

 二つ目は、道の首都圏在住団塊世代の定年後の移住作戦への対応について考えてみてはいかがか

ということでございます。１点目、北海道は、来年度主に首都圏在住団塊世代をターゲットに、定

年後の北海道への移住促進を進めるとのことであります。首都圏での退職者を北海道に呼び寄せ、

移住してもらい、人口増と地域経済の活性化を目指すとのことでありますが、これらの要綱が判明

次第、滝川市も大いにこの施策に協力することが望ましいと思われますが、いかがでしょうか。２

点目、このときに、今の優良田園住宅の場所に限定することなく、場所も自由とし、小規模の農地

も開放して、作物の栽培、家禽の飼育などもできる緩和策が必要と考えますが、いかがでしょうか。

このことに関しまして数年前私の仲間から、東京の杉並病といって、ごみ清掃施設から化学物質が

出され、それを日常吸っていて呼吸器病が住民に広まっている。北海道の農村の公害のないところ

に住みたいのだけれども、渡辺さん、どこかないかということがございました。私は、紹介しても

よいと考えましたが、何せその方々は農薬、特に粉剤が解決しない限り、とても行けないと、こう

いうふうに言っておりました。移住後にトラブルのもとになると立ち消えになったのであります。

いずれにしましても、指定されたところ、規制の多い制度のもとへ、そして農薬の公害を解決しな

い限り移住はためらうのではないでしょうか。見解を求めるものであります。 

 三つ目は、江陵団地の建てかえ順と移転料についてであります。江陵団地の建てかえ計画が現地

の該当者に示されたとのことであります。しかし、この団地は、現在地建てかえのために一時立ち

退き移転をする必要があります。公営住宅はあいている住宅がないはずでありますが、江陵団地の

移転希望者の移転先があいているとは、滝川市政の七不思議の一つであります。江陵団地の該当者

の家族の方々の言い分によれば、大きな２棟を建てる順序について、奥の方から１棟目の建築にか

かれば、そこは空き家が多く、手前の現在の住民が再び公住に住みたいときは一時立ち退き移転を
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しなくてもよいし、あけるときに１３万円、入居のときに１３万円の合計２６万円が節約になると

いうのであります。建築事情はさまざまあると思われますが、このような細かいことに気を配り、

公住建築と移転の予算を節約することも必要ではないかと考えます。見解を求めるものであります。 

 

        ◎６、環境問題 

      １、野良猫の被害をなくすために 

 次は、環境問題、野良猫の被害をなくすためにであります。市街地におきましては、野良猫の被

害に悩まされている家庭が多いのであります。野良猫とはいっても、飼い猫も含まれ、外に排せつ

や遊びに出かけているわけでありますが、犬よりも敏捷で、狭いすき間から侵入し、さまざまな悪

さをするわけであります。外でも野菜畑や公園の砂場で排せつするなど、町内会に苦情も多いわけ

であります。これが飲食店市街地では顕著であります。猫が夜行性で、人の寝ている夜間の被害で

あるから、なお憎いと言うのであります。市としても、犬のような狂犬病もないので、対策がおく

れております。捕獲用のかごも市で１基あるだけのようであります。町内会の中で、付近住民に文

書で徹底した上で捕獲作戦に乗り出しているところもあります。環境都市宠言の市として、猫の被

害に対する条例の動きもあるわけでありますから、その対応についての見解を問いたいと思うので

あります。 

 

        ◎７、教育行政 

      １、再び校舎セキュリティについて 

      ２、学校と地震対策 

      ３、学校における禁煙の強行をせず、まず分煙から始め、近い将来に禁煙を求める 

 次に、教育行政、まず校舎のセキュリティーについて再び問いたいのであります。滝川市の学校

校舎のセキュリティーが管理職の責任にされている問題を再びただしたいのであります。滝川市以

外の学校校舎が早い時代から警備保障会社のセキュリティーに依頼していることは、教育長もご承

知のはずであります。週休２日制で、時には校長、教頭ともに宿泊を伴う外出のときもあります。

管理職手当は校舎のセキュリティーも含まれているからということで、管理職に頼っているのは時

代おくれであることを指摘しておきたいのであります。事故が起きたときに必ず問題化いたします。

どのぐらい予算が必要か前回試算を明らかにいたしました。財政が苦しいから、専門のセキュリテ

ィー業者に委託できない滝川市のお粗末さを感じるのであります。しかし、旧式学校セキュリティ

ーを解消できない教育長の手腕が手詰まり段階を迎えているのではないでしょうか。教育長職を賭

して实施に力を入れるべきであると考えます。見解を求めるものであります。 

 次は、学校と地震対策についてであります。滝川市の学校校舎の耐震性の調査も、先ほどありま

したように耐震診断は行われていないというわけであります。直下型地震に関連して、調査に着手

する必要があるのではないでしょうか。滝川市役所は、耐震性が改築の大義名分になって建てかえ

になったのであります。校舎の老朽化に伴って、直下型地震が起きたとき学校校舎崩壊と子供の生

命にかかわる問題であります。児童生徒の生命は何物にもかえられない大切なものであります。財
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政難が子供の不幸を招かないように努力するのが教育長の役目であります。見解を問うものであり

ます。 

 最後は、学校における禁煙の強制をせずに、まず分煙から始め、近い将来に禁煙を求める、こう

いう質問をいたしたいと思います。まず、１点目は、この問題について私は６月議会から始まった

わけでありますが、私の質問は喫煙审の設置とか分煙をただしているものであります。ところが、

教育委員会から出てきた方針は、突然明年４月から学校や敷地内でも一切禁煙にするというもので

した。この１０月から６カ月間を準備、猶予期間としているわけでありますが、不退転の決意と教

育長が９月議会で答弁されました。出勤したら夕刻退勤するまでたばこを吸うなということであり、

財政上では喫煙审の設置を考えることもしないという極めて権力的な禁煙革命であり、他の官庁、

特に病院も实施の方針のない中で、他の公務員との格差が大きく、児童生徒の禁煙教育を盾にした

やり方を認めるわけにはいきません。明年４月からの实施を延期し、児童生徒や非喫煙職員にたば

この害を及ぼさない分煙を一度实施してから、他の官庁と同じ時期に、近い将来完全禁煙にすべき

と考えます。このような強制的なやり方は、納得ができません。真摯な見解を求めるものでありま

す。 

 ２点目、そこで私は、１０月下旪、深川市で行われました全道教育研究集会で休憩時間に玄関の

外の喫煙場所でたばこを吸っている禁煙している学校の先生方に聞いてみました。既に实施してい

る学校でも、８時間禁煙が生理学上禁断症状のために大変苦しんでいるということでありました。

学校勤務の職員は、勤務時間中は禁煙だということに大変なストレスを感じているということであ

ります。車の中で隠れて吸っているとか、深刻な状況が出されておりました。私も喫煙は望ましい

とは思いません。しかし、職務命令的に禁煙を強行することのリスクは、教育の現場を自由の園か

ら人権をも抑制する園にする危険性があります。地方公共団体として、一方で大切なたばこ消費税

として扱い、病院より先に学校での禁煙を強制する立場には賛成できないのであります。重ねて延

期を求め、見解を求めるものであります。 

 以上で私の質問を終了します。市長、教育長の誠意ある答弁を期待いたします。 

〇議    長  渡辺議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 渡辺議員の質問に以下順次お答えを申し上げます。内容によりましては所管職員から

のご答弁もありますので、あらかじめご理解を賜りたいというふうに思います。 

 自立プランと大規模開発事業との関連についてでございます。先ほど来のご質問にもお答え申し

上げておりますように、これからはまず小さな政府にしなくてはいけないというふうに思います。

そのために、行政内部における内なる改革と当時に、市民の皆さん方にご協力をいただきながら外

なる改革を進めなくてはいけないというふうに思います。現在策定作業を進めております滝川市活

力再生プランでは、ご指摘のございました第３セクター、株主あるいは基本財産を出捐していると

いうところにつきましては、やはり株主あるいは出捐者として市がその組織がどういう経営がなさ

れるべきかということについての基本的な考え方を示すべきだというふうに思っておりますが、し

かし例えば商法法人でありますと、それは商法に基づいて経営されている独自の人格を持つ組織、

あるいは公益法人とか、そういうことも考慮に入れながら、市としてどういう方針を打ち出してい
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くかということについて十分検討したいというふうに思います。直営事業、可能なものは民間の活

力の中で進めていくということを基本にするべきだというふうに思っております。民間の中で委託

をして円滑に進めていけるというふうなものにつきましては可能な限り、直営にこだわる必要はな

いというふうに思っておりますけれども、どうしても直営しなくてはいけないという部分が法律的

な制約でありましたり、あるいは正規職員としてどうしてもやらなくてはいけない政策的な判断と

か含めて、そういうものは直営でやらなければいけないことでありまして、そういうことも含めな

がら判断をしてまいりたいというふうに思います。そうなりますと、市職員の削減計画というもの

も当然関連をしてくるわけでございますが、これまでも定数の適正化ということについては努力を

してまいりました。公共施設の整備水準が極めて高いということは、それを維持、運営していく組

織員が必然的に多くならなくてはいけないということでありますけれども、一気に公共施設整備水

準を低下させるわけにもいきませんから、さまざま知恵を駆使しながら、定数の適正化ということ

についても十分検討していきたいというふうに思いますし、そういう結果を市民委員会及び地域の

皆さん方に議論をしていただき、最終的に議会のご判断をいただくということにしてまいりたいと

いうふうに思います。駅周辺整備事業につきましては、先ほど来ご説明を申し上げているとおりで

あります。活力再生プランの中に公共事業の掌握というものは配慮に入れなくてはいけませんから、

そういう中の重要事業については対象としつつ、検討していきたいというふうに思っております。 

 市役所庁舎についてであります。かねて来の議会においても明確に真摯に答弁をさせていただき

ました。私は浦和市役所が１１階かどうかはよくわかりませんけれども、ご質問の中から想定する

と、浦和市役所と同じなのは１１階建てということぐらいかなというふうに思います。人口規模も

違い、市役所の規模も違い、建設年次も違い、そういう中で必要な規模として建てた市役所であり

ます。浦和市役所と一緒にならないというふうに思いますけれども、従来ご答弁申し上げましたよ

うに、滝川市役所がこれだけの大きさの建物を建てたいと言って、はい、わかりましたとお金を貸

してくれるわけではないのです。職員の数はどういうことが想定されるのかということが当然チェ

ックをされて、１人何平方メートル、部長職は何平方メートル、課長職は何平方メートル、係職員

は何平方メートル、そういう基準がしっかりしていて、それを超えて建てることは許されません。

建てるとしたら、金を借りないで建てる方法しか方法はないのです。したがいまして、起債が認め

られる段階で国からのしっかりとした限度のチェックは行われているわけであります。それと、も

う一つ、すべて借金で賄えるかというと、半分は自己財源を持たなかったら残り半分の金は貸しま

せんと、こういう制約条件もついているわけです。そういう基準に適合した市役所の建築面積であ

るということは改めてご理解を賜りたいというふうに思いますし、今財政がこういう状況になると

いうことは建設をした段階では余り想定できなかったことではないでしょうか。当時として財政見

通しは、半分の金を持ちながら、そして借金は半分で、十分財政見通しをして建築計画を立ててや

ったことでありますけれども、しかし今の財政状況を見れば極めて厳しい状況でありますから、市

役所の維持費もたしか当初１億３，０００万円ぐらいかかっていたのですか、今１５年度決算で９，

９００万円ぐらいです。したがいまして、当初の７４パーセント。そういう意味では、庁舎の管理

費についても可能な限り節減してやっているということはご理解を賜りたいというふうに思います。 
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 除雪に関するご質問でございますけれども、ことしから除排雪業務を全面委託化をいたしました。

昨年直営でやっていたのは、車道の除雪では３４キロ余り、それから歩道の除雪では８．７キロで

あります。この部分を委託にすることによって全面民間委託をしたということであります。したが

って、車道除雪で言えば全体の８．６パーセント、それから歩道除雪で言えば全体の１５．９パー

セント、これが直営でやっていた分を民間に委託をしたというのが現状であります。しかし、すべ

て委託しているのかというと、实はそうではありません。实際除雪をするという作業自体は完全に

委託をいたしましたけれども、除雪車両出動の判断などは市職員が行っております。それから、除

排雪状況をチェックしている。これは、吹雪でありますとか、地域によってかなり状況違いますか

ら、そういうことにより出動する、出動しない、臨時的に対応する、そういうものの判断について

はこれからも引き続き直営でやっていきたいというふうに思っておりますし、それは行政責任であ

るというふうにも思います。除雪機械は、現状でも貸与しているものが相当あります。それから、

直営でやっていた部分の機械も、これは委託先に貸与するという考え方であります。特に除雪専用

の機械は、極めて高額であります。したがいまして、補助金のあるものについてはできるだけ補助

事業を導入して購入するとか、そういうことによって除雪コストを下げていくということもまた重

要なことでございますから、そういうことを基本に置いていきたいというふうに思います。 

 玄関先にどかんと雪の塊を置いていくと、できるだけこういうことのない除雪体制ということで

徹底をしておりますけれども、しかしそういう場合もあるというふうに思いますから、これは先年

来お願いをしておりますけれども、そういう事態が生じましたら市役所にお電話いただきたいとい

うふうに思います。それと、降雪量は１０センチメートルを基準としています。１０センチメート

ルびたびたかというと、そうではありません。弾力的に判断をさせていただいておりますし、雪が

降らないのに来たではないかということもあります。雪が降ったときには除雪を急いでやらなかっ

たらなりません。しかし、急いで除雪をやるために路面の整正ということができないということが

生じてきます。あるいは、除雪を優先するために、車道の拡幅まで同時にやったら通学通勤時間に

間に合わないということが生じてまいります。したがいまして、雪が降らない時期に路面整正をや

らなくてはいけないと、そういうこともありますから、これはまたご理解をいただきたいなという

ふうに思います。それと、１５センチメートルをめどとしたらどうかということでありますが、か

つて１５センチメートルをめどにした時代もあったというふうに思います。圧雪路面ができ上がる。

昔は圧雪だったのです。路面まで全部出さないということが除雪の基本でありました。だけれども、

最近は、交通事故のこともあり、下水道がどんどん発達してきた。したがって、暖かくて解けてし

まって、マンホールががたんと、圧雪だったら事故のもとになる。歩いていてけがするとか、そう

いう問題が出てきましたり、最近は冬でも暖冬でざくざくになると。そして、車が腹つかえて動け

なくなるということがありますから、圧雪をしないで、そして路面を出すことにしております。し

かし、そのことがつるつる路面の発生、あるいは道路が短命になると。あちこちで雪解け時期にア

スファルトが壊れて、道路ががたがたになるという問題点も生じております。しかし、今のところ

総合的に考えると、圧雪状態にはすべきでないなというふうに思っておりますけれども、聖域はな

いというふうに先ほど来申し上げておりますから、どうしたらいいか、地域の皆さん方のご協力い
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ただければ１５センチのモデル地域をつくることもいいなというふうにも思います。もし渡辺議員

の地域の中でご協力いただけるのであれば、１５センチのモデル地域ということも考える必要があ

るかなというふうに思っておりますけれども、検討課題にさせてください。 

 雪捨て場につきまして、雪捨て場も本当に大きな問題であります。したがいまして、これから新

たな住宅団地開発をするときに、身近における一定の堆雪スペース、今は道路が堆雪スペースであ

りますけれども、そうではない堆雪スペースというものも考えなくてはいけないなというふうには

思っておりますけれども、既存どうするかといいますと、これは地域の皆さん方が堆雪できるとこ

ろに雪を捨てる、公園なんかであれば、車で持ってこられたら困るけれども、ママさんダンプだっ

たらやむを得ませんから、ママさんダンプの量も莫大な量なのですけれども、したがって春先にま

たいろんな問題も生じるわけでありますが、こういう堆雪スペースがあるところは地域の皆さんで

ご協力をしていただいて許可をいただいて、そういう取り組みをお願いを申し上げたいというふう

に思います。したがいまして、春先、それがゆえに融雪後のごみ処理の徹底というのも地域の責任

としてご協力をいただきたいというふうに思います。 

 ラベンダーについてでございます。農業と観光の重要性、それから農業観光の重要性ということ

については、全く渡辺議員のお考えに賛同させていただきます。極めて重要だというふうに思いま

す。しかし、それをラベンダーでやれということになりますと、尐し考え方が変わってまいります。

富田ファームが一軒だけ残って、いかに大変な苦悩の中に現在あるのかということも考えなくては

いけないというふうに思いますし、そういう意味では、志ある農家の方というふうな表現がありま

したけれども、私も滝川市内の志ある農家の方がラベンダーについて力を入れたいというお話があ

れば、これは積極的にご相談をさせていただきたいというふうに思っておりますが、農業として成

り立つということがやはり基本でなくてはいけないのではないかというふうに思います。かつて解

散をいたしました滝川リゾート開発において極めて綿密な調査を行いました。その結果、滝川リゾ

ート開発においてもラベンダーを中心とする花観光については極めて難しいという結論を出させて

いただいたことは、かつての議会でもご答弁をさせていただいたところであります。ご質問のラベ

ンダーオイルということでございますけれども、これも調査をしておりますけれども、今ラベンダ

ーの搾油施設を持っているのは、私どもが知り得る範囲ではファーム富田だけです。しかも、この

ファーム富田は、自分のところで搾油したラベンダーオイルを自分のところの商品として販売をし

ているということであります。私は、搾油してどこかに売ってビジネスチャンスがあれば、それは

やるべきだというふうに思いますけれども、今の中ではそれでつくった製品は自分で売らなかった

らならない、自分で市場確保が必要だと、そういう難しさを抱えていると。したがいまして、搾油

施設を設置するというのは、市場との絡みであると。そして、それをだれが売るのか、買ってくれ

るのか、自分で売るめどはあるのかと、そういうことと絡む話だというふうに思っております。 

 滝川の花観光につきましては、菜の花の作付、これも交付金と絡む話でありますけれども、大変

な評判を呼んでおりますし、一方では栽培農家の方々が中心となって、デルフィニウムとか花の、

ことしは台風の被害で大変だったわけでありますけれども、１５年度につきましては１億円を突破

いたしました。花というのは、農業及び観光の中心の一つであるというふうなことについては同じ
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考え方でございます。今後とも農業観光、あるいは農業を活用した観光、観光そのものの振興にさ

らに力を入れていく必要があるというふうに思います。 

 地域産業の振興で旧江部乙中学校の件でございますけれども、渡辺議員には大変ご活用いただき

ましたことを厚くお礼を申し上げたいというふうに改めて思います。ご質問にございましたように、

現在市内の企業がグラウンドの一部を利用いたしまして無農薬有機農法による大葉のハウス栽培事

業、それを試験的に实施をするということで、市といたしましても使用を許可をさせていただいて、

今試験栽培用のハウスが建設中であります。聞くところによりますと、１月半ば過ぎには大葉の苗

を植えられるかなと、そうするとひょっとすると２月の末から３月に製品が出荷できるかもしれな

い、そういう情報も聞いておりまして、ぜひともこの試験栽培の結果がいい結果を生んでくださる

ように期待をさせていただいているところであります。特に残留農薬の多い野菜であればあるほど、

こういうことが望まれるというふうに思います。今後これが成功して、全面的にあそこが使用でき

るというふうになった場合にどういう対応になるのかというのは、私どもとしても売却方針であり

ますから、できるだけ買っていただきたいという思いは持っておりますけれども、この試験栽培の

結果によるというふうに思います。その場合に、売却するということになったときに、５，０００

万円かどうかは別にいたしまして、一部補助金の返還というものも絡んでくる後の利用の仕方とい

うのは適切でないというふうに思っておりまして、今国に相談しておりますのは、地域経済活性化、

地域雇用の創造につながる、そういう事業であるということから、地域再生プログラムという制度

にのっかって、補助金返還が生じないと、そういうことについても話を進めているところでござい

まして、この結果によっては、今申し上げましたような目的にかなうものであれば国に認めていた

だくということになるかもしれませんので、このあたりは積極的に進めていきたいというふうに思

っております。 

 災害の危機管理ということであります。阪神・淡路大震災を教訓にいたしまして、政府は特別な

機関を設置をいたしました。地震調査研究推進本部というのであります。地震調査委員会が公表し

た新たな断層帯の新聞発表なんかも行われました。増毛山地東縁断層帯に加えて、新たに沼田、砂

川付近の断層帯の存在というのも存在のみは確認されているという報告もあります。こういう新た

な断層帯が発見されたということについて、それでは具体的にどの程度の地震がどの程度の確率で

起きて、どういうところまで広がりがあるのかという調査結果が出てきて、新聞に発表されたので

す。したがって、札幌でこういう事態が生じた場合に、滝川あたりも震度５弱だったでしょうか、

の可能性があるという報道なんかがなされておりますけれども、この地域に関連するものとして新

たに沼田、砂川付近の断層帯の存在が報告されております。全体的には３８キロメートル。もしこ

こでその断層全体が動いた場合には、マグニチュード７．５程度の地震の発生する可能性があると

いうことでございますが、札幌のような具体的な調査の結果が出ておりませんから、私としてはご

質問のように地震はあるということを想定をしながら、地震調査委員会に対して、ぜひ新たな調査

を積極的に早くやってほしいという要望は市としても積極的に行いたいというふうに思っておりま

す。 

 それから、新潟中越地震、そういうこともございましたし、滝川市においては今地域防災計画の
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見直しを進めているところであります。既に道協議に上げておりますが、道協議では１年ぐらいか

かるのです。１年ぐらいかかってチェックを受けて、そして地域防災計画が改定をされるというこ

とになってまいります。しかし、地域防災計画の新たなものがスタートするまで、それでは何もや

らないかといったら、そんなことにはなりませんで、今同時に新しい地域防災計画に見合った内部

マニュアルの整備を進めているところであります。そういう意味では、地震災害が起きた場合の迅

速な対応、そしてまた応急措置、復旧、そういうものを含めて内部マニュアルを検討しているとこ

ろでありますので、そういう作業を行っているということをご説明を申し上げておきたいというふ

うに思います。いずれにいたしましても、最悪を想定して最善を尽くすという姿勢で臨んでまいり

たいと思います。 

 さらに、災害時におきましては、地域住民の皆さん方が命の安全を含めて自主的に対応していた

だく、そのためのＰＲでありますとか、防災情報を提供するとか、そういうことは極めて重要なこ

とだというふうに思いますし、私はこれから自主防災組織の形成というのは重要な課題になるので

はないかというふうに思っているところであります。 

 優良田園住宅についてお答えを申し上げたいと存じます。優良田園住宅は、１６年３月に基本方

針案の作成を行いました。これは、市が基本方針案の作成を行うわけでありまして、これを直ちに

北海道に提出をして、現在北海道において農家、農地の現状、これからの推移等について検討がさ

れている段階であります。平成１７年４月ごろまでにその協議が終わって、基本方針を策定したと

いう公表ができるというふうに思っております。これはいろんな段階を踏まなくてはいけませんで、

手続き的には九つの段階があるわけであります。今は、滝川市がつくった基本方針を道と協議して

いる第２段階目であります。基本方針がこれによって道に認められて確定されれば、次はだれがそ

の事業をやるのかと、事業者による建設計画の策定が行われます。この優良田園住宅は、市が直営

でやる考え方は持っておりませんで、事業者の方は民間の皆さん方にお願いをしたいというふうに

思っております。したがいまして、地権者を含む事業者の皆さん方に建設計画を作成をしていただ

くというのが次なる段階です。その後、その計画を市に提出をしていただいて、市はその建設計画

を北海道と協議をするということになるわけであります。それでよければ、計画の認定が行われる。

事業着手ができるということになるのです。次なるステップの段階、事業者による建設計画の策定

という段階で申し込み状況の可能性とか、申し込み状況というのは事業がスタートしなかったらだ

めなのですけれども、一体どこの方にどうやって宠伝をしたらいいのであろうかとか、いろんな

方々はどういう希望、期待を優良田園住宅に持っていて、それではどこの人たちにＰＲをして売ら

なくてはいけない、その可能性はどうであろうかとかということを事業者が建設計画をつくる段階

で十分検証して、可能性のある建設計画を立てなくてはいけない。その段階でまず議論される中身

ではないかというふうに思っております。参考までに、平成１４年度に東京滝川会の会員の皆さん

方にアンケートをやりました。これは、市がやりました。このときにいろんなご意見が出てきたの

ですが、菜園など、みずから土に触れ、農作物をつくり、生活する、そういうものになりたいと、

これは優良田園住宅の滝川型の基本でありますけれども、あるいは景色のいいところで生活したい

からという希望でありますとか、一方静かな環境の中がいいとか、そういうものが上位に入ってい
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る状況にありますこともご紹介しておきたいと思います。 

 首都圏在住団塊世代の定年後移住作戦への対応ということでございますけれども、私としてもこ

ういうことは積極的にやる必要があるというふうに思っております。それが道の事業として力を入

れるというふうに道も言っているわけでありますから、滝川市としてもこういうプランを持って道

と一緒にやっていくというぐらいの気構えが必要かなというふうに思っておりますが、それを具体

的にどう進めるのかというのはこれから一生懸命やらなくてはいけないと。特に団塊の世代におい

て、かつての過疎化が一層進んだということがあるわけであります。過疎化、過密化の現象が特に

大きく進んでいったというのは団塊の世代でもあるわけで、その皆さん方はふるさとは田舎であり

ますから、そういう皆さん方にも戻ってきたらいいよというふうに情報提供をする必要があるとい

うふうに思いますし、一方大都会がふるさとの方も、实はある国家公務員のお二人が、これは全国

移動して歩く方ですけれども、お二人が滝川で住宅持ちました。それは、滝川はいいところだと。

あるいは、子供がアトピーなのだけれども、滝川に来たら治ったと。だから、子供が大きくなるま

で滝川に置きたいと、それで本人は単身赴任しているとか。そういう都会に住まれていた方でも、

地方の田園都市のよさということを訴えて、来ていただくというのは必要なことではないかという

ふうに思いますので、そういう視点で検討させていただきたいというふうに思います。 

 農地を活用するということになりますと、それはそれなりの制約条件も受けるわけでありますか

ら、新規就農者の育成という側面から、農業が極めて厳しい状況にあるわけでありまして、耕作放

棄地がどんどんできるということのないような対策の一つとして、関係機関とも協力をさせていた

だいて、その可能性がある部分については積極的に進めるべきだというふうに思います。 

 江陵団地の件についてであります。前段ご質問がありました空き家があるというのは、政策空き

家です。政策的に空き家にしなくてはいけないので、それはしようがなく空き家にしているわけで

ありまして、公営住宅は家賃が安くなったことによって公営住宅会計は大赤字になりましたけれど

も、しかし希望者はどんどんふえているわけでありまして、政策空き家を基本とした空き家はあり

ますけれども、それ以外は空き家が長期間放置されるということがないことはご理解を賜りたいと

いうふうに思います。それから、細かいところに気を配った結果が江陵団地の建てかえていく順番

につながっております。現在の計画では、１棟目４０戸でありますけれども、平成１７、１８年度、

それから集会所は平成１７年度、これは手前側にやる計画であります。それから、２棟目４０戸は、

平成１９年度、２０年度に奥側に建てかえる計画なのです。ご質問の空き家があるというのは、１

棟目も２棟目も同数の１１戸ずつです。だから、空き家がどちらが多いかによって決めるものでは

ありません。そういう条件では同じ条件です。手前側からなぜ行うのかといいますと、集会所が奥

側にあるのです。集会所が奥側にあるから、仮移転の費用が必要になるから、手前側から实施する

と、そういう財政的な理由であります。 

 野良猫対策についてお答えをさせていただきますが、犬の場合は人畜への危害などがある危険性

があります。さらに、狂犬病予防対策ということもありますから、滝川市畜犬取締り及び野犬掃と

う条例というのを定めて、その飼育管理について飼い主の皆さんを規制をしているわけです。しか

し、猫は、直接人畜に危害を与えることが尐ない。それから、従来からつないで飼うという習慣が
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ないわけです。一方で、犬のように法律に基づく登録や捕獲に関する制度も定められていないので

す。一方、これが飼い猫であるか野良猫であるかというのもなかなか判断が難しいと。捕まえたら

飼い猫であったとか。猫についてはつないでおくという習慣がないために、こういう判断がなかな

か難しい。しかし、一方では、猫がいろんな悪さをするという苦情が随分寄せられているところで

あります。したがいまして、行政としては何をやっているかということですが、年に２回、足りな

いと言われればそうかもしれませんが、広報で野良猫にえさをやらないでほしいと、あるいは飼い

猫については审内で飼って、外にほっぽり出さないというふうに飼い主の適正飼育に向けた啓発を

させていただいてまいりました。一方、町内会が主体となって行っていただく場合には、市に捕獲

機１台持っております。この捕獲機を貸し出させていただくということをやっています。ただ、町

内会の方も大変なのです。捕獲機設置するよ、だから飼い猫は出すのでないよ、いつからいつまで

の期間に捕獲機設置しますから、飼い猫出さないでください。こういうこともやっていかなかった

らならないのです。ですから、町内会で取り組む場合には、ぜひ市の保有する捕獲機を使っていた

だきたいというふうに思いますのと同時に、できるだけ飼っている猫がいたずらしないように飼い

主としての責任を持ってもらいたいというふうに思います。ただ、これは、地域差が相当あります。

もし極めて我が地域は問題であると、实態調査してみろということがありましたら、地域差がある

ということは理解しておりますから、そういうお話があったときは声をかけていただきたいという

ふうに思います。その結果、行政としてどこまでできるのかという問題は別でありますけれども、

实態としての把握はしたいというふうに思います。これも地域の皆さん方の協力を得なかったらで

きないことでありますから、その場合はよろしくお願い申し上げます。 

 以上をもちまして渡辺議員の質問に対する答弁といたします。 

〇議    長  ここで１５分程度休憩といたします。教育長の答弁はその後お願いいたします。 

 休憩といたします。３時３０分再開いたします。 

 

休憩 午後 ３時１７分 

再開 午後 ３時３１分 

 

〇議  長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 

        ◎議事延長宠告 

〇議    長  本日の会議は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 

 教育長。 

〇教 育 長 それでは、渡辺議員のご質問にお答え申し上げます。 

 校舎のセキュリティーについてでございますが、学校への侵入等に係る危機管理、特に休日、夜

間につきましては従前もご答弁申し上げたとおりでございますけれども、再度のご質問でございま

すので、再びご答弁申し上げたいと思います。不審者の侵入等につきましては、施錠管理の徹底や

警察へパトロール強化を要請し、未然防止に現在努めているところでございます。校長、教頭の校
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舎管理につきましては、職務上の責任はあるものの、外出そのものを制限することを求めているも

のではございません。日常から学校教職員が全員戸締まりの励行や現金を置かないなどの危機管理

意識を持つことが事故防止につながりますことから、教育委員会といたしましてもさらに機会ある

ごとに各学校に防止策を徹底してまいりたいと、このように考えております。警備会社への委託に

ついてでございますけれども、学校への侵入防止の抑止力の上からは有効な方法であるとは思いま

すが、实施している他の例を見ますと侵入事故も発生しており、十分な抑止力とはなっていない現

实もございます。従来から申し上げてきたとおりでございますが、厳しい財政状況の中では尐ない

予算を直接児童生徒の教育活動を高めるために向けたいと考えておりますから、当面各学校にセキ

ュリティーを措置することは考えておりませんので、申し上げます。 

 次に、二つ目でございますけれども、学校と地震対策についてでございますが、学校の耐震性に

ついては、これはご案内のとおりでございますが、昭和５７年の新耐震設計基準、これが施行され

た以前に完成された滝川の学校は１０校あります。この新基準に適合しているかどうか調査が必要

であることは、私も認識しているところでございます。しかしながら、財政状況のこともあり、耐

震診断の实施につきましては、先ほどの議員さんにも申し上げましたとおり、今後のまちづくり再

生計画や学校のあるべき姿が検討される時期に来ておりますことから、その中で検討、吟味してい

く内容であると、そのように考えております。 

 次に、学校における禁煙についてのご質問でございます。先ほど分煙をということでございまし

たけれども、各学校においてはこれまで分煙を続けてまいりました。これは、受動喫煙を防止する

という意味合いから分煙を進めてきたものでございます。また、道立の高等学校においては、こと

しの１０月から学校敷地内禁煙をすべての道立学校で实施しております。市立の高等学校を持つ滝

川市教育委員会といたしましては、全国的な流れの中で、ご意見をいただくなど多角的に検討し、

道教委の例も十分勘案しながら、实施に向けスタートしたところでございます。さきの第３回市議

会定例会において申し上げましたが、たばこの害について学習が行われる健康教育を促進している

学校において、それらを強く指導している教職員が児童生徒に対してみずから喫煙しないこと、あ

わせて健康の範を積極的に示すことは何よりも大切であると、このように考えております。現在学

校におきましては、学校敷地内禁煙の实施に向け鋭意努力をしているところでございます。滝川市

の学校におきましては、喫煙率が平均して３０パーセントでございますから、のまない教員が大多

数と、そんなこともございまして、学校敷地内禁煙が順調に進行されるものと、このように考えて

おります。 

 以上を申し上げて、渡辺議員への答弁といたします。 

〇議    長  答弁が終わりました。 

 渡辺議員、再質問ありますか。渡辺議員。 

〇渡辺議員 それでは、時間の関係もございますから、市長には５点にわたりまして、教育長は二

つの問題を１点に絞りまして再質問させていただきたいと思います。 

 まず、市長の駅周辺の整備事業の推進の立場はわかりましたけれども、国の補助、交付金、これ

が約２２億円ぐらいの３分の１でありますから、約１５億円程度はやっぱり滝川市の持ち出しであ
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ります。それと自立プランというものを立てる意義との、その矛盾はどうかと、単純に答えていた

だきたいと思います。矛盾しないとか、並立するとか、それを簡単に答えてください。 

 マンモス庁舎も同じであります。マンモス庁舎のリストラ、これを聖域とするのかしないのか、

こういうことを端的に答えていただければと思っております。 

 次、三つ目は、直下型地震の対策ですが、大変細かくご説明がありました。市長も理解をしてき

たなと思っておるところであります。それで、内部マニュアルの中で、余りほかの地域のことを言

うとわからないところもありますから、私の住んでいるところの状況を説明申し上げます。それは、

避難の場所として滝川高校と、それから空知研修センター、この２カ所であります。これは、緑町

の２区、３区、４区の方はここに最適であります。ところが、私のところの５区の多くの老人の

方々は、とてもではないが滝川高校のあのフェンスをどうやって超えるのか、こういうことがずっ

と言われております。ましてや夜であれば、どこか校長先生があけてくれるとか、とてもではない

が無理だと。だから、細かく言えば、緑町の緑地区公民館、こういうところも避難場所にすべきで

ないか、こういうことなのであります。そういうことを内部マニュアルで細かく見てもらいたい、

計画を立てていただきたいなと、こういうことを要望して質問したいと思います。 

 ４点目でございますが、政策空き家ということを今まで余り発表されていなかったのであります

が、政策空き家というものを私は早い時代には、朝日町の国鉄のアパート、ＮＴＴのアパートを壊

さないうちにあれを確保しなさい。さきに山口議員もそういう質問をしたことがあります。そうい

うのを確保しておけば、今後建てかえのときに移転をするというようなときには便利ですよと言っ

たわけであります。ところが、政策空き家があるわけでありますが、一方では１００件ほどの待っ

ている方々がいらっしゃいます。私も何度も、議員さん、一緒に行ってくれということで、住宅課

のところへ行きます。いやいや、もう１００人ぐらい待っている、全然ないよというのが一般的で

あります。ところが、いざというときにはこうやって政策の空き家があるわけであります。こんな

にあるのであれば、困って入りたい、入りたいと言ってお願いしている人たちになぜこれを開放し

ないのかという問題があります。だから、そんな政策はいかがなものかと言っているわけでありま

す。そういうことでお答えをいただきたいと、こういうことでございますから。 

 ５点目、先ほどの猫、難しい問題はわかります。それで、町内会で捕獲したかごの中の猫をあな

た方で処置しなさいということになっているそうですが、これは市の方のかかわりで、処分という

のか、開放するのかどうかわかりませんが、それはやっていただきたいなという、こういう要望が

一方ではございますから、そんなところは市長としてはなかなか答えられないかもしれませんが、

検討するなら検討するで結構でございます。よろしくお願いします。 

 最後に、教育長には、１点目の校舎のセキュリティーと、それから禁煙の問題を一緒にご質問し

たいと思います。つまり校舎のセキュリティーについては、周囲の市や町の近隣の学校が業者のセ

キュリティーであっても、滝川市はおくれていても平然としておる。一方では、金をかけないで禁

煙にする。分煙ということで喫煙审をつくりなさい、あいた教审を喫煙审にしなさいという私の要

望はけっ飛ばして、権力的に来年の４月からやる。こういう矛盾、細かい説明はいいですから、金

のかかることは周囲の学校よりおくれてもよろしい、一方では金のかかることは嫌だ、紙一枚で通
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達で禁煙にすれば、これは金がかからないから確かに一番いいわけであります。でも、その矛盾と

いうか、教育長として教育問題についてのこの辺の矛盾、これを端的に答えていただきたい。よろ

しくお願いいたします。 

〇議    長  再質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 渡辺議員の再質問に以下ご答弁を申し上げます。 

 駅周辺整備事業につきましては、先ほど来お答えを申し上げましたように、駅の東側を重視をし

て進めるという考え方でありますし、そういう部分については自立プランの中で十分検討される課

題であるというふうに考えております。 

 庁舎は聖域かと、聖域ではございません。これまでも、先ほど申し上げましたように１億３，０

００万円かかった維持費を９，９００万円に削減してまいりましたし、これからも聖域ではあり得

ないと。ぜいたくなところがあれば、さらに切り込まなかったらならないというふうに思います。 

 マニュアルをつくる場合の避難所の問題は、これはそのルートを含めて具体的な検証をしなくて

はいけないというふうに思います。極端なことを申し上げますと、仮に石狩川の堤防が決壊すれば、

ここら辺の避難所は水没してしまう可能性があるわけです。いろんなケースが考えられるわけであ

りますから、それは具体検討が必要であるというふうに思います。 

 政策空き家が何のために生じているのかといいますと、大きく言うと二つです。一つは、建てか

えするときに事前に移り住んでいただかなかったらならないわけです。建てかえしますから、一気

に出てくださいと言うわけにいきませんから、建てかえを円滑に進めるための政策空き家というの

が一つです。それから、二つ目は、古くなってどうにもならないと、入れられる状況ではないと。

そういうものについて直ちに壊せればいいのですけれども、直ちに壊せないものもあるために、政

策空き家としているというものもございます。それが主な中身でありますが、しかし一方国ではこ

ういう政策空き家も認めています。例えばびっちびっちに入ってしまったら、どこかに移動すると

きに移動できなくなるわけです。そういうふうに住みかえが可能になるような政策空き家としても

国は認めているわけであります。しかし、前段二つが政策空き家の主な中身であります。 

 猫の処置の件でありますけれども、それが野良猫であるということで捕獲をした場合には、保健

所で対応する仕組みになっているところであります。 

 以上お答え申し上げて、渡辺議員の再質問に対する答弁といたします。 

〇議    長  教育長。 

〇教 育 長 渡辺議員からまとめて一つということでご質問がございました。 

 まず、一つは、セキュリティーの問題と敷地内禁煙、これは矛盾することでないのかと、そうい

うことでございますけれども、私は全く矛盾しない別々の問題であると、このように考えておりま

す。まず、セキュリティーの問題ですけれども、これは抑止力としては否定するものではございま

せん。しかし、これを設定することによって１００パーセント侵入者がなくなるということではご

ざいません。そういった意味で、他市町においては政策の重点化、意味づけということでセキュリ

ティーを一番上に持ってきたかもしれません。私は、先ほど申し上げましたように、児童生徒の教

育活動を充实するということを順番としては一番上に上げたいと、そういうことから、セキュリテ
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ィーの問題については当面取り上げる考えはございませんと、そのように申し上げました。 

 次に、２点目でございますけれども、校地内禁煙については権力的でないかと、そういうことで

ございますけれども、そういったことはございません。校長先生を初め、いろいろとご意見も既に

事前に十分拝聴しております。あるいは、他市町村の例もいろいろと事情聴取いたしました。他市

町村がどんどんふえているということについては、さきの議会でもご答弁申し上げました。そうい

うことで、今非常にふえているという实態、これは間違いございませんので、ひとつご理解いただ

きたいと思います。それと同時に、すべての立場ではないですが、今までのんだ先生方で、やめた

いと思ったけれども、なかなかやめられなかったと、これを機会にやめることができたと、そうい

った声も二、三いただいておりますので、これは大変うれしいことでないかと、このように考えて

おります。それから、もう一つは、敷地内禁煙の考え方は、教師の立場で考えるのか、児童生徒の

立場で考えるのかという重みづけの問題もございます。もちろん両方の立場を考えますけれども、

私は健康教育という大きな問題を児童生徒の立場で考えた場合、道教委、全道、全国と同じように

こういう方向が正しいだろうと、そういう判断でありますことを申し上げて、ご理解いただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

〇議    長  以上をもって渡辺議員の質問を終了いたします。 

 窪之内議員の発言を許します。窪之内議員。 

〇窪之内議員 本日最後の質問者であります日本共産党の窪之内でございます。傍聴席の皆さん、

朝早い時間から、もう外は暗くなる時間になってまいりました。傍聴ご苦労さまです。長い項目、

長い質問がきょうは続いています。質問も３０分ぐらいかかると思いますが、ぜひ最後まで傍聴し

ていただければと思います。議員の皆さんもお疲れのことと思いますが、最後まで質問に集中して

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、通告の順に沿って一般質問を行いたいと思います。 

 

    ◎１、使用料・手数料の見直し 

      １、貸館使用料の減免特例の終了について 

      ２、貸館以外の施設使用料 

      ３、手数料 

 １件目、使用料、手数料の見直しについて何点か質問いたします。これも当然滝川市の活力再生

プランの中に入ってくるということで、市長の答弁が聖域なしだということで具体的なことについ

ての答弁がなされない可能性がありますが、私が質問することについての考え方については、それ

ぞれについてきちんとご答弁をいただきたいなというふうに思います。手数料、使用料の見直しに

ついては、住民に影響を与えるというものになってきます。市民の声を反映した要求と市長の見解

について質問いたしたいと思います。 

 １件目は、減免期間の終了についての質問でございます。貸し館使用料の見直しを１４年度にし

た際、急激な料金アップの緩和のために实費徴収についての経過措置と減免特例期間の継続という
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ことが設けられました。両方とも今年度限りの措置で、来年度からは通常の料金となる予定でした。

この見直し方針が明らかになった途端、尐人数の会員のサークルなどから、使用料の負担増はサー

クルの解散にもつながりかねないとの批判の声が上がりました。１年経過した利用状況は、地域委

託とした１２のコミュニティ施設において使用料収入はふえたものの、利用者は１８パーセント減

り、こうした危惧が現实のものになったことが数字の上でも明らかになりました。市は、この結果

を重く見て、これ以上の負担増は利用者減に拍車をかける、また地域委託としたコミュニティ施設

の収支悪化を招くおそれがある、こういった判断から实費徴収の経過措置の継続を決めました。ま

ず、こうした対応に敬意を表するものですが、一方減免特例の経過措置については終了するとして、

１２月広報でも市民周知を行いました。減免措置の終了が实費徴収と同じような影響を与えること

は、２年前の滝川演劇鑑賞会、滝川音楽鑑賞協会、滝川親子劇場の減免措置継続を求めた多数の請

願署名でも明らかではないでしょうか。そこで、１点目に、減免期間終了による利用団体の負担増

の金額及びその金額が年間１０万を超える団体数と最大の影響を受ける団体名と金額を示されたい

と思います。次に、減免特例を受けていた団体は、滝川音楽鑑賞協会のように、滝川のみならず中

空知の文化を支えている貴重な団体や社会教育や学校教育の充实や発展を目的とした団体です。存

続を求めての請願の趣旨には、文化芸術に触れることは人々の心に灯をともし、あすからの生活の

元気を与えてくれる、ひいては滝川市を元気にすることになると述べています。そのとおりだと思

います。特例廃止は、団体の存立を危うくし、实費徴収の見直し結果と同じように利用低下を引き

起こすことは目に見えています。現状以上の支援は無理としても、減免特例は継続すべきと考えて

いますが、市長の見解を求めます。 

 使用料、手数料の２項目めです。貸し館以外の施設使用料についてです。各種スポーツ施設や文

化施設など、多くの市民とともに他の自治体の住民も含め、趣味や特技や練習や触れ合いの場とし

てさまざまな施設を利用しています。これらの施設は、住民が生き生きとした生活を送っていく上

でささやかな楽しみの場を提供しています。料金の値上げは、確实にこの楽しみを奪うことになり

ます。むだや合理的な施設管理を徹底することを前提にして、中空知広域圏以外の住民が使用する

場合は多尐の料金値上げはやむを得ないと考えますが、滝川市民及び中空知住民の施設使用料の値

上げはすべきでないと考えますが、市長のお考えを伺います。 

 ３項目めは、手数料についてです。手数料収入で最も多いのがごみ処理手数料です。平成１５年

度決算では１億７，４００万円で、全体の７２．５パーセントを占めています。この金額は、新し

いごみ処理が始まる前と比較して、家庭系で２．３倍になっています。また、有料ごみ袋になった

ことで家族の多い世帯や紙おむつを必要とする子育て世代の負担は一気にはね上がりました。次世

代育成支援計画については後ほど質問しますが、こういった観点から、子育て世代へ一定枚数の無

料ごみ袋を配布するなどの支援を求めます。さらに、分別の細分化と従量制による新しいごみ処理

手数料の改定がなされたばかりのごみ処理手数料はもちろん、し尿処理など生活に密着した処理に

対する手数料の値上げは行わないことを求めます。市長の見解を伺います。次に、処理手数料のほ

かに生活に密着した手数料として各種証明手数料があります。これらは、公営住宅の入居や保育所

の入所、高校や大学の入試、就職や転勤など、市民が通常の生活を送る中で必要となる各種証明書
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の手数料です。この証明等手数料の金額は、他自治体と比較しても決して低額ではありません。こ

れらの手数料値上げは行わないことを求めます。ただし、営利目的のための手数料については適切

な料金への値上げもやむを得ないと考えますが、お考えを伺います。 

 

    ◎２、老人福祉 

      １、「緑寿園」建て替えについて 

      ２、本市における介護保険の实態 

      ３、介護保険制度見直しによる影響 

      ４、真に求められている介護保険制度見直しへ向けて政府に対して積極的な働きかけ 

        を 

 ２件目、老人福祉について伺います。１項目めが緑寿園建てかえについてです。緑寿園の建てか

え時期について、第３回定例会での私の質問に市長は、可能な範囲で早い時期と答弁されています。

現在介護保険開始５年目に当たり、介護保険制度全般の見直しが行われています。制度の改革全体

については後ほど質問いたしますが、特養の新設や建てかえの際に個人スペースに国庫補助金が算

定されなくなるとの方向も示されています。現实に建てかえに着手するのは制度が見直された後に

なると推測しますが、この事業を行うに当たって、２点質問します。緑寿園は、市が建設し、社会

福祉事業団に管理を委託しています。小規模の改修については事業団がその経費を支出しています

が、大規模改修の費用は市の負担とされていると理解しています。第１に、早晩具体化される緑寿

園建てかえの实施主体の考え方についてお答えください。第２に、現時点で考えられる建てかえ財

源の見通しについてお示しください。 

 ２項目め、本市における介護保険の实態について伺います。第１は、特養入所者に対する経過措

置に関してです。介護保険制度開始に当たり、制度開始以前からの特養入所者に対する利用料金に

ついて５年間の経過措置が設けられました。これは、介護保険制度が始まる以前は入所が必要と判

定された方が収入に関係なく、無収入の方であっても入所の措置がとられていたため、１割の利用

料負担を一律に求めることはできないとの判断から経過措置が設けられたものです。経過期間の終

了は、この措置を受けている入所者にとって深刻な問題と言えます。全国的には、入所者の３０パ

ーセントの方が経過措置を受けていると言われています。現在緑寿園入所者で経過措置の適用を受

けている人数をお示しください。 

 第２に、在宅サービスの实態についての質問です。本市の平成１４年４月にまとめられた要介護

認定者及び高齢者实態調査報告書では、介護認定を受けてもサービスを利用していない方が１８パ

ーセント、そのうち利用料支払いが困難だからと回答している方もいました。また、サービスを受

けていても、限度額と比べ利用するサービスがかなり下回っている方も見受けられます。利用料負

担についての質問では、負担はやむを得ないが、もう尐し負担を軽くしてほしいとの結果が出てい

ます。全国的には、在宅サービスでは１万円の壁があると言われています。その方に必要なサービ

スを組み合わせてケアプランを立てるのではなく、１万円の範囲でケアプランを立ててくださいと

いうケースが非常に多いということです。本市も同様の实態があるのではないでしょうか。表面上
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の認識ではなく、お年寄りの心底からの声を把握した上で、介護が必要と認定された方が必要な在

宅サービスを負担額の縛りなく利用していると言えるのか、实態についてどのように認識されてい

るか、伺います。 

 次に、特養待機者についての实態です。特養の待機者は、この５年間でふえ続け、全国では３５

万人の待機者がいると言われています。本市でも、複数の施設へ申し込みをされている方も含めて

ですが、３けたの待機者がいます。この中には病院や老健施設など施設で待機されている方もいま

すが、在宅で老老介護といった方も含まれています。特養の入所に当たっては、入所審査会で入所

の緊急性など点数がつけられていると理解しています。１点目は、点数によってどのようなランク

を設けているのか。２点目は、最優先で入所の必要性があると判断されている方の人数。３点目は、

待機されていた方で入所できずに亡くなられた方がこの５年間で何人いたのか。この３点について

それぞれお答えください。 

 第４に、緑寿園の労働環境についてです。介護サービスを受ける側だけではなく、現場で働く者

にとっても厳しい实態が明らかになってきています。そこで、介護保険開始時と現在を比較した緑

寿園の労働環境の实態について伺います。正規職員数、嘱託職員数、パート職員数及び比率。さら

に、中途退職者数と退職理由及び現在配置基準を満たしていない部署と人数をお示しください。 

 老人福祉の３項目め、介護保険制度見直しによる影響について伺います。本年１月、介護保険制

度見直しを行うために厚生労働省内に介護保険制度改革本部が設置されました。ここでは、保険料

徴収の見直し、要支援、要介護の軽度者の給付見直し、施設サービスのホテルコストの見直し、在

宅利用料の負担見直しなどの検討が行われてきました。来年１月の通常国会に改正法案が提出され、

年度内に成立させたいというのが政府の日程となっています。改正の内容が次第に明らかになって

きていますが、その何点かについて改正された場合に予想される影響について伺います。 

 まず最初に、施設サービスにおけるホテルコストの見直しがなされた場合の影響についてです。

住居費と言われるホテルコストを個审の場合だけでなく相部屋でも導入するという方針です。こう

いった見直しが行われた場合、緑寿園及びすずかけ入所者１人当たり負担増は幾らになるのか、そ

の試算金額をお示しください。 

 第２に、施設入所者の食費の見直しによる影響についてです。現行入所者の食費負担は、食材費

に係る経費として日額７８０円が徴収されています。見直しでは、食材費はもちろん、食事をつく

るために必要な水道光熱費といった経費や調理師や栄養士の人件費も含めて入所者の負担とすると

いう方向で検討されています。このような見直しがなされた場合、緑寿園及びすずかけ入所者１人

当たりの負担増の試算金額をお示しください。 

 第３に、要支援や要介護度１の軽度者給付の見直しと影響についてです。政府は、軽度の人のサ

ービス利用がかえって本人の能力实現を妨げているとの根拠のない判断を示し、給付を制限し、か

わりに筋力トレーニングなどの新予防給付を实施すると言っています。こういった見直しに専門家

からは、介護が必要と認定されたお年寄りに本人の意思と無関係にヘルパーやデイサービスをやめ

させて筋力トレーニングをさせることが本当に適切な対応と言えるのかと疑問の声が上がっていま

す。仮にこのような給付の見直しが实施された場合、何人の方が給付制限されると考えられるか。
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また、そうなった場合、制限された方々の生活にどういった影響が危惧されるのか、伺います。 

 老人福祉の最後に、真に求められている介護保険制度見直しへ向けて、政府に対して積極的な働

きかけを求める質問です。介護保険制度開始前から研修や作業など大変なご苦労をされてきた市関

係者の皆さんに敬意を表するものです。保険者として、会計収支の問題を初め、住民からの相談や

苦情などに真剣な対応をされてきただけに、介護保険制度はこうあってほしい、こうあるべきだな

ど、制度見直しに当たっての具体的な要望や問題点をつかんでいることと思います。そこで、５年

間の中で明らかになってきたさまざまな問題点を解決し、住民によりよい介護を提供するためにど

のような見直しが必要かを保険者の立場からも政府に対し積極的な働きかけをするべきと考えます

が、市長のお考えを伺います。 

 

    ◎３、次世代育成支援計画 

      １、多面的な「行動計画」策定と特定１４事業 

      ２、達成目標数値や实施時期についての道への報告 

      ３、市民意見を反映させる取り組み 

      ４、「行動計画」に沿った推進のために 

      ５、公務員を雇用する特定事業主としての計画策定について 

 次に、３件目、次世代育成支援計画について伺います。１項目め、多面的な行動計画策定と特定

１４事業についてです。昨年の通常国会で成立した次世代育成支援対策推進法は１０年間の時限立

法ですが、今年度中にすべての自治体と従業員３００人以上の企業に行動計画の策定、公表が義務

づけられました。さらに、昨年８月に示された行動計画策定指針では、地域における子育ての支援、

職業生活と家庭生活との両立の推進などについて行動計画策定の方向性が示されました。市は、１

１月広報で次世代育成支援計画に沿った事業展開として、特定１４事業の基本的な方針について掲

載しました。現行未实施を含んだ１４事業のすべてがこの計画に沿って早期に实施されるよう、具

体的な取り組みを期待します。ただし、求められている行動計画の内容から見て、１４事業だけで

は不十分ではないでしょうか。特定された１４事業は保育に関するものとなっていますが、指針で

は多面的な計画が求められています。良質な住宅環境の確保といった住宅の問題、母性並びに乳幼

児の健康の確保及び増進といった課題、子供の心身の健やかな成長に資する教育環境の増進といっ

た教育の課題なども实施内容や目標について策定するよう求めています。こういった課題について

はどのような計画を検討されているのか、伺います。 

 ２項目めは、達成目標数値や实施時期について道へ報告した内容についてです。行動計画の策定

スケジュールでは、支援対策の内容及び实施時期や達成しようとする目標を定め、本年８月までに

道へ報告することとなっています。どのような目標を設定し、報告したのか、伺います。 

 ３項目めは、市民意見を反映させる取り組みについて伺います。指針では、サービスの利用者で

ある地域住民の意見を反映させるために、計画策定段階で公聴会、懇談会、説明会等を開催し、情

報を提供するとともに、幅広い意見を聴取することが必要としています。指針で強調された住民の

意見反映ということでは、昨年ニーズ調査を实施しました。また、広報で特定１４事業の滝川市の
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方針を公表しています。ただし、この広報ではお知らせとなっているだけで、この方針についての

意見を求めるような文言はありません。そこで、指針の立場で掲載するのであれば、当然質問や意

見あるいはアイデアなどを求めるべきだったのではないでしょうか。また、年度末へ向けて最終的

な行動計画を取りまとめていく過程で、公聴会や懇談会といったことも開催されるべきと考えます

が、具体的な取り組み計画についてお伺いいたします。 

 次に、４項目めは、行動計画に沿って推進していくための体制についての質問です。この計画に

沿って、保育、健康、教育、労働など多方面にわたる支援対策を総合的に推進するためには、部を

超えた体制が必要ではないでしょうか。また、自治体だけでなく、企業や保健、福祉関係者、教育

関係者などの幅広い関係者との連携も求められているのではないでしょうか。推進体制についての

方針をお伺いいたします。 

 次世代育成支援計画の最後は、公務員を雇用する特定事業主としての計画策定についてです。次

世代育成支援対策推進法では、公務員を雇用する事業主としての立場から行動計画の策定、公表も

市として義務づけられています。この取り組みはどのように行われているのか、内容や進捗状況に

ついてお示しください。 

 

        ◎４、交通事故対策 

      １、交通事故防止のための対策について 

      ２、東一線と道々江部乙赤平線の交差点の事故防止対策 

 次、４件目、交通事故対策についてお伺いいたします。最初は、交通事故防止のための対策につ

いてです。定例会の初日、交通事故対策の取り組みについて市長から口頭で行政報告がありました。

その中でも報告されていましたが、道は１１月２２日、事故多発警報を発令し、道警などの関係機

関を集めて緊急対策会議を開き、スピードの出し過ぎ注意、シートベルト着用、スリップ事故注意

などの抑止対策の強化を呼びかけたということです。本市でも短期間に３件の死亡事故が発生する

という異常な状況に、地元の関係機関が対策会議を開くなど、事故防止へ向けた対応がされている

ようです。そこで、３件の死亡事故発生地点では、道路診断を行うなど再発防止への対応もなされ

ているようですが、道路の形状や横断歩道のあり方、信号機の設置など、事故を誘発させかねない

要因があったのかどうか。また、何らかの具体的な対応策が検討されているのか、伺います。 

 次に、安全対策にとって効果が期待できる事故マップの作成を求める質問です。１１月２７日付

の新聞紙上に、交通安全母の会の取り組みが紹介されていました。母親の立場から、子供を交通事

故から守ろうとの思いで、小学校区ごとに手づくりのヒヤリ・ドッキリマップを作成し、７小学校

へ寄贈したということです。子供たちへの愛情あふれる取り組みに頭が下がります。全市的なヒヤ

リ・ドッキリマップは既に作成され、タクシーの運転手など特定の市民に配布され、事故防止の一

端を担っていますが、实際に事故が発生した場所や事故原因、注意点などの要点を記載した事故マ

ップといったものは作成されていません。年間２００件を超すと言われる人身事故や数百件の物損

事故をマップにしていく仕事は、市の担当部署だけでできることではありません。当然地元警察署

や関係市民団体の協力が必要になると考えますが、大変な作業ではあっても、事故マップ作成は事
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故防止と安全対策への貴重な資料となるに違いありません。作成することについての市長のお考え

を伺います。 

 交通事故対策の２項目め、東一線と道道江部乙赤平線の交差点の事故防止対策についてです。こ

の交差点の安全対策については、これまで何度も質問してきました。この間ドットマークや注意を

呼びかける看板もそれなりに設置されるなど、対策がとられてきています。しかし、相変わらず事

故は発生しています。一つの交差点で車両人身事故がこれほど発生する交差点も余りないのではな

いでしょうか。これまでの事故を表面だけでなく運転手の心の動きを解明することによって、事故

発生の真の要因を見出すことができるのではないでしょうか。これを個人の交通マナーの問題とし

て片づけてしまったら、再び死亡事故が発生する危険性を否定できません。そこで、１点目に、こ

の交通事故についてこのような分析を行ったことがあるのか、また事故多発要因をどのように把握

されているのか、伺います。２点目に、事故防止対策として今後さらに具体的な対策が検討されて

いるのか、伺います。 

 

        ◎５、災害対策と支援 

      １、地震災害対策の第一歩として市民への情報提供を 

      ２、道へ個人財産の災害被害に対する補償制度を創設するよう要望を 

      ３、１８号台風での農業被害に対する農業振興基金の活用について 

 次に、５件目、災害対策と支援についての１項目めについてですが、この項目については先ほど

渡辺精郎議員が同様の質問を行いました。市長は、最悪を想定してのマニュアルの策定を検討して

いるとの答弁がありました。また、防災計画の改定にも着手しているということです。そこで、市

民にわかりやすいマニュアルになることを期待して、この質問については割愛したいと思います。 

 次、道へ個人財産の災害被害に対する補償制度を創設するよう強く要望していただきたいという

質問です。台風１８号は、農家のハウス倒壊や果樹落果、数え切れないほどの倒木、建物倒壊など

大きなつめ跡を北海道内にも残しました。国、道、市町村も復旧のためのさまざまな救援策を講じ

ていますが、問題は個人財産を補償する制度がない、あっても不十分だということです。現行では、

個人住宅が大きな被害を受けた場合、被災者生活再建支援法に沿った救援措置があります。しかし、

この支援法によって、住宅全壊で３００万円、大規模半壊で１００万円の支援金が出るのですが、

住宅本体の解体、撤去、整地に対する支援であって、住宅改修や再建にはこのお金は使えないこと

になっています。このような制限のある支援法では、被災者への救援策として余りにも不十分で、

一刻も早い支援法の抜本的な改正をというのが被災者の声となっています。しかし、政府は個人財

産の補償はしないとの姿勢を変えていません。こういった国の姿勢に対して、県が独自の補償制度

を今創設してきています。豪雤被害を受けた福井県は、住宅再建の支援策として、全壊世帯４００

万円、半壊世帯２００万円、床上浸水世帯５０万円を上限とする被災者住宅再建補助金や住宅の改

修、補修の際に５年間無利子での貸付事業、中小企業への生産設備復旧支援事業などを創設してき

ています。また、徳島県も福井県に倣って、住宅再建の独自制度を創設してきています。この間の

こうした県独自の補償制度創設に学び、台風１８号での被災者も利用できるような独自の個人補償
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制度を道が創設するよう、市としても強く要望すべきではないでしょうか。市長の見解を伺います。 

 最後に、災害対策と支援の３項目め、１８号台風での農業被害に対する農業振興基金の活用につ

いて伺います。農業振興基金を活用した台風１８号被害に対する農家への支援が行われています。

特別融資もその一つで、被災農家が対象となっていますが、融資を受けられるとはいえ借金であり、

その後の支払いが必要になります。一方、ハウス再建のための支援は直接補助であり、返済は必要

ありません。果樹、ソバ、米などの作物も被害に遭っています。農業振興基金を活用しての支援策

であり、特定の作物だけでなく被害作物のすべてに何らかの直接支援を行うべきではないでしょう

か。また、支援を約束してきた果樹被害への具体的支援策についてもお示しください。 

 以上で一般質問を終わります。 

〇議    長  窪之内議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 窪之内議員のご質問に以下順次お答えをさせていただきます。内容によりましては所

管のご答弁もありますので、あらかじめご了解を賜りたいと存じます。 

 使用料、手数料の見直しについてでございますけれども、利用団体の負担増の金額は約２６０万

円、減免特例を設けていた施設全体で増加をするというふうに見込んでいるところでございます。

負担額の増加が１０万円を超える団体は、１０団体程度が見込まれているところでございます。そ

の中で最大の負担増となりますのは、文化センターで活動をされていらっしゃいます滝川音楽鑑賞

協会、平成１５年度は９回ご利用いただきましたから、仮に１５年度と同程度で利用されるという

ふうに仮定をした場合には４１万６，８２０円の負担増ということになります。貸し館使用料の減

免特例の廃止ということについてということでありますが、ご案内のように施設の維持経費は税金

と使用料とで賄われているものでございます。コストは、だれが利用しても同一にかかっていくわ

けでありまして、現下における財政状況の中で今後において施設を維持していくという方針に立つ

ならば、实際に施設を利用される方々に適正な水準の負担をしていただくということは必要である

というふうに思いますし、あわせて利用者間の不均衡をなくすると、これがこの制度改正の基本の

一つでもありますから、利用者間の不均衡をなくして、利用される方全員が不公平感を感じること

なく負担していただくと、そういう基本の考え方は重要だというふうに思っております。この受益

者負担の不均衡を是正をするために、平成１５年度から減免規定を廃止する予定でございましたけ

れども、各団体、組織の体力強化など、減免規定廃止に向けての各団体の準備期間が必要との最終

判断によりまして、２年間、１５年度と１６年度の特例期間を設けてきたという経緯があるわけで

あります。この延長ということにつきましては、広報たきかわを通じても市民の皆様あるいは各関

係団体にも周知の努力をしてきたところでございまして、ご理解をいただいているものというふう

に認識をしておりますけれども、今後なお一層１７年度から減免規定を廃止し適正負担へのご理解

をお願いをし、ＰＲに努めてまいりたいと思います。 

 貸し館以外の施設使用料ということでございますが、貸し館を主目的としていない施設、例えば

丸加高原でありますとか、オートキャンプ場、どうぶつらんど、サイクリングターミナル、空知太

スキー場、温水プール、市民プールといった貸し館を主目的としていない施設がございますけれど

も、これらの施設につきましても収支改善のためのコストの削減、利用者増加を図るべく努力をし
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てきたところでございますけれども、今後におきましてもさらなる努力をする必要があるというふ

うに考えます反面、施設管理コストと受益者負担の割合を勘案をして施設使用料の見直しを行いた

いというふうに考えております。民間でも提供可能なサービスというものも中には出てくるであろ

うというふうに思っておりまして、民間で提供可能なものについては人件費を含めた維持管理経費

について、その収入により賄われるべきというふうに考えておりまして、その収支が整うことを目

標に、収支改善に向けた方策の一つとして使用料の見直しを検討したいと考えております。また、

Ｂ＆Ｇ海洋センターあるいは美術自然史館等の博物館施設においては、中空知広域圏の小学生に限

定をして使用料を優遇しているところでございますが、これは主として学校５日制への対応という

ことからこの措置を講じたものでございますので、極めて例外的な扱いというふうに考えておりま

す。市民の方々あるいは市外に居住されている利用者の方々も、滝川市民がほかのところに行って

利用した場合も基本的には滝川市民だから使用料を多くいただきますというところはそう多くはな

いのではないかというふうに思っておりますし、そういう逆の立場を考えてみましたときに、同一

の負担をしていただくことにご理解をいただきたいものだというふうに考えております。 

 手数料についてでございますけれども、ごみ処理手数料に係る受益者負担の考え方は、施設の元

利償還金あるいは維持費、収集経費、そういうものを含めてトータルコストに対して何パーセント

を市民に負担していただくかということで従来からその水準を設定してきたものでございます。リ

サイクリーンの建設によりましてごみ処理にかかわるトータルコストが大幅にふえるということに

対しまして、処理量など幾つかの前提条件で受益者負担が２５パーセント程度になるようにごみ袋

の単価を設定をし、皆さん方のご理解を賜って現在に至っているところでございます。今回の見直

しにつきましては、稼働後２年を経過したことから、市民負担の实態が予定どおりになっていたの

かどうかということを検証するものであります。必ずしも平成１７年度からの手数料値上げという

ことを前提としたものではありませんけれども、しかし聖域なき行財政改革という意味では適正な

实態把握というものをしたいというふうに思っております。子育て世代、乳児がいる世帯について

の紙おむつ使用の支援ということでございますが、紙おむつを９０パーセントぐらい使用されてい

るという統計データもあるようでありますし、ごみ処理手数料の負担が大きいというご意見はよく

わかります。ただ、ごみ処理手数料の減免制度というのは、实は滝川が水準高いのです。そういう

实態も考え合わせていく必要があるのではないかというふうに思っております。一方、紙おむつと

いうことになりますと、必ずしも子供だけではないのです。子育て世代だけではなくて、高齢者を

介護している世帯にも同じ問題が生じてくるわけです。そういうことを総合的に考えますと、ごみ

処理手数料の減免制度は比較的滝川が水準が高いということも考え合わせますと、課題としては認

識しつつも、今対応できる状況ではないということはご理解を賜りたいというふうに思います。し

尿処理手数料についてでございますけれども、これも受益者の皆さん方には一定の割合を負担して

いただくようにこれまでも適宜手数料の改定を行ってきたところでございます。最近特に下水道普

及率がぐんと高まったということでありますけれども、処理区域の中においても引き続きし尿のく

み取りが必要であるという世帯があるわけであります。尐しずつ減尐している状況にはあるわけで

ございますが、片一方では処理区域である。しかし、片一方ではくみ取りをしなくてはいけない。
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行政としては二重の負担になるわけでありまして、こういう場合にコストを適正に負担していただ

くという発想はやはり持つべきではないかというふうにも考えているところであります。 

 手数料についての（２）のご質問でございますが、手数料につきましては平成１２年４月１日に

地方自治法の一部が改正されました折に、その算出根拠を明らかにしなければならないということ

とあわせて、手数料については受益者に適切に転嫁されるとしなくてはいけないということが求め

られているところであります。滝川市におきましては、物価上昇やコスト変動などを勘案をいたし

まして各種手数料の見直しを行ってきているところでございます。また、おおむね３年から５年ご

とにコストと受益の検証を行ってきたということがございます。平成１３年度におきましては、使

用料、手数料の検証に際して物価、人件費等の動向を勘案をして、ベースアップとなる改定はしな

いというふうに判断がなされたところでございます。今回の見直しに当たりましては、各経費や人

的コストを再度検証したいというふうに思いますし、適切な受益者負担となっているかどうか、改

めてチェックをしたいというふうに思います。その結果、必要な見直しは行うということとともに、

コストを必ずしも全額負担していただいていないという部分については、政策的な減免額を含めて

見直しが必要ではないかというふうに考えます。中空知地域の合併協議におきましても、滝川市よ

りも高いまちに見直すということが基本の考え方として決まっていたところでありまして、単独の

場合ということになりますと最低限の見直しは必要だというふうに考えているところであります。 

 緑寿園の建てかえについてでございます。介護保険制度の見直し案に伴う養護老人ホームを介護

保険の給付対象とすること、あるいは軽費老人ホームを介護保険が適用されるケアハウスへの一本

化、そういった法改正を踏まえまして、实施主体を市とした場合がいいのか、また事業団とした場

合がいいのかということも念頭に入れながら、特別養護老人ホームの建てかえについては事業団と

連携をとりつつ、今後のあり方というのを検討してまいりますが、可能な限り平成１６年に基本の

考え方だけは決定をしたいものだというふうに考えているところであります。基本の考え方の案を

決定したいものだというふうに考えております。特別養護老人ホームの整備、既存施設の改修につ

きましては、従来の補助の仕組みが見直されまして、新しく地域介護、福祉空間整備交付金あるい

は施設環境改善交付金の創設等を国で検討されておりまして、それらの動向も見きわめてまいりた

いというふうに考えております。 

 次の本市における介護保険の实態ということでございます。５年間の経過措置に該当される入所

者は、現在３４名でございます。この３４名の方全員が緑寿園に入所されていらっしゃいますから、

利用者負担の減免については、これは市独自の制度というのはなかなか困難だというふうに思いま

す。これから十分検討しなくてはいけないというふうに思っておりますけれども、法人減免制度の

活用というのが基本になっていくというふうにも考えております。 

 次に、在宅サービスの实態についての認識ということでございますが、１万円の壁ということに

つきましては、实はよくわかりません。よくわかりませんが、介護度２以下の方は、軽い人は自分

でやりたいというふうに思われる方が多いのではないかと思うのです。介護度が高くなると、お願

いしなくてはならないというふうに考え方が変わっていかれるのかなと。したがって、介護度３、

４で１万円程度という方は、恐らくほとんどいらっしゃらないのでないかというふうに思うのです。
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ケアプランは、ご案内のように要支援または要介護と認定された方一人一人の介護における問題点

を明確にして、その問題を解決するために大切なものでございまして、その作成時には利用者のサ

ービスに対する可能な負担額もお聞きをしてケアプランを組むということも当然あるわけでありま

す。一部負担の金額をあらかじめ定めたケアプラン依頼というのは、個人の状況によりあるという

ふうには聞いておりますけれども、それが非常に多いという实態でもないようであります。しかし、

それがあらかじめ金額を決めてスタートされるという場合でも、先ほど申し上げましたように介護

度が高くなりますと、その後見直しをされるという方々も、そういうケースも非常に多いというふ

うに理解をしております。今後適切なケアプランの作成ということにつきましては、ケアマネージ

ャーの研修等でさらに指導してまいりたいというふうに思っておりますが、一方ではこれから地域

で支援、家族で支援、こういうインフォーマルサービスの必要性、あるいは地域通貨ということの

役割というのもこれから必要なことだというふうに考えるところであります。 

 特養待機者についてでございます。待機者のランクづけにつきましては、要介護度の点数化、要

介護５は５点、要介護４は４点、要介護１は１点と、そういうふうにいたしております。待機場所

の点数化でございますが、それが二つ目の点数化の中身でございますが、在宅は３点、病院、施設

は２点、介護保険施設は１点といたしております。待機時間も点数化をいたしております。３カ月

を経過するごとに１点。ただいま申し上げましたような三つの合計点数の高い順に入所優先順位を

決定しているところでございます。同点数の場合もございますから、それは年齢の高い方を優先を

しているという实態でございます。在宅において、緊急を要して生活することが困難、かつ病院等

の施設において対応が困難と、そういう意味での最優先での入所の必要がある方は現在おりません。

入所できずに亡くなられた方、５年間で２０名でございますが、いずれも待機場所は病院でござい

ます。待機者数については、制度上の問題もあるのではないかというふうに思っております。これ

が特養待機者が制度の中でどんどん多くなるということであれば、２年も３年も待たされている

方々はこの制度に対する不満を持ってくるというふうに思いますし、一方では介護保険自体は施設

におけるサービスというよりも在宅サービスで対応しなくてはいけないということが基本のキーワ

ードの一つでありますから、在宅サービスと施設サービスとの間の利用負担の不均衡是正というこ

とがなければ、施設に入ったらやっぱり得だなということになると、みんな施設に手を挙げるはず

です。滝川については、施設整備水準が極めて高いというふうにも思っておりますし、一方重複待

機者も数の中にはいらっしゃるのではないかと。どなたが重複待機者であるかと。あそこにも申し

込んでいるし、ここにも申し込んでいるという方もきっといらっしゃるのだろうと。しかし、これ

を調査する手段というのは、なかなかないわけです。ここら辺も課題ではあるというふうには考え

ております。 

 本市における介護保険の实態と。その中で現場に働く实態ということでございますけれども、ご

案内のように施設の管理運営は滝川市社会福祉事業団に委託をしております。施設の運営について

は、国の厳しい人員配置に対する制限、あるいは設備に対する基準、そういうものがございまして、

それをクリアすることが原則でありますから、ご質問の基本的な中身についてはクリアしていると

いうことであります。ご質問の緑寿園の介護保険開始時と現在平成１６年度当初の正規職員数及び
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嘱託職員、パート職員数につきましては、介護保険開始当初は６３人、平成１６年度当初では８４

人というふうになっております。うち正規職員は、それぞれ５６人、５９人でございます。介護保

険開始後の中途退職者数と退職理由ということでございますけれども、特に問題のある实態ではな

いというふうに認識をしております。社会福祉法人として人格を持つ法人でありまして、委託運営

をしているわけでありますけれども、どういう实態で中途退職をしたのかとか、そういうことにつ

いての情報開示は、人格を持つ組織でありますから、許容範囲を超えるのではないかと、委託事業

としても超えるのではないかというふうに私は判断をするところでございますが、特に問題のある

实態ではないというふうなことについてはご説明を申し上げておきたいというふうに思います。た

だ、介護の職というのは大変な職であるということは共通認識として持たなくてはいけないことだ

というふうに思います。また、現在配置基準を満たしていない部署及び人員については、ございま

せん。 

 介護保険制度見直しによる影響ということでございますけれども、相部屋におけるホテルコスト

は導入される方向で検討がなされているようであります。その金額は、施設ごとに計算されるので

はなくて、国から示される見込みであります。そのために、緑寿園あるいはすずかけのホテルコス

トは幾らになるのかということについては、現状私どもとしては計算できない状況にありますこと

をご理解を賜りたいというふうに思います。現行の食材費につきましても、介護保険法の規定によ

り当市の条例で金額を定めているところであります。金額は、全国同一であります。見直しに際し

ましても、国が法律で定めることから、滝川市独自に試算ということはできない状況でありますこ

とをご理解を賜りたいというふうに思います。 

 次に、新予防給付についてでございますけれども、新予防給付の対象者は介護認定審査会で要支

援、要介護１と判定された方の中から振り分けられていくわけでございますが、具体的にどういう

ふうに振り分けていくのかという方法につきましては、現在厚生労働省の専門家による委員会で検

討が進められているところでございますから、国からの連絡を待って算定をしたいというふうに考

えております。要支援は１６年１１月末現在ですと３５８名、要介護１の方は５０７名でございま

す。この中から振り分けられていくということであります。新予防給付の趣旨は、介護予防の観点

から、要介護状態が悪化しないためのサービスの導入が必要であるというふうに検討されていると

ころでございます。全国的には、要介護認定後かなり高い割合で２年後に要介護度が悪化していく

と。要支援者を要介護予備軍にしないという対策は必要ではないかというふうに思っております。

したがいまして、介護予防サービスを取り入れたケアプランの研究なんかも随分行われてきたわけ

でありますし、その検討成果があらわれてきているというふうに思っております。具体的なサービ

ス内容は、厚生労働省からの通達等に基づきまして整備を進めていきたいというふうに思いますけ

れども、今までどおり利用者本人がサービスを選択して専門機関が支えると、そういうことには基

本は変わりはございませんので、今後ともその方向にふさわしい支援の充实に努めてまいりたいと

いうふうに思っております。 

 次に、政府に対して積極的な働きかけをということでございます。介護保険制度につきましては、

いろいろ技術的な問題につきましては全道市長会において取りまとめをして、国に要望するという
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ことをやってまいりました。個々には触れませんけれども、国に対して北海道としては９項目にわ

たる要請を今年度は行ってきたところであります。全道市長会ともども、その实現を目指したいと

いうふうに思うところでございますけれども、介護保険創設のねらいのキーワードというのは自立

支援であり、利用者本位であり、在宅生活重視であり、ケアの総合化であり、共同連帯である。や

はりこういう方向がなければこの制度はなかなか成り立っていかないし、高齢化社会における対応

も成り立っていかないというふうに思いますから、私はこういう基本となるねらいのキーワードが

適切に实行されていく制度の中身ということについて今後とも引き続き北海道市長会の中で議論を

しつつ要望してまいる考え方であります。 

 次世代育成支援計画でございますが、次世代育成支援計画は子育てに夢と希望が持てる社会の实

現のために、社会連帯による子供と子育て家庭の育成、自立支援を柱に策定するものでございます

けれども、行動計画の策定に当たりまして、庁内１３課で組織をする検討会議をつくりまして、多

様な視点で子育ての支援の検討をいたしているところでございます。その結果、北海道へ報告をし

た特定１４事業への取り組み概要でございますが、広報１１月号でお知らせしたとおりでございま

すけれども、これは昨年１２月に实施をいたしましたアンケート調査の結果をもとにいたしまして、

市民委員会にお諮りをし、事業ごとの年次別の取り組み計画を示すものでございます。１１月号で

お知らせをさせていただきました中身は、特定１４事業のうち既に事業を实施をしているもの、例

えば延長保育事業でありますとか、子育て支援センター事業、さらに増強する部分はありますけれ

ども、既にこういうふうに实施をしているもの６事業、１７年度から２１年度までに实施予定のも

の、例えば集いの広場でありますとか、ショートステイだとか、こういう４事業、实施の可否の検

討を行うもの、夜間保育あるいは休日保育などでございますが、こういう４事業という状況であり

ます。また、事業ごとの目標を定めるに当たりましては、アンケート調査結果、将来の児童人口の

推計をもとに判断をして、必要量の決定を案として作成をしたところであります。 

 市民の意見を反映させるために今後の取り組みということでございますが、まず第１に昨年１２

月にアンケート調査を实施をいたしました。１，１７６人から回答を寄せていただきましたし、自

由記述欄を設けまして貴重なご意見もいただいたところであります。就学前児童あるいは小中高校

生を持つ保護者は特に重視をして、重点的にアンケートを送って、回収をしたという中身もあるわ

けであります。計画策定に当たりましては、市民委員会であります保健医療福祉推進会議、１２人

の委員で構成をいたしまして、市民公募委員２名のご参加をいただきまして、さらに福祉、医療、

地域団体、学識経験者等の専門的なご意見をいただくほかに、子育て経験者からの具体的な提案も

いただいているわけであります。今後計画が策定される前に、市内の幼稚園、保育所の保護者会あ

るいは学校のＰＴＡを通して計画について説明をさせていただいて、意見をお伺いをし、それを反

映するという段階を踏んで最終決定をしたいというふうに思っているところでございますので、ご

理解をいただきたいというふうに思います。 

 行動計画に沿った推進のためにということでございますが、ただいまも触れさせていただきまし

たけれども、今回の計画策定に当たりましては昨年１２月に庁内の検討委員会、１３課であります

けれども、組織をして、行動計画の策定を分担するほか、計画策定後の推進にもそれぞれの立場で
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かかわるということになっておりまして、部を超えた体制ということは既に行われておりますけれ

ども、今後の策定後の推進についてもそういう体制を重視していきたいというふうに思います。子

育て支援には国、道、市、それぞれ役割を担うのはもちろんでございますけれども、企業や町内会、

ボランティア等の幅広い関係者との連携と積極的な取り組みも必要になってくるものというふうに

考えておりまして、そういう面では窪之内議員の考え方と同感であります。 

 公務員を雇用する特定事業主としての計画策定についてでございますが、市は地方公共団体とい

たしまして、次世代育成支援対策推進法に基づきまして特定事業主行動計画の策定が義務づけられ

ておりまして、その計画では職員の仕事と家庭の両立に関して目標達成のための措置を定めるとい

うことにされております。策定に当たりましては、育児休業等を取得しやすい環境の整備、年次休

暇の取得促進など、主に勤務環境の整備に関しまして、当市の实態に応じて、实情に応じて策定し

たいと考え、内部協議を既に進めているところでございます。なお、福祉課で策定している本市の

行動計画及び他市の取り組み状況についても参考にしながら取り進めたいというふうに考えており

ます。 

 交通事故防止のための対策についてであります。ご質問にございましたように、１１月１７日に

緊急対策会議を開催をさせていただきまして、昨年はゼロ件であったわけでありますけれども、こ

としに入りまして５件、５名のとうとい人命が失われるということを受けまして、これ以上悲惨な

事故を起こさない、遭わないと。各団体等で自主的に交通安全運動を实施していくようお願いをし

ているところでございますけれども、重大事故に関しましては道路環境だけではなくていろいろな

要因があるというふうに考えております。人、車、道路に問題があれば、その都度関係機関、団体、

地域の人たちと道路診断を通して事故防止に向け協議しているところでございますが、これまでの

中では事故を誘発させかねない物理的な要因は極めて低いというふうに判断をいたしております。

道路構造とか、あるいは標識の存在とか、そういうことよりも、やはり交通ルールを守ってくださ

らないという人的要因がことしにおける死亡事故に結びついている、そういう原因のものが多いと

いう状況があります。したがいまして、そういうことにつきましては、地域の町内会の役員の皆さ

ん方とも協議をしながら、注意のための夜光反尃の掲示板を電信柱に張るとか対応しているところ

でございますけれども、歩行者に対する注意喚起を一層促すと、交通ルールを守っていただくと、

そういう基礎的な努力が事故防止につながるというふうにも思います。それから、やはり緊急事態

でありますから、ごらんいただいているというふうに思いますが、市内何カ所かで１２月３０日ま

で毎日、夕方のパトライト作戦というのを展開をしているところでございます。随分多くの皆さん

方にご協力をいただいております。さらに、各団体でありますとか企業でありますとか、朝礼だと

か会議においてワンポイントのスピーチをしていただくと。ワンポイントのスピーチのポイントは

これですということでペーパーもお配りを申し上げまして、お願いをしているところであります。

滝川警察署さんも一生懸命やっていただいておりますし、私も校長会とか、あるいはＰＴＡとか、

主要企業とかにお願いに上がりましたけれども、今までにない総力戦というのが重要になってくる

というふうに思っております。今後とも関係機関、関係団体と協力をしながら、地道な交通安全対

策を訴えていきたいというふうに思います。 
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 マップの関係でございます。ヒヤリ・ドッキリマップをつくられた皆さん方は本当にご苦労なこ

とだったというふうに思いますし、これが大変有意義に役割を果たすというふうにも思います。事

故マップを作成してはどうかということでありますが、事故の内容、特性などポイントを絞って何

かする必要があるかなというふうに思います。事故件数はかなり多いですから、その中から、なぜ

ここで起きているのか、その原因は何かという特徴的なこと、それを皆さん方に理解していただか

なかったらならないというふうに思います。国道１２号線とか３８号線はやっぱり交通事故の発生

率の高いところでありますから、そこを走るときにどこの交差点も危ないよということになったら

余りマップの意味を持たないというふうに思っていますから、どういう形がいいのか、それは検討

させていただきたいというふうに思います。昭和５０年過ぎぐらいにマップがつくられました。小

学校ごとに交通事故に遭う危険性の高い学校区はどこかとか、それを明白にするために、どこにお

いて交通事故が起こったのかという過去のデータを全部プロットして出したことがあるのです。た

だ、こういうものの使い方というのが重要であって、それがマップがいいのかどうかということが

議論されるべきだというふうに思っておりまして、質問の趣旨はよく理解できますから、従来型で

はないプラスアルファの対策が必要だというふうに思います。 

 東一線と道道江部乙赤平線の交差点の事故でございます。これは、ご指摘のとおりなのです。ご

指摘のとおりなのですが、あそこを通る方々は市外の方々か市内の方々かといえば、あの道路を知

っていてバイパス的に通るという市外の方は尐ないのではないかと思うのです。としたら、市内の

方々であると、市内の方々が一時停止しないで飛び出すということなのです。ここら辺に滝川市に

おける交通安全対策のあり方の基本が潜んでいるのではないかというふうに思います。したがいま

して、どこでどういうふうなところが危ないのかと、その特性によってやり方も考えなくてはいけ

ないというふうに思いますから、ここにおいて例えば一定の時期に地域の皆さん方を含めて通る

方々に注意喚起を求めるとか、全市一律に何かをやるということではない対策も必要になるのでは

ないかと。特に今回の重大な交通事故に結びついているのは、市民が巻き込まれる、市民が起こす

というのが特徴的でありますから、ここら辺のことをしっかりわきまえて我々も注意喚起、交通安

全運動を展開しなくてはいけないというふうに思います。 

 災害対策と支援の中で、道への個人財産の災害被害に対する補償制度創設ということでございま

すが、質問の趣旨は理解できます。道庁に要請するかどうかということは、全道市長会の中で議論

をしたいというふうに思います。道庁も、こういうことを要求して、はい、わかりましたというふ

うな実観的条件にあるのかどうかもありますけれども、全道市長会の中で議論をさせていただきた

いというふうに思います。 

 １８号台風での農業被害に対する農業振興基金の活用ということでございますけれども、既に農

業振興基金を活用しての支援事業については議会にご説明をさせていただいて、補正予算を組むべ

きところは組ませていただきました。こういう補助制度と、それから農業共済制度がございますか

ら、農業共済制度とこういう補助事業とあわせますと、これまでの滝川市における単独対策、ある

いは国、道における支援、こういうものを含めますと、特に甚大な被害を受けられた施設園芸作物、

ハウス、それからリンゴ、ソバを初め被害をこうむったかなり多くの作目について支援ができるの
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ではないかというふうに考えているところであります。 

 以上を申し上げまして、窪之内議員の質問に対する答弁とさせていただきます。 

〇議    長  答弁が終わりました。 

 窪之内議員、再質問ございますか。窪之内議員。 

〇窪之内議員 それでは、再質問を何点か行わせていただきたいと思います。 

 使用料、手数料の見直しについてです。市長は、貸し館使用料のことに関しまして、利用者間の

不均衡をなくする、適正な負担をというふうに考えているということを答弁されました。適正な負

担という、適正ということの考え方をどこに置いているかということなのです。その後の手数料の

問題で、市民負担、受益者負担を適切に転嫁していくと、そういうふうなことを言っているのです

が、適切なということをどういうふうに私たちは考えたらいいのかと、その辺の考え方についてお

伺いしておきたいというふうに思います。手数料について、平成１２年４月１日に改正があったと

いうことで、受益者に適切な転嫁を求められたというふうにおっしゃっています。適切な負担とい

うことはどういうことを求めたのかということがあるのですけれども、私が求めているのは、こう

いう手数料の負担というのは自治体として住民への基礎的なサービスについての手数料がほとんど

なのです。営利事業のように、そのことでコストととんとんと合わなければならないというふうな

考え方ということ自体が問題だというふうに思っているのです。だから、こういったサービスにつ

いては、自治体としてはできるだけ住民負担をなくするという、そういう方向で考えるべきではな

いかなというふうに思っていますので、その点についてお伺いしたいということ。 

 ごみ処理のことなんかでは出ていたのですが、市民負担の实態がトータルコストで何パーセント

されているのかということを再度見るということであって、その結果手数料の値上げもあり得ると

いうことで、すべてが値上げということではないというふうにさっきおっしゃったというふうに思

うのですが、そういうふうに理解していいのかということと、前後して申しわけないのですが、貸

し館のことで、民間でも提供可能なものというような形で、貸し館を民間委託に今後していく部門

も今後の検討の中ではあり得るということをおっしゃったのかなと思うのですけれども、そういう

ことを言ったのかどうかについて確認をしておきたいというふうに思います。 

 緑寿園のことについてはいいのですが、介護保険のことについてです。先ほど経過措置を受けた

方が３４名と。これらの方たちが受けられたということ自体が負担が大変だということで受けたわ

けです。そういう水準の方たちが介護保険が入っても無料から一定の基準の段階で経過措置を受け

たわけですけれども、現状３４名の方がいらっしゃる。そういう中で市長は、独自の制度は困難だ

と思うと、法人減免でやっていきたいというふうにおっしゃっているのですが、これだけでこれら

の人たちが本当に救えるというふうに私は思わないのです。国が経過措置を継続していく、認める

ということは必要なのだと思うのですが、仮にそういうことがやられなくても、市独自のこういう

方たちへの対応が必要だというふうに思うのですが、改めて市長のお考えを伺いたいというふうに

思います。 

 それと、特養の待機者についてです。市長は、特養の施設整備よりも在宅だという考え方や、こ

この地域では施設の整備が水準より高い、国の参酌水準よりオーバーしているということで、一貫
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して特養の増設を求めるということをこちらが求めてきても、そういう考えはないというふうにお

っしゃっているのですが、しかし病院に入院されていたかもしれないけれども、入所できずに亡く

なられた方がこの５年間で２０名いたわけです。この方たちは、本当に病院としての治療が必要で

病院にいたのか。私は、そう思わないのです。特養があかないから、仕方なく病院に入院という形

をとらざるを得なかった方たちもいるのだと思うのです。現に在宅での待機者もいるということで

すから、保険制度である限り、保険料を支払っている方が自分が希望しているような、そういうサ

ービスを受けられないということ自体が問題あるというふうに思うのです。だから、この５年間の

経験を踏まえて制度が見直されている時期ですから、特養についても増床という立場に切りかえる

べきではというふうに思うのですが、改めてお伺いしたいなというふうに思います。 

 介護保険制度見直しによる影響についてです。金額的な試算を示してほしいというふうに言った

ホテルコストと食費の見直しについては、国から示されるということで試算額は示されませんでし

た。施設サービスにおける居住費がどういった形で示されるのかということはありますけれども、

食費の見直しについては、１５年度決算から、仮に水道光熱費といった経費や調理師、栄養士の人

件費を足した分を食材費で求めなさいよということになった場合という計算はできると思うのです。

そういった場合に幾らになるのかという試算金額をお示し願います。 

 次ですが、介護保険制度の見直しに当たって、全道市長会で９項目要望されてきたということで

した。その９項目が具体的にどういうものかは、私はきちんと把握していないのですけれども、国

庫負担の問題、国の負担をきちんとさせるということだと思うのです。この介護保険制度が始まっ

て、共産党はこの５年間の介護保険制度の見直しに向けて、国庫負担は２５パーセントから３０パ

ーセントにきちんとしなさい、あるいは保険料とか利用料を支払い能力に応じた負担にと。今保険

料は５段階なのです。５段階という段階というのは、国保の保険税なんかと比べてみても本当に幅

が狭い段階にしかなっていない。これを支払い能力に応じた負担にせよというようなことも求めて

いますし、保険料や利用料の減免制度も国としてきちんと行うべきだというふうに考えています。

これらのことも含めて、全道市長会でこういった項目についても要望されているのか、またこうい

った共産党の提案についてはどう考えているのかもお考えを伺いたいというふうに思います。 

 次に、次世代育成支援計画なのですが、１番目の質問は特定１４事業だけでは育成支援計画とし

ては不十分ではないかという質問なのです。１４事業については、私はそれはそれでぜひ推進して

ほしいと先ほども言ったのですが、ここには教育の問題や労働環境の問題とか、そういう問題に触

れている事業はないのです。そういった幅広いものがこの行動計画には求められていたはずなので、

そういった方向についてはどのように考えているかということをお聞きしましたので、その辺につ

いてお伺いをしたいというふうに思います。 

 次、交通事故対策については、事故マップについては市長から従来とは違うような形をというこ

とで前進的な答弁がありましたので、そういった方向でぜひ検討していただきたいというふうに思

っています。 

 ただ、東一線と道道江部乙赤平線のことなのですが、市民ないし運転手の一時停止をしないこと

での事故だと思うのですが、あそこの交差点は赤の点滅がありながら運転者に一たん停止をしなく
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てもいいと思わせる要素があるのだと思うのです。だから、この要素は何なのかということを解明

しないと、私はきちんとした対策にならないというふうに思っているのですが、点滅なのですが、

あそこのところをよく走る方、一線を走る方はよくわかるのかなというふうに思うのですが、ずっ

と走っていくと赤の点滅が一体どこの場所にあるかということがなかなか判断できないのです。ど

こかに浮いているような感じで、自分が走っていって何百メートル走ったらそこの交差点になるの

かというのが感覚的によくわからない交差点だというふうに私は思っているのです。ですから、住

民の人たちは、点滅がある大きなとまれの標識の方が有効ではないかという意見を持っている方も

いるのです。私も大きなとまれの標識の方が一たん停止という点では有効ではないかなというふう

にも思っているのです。その辺で、なぜとまらなかったのかという、そこの原因をきちんと解明し

ない限り中学生の子供たちが巻き込まれる危険性もありますので、そういった点検をもう一度して

いただけないかなというふうに思います。 

 以上で再質問を終わります。 

〇議    長  窪之内議員の再質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 窪之内議員の再質問に以下答弁をいたします。 

 使用料、手数料の関係でございますけれども、既にスタートしております貸し館使用料につきま

しては、適正な負担水準はもう既に決まっておると。その決まったのを激変緩和のために、暫定と

しての激変緩和措置が講じられていると。これについては、適正な負担水準ということで既に決ま

っておりますから、ご理解をいただきたいということであります。 

 いろんなことについて税ですべてやると、そういう考え方もあると思うのです。し尿処理手数料

もごみ処理手数料も、あるいは住民登録の手数料も、これは全部税でやって、負担を求めるべきで

はないという発想も確かにあるというふうに思います。しかし、片一方で、受益と負担に差が生じ

るものについては、適切に受益の分を手数料でいただきましょう、使用料でいただきましょうとい

う制度になっているのです。みんなが同じく受益を受けるのであれば、それは税でやるべきだとい

うふうに思います。しかし、受益に差があるということになると、やっぱり受益者負担を求めるた

めの使用料、手数料というのは必要になってくるわけです。しかも、これが例えば税で、地方交付

税も税ですけれども、地方交付税でも措置されない。市民の税金の中からすべて負担しなくてはな

らないということになったときに、いろんなことを考えながら適正な水準というものを見つけ出さ

なくてはいけない。現行は、ごみ処理手数料については、新しい施設ができた段階で２５パーセン

ト程度のご負担はお願いいたしますということが实は適正な水準だったわけです。そういう適正な

水準というのは、やはり定めなくてはいけないというふうに思います。ただ、片一方では、ごみ処

理料のように、ごみをどんどん出すことをやめてリサイクルするとか、ごみをできるだけ出さない

対策というものをリサイクル社会の中でやっていこうという市民の皆さん方の動きがごみの減量化

に結びついて、そして当初想定をした２５パーセントということになっていないのかもしれません。

そういう状況も調査してみなくてはわかりませんから、こういうものについてはしっかり調査をし

て判断すべきであるというふうに思っております。 

 それから、介護保険、３４名の問題です。５年間の経過措置が設けられて、この経過措置がなく
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なるということであります。それでは、経過措置をなくしたから、市が国に肩がわって経過措置の

部分を見れるのかというと、私はこれはなかなか厳しい問題であるというふうに思っております。

したがいまして、市独自の制度で国の肩がわりを市がやるというのは、なかなか難しい。今法人減

免制度というのがありますから、そういうものもあるということを考えて、どうするかということ

は考えなくてはいけないというふうに思っております。 

 ホテルコストの関係につきましては、１月末ぐらいには明らかになるというふうに私どもは思っ

ております。したがって、ある前提条件を立てて計算をしたということではなくて、あと１カ月ち

ょっとすれば皆さん方にご提示させていただけますだけに、その段階で国の計算した結果に基づい

て皆さん方にお知らせをすることが適切な判断ではないかというふうに思います。 

 国庫負担に対する要望ということでございますが、今全道市長会を通じて要請をいたしておりま

すのは、例えば次のようなことであります。介護保険制度の見直しに当たって、地方自治体と十分

協議してくださいと。それから、介護保険制度の健全な運営のために、介護給付金、給付費の負担

金などについて十分な財政措置を講じてくださいということが１点でありますし、生活維持が困難

な低所得者について、保険料及びサービス利用者負担軽減に関して統一的かつ公平な制度を早く確

立してくださいと。自治体の自主性に任せるということだけではだめではないかと。したがって、

公平な制度を早期に確立をして、国庫によって必要な財政措置を講じてくださいと。例えばこうい

うようなことも要求をしているところでございまして、介護保険制度が成り立っていくために国で

やっていただかなくてはならないことは、それは全道市長会と協議の中で要望を今後ともしていき

たいというふうに思います。 

 次世代育成支援計画の中で、１４事業だけでは不十分ではないかということであります。次世代

育成という意味では、ご案内のように本当にさまざまな施策がトータルとしてかかわっていくこと

であるというふうに思います。しかし、やはり基本となるのは、私はこの１４事業であるというふ

うに思います。１４事業の中でも、率直に言ってできるかできないかということもありますし、そ

れからこの地域にとってやる必要のないものもあるかもしれませんし、それは今後検討項目の中の

１４事業をこれから検討していかなくてはならないことであります。ただ、この１４事業だけで１

３セクションの人たちが集まっているかというと、必ずしもそうではありませんで、次世代育成支

援計画に絡んで、計画に直接関係する部分についての議論、決定はいたしますが、それぞれの立場

で尐子化社会においてたくましい子供をどう育てるのかというのはそれぞれの施策に反映をしてい

ただかなくてはならない、そういう立場で１３課が集まっておりますから、直接的に支援計画に１

４事業プラスアルファということにはなりませんけれども、ご質問の趣旨は生かせる形で努力をす

る必要があるというふうに思っております。 

 特養の増床を国に求めないのかということでございますが、国に求めても認められるということ

にはなりません。かつ、今のままこれを仮に増床していったとしたら、負担はますますふえていく

ということであります。施設サービスと在宅サービスの均衡というのがとられるべきだと。特別養

護老人ホームという施設サービスに重点を移して、そしてやるべきではないと私は思っております。

かなり高い水準で施設サービスの面は滝川市の場合あるわけでありますから、施設に行ったら、今
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在宅サービスより確かに安いわけです。それがホテルコストの徴収ということにもつながっている

わけですけれども、私はまずは在宅サービスと施設サービスとの間の適切な関係、そして利用者負

担の不均衡是正というのが基本にあるべきだというふうに思っております。 

 赤点滅、とまれ、私はよくあそこを通ります。通りますが、とまらなくてはいけないと、赤点滅

はとまれでありますから。しかも、あそこは点滅信号しかできない場所でありますし、あそこに大

きなとまれの標識を立てる以上に厳しい注意喚起の方法として点滅式の信号機があるのです。これ

以上物的に注意喚起をするという方法はないわけです。看板たくさん立てろというのは、それはあ

ると思います。私は、赤点滅はとまれという市民のご理解をいただかなかったら、これは成り立た

ないと。それよりもとまれの大きな標識の方がいいのだということになったら、交通規制上の根本

を覆すことにもなるのではないかと。道警と相談して、大きなとまれの看板の方がいいのだと。あ

れは、实は前はとまれの看板だったのです。それを信号機に変えたと。とまれの看板のときは事故

起きなくて、点滅式信号機に変えたら事故が起き始めたのかどうかは調べてみますけれども、要望

によってはグレードを落として、实際はグレードを落とすことになるのです、看板ということにな

りますけれども、いつも多発しているところのグレードを落としていいのかどうかということは問

題になるのではないかなというふうに思います。もし視認性の問題があるのであれば、赤点滅の視

認性ということは点検する必要があるというふうには思っております。 

 以上を申し上げまして、窪之内議員の再質問の答弁とさせていただきます。 

〇議    長  以上をもって窪之内議員の質問を終了いたします。 

 

    ◎延会の件について 

〇議  長 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

 

    ◎延会宠告 

〇議  長 本日はこれにて延会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

延会 午後 ５時３２分 
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                                 開議 午前１０時０１分 

    ◎開議宠告 

〇議    長 ただいまの出席議員数は２０名であります。 

 遅刻の申し出は、中田議員であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

〇議  長 日程第１、会議録署名議員指名を行います。 

 会議録署名議員は、議長において石田議員、渡辺議員を指名いたします。 

 

        ◎日程第２ 一般質問 

〇議    長  日程第２、前日に引き続き一般質問を行います。 

 なお、この場合４名の方の質問が既に終了いたしておりますので、プリントの順位５番目の方の

質問に入ります。質問、答弁ともに要点を簡潔にするようお願いいたします。また、質問は、通告

の範囲を遵守し、議案審査で既に解明された事項にわたらないように留意願います。 

 本間議員の発言を許します。本間議員。 

〇本間議員 皆さん、おはようございます。きょうは大変な雪の中、また寒いところ、傍聴にもた

くさんの方がいらっしゃっております。大変ご苦労さまでございます。 

 それでは、質問に入らせていただきたいと思います。まず、合併離脱から、今自立プランを急い

で作成しなければならないという状況の近年にはないような市政運営の状況の中で、市長初め理事

者の皆さん、また市職員の皆さんが一丸となってやられておりますことに心から敬意を表します。

その前提に立ちまして、前段ちょっと申し上げさせていただきながら質問に入りたいというふうに

思います。 

 

        ◎１、自立プランについて 

      １、長期的仕組みづくりについて 

      ２、具体的委託事業について 

      ３、第３セクターについて 

      ４、経済の活性化について 

      ５、刑務所誘致について 

 自立プランについてということでございますけれども、自立プランの策定の難しさ、きのうの一

般質問の皆さんの質問を聞きながらずっと考えていたのですけれども、あれを全部聞いていると、

これは自立プラン作成できないなというふうに思いました。いろんな立場の方がいろんな利害の中

で、いろいろなことをおっしゃいます。それは、市に対してボランティア活動とかいろんな活動を

している中で譲れない部分というのは、それぞれのお立場では明らかにあるわけであります。それ

は譲れないのは当たり前なのですけれども、ただ譲らなければ市政運営ができないという状況にな
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りつつあるわけでございます。これは、非常に大変なことなわけでございます。それを市民の皆さ

んで判断をしていただきたいと言っても、そんなものがまとまるはずはないわけであります。そこ

で、どうしなければならないのかというところが大事なところなのかなというふうに思います。会

社においても、自分は社長をやっていますけれども、大変厳しい状況にあります。いいこと、プラ

スに転じることは、きっともって社員だとかに任せてもいいことはいろいろ出てくるのです。自分

に対してマイナスになることは、やっぱり自分の既存のものを守ろうとして必死になります。どう

してもそこでやらなければならないのは、自分なんかの場合だと社長の責任で決断するということ

以外あり得ないという状況であります。道新の昨日の記事を見させていただきまして、合併離脱の

ときの話、だれの声かわかりませんけれども、どなたかの声の中で、市長自身の言葉で語ってほし

いという話が出ておりました。先頭に立って、市長自身の言葉をぜひもっと聞いてみたいなという

ふうに思っています。そう簡単なものではないのは、よくわかっています。そうした動きの中で自

立プランを完成させていただきたいという前提に立ちまして、順次質問をさせていただきます。 

 まず、１番目、長期的仕組みづくりについてということでございます。長期的視点からプラン作

成を進める上で、質、量ともに行政サービスの低下をさせないコスト削減の仕組みづくりが求めら

れる。ＮＰＯへの民間委託などによる市民の有償ボランティアを活用したワークシェアリングを進

める仕組みづくりは、相反する課題の有効な解決方法と思われる。市長のお考えをお聞きしたいと

いうことなのですけれども、新政会で一度視察に行こうと、近々に視察に行こうと思っている場所

が埻玉県の志木市でございます。志木市は、２００２年から地方自立計画を策定されまして、市長

がリーダーシップをとりまして、もちろん行っていないので詳しくはわかりませんけれども、いろ

んな資料を見ているだけなのですが、将来は行政官を５０人まで減らそうと。あとは、行政パート

ナー制度で有償ボランティアにより市政運営をしようという、ちょっと極端な話かもしれませんけ

れども、そのぐらいの長期的展望を持って進んでいるわけでございます。これに近いようなことを

この場所では言っているわけですけれども、具体的なそういう部分のワークシェアリングについて

ということと、それから長期的仕組みづくりという部分でどういうお考えをお持ちなのかというこ

とをお聞かせをいただきたいというふうに思っております。 

 ２番目、具体的委託事業についてということでございます。公共事業、公共施設の民間委託で市

長の考える具体的な委託事業及び施設について。これは、昨日から自立プランについていろいろ質

問が相次いでおりました。まだ決まっていないので、言えないというようなお答えばかりだったと

いうふうに思います。そういうふうにならざるを得ないのもわからないでもないなというふうには

思うのです。ただ、合併離脱してから、ほどほど時間がたっているわけでございまして、業務委託

というのは市政執行方針というか、そういう部分でも語られている部分ですので、きっともって具

体的にどことどことどこは考えているということはお考えはお持ちなのではないかなと。ただ、实

際相手もあることだし、どうなるかわからないですけれども、聖域はないと言いながら、では何を

聖域にするのかということも含めて、できればお聞かせいただきたい。具体的な民間委託というか、

施設の委託について打ち合わせを進めさせていただいている部分が实はあって、その中で部署によ

って考え方が全然違うと。ここはぜひ残したいというふうに思われる現場と、それから相反する意
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見を持っている現場というのがあって、なかなか前に進んでいかないわけです。ですから、そうし

たことも市長を初めとするお考えがなければ、多分現場では判断できないだろうと、縦割りの中で

も判断はできないだろうというふうに思うことが基礎的にありますので、できるだけ具体的に、委

託事業と施設について述べていただきたいというふうに思います。 

 それから、３番目、第３セクターについて。昨日渡辺議員の質問に対して、株主としての立場で

というふうにお答えいただいたのと似た内容だと思いますけれども、累積欠損と債務保証と書いて

ありますが、それから損失補償です、など多くの問題を抱える第３セクター各社について、抜本的

な解決に向けた取り組みが求められています。市長の考える具体的方策と将来展望についてという

ことでございます。確かに株主という立場ではありますけれども、ほとんど市の責任が大きいので

はないかというのが市民の感覚であるのではないかなというふうに思いますので、だから本当に株

主になってしまうのかどうか、そういう立場まで、例えば社長という立場を民間の方にしてもらう

とか、こういうふうにしていきましょうとか、そういう具体的方策と将来展望についてお聞かせを

いただきたいと思います。 

 ４番目、経済の活性化について。地場産品の高付加価値化と販路拡大と市政執行方針にあります

けれども、その進捗状況と成果に対する市長のお考えについてということで、こういうふうにうた

われているのですけれども、なかなか出てこないのです。これだというものが見えてこないのが気

になるなというふうに思っています。これは、どっちかというと農産品みたいなイメージを受ける

ような質問になるのですけれども、それに限らず滝川の売りになるものって一体何なのだろうとい

うことが具体的になかなかあぶり出されてこないというか、どういうようになるかわからないとい

う状況があります。市長が力を入れたい地場産品って一体何なのだろうというふうにもちょっと聞

いてみたいなというふうなこともありますし、实際現在力を入れているものがあるとしたら、どん

な付加価値をつけて、どんな販路を考えていてやられているのかということもお聞かせいただきた

い。それと、こういうものを何か売り込もうと決まったときには、ある意味トップセールスなんて

いうのも必要なのかもしれません。宠伝をしっかりトップがしていくみたいな、そういうことも必

要なのかなというふうに考えています。そんなことに対してもお考えをお聞かせいただければと思

います。 

 それから、５番目、刑務所誘致についてということでございまして、昨年の１２月定例会におけ

る私の一般質問の再質問に対しまして、調査を続けるというご答弁をいただいていたわけです。現

实には行われていなかったように見えています。先日商工会議所からの要望書を受けたこと、合併

協議会の解散や駐屯地問題などの現況を考慮した場合、現在の市長のお考えはと書いてありますけ

れども、お考えはもうわかっていまして、誘致を推進したいということで表明されましたので、わ

かっているのだけれども、あのときはだめだと思っていたと、皆さんから意見をもらったらやろう

かなと思ったというのも、もちろんその変化は別にいいことだと思うのですけれども、そのときに

市民の各団体の方に集まってもらって懇談会を持った中で、みんながいいと言ったから、やっぱり

いいというのもちょっと違うのでないかなと实は思っているものですから、そうではなくて、市長

としてはやりたいと思ったから、皆さんに同意を求めるという会であったのかも、そういうお心だ
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ったのかもしれないのですけれども、合併のこと、それから自立プランのこと、それからこの刑務

所誘致のこと、似たことが实はあるのかなと、似たベースがあるのかなというふうに危惧している

ものですから、市長のリーダーシップという意味も含めまして、現在の刑務所誘致についての市長

の本当のお考えというか、お気持ちをお聞かせいただきたいというふうに思います。 

 

        ◎２、合併協議会離脱後の諸政策について 

      １、地域医療について 

      ２、学校の適正配置について 

      ３、広域行政について 

 それから、２番目の合併協議会離脱後の諸政策についてということでございます。１番、地域医

療について。近隣市町との協議の現況と将来展望について。これは、要するにその後話しされてい

るのだろうかということが気になるというところでございます。合併協議会離脱後の状況というの

は、そう簡単にとんとん進むわけではないというふうに思うのですけれども、合併がだめになって

も地域医療を広域的に考えなければならないというのは全然変わらないわけでありますので、現状

はどういうふうな話をされているのかと市長の考える将来展望についてお聞かせいただきたいと思

います。 

 それから、２番目、学校の適正配置について。統廃合を含めた学校改築計画の策定状況について

ということでございます。昨日酒井議員の質問に対するご答弁で、策定の時期に来ているというこ

とで教育長の方からいただきましたけれども、確かに時期に来ているのでしょうと思いますけれど

も、多分計画を話し合われているのではないかなというふうに思うのです、实際の現場では。現場

というか、市の職員の皆さんとのお話は進められているのかなというふうには思うのですけれども、

それが進んでいるのか、やっているのかやっていないのか、その程度のお答えでも結構ですので、

实情として統廃合しようなんていうお答えは多分できないというふうには思いますので、どの程度

進んでいるのかというお答えをいただければ結構かなというふうに思っています。 

 それから、３番目、広域行政についてです。将来の合併への可能性を含めた展望について、雑感

で結構ですので、お聞かせいただきたいというふうに思います。 

 

        ◎３、福祉行政について 

      １、子育て支援施設について 

 それから最後、３番目、福祉行政について。子育て支援施設についてでございます。一の坂に続

き、南地区に市直営の子育て支援センターが設置予定だが、既設のとんとん及び子育てサークルと

の連携が求められる。次世代育成対策地域行動計画におけるそれぞれの位置づけと、大部分がボラ

ンティア頼みとも言える既存のシステムについての市長のお考えについてということでございます。

子育て支援センターが市直営のが一の坂に一つございます。それとともに、子育てサークルが児童

館などで活動されていまして、ボランティアの皆さんが一生懸命やられて、そういうものを支えて

いただいているということでございます。その後、駅前にとんとんという、自分たちが運営してい
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るものになっているのですけれども、を開きまして、やってみて感じたこと。ボランティア頼みの

部分が非常に多いのではないかということです。いわゆる無償ボランティア、本当にこれでやって

いけるのだろうかなというふうに思います。とんとんの利用度というのが昨日の道新でも紹介され

ましたように１日四十数名平均の入り込みがございます。これは、ああやって報道いただくとまだ

ふえるかもしれない。ふえてくると、人員が足りなくてどうにもならない状況にすぐなるのは目に

見えている状況になっているわけであります。それをまたさらにサークルの方のボランティアに頼

んでやるのかというところは、自分としてはやめなさいということでとめているわけであります。

全体像で考えなければならないのではないかなというふうにも思っています。一番最初に言った有

償ボランティアのシステム、そんなものにも関連する一部分ではないのかなとも思っています。多

分これからニーズがふえることでございますので、その将来像というか、新たにつくるものも含め

た将来像などもお聞かせいただけたらというふうに思います。 

 以上でございます。お答えをよろしくお願いいたします。 

〇議    長  本間議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 おはようございます。本間議員のご質問に以下順次お答えを申し上げます。内容によ

りましては所管からのご答弁もございますので、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。 

 自立プランについてでございます。私は、常に自分自身の言葉で語ってきたつもりであります。

その基本の考え方は、これからもずっと持ち続けていきたいというふうに思っております。活力再

生計画の策定におきましては、内なる改革、外なる改革、両面で实施するということについて先日

来ご答弁を申し上げてまいりました。まさに改革であります。改善とかそういうものではないと、

仕組みそのものを変えなくては成り立っていかないと、そういう基本の考え方の中で取り組んでい

るものであります。ご提案の有償ボランティアによるワークシェアリング、行政としては新しい試

みでございますし、全国的にも例は極めて尐ないというふうに思います。滝川における現实の適用

可能性ということについて、尐し調査研究をする課題であるというふうに思っております。住民の

皆さん方にサービス水準が同じでほとんど変わらないということであれば、直営でやる意味は相当

薄いというふうに思います。そしてまた、そういう方向で滝川市はこれまでも極めて力を入れてや

ってきたというふうに思います。ただ、もっとやらなくてはいけない事態が発生したと、そういう

状況にあるということは、否めない事实であります。雑巾を絞って、かなり乾いてきましたけれど

も、乾いた雑巾をもっと絞らなくてはいけない事態があるということは、否めない事实であります。 

 したがって、そういう段階で（２）のご質問にありますようなことについてどう対応するのか具

体的にということでございますが、これは先日来協議をしているところでありますということをご

答弁を差し上げましたけれども、まず一つは、コストの高いシステムからコストの低いシステムに

変えていくと、それは大きな基本方針の一つであります。それから、二つ目、それによって新たな

財源を生まなければ新たな行政需要にも対応できませんし、そういうことによって新たな財源を生

み、それを住民サービスに振り向けていかなくてはいけないというふうに思います。それでは、具

体的にどうするのかということでございますが、個々の事業について今お答えできる状況にはあり

ません。しかし、直営から委託、この方針はさらに貫いてまいります。企業に委託、あるいは組合
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に委託、さらには地域の団体に委託ということもあるでありましょう。そういうことについてさら

なる点検をしたいというふうに思っておりますし、直営から委託できない部分については嘱託、パ

ート化ということによるコスト低減ということも十分考慮に入れなくてはいけないというふうに思

います。公設民営というやり方も当然取り入れていかなくてはいけません。現業部門、あるいは一

日じゅう業務がない、また一年中業務がない、そういう継続して仕事がない業務、これは当然直営

で直接正規職員がやるということはほとんどなくなっていますけれども、改めて点検をしたいとい

うふうに思いますし、同時に単純労務や労力提供業務、それだけにとどまるものについてはやはり

見直しが必要だというふうにも思います。あるいは、施設の管理、福祉施設等の運営管理、そうい

ったものについて、これまでもぎりぎりやってきたつもりでありますけれども、改めて点検して見

直していきたいという考え方であります。 

 第３セクターについてのご質問でございますが、先日のご質問にもご答弁を申し上げましたけれ

ども、民法法人としての法人格を持ち、あるいは商法法人としての法人格を持つ、そういう法人に

ついては個別法による制約条件があるわけでありますから、そういうものは基本に、念頭に入れて

いかなくてはいけません。しかし、片一方では、税金を投入して出資しているわけでありますから、

透明性の確保はさらに必要だというふうに思っております。したがいまして、今までは地方自治法

に基づく調査権があって、その調査結果について議会に報告をしなければならないという決められ

た第３セクターがあるわけでございますが、それは従来損益計算書あるいは貸借対照表というもの

について公表させていただいてまいりましたが、私はこれから経営の实態を分析をして総合評価を

するということも、税を投入している以上そういう形での透明性を明らかにしていくということも

必要なのではないかなというふうに思っているところであります。いずれにいたしましても、税が

有効に使われるという意味での第３セクターの改革ということには、引き続き重視して意を用いて

いきたいというふうに思っているところであります。 

 経済の活性化ということでございますけれども、地産地消がなかなか進まない。今までも一生懸

命やってきたわけでありますけれども、それだけに難しい課題だということも片一方では取り組ん

でみて言える課題でもあります。しかし、一方では、江部乙において道の駅ができ上がって以降１

億数千万円の売り上げが行われている。その中での農産物の販売というのも極めて順調に伸びてき

ているという状況があるわけでありますから、やってやれないことはないという成功事例なわけで

あります。やはり滝川は、農産物とその１．５次加工品というのが重要な第１の切り口になるだろ

うというふうに思っておりますし、そこで成功事例をつくっていくと、これがほかの地産地消にも

つながるというふうに思っております。最近、例えば米について高度クリーン米、標準的な栽培で

は米は２０の成分の農薬が使われるということになります。それを５、無農薬というのは米できま

せんから、成分５で超高度クリーン米を江部乙でつくっています。こういうことになりますと、な

かなか地元の皆さん方の口に入らないで、どんどん要望が出てくる。あるいは、通常の半分に減ら

すという例えばトンボ米とか、これも札幌を中心とするお実さん方が明確であります。こういうふ

うに農産物が、必ずしも地元ということではないけれども、明確な消費者がいて、どんどん売れて

いくという努力は片一方でなされているわけであります。一方、最近新聞に載りました小麦、春ま
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き小麦のはるゆたかの初冬まきと。はるゆたかは、春まきにすると結構ばくち的なところがありま

して、収穫時期に雤になることが多いと。したがって、穂発芽を起こして商品にならないと、何年

かに１回しか商品にならない。そういうものについて初冬まきをすることによって収穫時期を早め

ると。しかも、はるゆたか自体は極めて需要が高い、おいしい、それでラーメンをつくった、パン

をつくったと。極めて好評であります。ことしは、農業者の皆さんも拡大をしながら、そういう播

種をことししているわけでありますけれども、江別が先進地でありますが、この地域ならではのう

まいはるゆたかをどううまく使っていくのか。試食ではこんなおいしいラーメンがあるのかという

評価でございましたけれども、こういう地道な努力も尐しずつ生きていく。そのときに、ご質問の

ありました市長がトップセールスで売り歩け、そのとおりであります。そういう覚悟で取り組んで

まいりたいというふうに思っております。さらに、商店街あるいは調理師の皆さん方でさまざまな

会をつくっておりますから、さまざまな形で地元産品を料理に使っていただくというようなイベン

ト的なことは行われております。こういうイベント的な成果をどう恒常的に結びつけていくのかと

いうこともやはり課題であります。何はともあれ、滝川は農業があり、そして１．５次加工をする

グループができ上がってき、滝川の製造業は食品加工業がかなり中心でありますから、その食品加

工業が生かされる、そして商業もまた滝川の極めて中心的な産業でありますから、１次、２次、３

次がうまくつながっていくと。私は、１次からのアプローチだけでなくて、商店からのアプローチ、

つまり産物を売るという話ではなくて、こうしたら商品になる、売れる商品になるという商業者側

の皆さん方からのお知恵もいただきながら、１次、２次、３次がうまくつながるという道を、こと

し地産地消ということで銘打っているわけでありますから、一生懸命やりたいというふうに思って

おります。既に道の駅なんかでいろんな地場産品を売っておりまして、これはある意味では組み合

わせ商品にして、贈答品だとか、あるいは内祝のお返しだとか、こういうものにも十分使えるので

はないかと、そういう可能性も持っているというふうに思っておりますから、ここら辺は生産する

側と売っていただく側との適切な仕組みということも取り組んでまいるつもりであります。 

 刑務所誘致についてでございます。気持ちを明らかにということであります。これは、４２団体

４６名の皆さん方がお集まりいただいたときに、市長はこの懇談会をどういう目的で開催したのだ

というご質問がございました。これはその会議のあいさつでも申し上げたことなのですが、私は市

長として、行政として意思決定したい。住民の皆さん方のご意見も聞くという会を催すのは、私と

して進める必要があるのではないかという状況の中から皆さん方のご意見をお伺いをしたいという

会議を開いたわけであります。皆さん方の意見をお伺いをして、私は私としての意思決定をしたい

ので、意見を開陳していただけませんかということであります。私たちに任せるのかというご質問

がありました。そうではありません。皆さん方のご意見を聞いて、行政は行政としての意思決定を

いたします。しかし、この種の問題は、片一方で反対運動が起きてきたら、全国に６０カ所も競争

相手があるわけでありますから、まず落とされていく、そういうところから落とされていくという

ことは明らかであります。その地域の優位性ということは、当然あるでしょう。しかし、反対の声

ができるだけ尐ない、願わくは全くない、そういう状況をつくるためには、市民の皆さん方のご意

見をしっかりと聞いて、誤りのない判断をしなくてはいけないと。私は、この間の各団体のご意見
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をお伺いをしながら、行政としては誘致を決定をいたしました。したがいまして、決定した以上は、

積極的に誘致運動を展開するつもりであります。しかし、同時に、議会の意思の決定、議会ととも

に行政も歩まなくてはいけませんし、同時に市民挙げて、これは期成会等の組織によって市民挙げ

ての行動を实現しなければ戦いに勝てないという状況がありますから、私の考えはそういう考え方

で積極的に運動展開をしていきたいというふうに思います。 

 地域医療についてでございます。合併を離脱して以降、地域での説明会でずっとお話を申し上げ

てまいりましたのは、合併がなくなっても四つの問題のうち病院の問題については引き続き残る問

題であるということを市民の皆さん方にお話をしてまいりました。ご質問の趣旨もそういうことだ

というふうに思います。今直ちに、例えば砂川の市立病院と滝川の市立病院をどうするのかという

ことについて打ち合わせをしているという状況はありません。それはなぜかというふうに申します

と、両市立病院は建てかえ時期が来ているという共通の課題は抱えておりますが、今直ちに協議に

入れないというのは、国において地域医療の確保と自治体病院のあり方に関する検討委員会という

のが行われて、その報告書が１１月の末に出ました。この報告書に基づいて、国においては今後自

治体病院のあり方の検討をしていくということが想定をされております。その方向をそれなりに見

据えなくてはいけないというふうに思っております。そして、今北海道におきましても北海道医療

対策協議会というのが設置をされまして、ここにおいて医療の問題についてさまざま議論されてお

ります。私も全道市長会から出されている委員の一員であります。そういう立場で、今後の自治体

病院等の広域化のあり方、進め方、そういうことについても議論をされていくということになりま

す。したがいまして、こういう方向性を見据えつつ、協議をしていく課題であるというふうに思っ

ております。 

 広域行政についてでございます。広域行政は、やはり今後とも求められる行政課題だというふう

に思っております。片一方では、広域行政の促進と同時に、やはり市町村合併ということも将来に

向かっては求められていく課題だというふうに思います。ある意味では、当面自立したしっかりし

たまちをつくっていくと、その延長線上にどうしても新たなまちづくりの必要性が求められて、そ

れが自立の中では、現在の滝川市の中では解決ができないと、もう尐し大きな枞組みの中で解決し

ていかなくてはならないという状況が生じたときには合併という手段を使わなくてはいけないとい

うふうに思っております。そのときには、きっと金のための合併という発想ではなくて、本来合併

が目指すよいまちづくり、発展可能性のあるまちづくりのための合併ということがより本来的な合

併の目的でありますから、そういう本来的な目的に沿っての合併の議論が行われる時期があるとい

うふうに思っております。 

 福祉行政についてでございますが、とんとんは大変人気も高く、そのことによって中心市街地に

若いお母さん、それから子供が大変集まってきているということは大変うれしいことでございます

し、そういうふうに努力をしていただいているボランティアを含め関係者の皆さん方には厚くお礼

を申し上げたいというふうに思います。市でも子育て支援センターを实施をいたしております。市

の子育て支援センター、今一の坂保育所に１カ所と、これから花月地区に新しい保育所ができれば

２カ所目を計画をしているところでございますが、市の子育て支援センターの役割は育児指導と幼
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児教育、それとサークルの育成と指導ということになります。これは、行政の子育て支援センター

の行政上の役割としてあるというふうに思います。一方、とんとんの方に期待をしておりますのは、

中心市街地における親子触れ合いの場であり、サークルの自主活動の場ということを期待をしてお

りまして、行政が担う子育て支援センターと同じ役割を担っていただくというつもりはありません。

そういう機能の違いがあるというふうに思っておりますけれども、それでは具体的にそこを運営し

ていく場合の運営の仕方はどうなのかということについては、いろんなサービス供給形態があると

いうふうに思っておりますので、今後の継続検討課題というふうに考えております。ただ、一つこ

ういう事例があるわけです。こういう施設的なことではないのですが、かつて市民講座というのが

行われた時期があります。市民講座は、極めて好評でありました。次から次へとその講座を受けに

いらっしゃる方々が出てくる。２回も３回も受けていただくという余裕はないと、それほどどんど

んふやすことはできないと。したがいまして、卒業していただいた皆さん方にはサークルをつくっ

ていただくということにいたしまして、卒業生には独自サークルをつくっていただいて、公民館活

動の中でやっていっていただくという自主活動をお願いをいたしました。实は、このことが滝川の

さまざまな文化活動を非常に活発化させていったという例があるわけであります。私は、行政は行

政としての役割をしっかり果たすと、その中で育児に関する自主的なサークル活動がどんどん展開

されていく。そういうことになったときに、滝川の子育てというのはほかのまちと違う新たな大い

に可能性のある展開がされていくのであろうと、そういうことにも大きな期待を寄せているところ

であります。 

 以上を申し上げまして、本間議員に対する答弁とさせていただきます。 

〇議    長  教育長。 

〇教 育 長 それでは、本間議員の方から学校の適正配置についてのご質問がございましたので、

お答え申し上げたいと思います。適正配置につきましては、昨日もご説明申し上げましたが、学校

の施設につきましては最大限安全性を確保しながら、使えるものは使っていくと。しかし、日常管

理のために十分補修等をしながら使っていくと、そういうことで進めてまいりました。しかし、こ

の適正配置につきましては、昨日の酒井議員のご質問にもお答えいたしましたが、４０年を経過し

ている学校がうちの学校では３校ございますし、あるいは社会情勢も大きく変わってきているのも

事实でございます。そのために、今後は学校の望ましいあり方、教育的な効果、地理的条件、施設

等の改善、こういったことから本当に検討していく時期に来ていると、こういう考え方、これは変

わっておりません。今後もそういう見通しで進めたいと。今後につきましては、恐らくまちの再生

計画の中でこういったことが総合的に取り組まれるだろうと、あるいは取り組んでいく課題であろ

うと、このように考えております。そこで、本間議員から教育委員会としてどの程度話し合いをし

ているのかと、そういう加えての質問でございましたが、これにつきましては事務局レベル、担当

レベルで勉強しているのは事实でございます。その勉強につきましては、今後の滝川市の児童生徒

の状況、これをシミュレーションして勉強していると。あるいは、一般論といたしまして適正配置

の課題とか推進の問題というのは一体何なのだろうかと、そういったことで事務局、担当レベルで

勉強しているのも事实でございます。ただし、これにつきましては、あくまでも今後に役立てると
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いう勉強でございまして、直ちにこれをお示しするということではございませんので、ご理解をい

ただきたいと思っております。この適正配置計画につきましては、教育委員会にとりましても設置

者である滝川市にとりましても、あるいは議会の皆様方にとりましても大変大きな行政課題である

と、このように考えております。そのために、今後の再生計画において多角的に多方面から検討し

ていくべき内容であると、このように考えております。 

 以上でございます。 

〇議    長  答弁が終わりました。 

 本間議員、再質問ございますか。本間議員。 

〇本間議員 それでは、数点再質問させていただきます。 

 まず、１点目は、１の１の仕組みづくりについてということでございますけれども、内なる改革、

外なる改革ということで表現されております。仕組みを変えなければならないと、仕組みを変える

のが改革だと言われました。では、その仕組みって何なのだろうということなのです。内なる改革、

外なる改革という言葉は、大変わかりにくい言葉でないのかなと思うのです。当たり前だろうと僕

は思ってしまうのですけれども、ということでなくて、自分の言いたいことというのは、もう尐し

突っ込んで、具体的で、なおかつ市民にわかりやすい言葉で語っていただけたら、市長はいつも自

分の言葉で語られていますし、本会議での答弁もほとんどご自分でされているのもわかりますし、

いろんな場面でしっかり自分のご意見で言われていることも实はわかっていながら言っていること

でもあります。ただ、表現されているのが伝わっていないのではないのかなというところが大きく

あるのではないかなというふうに思います。もう尐し具体的なものが言葉の中に入るとわかりやす

い。内なる改革、外なる改革、例えばこういうことということがもう既に入ってくる段階なのでは

ないのかなと思っておりますので、そういうことを聞いているわけです。意気込みだけではなくて、

具体的な内容というところ、もしそこまで突っ込んで触れていただけたらありがたいなと思います

けれども、触れていただけない場合は今言ったことに関する感想でも結構ですし、お答えをいただ

きたいというふうに思います。 

 それから、２番目、具体的委託事業についてのところですが、確かに具体的に言えない状況に今

あるのかもしれません。あえて聞いている部分もあるわけでありますけれども、これはリストアッ

プはされるつもりがあるのか、市長としてリストアップされることがあるのかどうなのか。それと、

それはいつになったら出てくるのかみたいなことです。そのこと２点についてお聞かせいただきた

い。 

 それから、第３セクターについてです。るるお答えをいただいたのですけれども、例えばこうい

う方法があるよと一つぐらい具体的なことを言っていただけると説得力があるのではないかなとい

うふうに思います。もしありましたら、それも追加でお答えいただければと思います。 

 それから、経済の活性化についてということで、地産地消に限らずご質問させていただいたので

すけれども、市長の立候補されるときの公約の中にも、地産地消、地工地消でしたか、ということ

が出ておりまして、非常に期待をしておりました部分がございます。そんなことも受けて、自分な

んかでも何かいい方法ないかなといつも思っているところです。例えば五十嵐アート塾さんに、リ
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ンゴジュースのプロデュースとかしてみないとか、そんな話なんかもしたりすることもございます。

何かそういうものをつくりたいということの中で、自分なんかもそういうことに興味があっていろ

いろお話を進めていく中で、实は滝川市に専門の部署がなくなったわけなのです、田村市長になっ

てから。非常にやりにくいということを正直言って感じております。農政の方でやると商業の方の

話ができないし、商業の方でやると農政のことがわからないみたいな、そんな壁にぶつかっている

ことも事实なのです。そうしたものについてのお考え、専門の部署、今後についても含めましてお

答えをいただければと思います。専門の部署ということです。 

 それから、もう一つですけれども、自立プラン全般について言えることなのですけれども、刑務

所誘致のお答えとか、それに基づいて全般についてですけれども、市民の意見を聞いて行動を決定

するのは確かにそうです。市民の意見というのは、实はこの議会の場にもあるわけです。議会の場

で最終決定をされるということで市民参加なわけです。市役所の手法というのは、ずっと市民参加

と言って市民の意見を聞くということをしているのですけれども、非常に形骸化しているというこ

とが多々あります。前に自治体職員の夜なべ談義に随分昔に参加したときに、自分たちで決めても

いいのではないですかと。自分たちで職員がある程度決めて、そして自分たちの意見を持って、そ

れをぶつけていくと。多分そうしているのだと思うのですけれども、そういうふうに見えないので

す。もっとそういうふうにする方がいいのではないかなというふうに思っているわけです。市長の

手法を見ていると、やはりそういうところの延長線上にあるような感じ、どうしてもそういうふう

に感じてしまうわけです。というよりも、自分たちで自信を持って、こういうふうなやり方がいい

だろうというものをできればこの議会にぶつけていただく。そうでなければ、その前段で市民委員

会などをつくっても結構なのですけれども、もっと自分たちの意見だよということを出した上で、

それに賛否をいただくような、そういう姿勢でなければ多分何も解決していかないし、何もつくら

れていかないです。だと思っているのです。だから、そうしたことが全般的に非常に厳しい自立プ

ラン策定というテーマに向かったときに、そこら辺のことが後手後手に回ることにつながっていっ

たり、いろんな問題点を引き起こす可能性もあるのではないかと。時間がないのです。だから、そ

うしたところについて、全般的な今の話につきましてご感想をいただきたいと思います。 

 それから、もう一つ、地域医療について。国でいろいろ報告がされるということでございます。

多分本来的にこの地域でどういうスタイルが必要なのかとか、どうあるべきなのかということが本

当は先にあるのではないかなと思うのです。だから、こういうふうに国で言っているから、こうい

うふうなガイドラインでしましょうとかということではなくて、多分地域主導型にこれからずっと

なり続けるであろう、したいと思っていろいろ動かれている中では、そういう感覚ではなくて、も

ちろん市長が委員として出ていかれているというときの意見というものも必要だと思いますし、こ

ちらからこういう姿がいいのではないかなと発信できるような、そういう考え方で進まないと、そ

ういうものがあるのを待ってやるというものではないのでないかなというふうに率直な感想として

あるのです。どう思われますか、お答えいただきたいと思います。 

 それから、同じような感じです。３番目、広域行政についてです。当面自立を目指していきます。

新たなまちづくりが起きた場合、ある場合合併もあるでしょうという非常に実観的というか、そう



- 106 - 

 

いうお答えいただきましたけれども、お話の中で受けるとこれも受け身に感じてしまうのです。具

体的にどういう部分が受け身ということではないにしても、受け身のつもりでないにしても、非常

に受け身のご答弁に感じてしまいます。今これから自立しようというときに、合併をするのに前向

きですとは言えないのもわかりますけれども、例えば新たなまちづくりをする場面ではやはり広域

的なものが必要だと自分は思って言っているのですけれども、受け身な状況と思っていることにつ

いて…… 

（「それは本間さんだけだ」の声あり） 

〇本間議員 そうですか。 

（何事か言う声あり） 

〇本間議員 ごめんなさい。合併のことではなくて、総体的に地域医療についても同様だというふ

うに感じます。だから、合併に誘導しようと思っているわけではない、それは自分の意見ですから。 

（何事か言う声あり） 

〇本間議員 では、合併については、再質問を取り消させていただきます。１番の地域医療につい

ての前向きな部分でやっていただきたいということに対してのお考えをお聞かせいただきたい。 

 それから、最後です。福祉行政について。これはぜひお願いをしたいという気持ちの中での再質

問ですけれども、一応分けられてはいる。育児指導、育児教育という部分が直営の役割ですよと、

そうでないところは親子触れ合いの場、サークル活動の場ですよという話です。市民から見たとき

に違いがないわけです。違いがわかりにくいという感じがします。同じように感じていると。そこ

ら辺の発信の仕方とか、そんなところもできれば工夫をしていただきたいと思う部分があるもので

すから、そんなことについてもしお考えがあればお聞かせをいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

〇議    長  本間議員の再質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 本間議員のご質問に以下順次ご答弁を申し上げます。 

 内なる改革はコストを低減することであり、外なる改革は時代に合わなくなった事業を再点検を

し、かつ負担と行政サービスの適正化を図るということであります。そうしたら、またわからない

という話になると思うのです。わかる話は、それではいつごろ出てくるのか、リストアップするの

か。リストアップして、この事業はこういたしますというふうにしなかったら協議にも何もならな

いわけです。しかし、総論がなくて進むのかというと、総論がなくてはいけない。総論に基づいて

各論を具体的に検討して、その各論をご提示させていただいて皆さん方にご意見をいただくと、そ

ういうことでなくてはならないだろうというふうに思っています。その総論のことをずっと申し上

げてきたわけです。各論の作業は今作業をやっていますから、その結果が出てこなければ皆さん方

に案の提示というのはできないことは、これはご理解いただきたいと思います。しっかりとリスト

アップをして、この事業はこういうふうにしたいというふうな原案提示をさせていただきますし、

できるだけ年内に行政内部としての案は固めて、年内に市民委員会を一度開く予定でありますけれ

ども、年明けに市民委員会、さらに議会における特別委員会での審議、あるいはその後２月以降に

なると思いますけれども、住民懇談会、そして３月には活力再生プランを固めたい、１７年度から
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取りかかれるものについては取りかかりたい。こういう考え方でありますことをご理解を賜りたい

というふうに思います。 

 ３セクのことについても昨日来からのご質問にお答えを申し上げてまいりました。私は、かなり

突っ込んで具体的に先ほどもご答弁をさせていただいたというふうに思います。特に累積赤字を持

つ第３セクターの扱いについては、迅速に対応しなくてはいけない。振興公社あるいは滝川グリー

ンズ、幸い累積赤字が尐しずつ解消できる単年度黒字の状況になりました。しかし、今年度決算見

ると、グリーンズなんかについてはちょっと心配であります。地ビールの売り上げもなかなか厳し

いものがあります。これまでずっと地ビール部門は黒字でしたけれども、ことしあたり赤字に転落

する可能性が大であります。そうなったときに、それではそれはいつまで続けていくのかと、迅速

な対応が必要だというふうにも思っているところでありまして、第３セクターの問題については昨

日来ご答弁を申し上げておりますように、活力再生プランの中で基本の考え方、方向性ですね、税

金を資本金として投入している行政として第３セクターにどういうことについて基本の考え方を持

つべきなのかということを明らかにしていきたいというふうに思っております。 

 地産地消、さっぱり成果があらわれないということでありますが、成果をあらわすような最善の

努力をしているところであります。ご心配をいただいている。本当にありがたいことだというふう

に思いますし、そういう皆さん方の熱意を含めてしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思

います。専門のセクションがないと。これを専門のセクション化する考え方はありません。いろん

な行政課題について、それぞれ一つ一つ専門セクションをつくる場合もあると思います。あると思

いますが、一つずつつくっていったら、その専門セクションでまた人員配置ということになってい

って、組織の肥大化をもたらすという可能性があるわけでありまして、私はそういうことではなく

て、したがってグループ制ということで組織で仕事を、グループで組織を取り込むということでな

ければこれからはだめだということでグループ制も取り込んでおりますし、一方いろんなところに

関連するものについては中心部署は明確にしながらも、そこの原局がしっかり調整をしながら関連

部門が総力を挙げると。昨日もご質問ありました子育て支援プランなんていうのはまさにそのこと

でありますけれども、各部でありますとか課でありますとかの壁をなくして、こういう横断的なこ

とについて取り組んでいく体制について既に取り組んでいるところでございますけれども、問題が

あれば、それは壁を低くする、取り払う、そういうことが必要だというふうに思います。 

 刑務所に関係してですけれども、別にこれは刑務所だけのことではありませんけれども、かつて

行政が住民の皆さん方の意見を聞くということが議会という代表民主制の精神に反するのではない

かという議論が随分行われまして、この周辺の議会でもそのことで大変な議論になったということ

もかつてはあったわけであります。私はどういう立場で市民の皆さん方の意見を聞くかというと、

例えば議会に対する提案権は市長が持つ。市長は、提案をする政策、そういうものについて、提案

者としての責任として市民の皆さん方にアンケートをいただいたり、市民委員会をつくってご意見

をいただいたり、地域懇談会を開いていただいたり、それは市長として政策を決定する政策決定責

任者と同時に議会に対する提案責任者としてやるわけです。一方議会では、市民の代表としてのご

判断があり、そして市民の代表としてのご判断以外に必要であれば議会としてさまざまなことをお
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やりになるというふうに思うのです。私は、住民参加というのは、そういう面でやっているつもり

であります。 

 しかし、そういうことだけで足りない世の中になってきたという面もきっとあると思うのです。

それは例えば何かというと、政策を決定する過程での住民の参加だけではだめになってきたと。そ

れを实行するために、实行段階で住民の皆さん方の考え方をいただいたり、知恵をいただいたり、

そして实行段階でも参画をしていただかなかったらだめな施策がたくさん出てきたと。だから、ま

すます説明責任が求められている。一方、行政が勝手に評価して、これはよかった、悪かったとか

と評価したってだめなのではないか。評価自体も、行政がやったことがよかったのか悪かったのか、

ちゃんと評価をする市民的視点も必要だということにもなってきた。したがいまして、今住民参加

というのはある意味で過渡期になってきているというふうに思いますけれども、議会の代表民主制

という日本の制度でありますから、これの实態と法律の实態もあわせながら、住民参加というのは

一層拡大する必要があるというふうに思います。しかし、いずれの場合も市民の皆さん方に白紙で

丸投げという考え方は持ちません。それは、やっぱり困ると思うのです。そういう基本の方針であ

ります。ただ、かつてあったし、こういうこともあり得るということだけはご理解をいただきたい

というふうに思いますが、昭和５０年に２１世紀を目指したまちづくりの基本構想ができ上がりま

した。この基本構想は、まちづくり協議会に白紙諮問をいたしました。基本構想でありますから、

まちづくりの哲学であります。まちづくりの哲学をこういう案をつくりたいということで提案する

のも一つの案でありましょう。しかし、市民の皆さん方にこれからのまちづくりの哲学を白紙で議

論していただくというのも一つの方法だというふうに思います。しかし、決定をするのは市長であ

り、そしてそれが地方自治法に基づく構想であれば議会の議決が必要だと。そういうこともあり得

るということはご理解を賜りたいと思います。 

 地域医療についてであります。合併議論の中でありました広域統合病院の設立の必要性というの

は、さまざまなことを考えてみたときに私はやはり必要だというふうに思っております。それがこ

れからの国の動向、地域の高度医療への期待、そういうものを考えてみたときに必要だというふう

に思いますけれども、当然合併議論の中で意見が食い違ったということも背景に置かなくてはいけ

ません。しかし、片一方では、例えば市立病院を数十億円かけて建設をした場合の収支計算はどう

なるのかと、単独でやった場合に赤字が発生するのはいわば目に見えているわけでありますから、

それではその赤字をどういう形で行政が補填できるのかということもあわせて考えなくてはいけな

い。これは、昨年まで病院の中で病院の改築の検討委員会を持って、市長に答申をした結果も踏ま

えながら、地域医療というのは重要な問題でありますし、地域だけの問題でもない。極めて高度な

医療が求められているということでありますから、そういう点を配慮に入れながら、ぐずぐずして

いられません、積極的に検討したいというふうに思います。 

 とんとんにつきましては、先ほど来ご答弁を申し上げました。子育て支援センターという制度は

国の制度としてあり、その位置づけは明確になっています。一方、とんとんのようなものは、ほか

のまちでやっているというふうには思えません。極めて革新的な滝川市独自の取り組みであります。

そして、それが成果を生んでいるということであります。こういう独自な仕組みについて、これが
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本当にうまくいけば滝川の新たな子育て支援ということについての効果のある展開ができるという

ふうに思っておりますから、今後とも受託をしていただいている組織の皆さん方、あるいはボラン

ティアの皆さん方含めて、滝川市独自の新しい子育て支援の拠点としてどうあるべきか、しっかり

議論していきたいと。法律とか国の方針でこうあるべきと固まったものはないわけですから、滝川

市の实態に合った形で効率的に運営がされるように、またご相談をさせていただきたいと思ってお

ります。 

 以上を申し上げまして、本間議員の再質問に対する答弁といたします。 

〇議    長  以上をもって本間議員の質問を終了いたします。 

 大谷議員の発言を許します。大谷議員。 

〇大谷議員 傍聴の皆様、悪天候の中大変ご苦労さまでございました。市民クラブの大谷久美子で

す。ことしの世相を漢字一文字であらわしますと災、災害の災という字が選ばれました。水害、地

震、そして滝川市においても台風１８号で多くの被害を受けました。今活力再生プランが策定され

ようとしておりますけれども、それぞれの立場からの要望が上がり、譲らなければなかなか大変で、

プランはできないとか、社長はみずからが決定するというお話も本間議員の方からありましたけれ

ども、市長は市民の代表であり、市民の声を大切にすべきであります。ただいまの市長の考え、姿

勢を聞きまして、私は評価するものであります。 

 

        ◎１、刑務所誘致について 

      １、刑務所誘致についての市長の考え 

 通告に従いまして、一般質問をさせていただきますけれども、１番の刑務所誘致につきまして、

ただいまの本間議員からの質問で市長が答弁されておりますので、そこの部分については割愛させ

ていただきます。 

 

        ◎２、滝川市活力再生プランについて 

      １、新しいまちづくりについて 

 ２番からまいりますが、滝川市活力再生プランについて。新しいまちづくりについて質問いたし

ます。再生プランの中では、例ということで地域資源活用プロジェクトとして、そらぷちキッズキ

ャンプの誘致、アートチャレンジ滝川との連携、地産地消の具体展開、誘致プロジェクトとして、

農業大学校稲作園芸コース、企業施設誘致、観光実誘致、刑務所誘致、また中心市街地活性化、地

域医療体制などが挙げられていますが、学校の新築、改築についての計画には触れられておりませ

ん。きのうの質問の中で教育長は、検討の時期に来ていると、市の計画の中で考えていくと答弁さ

れておりますが、教育長の言われるとおり、教育委員会で決められるものではなく、再生プランの

中で検討されなければならないと考えるものです。市の財政が大変苦しい中で、教育関係にお金を

つぎ込んでもすぐに利益には結びつかないかもしれませんけれども、教育は国家百年の大計と言わ

れております。子供たちにとっても生き生きとやる気が出るような明るい環境の中で行き届いた教

育ができるように、老朽化した校舎についてぜひとも計画に入れるべきと思いますが、市長の考え
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をお尋ねいたします。 

 次、二つ目ですが、駅周辺整備事業についてです。さきの第３回定例議会の中で、計画はしっか

り立てて、实施時期、内容は慎重に判断すべきと考えると市長は答弁されておりましたが、プラン

の中には書かれていなかったので質問の中に入れましたが、きのうの清水議員、渡辺議員からの質

問で、市長はプランの中に東側から公共事業の総枞として入れていきたいと答弁されました。今滝

川市がこれだけの財政難の中で、いろいろな助成金をカットし、必要と思われる予算も削減しなが

ら２２億、２３億もかかる駅周辺事業の整備をどうしてこの時期に实施しようとするのか。市民の

感情からも納得できるものではありません。これまで庁舎を初め多くの箱物づくりが市民の中から

大きな批判を受けておりますが、市長としてこれをどのように受けとめ、また駅周辺事業をやって

いこうとされているのか、お伺いいたします。 

 

        ◎３、義務教育費国庫負担制度について 

      １、義務教育費国庫負担金の削減について 

 次、３点目、義務教育費の国庫負担制度についてでございます。義務教育費国庫負担金が来年度

からの２年間で８，５００億円削減されるということになりました。これは暫定的な实施で、来年

秋の中央教育審議会の結論にゆだねるとしておりますけれども、義務教育の機会均等と水準維持を

国が保障する制度が義務教育費国庫負担法であります。これを廃止、削減することは、国が義務教

育に対して責任を持たないということになる可能性があり、文科省や自民党からも多くの人たちが

反対しているわけであります。また、全国のＰＴＡ、教育委員会など多くの人たちも反対しており

ます。滝川市議会においては今までずっと反対の立場をとってきましたが、残念ながら前回の第３

回定例議会の中で反対の意見書が不採択となってしまいました。義務教育費国庫負担金の削減につ

いての市長の考えはどうか、お尋ねいたします。また、削減された分については、特別交付金とし

て同額支給されるとしておりますが、地方財政が苦しければ一般財源として使われる懸念があるの

ではないかと、そのことを大変心配しておりますけれども、そのことについてお考えはいかがでし

ょうか。 

 

        ◎４、教育行政について 

      １、教育予算について 

      ２、児童・生徒用の机・椅子の更新について 

      ３、営繕・修理・更新等について 

      ４、義務教育費国庫負担制度について 

 次、教育行政について教育長にお伺いいたします。教育予算についてですが、何度も議会の中で

質問しておりますが、滝川市は教育費の予算が近隣の市町村に比べて大変尐なくなっております。

前回の質問の中でも教育長は、教育関係の施設が滝川市にはたくさんあるのだと、そういうことで

児童生徒１人当たりの割合が尐なくなっているということを答弁されたのを覚えているわけですけ

れども、施設がたくさんあるからといって子供たち一人一人にかかわる予算が尐ないのでは話が違
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うのではないかと私は考えます。ここに例として近隣市町村の金額を挙げておりますが、見ていた

だいたらわかるように、よその市町村に比べて非常に低いと。滝川だけが貧しくて、ほかの地域が

裕福だとは、今の経済状況から考えることはできません。全道で１３５の市町村の中で、滝川市に

おいては建築費を除く教育費に対する学校配当予算の割合はワースト１４位、低い方から１４位に

あるわけです。そしてまた、児童生徒１人当たりの教育費の多寡においては、低い方から１１番目

と、これも大変低い地位にあります。市の教育行政方針の中に、子供たちは地域の宝である。２１

世紀を担う人づくりのための教育を推進すると書かれておりますけれども、教育のまち滝川と言え

るのか、こんな状態で教育のまちと言えるのでしょうか。限られた市の予算の中で大変苦労されて

いるとは思いますけれども、地域の宝、２１世紀を担う人づくりのための教育、教育のまち滝川と

言われるにふさわしい予算であるべきと思いますが、教育長のお考えはいかがでしょうか。 

 次、二つ目ですが、児童生徒用の机、いすの更新について。今まで何度も申し上げておりますの

で、またかと思われるのではないかと思いますけれども、去年の中では児童生徒約４，０００近い

数の中で年間９０個の机、いすが更新されるというお話を聞きました。本当に宝くじに当たるより

も難しいような数字だと思います。また、ことしの質問の中でも、天板の張りかえ等、約５０万ぐ

らいだったと思いますが、そういう予算をかけて張りかえをしていると。また、雇用促進の方にも

交付金を要請して、検討されているということも伺いましたので、教育長としてはできる限りの最

大限のご苦労をしていただいているということは認識しておりますけれども、今各学校から状況を

調査した結果によりますと、ほとんど全部の学校から机、いすが非常に傷んでいると、そのことに

ついて何とかしてほしいという要望が上げられております。子供たちが毎日使う机、いすでありま

すから、早急に改善されるように求めますが、教育長のお考えはいかがでしょうか。 

 次、営繕、修理、更新などについてお伺いいたします。各学校の状況を調査した要望書を既に教

育委員会の方にお渡ししていると思いますので、教育長におかれましては詳しくお読みいただいた

ことと思います。その上で質問させていただきますが、雤漏りが激しくて子供たちが滑って危ない、

この雤漏りを何とかしてほしい。それから、教审、体育館などの照明の増設、照度調査もされてい

ると思いますけれども、その結果はどうなのか。まだまだ曇りの日だとか雤の日は大変暗くて、授

業に困難をしているという学校が何校もあります。また、楽器の更新については驚くべき、昭和２

９年、３５年のピアノを現在使っていると。修理をしながら使っていますけれども、環境の悪い中

での使用、修理をしてもすぐ壊れる。当然だと思います。また、ブラスバンド、スクールバンド等

力を入れていると思いますけれども、それらについても修理費が非常に尐なかったり、まして更新

は周年行事の寄附でもなければできないというのが实態であります。パソコン教审についてのエア

コン、前にも渡辺議員の方から出ていたと思います。私が議員になる前だったので、議事録の中で

読ませていただいたのですけれども、近隣の市町村ではパソコン教审を設置した時点で、１０年前

後ぐらい前に各学校にパソコンが配置されたと思いますが、その時点でパソコンの設置と同時にエ

アコンを設置しているわけですけれども、エアコンというとぜいたく品のように受け取られる向き

もありますけれども、学校という環境の中では４０台ものパソコンが一斉に作動されると。夏の暑

い時期には、ほこりや風など、敏感な環境の中で使わなければならないものですから、窓を閉め切
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って４０度の中で授業をされると。生徒は４５分ですが、それを指導する先生は何時間にもわたっ

て次々と生徒が来る中で指導していかなければならない。エアコンを設置してほしいという学校も

たくさんありました。そのほかにも、網戸の設置、虫が入って大変だとか、修繕費を増額していた

だかなければ備品が壊れて使用できなくても直すことさえもできないと、そういう状況にある。読

めば読むほど学校の状況は大変である。各学校では、今の時代に考えられないような環境の中で毎

日の学習が行われているわけです。このことについてどのように考えるのか、お伺いいたします。

また、これらの状況について直接教職員と教育長との話し合いを持つ機会がとれないとも聞いてお

りますが、教育長は尐ない市の予算の中で何よりも子供に使われることを最優先して取り組んでい

るときのうの答弁の中でもおっしゃっておりましたので、そういうことを伝えることもまた必要で

はないかと思いますので、ぜひそういう機会をとっていただきたいなと考えます。 

 次、義務教育費国庫負担制度についてお伺いいたします。先ほど市長にもお伺いしておりますけ

れども、義務教育費国庫負担制度は教育の地域格差を防ぐものであり、全国の市町村教育委員会連

合会、全国都市教育長協議会、全国連合小学校長会、全日本中学校長会など多くの教育関係者が堅

持を求めておりますが、教育長の考えはいかがでしょうか。また、堅持のためにどんな取り組みを

されたのか、あれば教えていただきたいと思います。国庫負担金が廃止されると過去に一般財源化

されてしまった教材費や図書整備費が地方財政の悪化により削減されていった、そういう経過がご

ざいますので、今こそ義務教育費国庫負担制度堅持のために一丸となって取り組むべきかと思いま

す。中央教育審議会の決定が出るまで、来年の秋ということですから、もう尐々ございますので、

何としてもこれを食いとめるために一丸となって取り組みたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 以上でございます。 

〇議    長  大谷議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 大谷議員のご質問に以下順次ご答弁を申し上げます。内容によりましては所管の答弁

もございますので、あらかじめご了承をいただきたいというふうに存じます。 

 駅周辺事業についてでございます。昨日来ご答弁をさせていただきましたように、札幌から旫川

間における滝川市の駅の景観、機能の状況、そしてまた中心市街地活性化計画の具体的な推進、そ

ういうものを背景に置きまして、計画のしっかりとした樹立、そして何を優先しなくてはいけない

か、駅東側を優先ということで進める優先順位の考え方、そしてそれを現在の活力再生プラン、平

成２２年度までの中における公共投資の総枞とのチェック、そういう中で判断をすべき課題である

ということを申し上げてまいりましたし、そのことについてしっかりと検討したい、そしてプラン

を立てたいというふうに思っております。 

 義務教育費国庫負担制度についてでありますが、三位一体改革、それを地方六団体、その地方六

団体の一角であります全国市長会の会員の一員としての立場から、そういう行政の立場からお答え

を申し上げたいと思います。ご案内のように、三位一体改革が政府与党間で合意をいたしました。

そのことに基づいて１７年度、１８年度の予算編成が行われていくことになります。合意の内容を

改めて確認させていただきますと、義務教育制度については、その根幹を維持し、国の責任を引き

続き堅持するということであります。それが一つであります。費用負担については、地方案を生か



- 113 - 

 

す方法を検討していく、それが二つ目であります。三つ目は、教育水準の維持、向上を含む義務教

育のあり方について幅広く検討する、これが三つ目の内容であります。具体的には、平成１７年度

秋までに中教審において結論を得ると。中教審において結論を得るまでの間に、平成１７年度予算

については暫定措置を講じる。その暫定措置というのは、恐らく予算的には８，５００億の２分の

１、４，２５０億ということでありましょう。減額相当分については、税源移譲、予定交付金で措

置をするということになっているわけです。そういう方向に基づいて予算編成が行われていくとい

うふうに思います。その動向を私としては見据えてまいりたいというふうに思います。もう一つ付

言をいたしますと、義務教育に要する経費全体を見ても、既にその７割以上が地方自治体の一般財

源、これは地方税あるいは地方交付税によって賄われているわけです。残り３割の問題であります

けれども、私は教育を大切にする日本国民の考え方、心情からいって、いろいろご心配があります

ように、もし教育で来ている金が具体的に使い回しされるということになると、それは国民の皆さ

ん方が許さないだろうというふうに思います。むしろ自由度が増すことによって、さまざまな効果

の上がる教育に対するアイデアで自治体における教育に対する責任も明確になってくるということ

もあるのではないかというふうに思っております。 

 以上をもちまして私の答弁とさせていただきます。 

〇議    長  教育長。 

〇教 育 長 それでは、大谷議員の方から数点にわたりましてご質問がございましたので、お答え

申し上げます。 

 まず、最初でございますけれども、学校の適正配置、これを市のプランに入れるべきでないかと、

そういったご指摘でございますけれども、これにつきましては酒井議員、本間議員等に申し上げて

おりますので、そういう方向で今後取り組んでいくと、そういうことを申し上げておきたいと思い

ます。 

 二つ目でございます。教育予算についてでございますけれども、近隣の市町と滝川市と小中学校

費を比較して滝川市が低いのではないかと、こういうご質問でございます。市内には小中学校合わ

せて１１校あります。中空知の中では大規模学校が多いのが实態であります。学校を維持管理して

いくためには、これは児童数にかかわりなくそれなりの経費がかかると、こういうことも事实でご

ざいます。したがいまして、学校には一定額の必要経費がありますことから、学校の児童生徒数が

尐なければ１人当たりの教育費は多くなり、学校の児童生徒数が多くなれば１人当たりの教育費は

尐なくなってまいります。これも事实でございます。本市の例で申し上げますと、１人当たりの教

育費につきまして試算をしてみました。そうすると、大規模学校と小規模学校を比較いたしますと、

小規模学校が大規模学校の３倍に当たるのです、１人当たり。こういうこともまた事实であります。

大谷議員がお示しされました小中学校費のデータにつきましては、各市町において同一の考えに基

づく積算により算出されたものかどうか、これはわかりませんけれども、今申し上げましたように

学校規模を考慮せずに単純に予算を児童生徒数で除した、こういった教育費をもって教育費の多寡

を判断するということは無理があるのではないかと、このように考えておりますので、ひとつご理

解をいただきたいと思っております。いずれにいたしましても、これからの学校におきましては義



- 114 - 

 

務教育の質を高めていくという今日的な課題、この使命を果たしていく、あるいは本市の学校教育

を改善していくと、そういうためには必要な教育予算は当然なければならない、持たなければなら

ないと考えております。大谷議員がご指摘のように教育予算は潤沢ではなく、ぎりぎりのところで

やっていることも私も承知しております。豊かな教育を提供するために、今後とも教育予算の確保

に努力をしていきたい、このように考えております。 

 ３番目でございますけれども、児童生徒用の机、いすの更新についてでございます。現在小中学

校の教审で使用している机、いすにつきましては、よく言われますが、ささくれ状態、こういった

ことがあることでございますので、これについて確認をさせていただきました。实際に手でさわっ

て確認させていただいております。その結果、特にいすについて、この際取りかえが必要と判断い

たしましたのは約４４０脚でございました。したがいまして、本年度は必要とされるこの４４０脚、

これをすべて更新し、児童生徒に快適な学習環境を与えたいと、そのように考えております。今後

とも児童生徒の学習環境の整備に努力してまいりたいと考えております。 

（何事か言う声あり） 

〇教 育 長 毎年努力しておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 次に、校舎の修繕、備品等の更新についてのご質問でございますが、学校施設の整備につきまし

ては、老朽化が進行しております。緊急度や危険度、これを勘案しながら優先順位を決めて实施し

ていると、これについては従前から申し上げているところでございます。特に雤漏りの対応につき

ましては、これは発生の都度箇所の応急修繕を行い、これをそのままにしておくことは決してござ

いません。さらに、対策工事として、ことしは滝川第三小学校の屋根の改修工事、それから江陵中

学校及び江部乙小学校、江陵中学校は体育館でございました、江部乙小学校は屋根の塗装工事、こ

れについて今年度６００万円をかけて实施してきたところでございます。教材や備品につきまして

は、その都度必要度、老朽度、優先度を総合的に判断し、学校と調整をしながら行っているところ

でございます。今後につきましてもこのようなことは進めていきたい、このように考えております。 

 次に、義務教育費国庫負担制度についてのご質問でございます。これは、ご案内のとおり、義務

教育費負担制度は教育の機会均等、教育水準の維持、向上、義務教育の無償を推進すると、こうい

った上で極めて重要な役割を果たしているということについては、これは皆さんとともに共通理解

できるところでございます。また、義務教育の根幹をなす制度として機能してきましたこの制度の

必要性、これについても十分認識しているところでございます。義務教育費国庫負担の維持につき

ましては、私が入っております全国都市教育長協議会総会におきまして特別宠言として採択し、国

などへ強く要請しております。またさらに、北海道市長会におきましても北海道に対し、これも要

請を行っているところでございます。現在国と地方の税財政を見直す三位一体改革について、義務

教育費国庫負担金、これも削減の方向が示されておりますが、全国どこでもすべての子供が一定の

教育水準が受けられるように、義務教育費国庫負担制度の見直しに当たっては、単なる地方への財

政負担の転嫁とならないように、教育長会など通じて今後とも対応してまいりたいと、このように

考えております。 

 以上をもちまして答弁とさせていただきます。 
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（何事か言う声あり） 

〇教 育 長 北海道市長会と申し上げましたけれども、北海道都市教育長会です。これをもちまし

て北海道に要請をしていると、そういうことでございます。もちろん市長会とも連携しながらやっ

ております。 

 以上でございます。 

（「議事進行」の声あり） 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 今大谷議員の質問の中にはパソコンの部屋のエアコンと楽器の更新については具体的

に内容を示しながら質問されているのに対し、教育長のご答弁で優先度や必要性を考慮してという

ことだけでは答弁不足でないかなと。考え方を個々に説明していただかないと、このまま大谷議員

の再質問ということにはならないと思いますが。 

（「本人に任せろ」の声あり） 

〇清水議員 こういうことがずっと続くとまずいのです。完全に答弁漏れですよ、これは。生徒や

先生の健康衛生のことまで言及しているのですから、それは答えないとだめだ。 

〇議    長  議長判断としては、教育長は十分包括的に答弁していると思います。 

〇清水議員 そうしたら、もう一度総体的に。 

〇議    長  それは、大谷議員がこれからの再議かどうかです。 

（「ちょっとおかしい」の声あり） 

〇議    長  答弁が終わりました。 

 大谷議員、再質問ありますか。大谷議員。 

〇大谷議員 それでは、数点再質問よろしくお願いいたします。 

 まず、市長にですけれども、義務教育費国庫負担制度についてですが、このことが２年後实際に

確定されて削減に踏み込まれますと、東京、神奈川等、数県の県においてはいいそうですけれども、

約４０の都道府県について非常に減額が見込まれると。それと、今いる職員構成から見ましても、

今若い先生方がたんだん年齢とともに給料が上がってくると、その時点で相当のマイナスが生じて

くるということもデータで示されているわけであります。今までの教員の旅費あるいは教育予算、

そして図書整備費が昭和６０年ごろに一般財源化されたわけですけれども、その数年は大体国庫負

担、交付金で出ているのですけれども、その後の下がり方が半分以下にも下がると、そういう状況

が实際にあるわけです。ですから、先ほど市長が削減された分についてはきちんと特別交付金で財

源は保障されるということを言っておりましたが、それらがずっとそうなるという見通しは持てな

いと思います。だからこそ、多くの人たちが反対しているわけであります。そういうことも踏まえ

て、今それで大丈夫というのではなく、もう一度ご検討をお願いしたいと思うわけであります。 

 それから、教育長についてですけれども、いすの更新４４０脚、本当にうれしいことだなと思い

ます。これで多くの子供たちが毎日ズボンをすり減らし、うちへ帰って親から小言を言われること

も尐なくなったなと、本当にうれしいことだと思いますけれども、先ほどの答弁の中で雤漏りだと

かいろいろな修繕については学校と相談しながら随時ちゃんとやっているということでしたが、き
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っとそれ以外にもあるからこそ、こういう調査の中にあらわれてきて要望がたくさんあるのだと思

いますので、その辺をお互いの話し合いを持って、どうなのかということの实態をきちんと把握し

てもらいたいということで先ほど教育長にそういう实態の話し合いをお願いしたいということも申

し上げたわけですけれども、そのことについて答弁いただきたいと思います。 

 それと、パソコン审等についてもどうなのかと。予算が尐ないので、多分できる順番からやって

いるよということだと思いますけれども、それらについてもご回答いただきたいと思うわけであり

ます。 

 全体の教育予算、小規模校ほど、子供の数に比べ学校を維持するお金がかかるので、割合は高く

なるというお話もありましたけれども、教職員は管内あちこち転勤して歩くわけですけれども、私

も何校か転勤して歩いておりますけれども、この滝川市の予算の尐なさ、消耗品はもちろんですけ

れども、尐なさについては転入される先生方は本当に驚き、また転出された先生方は向こうに行く

と余裕あるよというお話をされております。そういうことからも、学校規模と子供の関係ばかりで

はないのではないかと思いますので、そこら辺のお考えももう一度よろしくお願いいたしたいと思

います。 

 以上です。 

〇議    長  大谷議員の再質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 義務教育費国庫負担金、教職員の給料の半分を国庫負担金で賄っている。残り半分は、

現在でも地方負担であります。仮に半分の国庫負担がしっかりと都道府県に移譲されないというこ

とになりますと、これは地方六団体として要請をしてきた中身と違うわけであります。それと、ご

質問のありました移譲した結果、もうかるところと損するところができてきて、プールしたら全部

移譲しているのでないかと、こういう論法は成り立たないと思うのです。結果としてしっかり移譲

されていかなくてはならないと。そういうことをチェックするためにも、地方六団体としては国と

の協議機関も持っているわけでありますから、私はそういうことで今後の動向をしっかり見据えて、

基本要請の中身と外れてきたときには全国市長会の会長は一揆を起こすと言っていますから、そう

いうこともあるのかどうかわかりませんけれども、しっかりと税源移譲が行われると、そして税源

移譲で調整できないところはちゃんと財源調整が行われると、そういうことでしっかり注視をし、

必要なときには全国組織の中で共同の歩調をとりたいというふうに思っております。 

〇議    長  教育長。 

〇教 育 長 大谷議員から再質問で３点ございましたので、お答え申し上げたいと思います。 

 まず、１点目でございますが、雤漏り状況等々があった場合ということですけれども、教育委員

会の姿勢といたしましては現場主義をとっておりますから、今雤漏りしていると、そういうふうに

なりますと、担当者がその日のうちに飛んでまいります。そして、修理あるいは補修、あるいはそ

れが漏らないようにしておりますので、雤漏りの状態が２日も３日も続くということはまず考えら

れないと。ただし、技術的な問題で可能であるかどうかもありますけれども、そういう現場主義を

とっておりますということをまずご理解いただきたい。これにつきましては、ほかもすべてでござ

います。何かありましたら現場に飛んでいくと、そういうことでございますから、ぜひその点につ
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いてはご理解を賜りたいと、そのように考えています。 

 それから、備品とか予算の状況について、あるいは学校の営繕関係についてどういう状況を把握

しているのだと、そういうことでございますけれども、定例に月末に必ず１回校長会議、教頭会議

をやっています。その中で交通安全の問題とか、必要な教育政策、具体策については聞いておりま

すし、あるいは予算要望の時期にはいろいろいただく時期でございますから、その時期には丁寧に

聞いていると、そういうことでございます。ですから、その中身については私も承知しております

し、今後も实態把握を確实に行って、丁寧に皆様方の要請については把握していきたいと、そうい

う姿勢は今後も変わりません。 

 三つ目でございますけれども、ほかの市町村が予算が余裕あると、そういうことでございますが、

私も中空知の教育長会議あるいはオール空知の教育長会議、都市教育長会議で予算の問題について

は常々話題にしております。どこの市町村においても余裕を持ってやっている段階ではない、厳し

い状態の中で尐ない予算をいかに効率的に使うか、子供のためにいかにしむけるかと、こういうこ

とを毎日努力している最中でございますから、どこのまちが裕福で、うちだけが特別下位というこ

とについては、それはないのでないかと考えております。ただし、先ほど言いましたように、子供

たちを教育するということは大切な仕事でございますから、必要な予算の確保については今後とも

努力をしていくと、こういうことでございます。 

 以上でございます。 

（「答えていない」の声あり） 

〇議    長  以上をもって大谷議員の質問を終了いたします。 

 昼食休憩に入ります。再開は午後１時といたします。 

 

休憩  午前１１時５７分 

再開  午後 １時００分 

 

〇議    長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 三上議員の発言を許します。三上議員。 

〇三上議員 先ごろ北海道新幹線の２００５年度着工が決まり、北海道の景気回復にはかり知れな

い効果をもたらすことを確信しております。また、明年１月に上映される北海道を舞台に厳しい自

然と闘いながら原野開拓に挑んだ人々を描いた「北の零年」のラストで主人公の吉永小百合さんが

「生きている限り、夢見る力がある限り、きっと何かが私を助けてくれる」と語るシーンは、この

厳しい経済状況の北海道に大きな力を与えてくれるものでしたと試写会に参加された高橋はるみ知

事が語っておりましたが、この滝川にとっても元気を与えてくれるフレーズだなと聞いておりまし

た。それと同時に、明年は市民の理解と協力のもとに滝川再生へ向けた滝川改革ゼロ年にしていか

なければならないと思うところでございます。 

 それでは、通告に従いまして、質問いたします。 
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        ◎１、行財政改革 

      １、財政健全化計画の成果 

      ２、自立プラン策定に向けての基本姿勢 

      ３、（仮称）緊急課題・問題改善市民委員会の設置について 

      ４、民間度チェックの推進について 

      ５、受益者負担の基準を示せ 

 まず初めに、財政健全化計画の成果であります。この計画は、本年２月に作成されたわけであり

ますが、持続可能な財政基盤の確立と市民の理解と協力を得ながら、全庁挙げて全職員が一丸とな

って財政健全化にチャレンジする必要があるとうたわれておりましたが、私はこの１０カ月間を通

じて、必ずしも滝川の危機的状況を全市民が理解し、再生のための機運が盛り上がってきていると

は感じておりませんが、策定後どのような成果があったのでしょうか。 

 次に、自立プラン、滝川市活力再生プラン策定に向けて、先日の行政報告の中でありましたが、

市長の決意と思いを再度お聞きします。 

 次に、市の抱える急務の課題に対してスピードアップした取り組みが必要であり、各市民団体よ

り選抜された代表の方に参加していただく重点緊急課題項目ごとに構成される（仮称）緊急課題・

問題改善市民委員会を設置すべきと考えております。市長の見解を伺います。 

 次に、民間度チェックの推進について伺います。民間度チェックとは行政の健康診断と位置づけ

る作業で、民間企業のコスト意識やサービス受益者としての市民の目線など、市のすべての事業、

業務をチェックするとともに、点検結果と改善計画をすべて市民に公表し、その中で市として实施

する意義の薄れた事業の民間への委託やまちづくりなど市民と行政の協働の促進などを進めるもの

でありますが、改善すべきは改善し、スピードある対応を心がけ、实効性ある行政サービスとすべ

きと考えます。見解を伺います。 

 次に、第２回定例会でも取り上げさせていただきましたが、財政再建に当たり市民の理解と協力

が必要不可欠であります。受益者負担適正化に向けての基準は、明確になったのでしょうか。昨日

の市長答弁の中で話の端々で受益者負担適正化の言葉が出てきておりましたので、既に明確になっ

ていると思っておりますが。 

 

        ◎２、駅周辺整備について 

      １、財政建て直し後の課題とすることはできないのか 

      ２、地元経済波及効果と地元業者に対する発注額はおおよそ総事業費の何割となるの 

        か 

 次に、駅周辺整備事業について伺います。１５年、１６年の調査事業もほぼ終了し、いよいよ明

年はその方向性の結論を出さなければならないと認識しておりますが、滝川の急務の課題は滝川市

活力再生プランの策定に基づく市民と行政が一体となった滝川市再生に向けた財政の立て直しであ

ります。そこで、この事業が交通拠点性を失うことのない都市構造づくりで、将来に向けた布石だ

とするならば、市民理解のない中途半端な整備計画とすべきではないと考えます。数年おくれるこ
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とで滝川の将来に影響があるのでしょうか。そこで、財政立て直し後の整備計画とすることに対し

て市長の見解を伺います。 

 また、一方で、この整備事業のもたらす経済効果を期待するところでもあります。現時点で総事

業費も確定していない中で答弁を求めても難しいと思いますが、この事業を实施した場合、地元業

者は総事業費の何割を受注できるとお考えなのか、お答えしていただきたいと思います。 

 

        ◎３、環境行政 

      １、自動車リサイクル法を受けての対応は 

 次に、自動車リサイクル法が明年１月に施行されます。環境都市宠言をし、環境基本条例を制定

した滝川の責務は非常に大きいわけでありますが、現在市内に放置自動車は何カ所あるのでしょう

か。また、環境美化の観点から、民有地にある自動車、産業廃棄物や所有者不明の自動車といえど

も、道と連携をとりながら行政指導、行政代執行などの対応が求められます。経済産業省、環境省

は、地方自治体が放置された車を撤去する際の費用の８割を補助すると聞いておりますが、市長の

見解を伺います。 

 

        ◎４、商工行政 

      １、大型店と商店街の共存共栄について 

 次に、大型店と商店街の共存共栄について伺います。広域商圏での立地をねらい、郊外型の大型

店がまた滝川に進出するとされておりますが、この傾向はしばらく続くことが予想できます。改正

都市計画法では、各市町村が地域の实情を踏まえ、独自の判断で土地の用途規制を行うことを認め

たものでありますが、現状を踏まえたとき、大型店の進出は地元商店街への影響が多大なものがあ

ります。そこで、許すべきでないとする声と、一方では雇用等でプラスの面もあるわけだから、用

途規制を緩和すべきとの声も聞かれます。そこで、共存共栄するために今後の大型店進出に対して

市長はどのような考えをお持ちなのか、お聞きします。 

 

        ◎５、人口減対策 

      １、道の移住作戦を活用した対応について 

 次に、人口減対策として、昨日も答弁でありましたが、道の移住作戦の活用と対応についてであ

ります。道は、来年度首都圏の退職者をターゲットに北海道への移住促進作戦に着手するそうであ

りますが、移住作戦に積極的な道内市町村へは支援体制を整えるとしております。そこで、この移

住作戦を活用して、住環境にすぐれ、交通アクセスがよいこと、退職後の移住先として最適であり、

低価格の土地と住宅をアピールすることで人口増を図るべきであると考えます。２００７年を前後

として、いわゆる団塊の世代１，０００万人が一斉に退職を迎えます。企業戦士として日本経済を

下支えしてきた人たちにとって、この滝川の住環境は魅力的であることを発信すべきと考えますが、

市長の見解を伺います。 
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        ◎６、教育行政 

      １、安心・安全な通学路対策について 

      ２、防犯ブザーの貸与について 

 最後に、安心、安全な通学路対策と児童生徒への防犯ブザー貸与について伺います。最近ＰＴＡ

や町内会が中心となり、学校、警察、行政などと連携して通学路の安全マップを作成する動きが出

てきております。通学路の安全対策がクローズアップされたのは、今からちょうど４０年ほど前に

さかのぼるそうですが、当時は交通安全対策が主眼だったそうです。文部科学省が作成した「生き

る力をはぐくむ学校での安全教育」によりますと、交通安全だけでなく暴力や誘拐等に対する防犯

の観点からも対策が必要とされております。今全国的に子供の登下校時の連れ去り未遂事件や襲わ

れる事件が相次いでおります。私は、前の議会でもＣＡＰ教育プログラムの導入を主張させていた

だきましたが、今あるこども１１０番の家を最大限活用することも十分な防犯対策と考えておりま

す。このこども１１０番の家は、子供たちが不審者から声をかけられたり追いかけられたりしたと

きに避難できるところでありますが、現在市内で約７００の協力者がいるそうです。現状表示プレ

ートで終わっていないか、子供たちはこのことを正確に理解しているのか、また協力者の役割はど

のようになっているかなど再確認する必要があります。そして、通学路に面した住民には、このプ

レートがすべて張りめぐらされるよう協力を仰ぎ、学校と地域が一体となって防犯対策向上に努め

られるよう仕掛けづくりを急ぐべきであると考えます。そこで、通学路の冬道除雪対策を含め、市

の通学路の安全対策はどのようになっているのか、お聞きします。 

 また、犯罪の魔の手から子供たちを守るために、ピンを抜くだけで大きな音が出る携帯型の防犯

ブザーを全児童生徒に貸与すべきと主張させていただきますが、教育長の見解を伺います。教育予

算は非常に厳しいことを承知しておりますが、あえて子供たちは滝川の宝であり、希望であること

をつけ加えさせていただきまして、私の質問を終わります。 

〇議    長  三上議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 三上議員のご質問に以下順次ご答弁を申し上げます。内容によりましては所管からの

答弁もございますので、あらかじめご了承を賜りたいと存じます。 

 行財政改革でございます。財政健全化計画、平成１５年度策定をいたしまして、平成１６年度か

らスタートいたしました。１５年度策定した段階で、１６年度予算がこれほど地方に厳しい状況に

なるというのは想定しておりませんでした。しかし、１５年度策定をしてきた財政健全化計画をゼ

ロにして、１年繰り延べて１６年度の厳しい地方財政改革に基づくプランを立てるというのは１年

おくれると、そういう考え方の中で１６年度既に１５年度策定した財政健全化計画を实行してまい

ったわけであります。しかし、その後、合併に関する報告会の中でも申し上げましたけれども、１

６年度の全く想定できなかった地方交付税の大幅削減、こういう状況、地域の経済の動向を踏まえ

て、１７年度予算に向けて国がどういうふうな地方財政計画を立てるのかと。それによって地方交

付税の入ってき方が全然違ってしまうわけですから、そういうことを踏まえながら１６年度から实

行した財政健全化計画を見直すということを市民の皆さん方にお話をし、その作業をこれまで続け

てきたところでございます。したがいまして、８カ月間たったということでございますが、１６年



- 121 - 

 

度から幾つかのことを实行してまいりました。その主な内容についてお話を申し上げたいと存じま

すが、独自の税制ということで入湯税の新設をさせていただきました。順調に課税をされておりま

す。しかし、入浴料は値上げしないという形で入湯税を課税をいたしておりますので、この部分に

ついては安定的な収入が確保されるというふうに想定をいたしております。また、税についての収

納率の向上を目指しまして、滝川市税の収納率向上対策本部を設置をいたしまして、当面大口滞納

者を中心に徴収の強化に取り組み始めたというのもその一環であります。人件費につきましては、

職員数の削減ということで早期退職制度の導入あるいはスタッフ制、グループ制を導入いたしまし

て、複数の仕事を複数でやっていくと、そしてそれぞれの職員が能力開発を一層進めていくと、そ

ういうことなどによりまして、あるいは機構改革を含めてこの１６年度からスタートした計画では

２０年度までに１２パーセント、約６０人弱の職員の削減に向かってスタートしてきたところであ

ります。あるいは、職員給与についても本年度から大幅に切り込んできたという状況にあるわけで

あります。また、事務事業の見直しあるいは外部委託ということにつきましても積極的に検討し、

できるものから实施をするということで計画化したところであります。一方、敬老特別乗車証につ

きましては、市民の皆さん方にワンコイン、一部負担をお願いしますでありますとか、あるいは広

報たきかわの作成業務を一部民間委託化をするというようなことも取り組んできたところでござい

ます。そういう成果を踏まえつつ、しかし現行の財政健全化計画ではこの厳しい状況から達成でき

ないということから、新たな活力再生プランという単に行財政を健全化するということだけでなく

て、これからの滝川の発展性ということを踏まえた計画を含めての活力再生プランを策定するとい

う方針にしたところでございます。 

 自立プラン策定に向けての基本姿勢ということでございますが、最も基本になりますのは滝川市

を赤字再建団体に再び突入させてはいけないということであります。このまま推移いたしますと、

確实に赤字再建団体への道をたどっていくということでありますから、赤字再建団体は地方自治の

ある意味では一部放棄でありますので、自分たちのお金は自分たちで使う権限を持つと、そういう

決定と責任を持つという地方自治の基本は何があっても維持しなくてはいけないと、そういう意味

で聖域なき行財政改革と。そして、切って切って切りまくっていったら、縮小均衡で永遠に小さな

まちになっていくわけでありまして、そうではない永続発展する滝川市であるための発展可能性を

しっかり伸ばしていくという新たな事業も取り組んでいかなくてはいけない。そういうことを基本

に、昨日来お答えを申し上げさせていただきましたことを含めてしっかりとした自立プランを策定

をして、それを確实に实行するという決意で臨みたいと考えております。 

 緊急課題・問題改善市民委員会というご提案であります。今回活力再生プランをつくるための市

民委員会、全員で議論していただくということもあるわけでありますけれども、審議内容によりま

して行政サービス部会と健全財政部会、この二つの部会に分けて委員の皆さん方の集中審議をお願

いをする考え方でございます。ご質問の何か事あるごとに市民委員会を緊急に設置をして意見を聞

いたらどうだというご趣旨は理解できるところでございますけれども、当面の課題であります財政

健全化計画の策定に当たりましては、そういう考え方でできるだけスピードある集中審議をするた

めにこんな取り組みをしたいというふうに思っております。それ以降の問題について、こういう緊
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急課題、問題改善、そういうことが生じた場合にはどうするのだと。行政課題別にはなかなか難し

いのかなというふうに思っておりますけれども、物によっては緊急に市民の皆さん方に意見を聞く

ということも重要だと思いますし、一方広聴、例えばアンケートでありますとか、地域懇談会であ

りますとか、こういうもののやり方を、必要があるごとにということではなくて、ある程度施策を

立案する、そして事業を实施した後の施策の成果を点検する、そういう意味でもう尐しシステマチ

ックにやれないかなと思っております。 

 民間度チェックの推進についてでございますけれども、事業の施策を検討しましたり、計画策定

をいたしましたり、市民委員会を設置をする、団体との意見交換会を行う、直接的に市民の皆さん

のご意見をお伺いするまちづくり懇談会でありますとか、意見を聞く会、こういうものはできるだ

け实施をしながら市民の皆さん方のご意見を聞いて、政策立案者としてしっかりとした立案をする

ということでは引き続き一層心がけていきたいと。そういう中で、民間の視点、市民の視点という

のをしっかりと反映できるようにしたいというふうに思っております。さらに、民間度チェックと

いうことでありますから、民間のいわば経営力を活用するということもまた極めて重要なことだと

いうふうに思いますが、そういう面ではさまざまなことを頭の中に入れながら対応したいと思いま

すが、民営化でありますとか、あるいは事業譲渡ということもまるっきり度外視するべきではない

というふうに思っておりますし、だんだん普及をしてきましたＰＦＩという方法も民間度のチェッ

クの推進という一つの考え方の範疇に入ると思いますし、先ほど来お話を申し上げました公設民営

あるいは業務委託、業務委託だけでなくて経営委託ということもあるというふうに思いますが、民

間の経営力を活用したあり方ということについても念頭に入れつつ検討が必要だというふうに思っ

ております。 

 受益者負担の基準でございます。行政サービスに対しましてどこまで税で負担するのか、どこま

で受益者の負担を求めるのか。税での負担と受益者負担をどう考えるのかと、バランスはどういう

ことなのかというのが基準の問題だというふうに思います。当然のごとく、受益者負担をいただく

からにはその基準を明確に市民の皆さん方にお示しをし、理解をいただくということでは極めて重

要なことだと。しかし、画一的な基準があるのかというと、画一的な基準はありません。ほんの一

部、地方交付税の中にこういうものは地方交付税で見ますよというものについては、逆に考えれば

それは残りは受益者負担にしなさいということでもあるわけでございますけれども、そういう項目

というのは多いわけではありません。しかも、それぞれ地域の实情によってかなり異なってくると

いうことがありますから、基準というものはなかなか難しいわけではありますけれども、しかし金

額を提示する以上はその基準を明らかにして市民の皆さん方にお示しをしなくてはいけません。今

私たちが考えなくてはいけないということの切り口は、大きく言って二つあるというふうに思って

おります。一つは、公益的かつ必需的、ちょっとわかりにくいですけれども、公益的といいますと、

民間でサービスを提供することができない、行政中心で提供すべき行政サービスであると、こうい

うものであると同時に必需的、ほとんどの市民の皆さん方が必要とするサービスであると。私は、

こういうものについてはできる限り税の投入割合を多くして、受益者負担を尐なくするという基本

の考え方があってしかるべきだというふうに思っております反面、例えば市場的、民間でのサービ
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スが十分可能であると、そういう市場で解決できるような行政サービスの分野、そしてかつ選択的

なもの、市民の皆さん方ほとんどが必要とするということだけでなくて、市民の皆さん方が必要度

合いが違うと。必ずしも市民の皆さん方があまねくご利用いただく行政サービスではないとすると、

これは税の投入をできる限り尐なくして、そして受益者負担をできる限り多くしていく、そういう

判断も必要であると。さまざまな行政サービスの中で、ただいまは両極端を申し上げましたけれど

も、さまざまな行政サービスがそのどの位置に位置するのかというのがこれからの受益者負担の基

準を考えていく基本にあるというふうに考えております。 

 駅周辺整備についてのご質問でございますが、中途半端な整備事業とすべきでないと、それはご

質問に私も全く同意見であります。したがいまして、計画はしっかりと立てると、その後で優先順

位を決めていくと。その優先順位でやれるものが活力再生プランの中で公共事業の範疇の中に金額

的な枞としておさまっていくのかどうかと、こういうことを点検をしていくと。必要なものは金が

できるまで休むということではない。一気にやらないにしても、着实に歩んでいくと、そういう着

实性が必要なのではないかというふうに思っているところであります。 

 地元業者に対する発注額ということでございますが、全体のビジョンを实行していきますときに、

駅の東側だけでなくて駅の西側とそれをつなぐアクセス路ということも関連をしてくるわけであり

ますが、このビジョンをつくるときに、線路を渡ってくるということになると、この部分は特殊工

事であります。線路の軌道上の工事部分はＪＲ関係ということになります。しかし、それはその部

分だけでありますから、それ以外の一般工事については地元業者に発注機会があるということであ

ります。特に駅の東側の部分で特殊工事はほとんどないというふうに思っておりますけれども、仮

にバリアフリー化で駅の構内にエレベーターをつくるという事業が入ってきますと、これは特殊工

事になる可能性が高いというふうに思います。 

 自動車リサイクル法を受けての対応ということでございますが、市内の放置自動車の箇所数につ

いては、公共施設の部分は把握できるわけでございますが、私有地の場合については放置車両であ

るかどうかという判断はなかなか困難で、把握できないのが实態であります。ただ、大規模に放置

している实態が私有地の中にあるかというと、大規模に放置している实態はないというふうに理解

をいたしております。市道でありますとか、公園、学校用地、スポーツセンター等の滝川市が管理

する公共用地につきましては、現在放置車両は確認をされておりません。民有地を含めまして放置

されている車両につきましては、原則として従来どおり車両管理者、または土地所有者の責任にお

いて撤去をしていただく、そういう対応をしていただくということが基本でございます。しかし、

これまでも取り組んでまいりましたように、民地でありましても通報等によりまして不法投棄とい

うことが判明した場合には、過去におきましても警察あるいは陸運局等の関係機関と連携をとって

いただきまして、この所有者を割り出して、そして指導するということもあるわけでございまして、

そういうことは引き続き实施していきたいというふうに思います。自動車リサイクル法が来年の１

月から施行するわけでございますが、これに伴って公共用地での放置車両、それからその放置車両

を自治体が処理した場合に路上放置事故処理協力会というところから１万５，０００円お金がもら

えるという制度がどうやらスタートされるようでありまして、今までは犯人を捜し出して処置をさ
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せるということが基本でありましたり、行政が処理をした場合もあったわけでございますけれども、

リサイクル法の中で新たな制度にのっかっていくと、そして放置車両の撲滅を図っていくというこ

とについては引き続き努力をしてまいりたいと存じます。 

 大型店と商店街との共存共栄ということであります。郊外型の大型店と既存の中小小売店とが平

等な戦いをしているのかというと、私は違うと思うのです。広大な安い土地、しかも土地を買わな

いで賃貸料を払って進出するところも郊外型大型店にはあるわけです。そして、倉庫のような大き

な建物を建てて、坪当たり２０万とかと言われるような建物を建てて、そして進出をなさるわけで

す。税の負担もある意味では、固定資産税相当分については決して高い負担をしていただいている

わけではないと。正当な価格だというふうには思いますけれども、しかし一方では中心市街地では

地価も高いですから、固定資産税の税負担もある、建物も倉庫みたいな建物のようなわけにはいか

ない、駐車場を確保するということになると広大な駐車場、場所もないし、しかもそれを確保する

ということになるとコスト負担が相当高くなると。私は、こういうふうに郊外型大型店と中心市街

地にある既存の中小小売商業は必ずしも平等な戦いをやっているわけではないというふうに思って

おります。しかし、法律は規制できない法律の枞組みになっておりますから、私は既存の土地利用

を大幅に変えて、大型店を優遇して導入するような、そういうような土地利用規制緩和の方法は基

本的に適切ではないのではないかというふうに思います。それが共存共栄の基本になっていくとい

うことでも考えております。それから、もう一つは、共存共栄の可能性は探らなくてはいけないと

いうふうに思います。大型店は、強者の戦略であります。一方中小小売商業は、弱者の戦略でなく

てはいけないというふうに思います。強者の戦略というのは、これは戦争でも同じでありますけれ

ども、広域戦で勝ち抜こうというのが強者の戦略でありますし、弱者の戦略は局地戦で勝とうとい

うことであります。私は、大型店が広域戦でお実さんをいろいろ連れてくるとしたら、連れてきて

くれるということはメリットの一つとして、小売商業はそういうこともメリットの一つとして、弱

者の戦略で局地戦で勝ち抜いていくと。ある意味ではそれが共存共栄の方法であるというふうにも

思いますし、先日来ご答弁を申し上げてまいりました同じ土俵で戦わないということも極めて重要

なことだというふうに思います。しかし、最近は、小売商業もある部分に特化をして、大型店に決

して負けないという販売効率を示す中小小売商業も出てきているわけでありまして、極めて心強い

ことでありますけれども、そういうこともまた重要なことだというふうに思います。 

 道の移住作戦を活用した対応についてということでございますが、滝川市としては新たな施策と

して積極的に取り組んでいきたいというふうに思います。現实に江部乙におきましては、これは市

の施策ということではありませんが、移住をしてきていらっしゃる方が何人かいらっしゃるわけで

す。そういう方々がなぜ集まってくるかというと、おもしろい人がいるから、おもしろい人と言っ

たら語弊ありますけれども、お伺いしますと魅力的な人がいるから来たというのが江部乙に移住を

してこられる方の主な理由であります。その方々は、魅力的な人たちでグループをつくって、いろ

んなことをやると。いろんなことができる環境があるから、移住してくるということでありますし、

一方、先日もご説明を申し上げましたけれども、国家公務員の二人の方がここはいいところだから、

うちを建てるということでうちを建てて、単身赴任でどこかに働きに行かれるという方もあるわけ
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でありますし、ご指摘の交通事情も極めていいと、自然環境もいいし、それなりの都市的環境整備

も行われていると、そういうさまざまな有利な条件ございますから、新たな施策として十分効果を

果たすような取り組みをしたいというふうに思っております。北海道の施策にのるということも当

然必要だというふうに思っておりますが、北海道としても北海道の施策にのったわ、自分のところ

で頑張らないわというところは重視してくれるわけありませんから、まず我がまちのことをしっか

りプランを立てて行動していくと、そして北海道の施策にものっていくと、そういう考え方で取り

組んでまいりたいと思います。 

 以上を申し上げまして、三上議員の質問に対する答弁にかえさせていただきます。 

〇議    長  教育長。 

〇教 育 長 それでは、三上議員の方から２点にわたりましてご質問がございましたので、お答え

申し上げます。 

 まず、最初は、児童生徒の通学路の安全対策についてでございます。この安全対策の必要につき

ましては、三上議員のご指摘のとおりでございまして、今後ともこれについては十分当たっていか

なければいけないと、そのようなことを基本的に考えております。まず、学校におきましては、家

庭や地域、関係機関との連携を図るために学校だよりを発行しておりますが、この学校だよりを父

母だけでなくて地域にも配布して、安全に協力してくださいと、そういうことで地域に配布してお

ります。あるいは、ＰＴＡと一緒に公道行動ということで巡回したりしておりますし、あるいは警

察を訪問して新しい情報をもらうなどしておりますけれども、これについては今後とも継続をして

いきたいと、このように思っています。また、学校においては、いろいろな対策は講じております

けれども、基本的に自分のことは自分で守れると、そういう子供を育てていくことが大事でないか

と、このように考えております。これは、無責任な言い方ではございません。いろんな対策を講じ

ますけれども、危険なものに近づいていかないとか、危険な人が来た場合については逃げて、大き

な声を上げるとか、このような指導を通して、基本的には自分で守れる子供、これを各学校では育

てていただきたいと、こういうことで取り組んでおります。 

 また、交通安全指導でございますけれども、これと同時に不審者などに対してはご指摘のとおり

１１０番の家ということで今实施しておりますけれども、これにつきましても１１０番の家を訪れ

るとか、あるいは地域の協力をいただきながら、ぜひ子供を守っていただきたい。あるいは、学校

では何かありましたら飛び込んでいきなさいということを今繰り返し、繰り返し、最近の新聞では

いろんなことがあるものですから、先般の校長会議においても繰り返し、繰り返し徹底していただ

きたいと、そんなことをお話ししております。また、最近各学校では、まだすべてではございませ

んけれども、防犯教审を開きまして、实際に警察官を招聘して、防犯の状況とか交通安全の指導、

事故防止について取り組んでいるのが大変多くなってきました。今後は、交通指導員とか、そのよ

うな人方の協力を得ながら防犯意識を育てていきたいと、このように考えております。さらに、こ

れはよく街角で見られると思いますけれども、交通巡回のためにＰＴＡの方が必ずつき、２回程度

巡回するなり、あるいは教職員も巡回するなり、交差点に立って指導するなり、このようにやって

おりますけれども、これも今後とも継続し、徹底してやっていきたいと、このように考えておりま
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す。教育委員会といたしましては、特に滝川で死亡事故も発生していることから、冬期間に冬型の

事故、こういったことが子供にあっては大変だということで、今危機意識を持っております。その

ために、プリント半枚あるいは１枚程度でもいいですから、頻繁に指導审、学校教育課から情報提

供しようと、そんなことも考えておりますので、これから徹底していきたい、そのように考えてお

ります。学校におきましては、今申し上げましたとおり、学級指導、交通安全の教审、防犯教审、

これを継続して行っていこうと、こんなことで当たり前のことを徹底して行うと、こういうことを

しながら安全と交通事故の防止に当たっていきたいと、こんなことを考えております。 

 それから、防犯ブザーの貸与ということで二つ目にお答えいたしますが、各学校では防犯ブザー

については学校で設置して、何かありましたら鳴らして大きな音を立ててとか、あるいはＰＴＡに

貸し出しを依頼しているとかという学校もありますけれども、今のところまだ全員に防犯ブザーを

持たせるということまでは決断していないのが实態でございます。ただ、危険性ということについ

てはありますので、例えば学校ではＰＴＡのほかに先ほど言いましたように地域にも出していただ

きまして、児童生徒に声をかけていただきたい。子供は地域で守っていただくということも大切で

すから、ぜひ声をかけていただきたいということをＰＴＡだより、学校だより等で今流している最

中でございますから、こんなことを徹底して、防犯ブザーにかわるようなものにしていきたいと、

このように考えております。 

 以上でございます。 

〇議    長  答弁が終わりました。 

 三上議員、再質問ございますか。三上議員。 

〇三上議員 それでは、何点か質問させていただきます。 

 民間度チェックの部分でまず一つ、今ある行政サービスを全項目一度でもチェックしたことがあ

るのかどうか。それは民間度というか、市民の目線に立った観点においてチェックされたことがあ

るのかどうかということが１点目。 

 それと、駅周辺整備の部分なのですが、財政立て直しと、それとやるべきことを同時推進してい

くというのは確かに必要なことだと思います。ただ、財政立て直し後というか、先送りというか、

立て直しがなった後にこの整備計画を实施するということはできないのか。できないなら、どうし

てできないのか。それが２点目です。 

 それと、３点目、確定はしていないと思いますが、たしか整備事業で総事業費が２３億ぐらいな

のでしょうか。自由通路が約９億ぐらいだと思いますけれども、自由通路の部分は地元業者は受け

られない。ということは、仮に２３億でやった場合は、半分の５０パーセントは地元業者が受注で

きる可能性があるということで理解してよろしいでしょうか。 

 ４点目、教育行政の部分のこども１１０番の家の件なのですが、通学路というのがあります。現

在こども１１０番の家というのが七百二十何カ所あると思うのですが、市内全域にあるのにこした

ことはないのです。そういった部分は確かに大事なのですが、こども１１０番の家が通学路にいか

に面して協力されているかという部分。小学生は通学路を通って登下校されますので、やはりここ

に重点的に協力ステッカーを張った協力者がいらっしゃらないと不十分だと思うのです。ですから、
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そういった意味において、町内会、地域の協力をもう一度行政としてプッシュできないかと思いま

す。この件に関して。 

 以上です。 

〇議    長  再質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 三上議員の再質問にご答弁を申し上げます。 

 行政サービスは、その提供の形から、あるいは直営か民間かというサービスの供給形態というこ

とにかかわりましても、常に点検をし、よい方向、あるべき姿ということを点検してきたつもりで

あります。保育所を社会福祉事業団に委託をしていると、こういう形で委託しているところはそう

多くないのではないでしょうか。あるいは、町内会の皆さん方にもご協力をいただいて、コミュニ

ティ施設の民間委託と、地域委託ということもやってまいりました。公園とかは道内でもあるよう

でありますけれども、公民館及び地域の集会的な施設までやるというところはそう多くはないとい

うふうに思います。あるいは、体育協会に対してスポーツ体育施設の管理委託をお願いをいたしま

したし、あるいは公設民営の施設も数は多くあるわけであります。私は、そういう意味では民間度

のチェックがしっかり行われてそういう形態になっているというふうに考えるところでございます

し、しかしそれだけでは足りないので、これからさらにご質問のあった民間発想を生かしながら点

検をして、できるものについては早くやるというご答弁を申し上げているところでございます。 

 駅のことについてでありますけれども、私は重要な幾つかの事業を選び出して、そして２２年ま

での活力再生プランの中の公共事業費、投資的経費の中の枞でおさまるかどうかということをチェ

ックをして活力再生プランをつくり上げるというふうに申し上げております。そういう意味では、

内部的にこういう話もしておりますけれども、イフマネージメントだとか、そのイフとは何か、赤

字再建団体になった場合に何をやらなくてはいけないかということを、赤字再建団体になってから

では遅いので、赤字再建団体になったつもりで、もしもなったら何をやらなくてはいけないかとい

う視点でこのプランをつくろうということを申し上げておりますから、公共投資額が財政予測の中

でとてもおさまらないと、このままいったら赤字再建団体になると、そういう事業は取り組めませ

ん。そういうつもりでありますことを基本に申し上げて、取り組む公共事業についても財源度をチ

ェックしながら計画を立てる考え方であります。 

 駅周辺整備事業、これはいろんな試算の形がありますから、全体事業、駅の西側も東側も全部ひ

っくるめてどれぐらいの事業費になるのかというのはさまざま提案もさせていただきましたし、あ

る意味ではそのたびごとに、事業の内容が変わるごとに変化もしてまいりました。ただ、はっきり

しているのは、連絡自由通路は特殊工事になるし、それから線路軌道上の工事部分、これもやはり

特殊工事としてＪＲにお願いしなくてはならない部分になるであろうというふうに思います。どれ

ぐらいになるのだといいますと、今９億円という話がありましたけれども、それを切るぐらいのも

のになるかなというふうに思います。全体的な事業を縮小してくれば割合は高まる、あるいは大き

くなればその割合は低まるということでありますから、今数字をもって明確にお答えすることはで

きませんけれども、全体事業の中のその程度の特殊工事は見込まれていくだろうというふうに思っ

ております。 
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 以上をもって三上議員の再質問に対するご答弁といたします。 

〇議    長  教育長。 

〇教 育 長 三上議員から再質問がございまして、通学路、これを重点的に協力者などをふやすこ

とができないのかと、そういうことでございます。これにつきましては、積極的なご提言でござい

ますので、私どもの方でしっかり受けとめて、再度検討したいと、このように考えております。１

１０番の家を設定する場合においては、青尐年育成団体、学校、ＰＴＡ、関係機関、団体と十分協

議しながら、地域と相談して現在の１１０番の家を設定したものでございます。そういった経緯を

踏まえながら、もう一度検討してみたいと、そのように考えておりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

〇議    長  以上をもって三上議員の質問を終了いたします。 

 大累議員の発言を許します。大累議員。 

〇大  累  新政会の大累でございます。私は、駐屯地存続問題１点につきまして質問いたします。

まず冒頭に、滝川駐屯地存続運動が滝川だけでなく中空知地域を含めた関係団体及び市民の皆さん

の一致した行動を展開し、滝川駐屯地廃止という最悪の事態を回避できましたことは関係者のご努

力のたまものであり、敬意と感謝を申し上げたいと思います。私の一般質問に当たりまして、通告

時以降情勢が変わりましたので、これから行う質問と質問通告要旨と一部に異なる事項があります

が、通告の範囲にとどめた質問といたしますので、趣旨をご理解の上、ご容赦をいただきたいとい

うふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

 

        ◎１、滝川駐屯地存続問題 

      １、新たな「防衛計画の大綱」の決定又は予想内容 

      ２、廃止された場合の影響 

      ３、滝川駐屯地存続運動 

 まず最初に、１２月１０日の閣議で決定されました新防衛計画の大綱の内容についてであります。

今回の駐屯地廃止問題は、平成１７年度以降の新しい防衛計画の大綱とそれに基づく平成１７年度

から５年間の防衛力整備を定めた次期中期防衛力整備計画、これの策定に端を発したものでありま

す。既にご承知のとおり、防衛庁は陸上自衛隊の編成定員１８万人、これを１６万人に削減し、そ

のうち１万５，０００人を即応予備自衛官で補充する上部自衛官１４万５，０００人体制が次期防

で完了する予定でありました。このように防衛庁は、自衛隊組織のスリム化、効率化を図っていた

ところであります。具体的には、１１師団が旅団化されることにより滝川駐屯地所在部隊の編成定

員が減尐することは避けられない情勢でありましたが、現員数で大幅な削減を回避できる可能性を

残したものでありました。ところが、１１月中旪のマスコミ報道によって、財務省当局が陸上自衛

隊の編成定員４万人削減を打ち出し、このうち北海道は３万人、滝川駐屯地を含む３０カ所の駐屯

地が廃止対象となっていることが判明しました。その後１２月９日深夜、防衛庁と財務省の大臣協

議及び与党安全保障プロジェクトチームの要求によって陸上自衛隊の定員を５，０００人減の１５

万５，０００人、そのうち即応予備自衛官７，０００人、常備自衛官１４万８，０００人とする实
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質的決着がなされたわけであります。そして、翌１０日、決着がつきましたこの案のとおり閣議決

定されたわけなのです。既にマスコミ等で報道された内容でご承知のところであります。この新防

衛計画大綱で定めた陸上自衛隊の編成定員と次期防で整備すべき編成装備から、今回明らかになっ

た陸上自衛隊の再編に関する政府防衛庁の考え方と滝川駐屯地への影響、これを伺いたいと思いま

す。 

 次に、滝川駐屯地が廃止された場合の影響についてであります。仮に滝川駐屯地が廃止されたと

いうふうに想定した場合、滝川市及び中空知地域にどのような影響が出るのか。特に滝川市自立プ

ランに多大な影響を与えると思いますが、それらの具体的内容を伺いたいと思います。 

 次に、滝川駐屯地の存続運動についてであります。日本の安全保障の考え方は、日米安保条約の

枞組みの中で自衛隊が直接、間接侵略から日本を防衛するというものであり、その基盤となる戦力

を防衛計画の大綱で定め、それを中期防によって計画的に整備を行うというものであります。その

基盤となる戦力とは、当面日本を防衛するために必要とする最小限の戦力であります。ところが、

近年自衛隊の国際平和協力活動が災害派遣と同じレベルの任務になりつつあり、本来任務である日

本の防衛体制や災害派遣対処能力の低下が懸念されていたところであります。この国際平和協力活

動を本来任務に格上げするため、政府は次期通常国会に自衛隊法改正を提案する予定であり、自衛

隊の本来任務が三つに増大することになるわけでありますけれども、増大することについて論議を

呼ぶことになりそうであります。また、アメリカ、旧ソ連の２大超国家の冷戦構造が崩壊して以降、

力の均衡が崩れ、むしろ世界的には紛争地域が拡大、激化しております。さらに、テロ集団の台頭

によって新たな国際レベルの脅威が発生し、その対応を困難にしております。また、核兵器など大

量破壊兵器に対処すべき弾道ミサイル防衛システムの構築も急務となるなど、日本の防衛上の脅威

は増大しているというふうに私は認識しております。以上のことから、構成面、それから組織、こ

れらを含めた安全保障体制の強化がぜひとも必要だというふうに私は考えております。自衛隊とと

もに半世紀を歩んできた滝川市民の皆さんは、安全保障や国防問題の真の理解者であるというふう

に考えております。今こそ駐屯地存続運動と連動した安保防衛体制強化の運動を行うべきであると

いうふうに思いますが、その考えを伺いたいというふうに思います。 

 今回は、北海道民が一致団結して、廃止対象となっている３０カ所、全駐屯地等の存続を求めた

強大な運動を展開いたしました。大臣協議決着後、防衛庁長官は記者団に、陸上自衛隊の現員は確

保できたので、地方への影響はない。駐屯地の削減は回避できるとの認識を示しましたが、北海道

重点の削減と一部駐屯地における再編成の可能性を残した結果となりました。特に隣接美唄駐屯地

は、マスコミ報道によると基幹部隊である地対艦ミサイル連隊が廃止対象となっており、再編成の

可能性があるなど、予断を許さない状況であります。この際、北部方面隊が再編成をするに当たっ

て、各駐屯地の多方面にわたる検討がなされると思われますが、滝川駐屯地が他駐屯地よりすぐれ

ていると思われる優位性についてお伺いをしたいと思います。 

 最後に、その優位性をさらに高めるための整備について、地方自治体の行政とかかわりが深い６

項目についてであります。自衛隊の訓練環境、隊員の募集環境、自衛隊を退職する隊員の再就職環

境、即応予備自衛官を雇用する企業や訓練参加など、制度を維持する上での地域能力、駐屯地と幹
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線道路を結ぶ交通環境、駐屯地及び官舎周辺の生活環境など、今後整備及び施策を要する事項があ

りましたら、それについてお伺いをしたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

〇議    長  大累議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 大累議員の一般質問に以下順次ご答弁を申し上げます。所管からの答弁もあり得ます

ので、あらかじめご了承を賜りたいと思います。 

 国防問題について極めて高い見識をお持ちの大累議員から質問を受けますと、試験官ににらまれ

た受験生のようなものでありまして、緊張を禁じ得ないわけでありますが、以下ご答弁をさせてい

ただきます。ご質問にございましたように、新たな防衛計画の大綱が決定をいたしました。その大

要についてはご質問の中でお話がございましたけれども、今回の新防衛計画大綱の中での陸上自衛

隊の役割には極めて大きな変化を及ぼす大綱であるというふうに思います。その一つは部隊配置の

重点を北海道から西方に移すと、二つ目は戦車などの重装備をテロや特殊部隊による攻撃から迅速

に対応するための中央即応集団を創設する、三つ目は既存部隊に対してもヘリや、あるいは軽装甲

機動車で機能的に展開できる普通科部隊の拡充を行うということなど、極めて大きな陸上自衛隊の

役割の変化があったというふうに認識をしております。その中で、陸上自衛隊の常備自衛官定員は

１４万８，０００人ということでありますし、即応予備自衛官数は７，０００人、合計いたします

と１５万５，０００人、現大綱から５，０００人を削減をするという内容であります。既に１０日

に閣議決定をされ、そういうことでは滝川駐屯地の廃止というのは回避をされたというふうに胸を

なでおろしているところでございます。しかし一方では、現大綱の中にも位置づけされておりまし

た札幌にあります１１師団の旅団化ということも、これは新大綱においても引き継がれて、確实で

あります。１１師団は、私どもの知り得る範囲では定員は７，２００名というふうにお伺いをして

おります。これが４，０００人程度にはなるのではないかという観測もなされておりまして、そう

なることの影響はまた大変大きなものがあるというふうにも考えているところであります。 

 滝川駐屯地の廃止は現大綱の中では回避されたわけでございますので、もしそれが廃止された場

合にどういうことになるのかということについてはお答えを控えさせていただきますけれども、自

衛隊が存在することによってこの地域へどういう役割を果たしていただいているのかと、その内容

に触れて答弁にかえさせていただきたいというふうに思いますが、本来の滝川市及び滝川自衛隊の

隊区管内、それは中空知５市５町の中から雤竜を除く自治体でございますけれども、いずれも災害

に対する支援、あるいは地域の安全と安心を守る立場で極めて危機管理上重要な役割を果たしてい

ただきました。先ほどのご質問にありますように、それは本来任務ではないと言いながら、特にこ

の石狩川中流域、暴れ川と言われる本流とその支流を抱えるこの地域において、特に水害に対する

対応ということでこれまでも極めて重要な役割を災害派遣において果たしてきていただいたわけで

あります。しかも、こういう水害を含むさまざまな災害に対して自衛隊の中で、もしものことがあ

ればどういうふうに行動しなくてはいけないかというシミュレーションが常に行われて、直ちに迅

速な行動が行われるということは極めて私どもとしても安心と住民の安全のために心強い存在であ

ります。一方、この地域は過疎地域でありますし、若者がどんどん流出していく、したがってイベ
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ントも盛り上がらないと。そういう中にあって、イベント支援、地域経済活性化への影響もまた極

めて大きなものがあるというふうに思います。私どもとしては、滝川駐屯地は、年間６２億円ある

いは７０億円とも言われております。こういう６０億、７０億という滝川自衛隊が持つ予算の地域

経済波及効果というのは極めて大きいものであります。そしてまた、隊員がいることによる交付税

あるいは隊員の固定資産税、そして払っていただきます税金、こういうものを考えますと、あるい

は自衛隊が存在することによる障害防止、民生安定のための補助事業、除雪のご質問がたくさん出

ましたけれども、除雪機械の何台かは防衛施設庁の補助金をいただいて導入をさせていただいたも

のであります。しかも、極めて補助率が高い、そういう面で民生安定、障害防止の事業に極めて大

きな役割を果たしていただいている。そういうことから申しますと、活力再生プランへ、もしもの

ことがあったとき、あるいはこれに大幅な変動があったときに与える影響は極めて大きいというふ

うに危惧をしているところであります。 

 存続運動についてでございますけれども、私は軍事の専門家ではありません。ありませんけれど

も、行政の立場で考えてみますときに、果たして北の脅威が薄れたということが言えるのかどうか

ということについては大きな疑問を持っております。しかし、西方からの脅威が新たに生じたとい

うことは、これは明らかな事实としてあるというふうに思います。北方からの脅威は、そういう意

味では確かに薄れた部分はあるでありましょう。しかし、北方領土問題は相変わらず未解決であり、

依然として核戦力を含む大規模な軍事力が北方に存在するのも事实であります。そしてまた、日本

の全体の防衛、安定というものは、北の守りがあって、そして新たな脅威に対応するということが

重要ではないかというふうに思っております。西方に脅威があらわれたから、北の備えをおろそか

にして、そしてそっち側を強化するということにはならないというふうに基本的に思っております。

そういう意味では、今回の防衛計画大綱はそれを回避したということは極めて評価をできることで

ありますけれども、先ほど申し上げました本来任務ではない地域への外部経済効果ということを考

えていきますと、できるだけその影響を尐なくする最善の努力が必要だというふうに考えておりま

す。幸い昨年滝川市議会としても防衛庁を省に昇格すべきだということを求める要望意見書等が出

されたわけであります。全体的に防衛力をしっかりと確保したものにしていく、日本の国はみずか

らの力で守る。やはり日米安保条約ということを基本としつつも、私は日本の国はみずからの手で

守る、平和ぼけしてはいけないということを基本に置かなくてはいけないというふうに思っており

ます。このことは、単に軍事的安全保障にとどまらず、食料的な安全保障あるいはエネルギー安全

保障、こういうことにつきましても安全保障全般に言える問題であるというふうに理解をしている

ところであります。 

 そしてまた、特に北海道滝川の優位性をということでありますけれども、北海道は国土の５分の

１を持つという地域でありますだけに、そういう国防上の体制もまた重要であり、特に滝川におき

ましては札幌と旫川間における北海道の幹線、動脈が走っているところであります。そして、先ほ

ど申し上げましたように、暴れ川石狩川の中流域に当たる。日本でも最も問題の多い川が石狩川で

あります。したがいまして、この石狩川をどうするかという新たな河川法に基づく計画は、大河川

としては日本の中で一番早く計画が立てられた、それだけ問題のある川なわけであります。そうい
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う状況を考えますときに、さらに滝川におきましては高速道路が走り、インターチェンジがあり、

ＪＲは函館本線があり、根审本線が分岐をし、道北、道東、道南を結ぶ交通輸送の結節点に当たる

枢要の地であります。そういうことも滝川の自衛隊駐屯地の優位性ということを市民の皆さん方と

一緒に訴えていって、滝川市への影響を最小限にとどめる努力に邁進したいというふうに思います。 

 さらに、滝川の自衛隊協力会は、日本の中で最も一生懸命やっている協力会だという評価をいた

だいているわけであります。それだけ地元と自衛隊との密接度も高いということでありますし、こ

れを一層高めていく必要があるというふうに思います。私は、詳しいことはわかりませんけれども、

訓練環境は北海道がやはり一番いいのではないかと。仮に北海道を縮小していって、訓練だけで北

海道を使わせてくれと、そんな話にはならないと。やはり訓練環境の一番いい北海道でなくてはい

けないというふうに思いますし、募集環境という意味でも札幌地方連絡部、７４カ市町村で構成し

ておりますけれども、約１，０００名を超える隊員募集を行っております。滝川も募集事務所もあ

って一生懸命やっていただいておりますけれども、１，０００名を超える新入隊員を自衛隊に送り

込む地方連絡本部というのは日本の中にありません。最高の实績を誇っております。これは、逆に

考えますと、それだけこの地域の雇用が自衛隊にゆだねられているということでもあるわけであり

ます。そういう自衛隊に関する理解と、そして片一方では雇用という面を考えましても、募集環境

のよさというのはありますし、私は今後とも行政としてもこれを引き続き支援する必要があるとい

うふうに思います。退職隊員の再就職環境についても行政でも努力をしております。あるいは、退

職者の雇用を支えるような組織においても一生懸命努力をしておりまして、高い成果をおさめてお

ります。こういうことについてもさらに力を入れていくということが重要だというふうに思います

し、ご質問のありました駐屯地、官舎周辺の生活環境、引き続き整備に努力をしていきたいという

ふうに思っております。ただ、補助金がこれもがんがん削減されてきて、道路整備するといっても

なかなか補助金くれない状況になっておりますけれども、可能な限り駐屯地、官舎周辺の生活環境

の改善の努力をしていきつつ、地域と一体となって存在している自衛隊ということについて最小限

の影響にとどまる最善の努力をしたいというふうに考えているところでございます。 

 以上を申し上げまして、大累議員の質問に対する答弁といたします。 

〇議    長  大累議員、再質問ありますか。 

〇大  累  ありません。 

〇議    長  以上をもって大累議員の質問を終了いたします。 

  お諮りいたします。ここで若干休憩いたしますか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  それでは、２時４０分まで休憩といたします。 

 

休憩  午後 ２時２４分 

再開  午後 ２時４０分 

 

〇議    長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
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 久保議員の発言を許します。久保議員。 

〇久保議員 それでは、通告の順に従いまして、一般質問を行います。 

 

        ◎１、環境行政 

      １、信号機に矢印信号の設置について 

      ２、市の公用車に防犯ステッカーの設置について 

 まず最初に、環境行政の信号機に矢印信号の設置についてお伺いいたします。国道１２号バイパ

ス通りと国道３８号線の交差点にあります信号機には東西南北の４方向に右折できる青色灯火の矢

印信号が設置されておりますので、右折は容易に行われますが、国道１２号バイパス通りと付近に

マックスバリュやホーマック等がある１丁目通りとの交差点の信号機には右折用の青色灯火の矢印

信号がついておりません。ご承知のように、国道１２号バイパス及び１丁目通りは多数の車両が直

進しているため、ラッシュ時には容易に右折ができなくて渋滞しておりますので、この箇所の信号

機に４方向に右折できる青色灯火の矢印信号をぜひ設置していただきたいと思いますが、市長の見

解をお伺いいたします。 

 次に、市の公用車に防犯ステッカーの設置についてお伺いいたします。奈良県の小学生の事件あ

るいはおれおれ詐欺等最近の事件を見ますと、市民を犯罪から守るため犯罪防止の意識啓発が重要

であると思います。そのために例えば市所有の公用車にマグネット式の防犯ステッカーを張りつけ

て走ったり、あるいはスピーカーで呼びかけたり防犯パトロールをしたりするだけでもかなり意識

の啓発になると思います。参考までにご紹介いたしますが、奈良県の生駒市は、本年の８月から市

所有の公用車９３台の左右側面に防犯パトロール实施中のステッカーを張りつけて走らせておりま

す。滝川市におかれましても实施すべきと考えますが、市長の見解をお伺いいたします。 

 

        ◎２、失業対策 

      １、市に就職支援センターの設置について 

 次に、失業対策の市に就職支援センターの設置についてお伺いいたします。群馬県太田市が運営

している若年雇用の促進を目的とした就職支援センターヤング・アタック太田が予想を大きく上回

る利用数で好評を博しているそうであります。このセンターは、ことし６月２６日、市庁舎２階に

開設されたもので、設置された３台のパソコンで太田市と同市周辺の求人検索ができるほか、市の

職員による就職相談、各種イベントなども实施しているそうであります。求人できるホームページ

は、自宅など外部のパソコンや携帯電話からもできるとあって、アクセス数は開設後１カ月で約１

万件に達し、またセンター窓口への訪問者数も現在までに７００人以上と順調とのことであります。

利用者からは、ハローワークよりも入りやすい、地元企業の情報が一番豊富、土日も利用できて便

利等の声が寄せられているそうですが、太田市の人口は約１４万人ですから、単純に本市と比較で

きませんが、参考になると思いましたので、一つの例としてお話ししたわけでありますが、滝川市

においてもこのようなセンターの設置について検討していただきたいと思いますが、市長の見解を

お伺いいたします。 
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        ◎３、介護保険制度について 

      １、介護予防と健康増進 

 次に、介護保険制度についての介護予防と健康増進についてお伺いいたします。我が国の高齢化

が世界で類を見ない速度で進行している中、厚生労働省は既に介護制度改革本部を立ち上げており

ますが、介護保険制度の抜本的な見直しに着手したところであり、その中で大きな焦点となってい

るのが高齢社会を支える大きな柱の一つである介護保険制度について介護予防に力点を置くという

視点が極めて重要となるということであります。要支援、要介護も含めて高齢者が心身の機能を回

復して、自立した生活をできるかが介護保険の将来を決定づけることになると思いますが、介護予

防の充实は介護保険料の上昇を抑えるとともに、高齢者が元気で生活を送ることを促進することに

もなります。こうした中で、介護予防に効果を上げ、注目を浴びているのが高齢者向けのトレーニ

ングマシンを使った足や腕、胴体等の筋肉を鍛え、心身の機能の回復を図ることであります。厚生

労働省も平成１５年度から介護予防事業の一環として費用の半分を負担する高齢者筋力トレーニン

グ事業を行っておりますが、既にこの事業を取り入れている東京都世田谷区では平成１５年５月か

ら７月の第１期に１６人が参加し、１４人が要介護を改善し、６人が自立となり、このことによる

介護給付の節減額がわずか１６人で約１，５８４万円になるそうであります。また、数日前の報道

によりますと、厚生労働省は平成１７年度に介護予防の拠点を全国に３，０００カ所を目指し、３

年間で１万カ所を目指すそうであります。したがって、本市においてもこのような機器及び施設を

設置すべきだと思いますが、市長の考えをお伺いいたします。 

 

        ◎４、医療行政 

      １、乳幼児の眼科検診について 

 最後に、医療行政の乳幼児の眼科健診についてお伺いをいたします。現在乳幼児健診は、国の事

業として生後１歳６カ月と３歳のときに全国で行われております。しかし、こうした健診では眼科

医による健診は必ずしも義務づけられていないため、早期治療、早期訓練すれば正視眼や正常視力

に近づけることができる幼児が異常の発見と治療、訓練の手おくれから弱視や斜視などのまま放置

され、回復不能になっているケースがあるようであります。眼科医の指摘によりますと、弱視など

は痛みもなく、発見がおくれる場合があり、小学校就学時の健診で発見されても遅いとのことであ

ります。赤ちゃんは、３歳になると視力がはかれるようになるそうですから、そこで本市において

は子供たちの健やかな成長を願って、３歳児健診のときに眼科医による健診あるいは視能訓練士に

よる視覚検査を導入してはと思いますが、市長の見解をお伺いいたします。 

 以上で一般質問を終わります。 

〇議    長  久保議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 久保議員のご質問に以下ご答弁申し上げます。所管からの答弁もある場合がございま

すので、あらかじめご了解を賜りたいと存じます。 

 信号機の矢印信号の設置でございますが、矢印信号機をつくるときには右折レーンをつくらなか
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ったらならないのです。道路の幅員からいって、あそこは右折レーンできますから、公安委員会が

設置してくれれば矢印信号機はできるということになります。これまでも信号機、標識含めて随分

多くの箇所について優先順位をつけて要請をしてまいりました。あの箇所につきましては、国道同

士が交差する交差点というのとはちょっとわけが違いますので、交通量等の实態調査をして、緊急

性、重要性について公安委員会と協議をしてまいりたいというふうに思います。 

 防犯ステッカーを市の公用車にということでございます。幸い市内の犯罪の発生状況については、

昨年同期で比較いたしますと１０月末でことしは４６０件、昨年と比べますと１８５件減尐してい

ます。これは、大変いいことだなというふうに思いますし、この間における滝川警察署あるいは滝

川地区の防犯協会、関係団体の予防啓発活動の成果だというふうに考えまして、深く敬意を表した

いと存じます。しかし、一方で子供たちに危害が加えられるということも生じたりしておりまして、

そのときには予防啓発活動を地域挙げてやっていただくということもあったわけであります。きの

うは、警察の歳末特別警戒の出動式がありました。こういうことを考えますと、常日ごろ日常的に

やることと、それからもう一つは必要な時期に集中して運動を展開するということもあり得るので

はないだろうかと。子供たちを犯罪から守るということにつきまして、そういうことも念頭に入れ

ながら、関係機関との協力、連携も必要でございますから、どうしたらいいのかということは検討

してまいりたいというふうに思っております。いろんな方法があるというふうに思いますし、その

中の一つとしてご紹介のありました公用車に看板をつけるというやり方もあるというふうに思いま

す。こういうことについて関心を持つ企業が広告料を払ってくれて、標語がばっと車の横に載ると

いうことになれば、これまたすばらしいことだと。いろんな可能性を探っていきたいというふうに

思います。 

 市に就職支援センターの設置についてということでございますが、ご質問がございましたので、

調べさせていただきました。群馬県太田市の人口１５万人、１５万人ですから、滝川の３倍ぐらい

でありますから、飛び抜けて人口が違うというわけではありません。ただ、産業構造が結構違うよ

うでありまして、スバルの富士重工を中心として関連産業も立地をして、製造業の大変盛んな工業

都市のようであります。有効求人倍率０．８を超えているようでございまして、愛知県の豊田市と

並ぶ全国で最も雇用環境に恵まれた地域のようでもあります。そういう意味では、若者にとって職

業の選択度が高いということもあるのかなというふうに思います。市でこういう若年者の就職支援

センターを設置する、大変革新的なことをやっておられるわけでありますが、製造業を中心として

市内１８０社が登録をする。そして、３５歳以下の若年者の求人総数は５００名を超えている。こ

ういうことのために若者の利用度も高いという背景があるようであります。現在の滝川市及びこの

地域の状況ということを考えてみますときに、こういう施策に打って出るという環境条件はある程

度地元の求人、受け皿企業の確保と。あそこに行ったらいい職があるという求人側の条件が整わな

かったらなかなか利用率も上がらないのではないかと、魅力も薄いということになるのではないか

というふうに思っております。当面は、きのうもご答弁申し上げましたように同種のセンターとし

て全道６カ所にハローワークが設置しておりますジョブカフェ等にパソコンでありますとか、ある

いは携帯電話で就職相談できるサービスもありますので、こういうのがあるということを一生懸命
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私どももＰＲをしていきたいというふうに思っておりますのと同時に、さまざまな助成金制度につ

きましてもＰＲをしていくと、若者の雇用施策についてもＰＲしていくと、このＰＲに当面は全力

をささげたいというふうに思います。そしてまた、商工労働課の中に雇用に関する相談窓口は設定

しておりますけれども、どうもＰＲが乏しくて相談に来られないようでありますから、これはもっ

とよくＰＲをして、相談窓口の機能というのを高めてまいりたいというふうに思っているところで

ございます。 

 介護保険制度についてでございます。昨日の答弁とも関連をいたしますけれども、滝川は尐し調

査してみなくてはいけないというふうに思っております。あるいは私だけが認識していないのかも

しれないのですが、全国の流れの中に要介護認定後かなり高い割合で要介護度が悪化したという報

告が全国の中にかなりあるわけであります。滝川の实態は市長として認識をしなくてはいけないと

いうふうに思いますけれども、そういう流れがあるとすると、要支援者が要介護予備軍になってい

るという实態もあるかもしれない。そのために、ご質問にありましたように身体面での自立を促進

する介護サービスあるいは新予防給付が検討中なわけであります。私は、介護予防サービスを取り

入れたケアプランの作成というのはやはり求められているというふうに思いますが、このときに例

えば機能維持のためのリハビリテーションあるいは筋力トレーニング、そういうものをどういう場

面でやるかということはもっと多様な方法を考えなくてはいけないというふうに思います。こうい

う目的を持つ施設としてサンライフのトレーニングルームがあるわけでありますし、介護サービス

としての通所リハビリ、あるいは訪問リハビリ、老人保健事業として保健センターでのヘルシーエ

クササイズ、転倒予防教审があるわけであります。当面こういった施設のさらなる有効活用、ある

いはウオーキングでありますとか健康づくり体操、２種類ばかり発案をいたしましたけれども、こ

ういう中でより高齢者の筋力向上を図っていって介護予防に取り組んでいくということをまず第一

にやりたいというふうに思っております。 

 乳幼児の眼科健診についてでございますけれども、生後３歳児になるまでに５回の健康診断と相

談を实施をして、乳幼児の生活实態など総合的に把握する中で斜視等の異常の早期発見に努めてい

るものでございます。３歳児健診では、視覚調査票を使用した視力検査、これは母子保健法で定め

られた方式によるものでございますが、实施をして、弱視、斜視などの異常が疑われる子供に対し

ましては眼科医の受診を勧めるなど、早期発見に努めているところでございます。私ども行政が知

り得ている範囲では、現在まで弱視や斜視等のままで放置され、回復不能になっているというケー

スはほとんどないのではないかなというふうに理解をしているところでございまして、当面こうい

う方法で対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 以上を申し上げまして、久保議員のご質問に対する答弁といたします。 

〇議    長  答弁が終わりました。 

 久保議員、再質問ございますか。 

〇久保議員 ありません。 

〇議    長  以上をもって久保議員の質問を終了いたします。 

 水口議員の発言を許します。水口議員。 
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〇水口議員 それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

 私の方で一般質問させていただく大きく３件でございますが、いずれもこの２日間におきまして

皆様からるる質問、そして答弁がございました。 

 

        ◎１、活力再生プランについて 

      １、活力再生プランと１７年度予算編成について 

      ２、市民との協働について 

 まず、活力再生プランについてでございますが、きのうから何名もの方からこの部分についての

質問がございました。その答弁を昨日からずっと聞いておりましたが、きのうきょうの答弁で本当

に１７年の４月に、１年後のプランということであればこのような答弁で十分に理解できる部分は

あるのでございますが、もう既に新年度に反映をしなければならないという喫緊の課題を踏まえた

上で昨日からのご答弁を聞いておりますと、本当に間に合うのかなというふうに不安に感じた次第

でございますし、市長におかれましては私の認識しているところによりますと市長にご就任以来民

間経営の立場に立った市政運営など、本当に市民にわかりやすい市政を目指していたのではないの

かなと、こんなことを思うときに、この活力再生プランにおきます今定例会のご答弁を伺っており

ますと非常に不安を感じた次第でございます。また、これは先ほど本間議員からもございましたが、

昨日の道新の記事に、私自身はこの写真がまた出たのかなと、こんな感想を持ちながら拝見をさせ

ていただきましたが、この中の記事で、ショックの大きさから４カ月を過ぎても市は後遺症を引き

ずっているように見えると、待ったなしの自立に向けた活力再生プランづくりも作業はおくれてい

るというような記事が掲載をされておりました。实は私も同様に思っている一人でございまして、

７月の３０日、合併の離脱を表明され、その後の議会のやりとりの中で私は、自立プランもできて

いないのに合併の離脱表明をするということをどう市民に理解を求めていくのか、そんな矛盾した

話はないということを申し上げさせていただきました。そんな現状から考えますと、本当にこのプ

ランが新年度にどう反映されていくのか、その点についてお伺いをしていきたいなというふうに考

えております。 

 先ほど来から赤字再建団体に落ちないために今努力をするのだということで、昭和３０年当初に

一度そういう経験をされたということで、その時代から考えますと５０年ぶり、半世紀ぶりという

ような危機に直面をしているということから考えますと、本市の将来の命運をかけた、市長として

市民、そして職員の信頼のもとにどうリーダーシップを発揮できるのか、そんなことがまさに問わ

れているのではないかなというふうに考えているところでございます。そして、１１月には各部に

対して平成１７年度の予算編成についてということで１５年度一般財源部分からの１５パーセント

削減、そして補助金に至りましては総額２億３，０００万のうちの１億６，０００万に対する５０

パーセントカット、このような指示がおりたわけでございますが、多分今原課では本当に補助金の

削減される団体であれば、その団体の皆様といつも協調しながら協働路線をしいてきた、そういう

関係にあった各課の皆さんがここで心を鬼にして削減を要求していかなければならない。もう尐し

時間があったら、もっと違った対応もできたのにと、そんなこともささやかれているような、多分
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苦悩の日々を送っていらっしゃるのではないのかなと、そんなふうに思うところでもあります。私

自身も、これだけ緊急的な課題でございますので、大局に立ったという視点も確かに大切だなとい

うふうに思うところではございますが、いずれにしてもこの状況で推移をするならば、私は切った

張ったの改革ではなくて、仕組みから、根本から変えるのだというふうにはどうしてもなっていか

ないのではないのかなと、こんなふうに感じているところでございます。そこで、１７年度の予算

編成に当たって、活力再生プランを踏まえての編成ということには間違いなくなるというふうに私

は認識をしておりますが、活力再生プランの策定スケジュール、この策定スケジュールを拝見いた

しますと、本当に１７年度の予算編成ができるのかなというふうに考えるところでございます。緊

急アクションプラン、これは１７年度、１８年度に反映すべきものでございます。こういったもの

もきのうからの質問の中でも一切今は策定の作業中ということでございますし、特に中期アクショ

ンプランにつきましては先日の特別委員会の確認であればできるだけ年次的に計画性を持って平成

２２年度までのプランとして提示をしたいというような状況から考えますと、きのうの質問の中に

もございました、例えば学校の配置計画、こういったものは策定の時期に来ているというような状

況の中でどうやって中期アクションプランに反映をしていくのか、この辺も非常に疑問に感じると

ころでございます。そのような今のプランの策定状況の中で、どのように活力再生プランを踏まえ

て１７年度の予算編成に当たろうとしているのか、この点についてまずお伺いをしたいというふう

に考えます。 

 続きまして、市民との協働についてということでございますが、こちらは策定スケジュールでは

市民委員会、パブリックコメントなど民意の反映を目指して手続きをとっていくというふうに策定

スケジュールの中には記載をされておりますが、本当にこれで協働と言えるのかということについ

てお尋ねをしたいなというふうに思います。まず、市民委員会を設置をするということは、多分も

うほぼ人選も済んでいるというふうに考えますが、しかしながら今一番早く想定されるのが１２月

の２０日に素案ができ、そして市民委員会を開催をして１月の末には一応成案になるという状況で

ございますが、その中で今計画をされているのは２回から３回という内容でございます。パブリッ

クコメントというのは、これからのスケジュールで考えていきますと、例えば広報に掲載をすると

いうのは広報のスケジュールから難しいのかなと。そう考えますと、例えばホームページというこ

とになろうかというふうに思います。ホームページというのは、確かに現代の流れからすれば非常

に有効な手段というふうには考えますが、これは何かと併用することで生きてくるものであって、

本当にホームページというものだけでこれが市民の意見を反映するということになるのかどうか、

この辺も疑問でございます。またさらに、住民説明会についてでございますが、こちらについては

２月以降のスケジュールということになっておりますと、もう既に新年度の予算編成がほぼ完了し、

そしてあと中期アクションプランをどうしていくのかと、こんな段階において住民説明会を行って、

本当に市民の意見を聞けるというような住民説明会になるのかどうなのか、私はその辺も提案とい

うことではなくて、逆に言えば完全な一方的な報告になってしまうのではないのかなと、こんなふ

うに考えているところでございます。とは言いながらも、市長のお立場からすれば何としてでもこ

の期間の中でやるしかないというふうに多分話をされるというふうに思いますが、やるしかないと



- 139 - 

 

いうことであれば、やはり最後に犠牲になるのは市民になってしまうのかなと、そんなふうに危惧

もするところでございます。市民とガッツでタッグ、非常にわかりやすい表現ではございましたが、

本当にこれが達成されるのか、そして本当に協働という基本に立った策定作業ができるのか、この

点についてお伺いしておきたいというふうに思います。 

 

        ◎２、駅周辺整備事業について 

      １、札幌市の不動産業者所有の土地について 

 次に、駅周辺整備事業についてでございます。こちらにつきましては、これも昨日からたくさん

の皆様からの質問がございました。昨日からのご答弁を伺っていれば、今現在提示をされておりま

す計画どおりに進んでいこうというふうにも思えますし、今の財政状況を十分に勘案をした中で尐

しずつ計画の変更も考えているというふうにも思えますし、まだどちらという断定した言い方はで

きないというふうに私は伺っておりました。そういった中で、まず間違いなく言えることは、東側

を優先的に整備をしていくということになるわけでございますが、その東側の中にさらに南側に札

幌市の業者が所有している土地がございます。もし東側を優先的に整備をしていくということにな

るのであれば、間違いなくこの土地をどう市として決着をつけて、そして計画を实行していくのか、

こんなところが非常に気がかりになる部分でございます。そういう中において、この事業について

は議会の中でも本当に賛否を問う、是非を問うけんけんごうごうの議論の中で果たしてどういう方

向性がベターなのか、そんなところを私なりにも非常に気にかけておりますし、私は今の財政状況

から考えるならば今すぐにこの事業に取り組むべきではないという、そんなスタンスでこの質問を

させていただきたいというふうに思いますが、そういう中でこの土地を例えば先行して賃貸、また

は土地開発公社の先行取得ということで、もしかすると議会の議論を踏まずに既定事实として先行

してしまう、こんなことも考えられるというふうに私は思っているところでございますが、そうい

う考えがあるのかないのか、明確にお示しをいただきたいというふうに思います。 

 

        ◎３、刑務所誘致について 

      １、刑務所誘致に向けた今後の取り組み 

 続きまして、刑務所誘致についてでございますが、こちらにつきましては刑務所誘致に向けた今

後の取り組みということで２点についてお尋ねをしておきたいというふうに思います。本日の本間

議員の質問に対する市長のご答弁の中に、市長は団体の意見交換会で決断をされたのかどうかとい

うことに対して、既に進める方向で団体の意見交換会に臨まれたと、これは行政の立場としてそう

いうスタンスで臨まれたというご答弁がございました。实は、議会の中での議論での私の認識は、

この問題に関しては市長のご答弁は市民の合意であるですとか、あとこの空知管内において先行し

て誘致運動をしているところに対する後追いになるということに非常に慎重にならざるを得ないと

いうようなご答弁だったというふうに認識をしておりましたが、先ほどの答弁ではそういうお話で

ございました。そういう中で、市長はもう既に積極的に推進をするという姿勢に立っていたという

前提で、今後の期成会の設立に向けてという点についてお尋ねをしたいなというふうに思います。
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この期成会の設立に向けては、今後各団体の協力は不可欠でございます。本日この議会におきまし

ても後ほど決議案ということで採択をされれば、これは議会も総意をもって刑務所誘致に臨んでい

くということになるというふうに思いますが、そういう状況を踏まえて、どれだけの多くの団体の

皆様、どれだけの多くの市民の皆様に理解を求めていくのか、その点について市長としての、行政

のトップとしての主体性をどう発揮されていくのか、そして市民の皆様にこの事業を取り組む上で

どういうメッセージを伝えていこうとして考えているのか、その点についてお考えをお伺いしたい

というふうに思います。 

 それから、もう一点でございますが、これはまだ決断をしたという段階でございますので、どう

いうご答弁になるかわかりませんけれども、期成会を設立させた場合どの程度の経費がかかるのか

ということで、これもこれだけの財政状況の中で、多分この期成会を設置をして誘致に臨んだ場合

それなりの経費がかかるというふうに考えるものでございますが、その点について今の段階で概算

でも結構でございます、何か参考になる部分がございましたら、ご答弁をお願いしたいというふう

に思います。 

 以上でございます。 

〇議    長  水口議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 水口議員の一般質問に以下順次ご答弁を申し上げます。場合によりましては所管から

の答弁もございますので、お許しをいただきたいと存じます。 

 活力再生プランについてのご質問でございますが、プランを初めてつくるのであれば私は水口議

員のおっしゃることは至極当然だというふうに思います。周辺の自治体も一生懸命おやりになって

います。私は、１５年度に議論をして、そして１６年度当初から現行の行財政改革を計画的に進め

てきたわけであります。そういう中では、議会の皆さん方もご理解を賜りまして１パーセントの削

減とかお取り組みをいただいている。私は、泣いて馬謖を斬る思いで職員の給料について削減を求

めて、理解をしていただきました。数年前のラスパイレス指数、滝川市役所の職員の給料は全道３

４市の中で８番目だったと思います。しかし、１５年度の滝川のラスパイレス指数、１５年度とい

うのは实は給料を１パーセント削減させていただいた、そういう数字でありますけれども、その１

５年度でも全道３４市の中で２４位に低下をいたしました。そして、１６年度、職員の理解をいた

だきまして平均４パーセントを超える手当と基本給の切り込みをさせていただきました。手当と基

本給を含めると、私は全道３０番目以下になる可能性を持っていると、こういうデータがないから、

ラスパイレス指数でしか１６年度の結果は出てきませんけれども、そういう改革を１５年度の検討

結果に基づいて、既に１６年度から５カ年計画でスタートしたわけであります。私は、なぜそうい

うことから取り組んできたのかといいますと、行政コストを低減するということなしに市民の皆さ

ん方の負担を求めたりサービスの適正化ということを求めるということについては理解を求められ

ないだろうということから、手がけてきたところであります。したがいまして、まず１６年度から

スタートしている。しかし、そのスタートしたものが社会情勢の変化によってできなくなってきた

から、見直しをすると。見直しをするのに時間がないではないかと。そのとおりだというふうに思

います。今一生懸命やっております。そして、スケジュール的には、先ほどもご答弁を申し上げま
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したように、市民委員会については１２月から２月の頭にかけて、パブリックコメントによる市民

意見の募集あるいは団体との意見交換会も同時期に並行してやろうというふうに思っておりますし、

住民説明会は２月から３月にかけて实行していきたい。その中で緊急にやらなくてはならない１７

年度、１８年度にやらなくてはいけないことから急いでやっていかなくてはいけない。しかし、協

議のために、理解をいただくために、プランはつくったけれども、实行するときの予算の組み方と

か事業のやり方とか時間がかかるものはある。時間がかかるものはあるけれども、それは１９年度

以降に取りかかるということではだめなので、１９年度以降取りかかるものについても早い時期に

これについては取り組んでいかなくてはいけない。そういう２段階構えで活力再生プランを進めて

いくと。時間はありません。ありませんけれども、片一方では他のまちに先駆けて行財政改革のプ

ランを实行してきたということとともに、短期間の時間がない中でできるだけ新たなプランをまと

めていきたいというふうに思っているところでございます。 

 ただいまの答弁の中で誤りがありましたので、訂正をさせていただきますが、議会に３パーセン

ト程度のご協力をいただいてご決定をいただいております。まことにありがたいことだというふう

に思っております。 

 市民との協働についてということでございますけれども、ただいま申し上げましたように広報に

よるＰＲというのもやらなくてはいけないというふうに思いますし、それにあわせてインターネッ

トによる情報の提供、そういうことに基づく市民の皆さん方のご意見の回収、そういうことも限ら

れた期間の中でできるだけ効率的に議論を尽くすように努めてまいりたいというふうに思っており

ます。 

 駅周辺整備事業についてでございますけれども、ＪＲ滝川駅舎の南側の土地につきましては、駅

周辺整備事業を進める上で重要な土地だというふうに思っております。片一方では計画を立てると、

片一方では土地対策は計画が立った後だということになりますと、これは計画の实現性ということ

も問題になってまいりますから、現在土地所有者と協議を行っているところでございます。そうい

う土地所有者との協議の中から、どういう形で土地の活用ができるのかという可能性を含めながら

駅の東側のプランを立てていく必要があるというふうに思っておりますので、取得するのか借りる

のか、どういう形になるのかというのは利用の形態と絡んでおりますけれども、そういう土地所有

者との協議を行っているということについてはご説明を申し上げておきたいというふうに思います。 

 刑務所誘致にかかわる期成会設立についてでございます。期成会は、幅広く市民運動として運動

しているという形が重要であるというふうに思っておりますし、まちが総意をもってこの運動に取

り組んでいるということが行刑施設を設置する立場に立っている人たちに好印象といい影響を与え

ていくというふうに思いますので、可能な限り幅広い立場で期成会ができ上がることを望んでいる

わけであります。行政としても期成会設立に向けて積極的に市長が中心になってやれという趣旨が

おありになるかもしれませんけれども、関係の皆さん方と協議の中で、行政は行政の役割をしっか

り果たすと、そういう形で期成会を早期に設立をしたいというふうに思っております。 

 どの程度の経費がかかるのか、想定はいたしておりません。しかし、期成会ができれば事務費的

なものは当然かかっていくということとあわせて、期成会の役員の立場にあるような皆さん方には
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東京に出向いて要請をしていただかなかったらならないこともありますし、札幌段階で要望してい

ただかなかったらならないこともあると。そういう運動経費のすべてを行政で賄うのか、幾らかそ

の一部を皆さん方にご負担をしていただくのか、それはこれからの議論でございますけれども、そ

ういう種類の経費については行政としても見込まなくてはいけないということを基本的に考えてお

ります。 

 以上を申し上げまして、水口議員の質問に対する答弁といたします。 

〇議    長  答弁が終わりました。 

 水口議員。 

〇水口議員 それでは、再質問をさせていただきます。 

 まず、１点目の１７年度の予算編成に当たってという部分のみお尋ねをしたいというふうに思い

ますが、確かに時間のない中でやるべきことはやらなければならない、これは当然のことだという

ふうに私も理解をしております。そういった上で、もう既に予算編成、予算の告示の時期を考えれ

ば、もう２カ月あるかないかという段階に来ております。そういう中で、８，０００万に及ぶ補助

金の削減というものが指示がおりている段階において、この辺の調整をどうつけていくのかという

ところで、例えば市民の理解を得られない、調整がつかなければ新年度予算には上がっていかない

と、こんなことも可能性としてあるのかどうなのか、その点についてお尋ねをしておきたいという

ふうに思います。 

 それから、市民との協働についてということでございますが、いろんな手法を使って市民の皆さ

んに意見を伺っていきます。これは、当然のことであるというふうに思います。しかしながら、協

働ということをどういうふうに理解をするのかということでございますが、市民の皆さんも市民参

加であるですとか協働ということでどれだけ行政の中にかかわっていけるのか、そんなことから考

えると、中身の問題としてどうなのかということが疑問になるわけでございます。先ほども申し上

げましたが、住民説明会、スケジュール的なことからいえば、これは協働と言えるような住民説明

会にはならないのではないのかなというふうに私は考えるところでございます。私自身の協働とい

うのは、市民の意見もきちっと聞いて、反映できるところはきちっと反映をしていく、こういうこ

とが本当に協働というふうに言えるものではないのかなというふうに考えておりますが、この点に

ついて改めてお尋ねをしておきたいというふうに思います。 

 それから、次の駅周辺整備事業についてでございますが、協議を行っているというご答弁でござ

いました。それであれば、私の質問の中身にございました土地開発公社での先行取得、今の世相を

反映すれば土地開発公社が先行取得をするということというのはなかなか考えにくいというふうに

は考えますが、これは古くから公共事業に着手する場合土地開発公社が先行取得をするという、こ

ういう背景がございますので、この手続きも可能性があるのかないのか、その点について改めてお

伺いしておきたいというふうに思います。 

 最後に、刑務所の誘致ということでございますが、实は私の伺っているところによりますと、先

般市長の方から議会に対して積極的に進めるという決断をされたというお話があった後、会派の会

長が集まって会議を持たれたというふうに伺っております。その会議の中で、やるからには、誘致
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を表明したからには、６０の候補者の中からその中の１番になるのだという、その気持ちを持って

臨まないで、この誘致というものをどう考えるのかというような意見があったというふうに伺って

おります。今の市長のご答弁であれば、この期成会の設立に向けても、行政は行政の立場、そして

関係の皆様とも協議をしながらということでございますが、私も手を挙げたからには最後の一人に

残るのだという気持ちがなければ、経費も投入されるわけでございますし、その経費がむだになら

ない、そういう努力も必要だというふうに思います。私は、これのリーダーに立っていただくべき

方は市長なのではないのかなというふうに思っているところでございますが、この点について改め

て市長のお考えをお伺いをいたします。 

 以上でございます。 

〇議    長  水口議員の再質問に対する答弁を求めます。市長。 

〇市    長 水口議員の再質問に以下ご答弁を申し上げます。 

 特に団体補助金について住民の皆さん方のご理解をいただけないで予算提案をするというのは、

行政の首長として不見識だというふうに思います。そういう不見識な提案を議会に申し上げるつも

りはありません。したがいまして、補助金の削減につきましても最大限団体の皆さん方のご理解を

いただきながら、１７年度予算に計上できるものについて計上していくというつもりであります。

その最善の努力を払いたいというふうに思います。 

 協働のレベルというのはいろいろあるというふうに思います。これまで市民参加、市民参画、そ

して市民協働、いろんな言葉が使われてきました。その言葉の順番で市民参加のグレードが上がっ

ていくということのようであります。きっとその言葉どおりに、市民参加が終わり、市民参画社会

に突入をし、市民協働社会になっている自治体があるでありましょう。私は、言葉をもてあそぶつ

もりはありませんけれども、市民協働という理念に近づくように努力をしてきたつもりであります

し、そういう考え方を基本にして皆さん方のご意見を聞いていきたいというふうに思います。市民

の皆さん方の意見を聞いて、そしてそれを無視するということでは聞く意味がないわけであります

から、どういう形でそれは反映できるのか、あるいは反映できなかったのか。それは、しっかりと

整理をしてプランを練らなくてはいけないというふうに思います。いろんな形で市民協働といいま

すと、市民の手の中に決定と責任とがあるというのがきっと市民協働参画社会の理想の姿であると

いうふうに思います。それに裏打ちされて、市長は提案をし、議会は議決をするということになる

というふうに思いますけれども、私はそういう理想に近づくような最善の努力をするつもりであり

ます。 

 駅周辺につきましては、土地の手当てはこれまでさまざまな手法でやってまいりました。土地開

発公社に先行取得をお願いすることはあるかもしれません。かもしれませんが、しかし土地開発公

社で先行取得をするという手法は今時代に合わない部分も多くなってきているということもあると

いうふうに思います。取得をするのか、借地になるのか、そういうことを踏まえながら、土地の活

用方法について慎重な対応が必要だというふうに思います。 

 刑務所につきましては、昨日来表明をしてきたつもりであります。手を挙げる以上は、６０カ所

余りありますけれども、滝川に誘致するのだという迫力なしに、ただ手を挙げただけだというわけ
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にはいかないというふうに思います。したがいまして、空知管内の中で一番一生懸命やっていらっ

しゃる沼田町長さんのところにも行ってまいりました。手を挙げます。申しわけないけれども、一

生懸命やらせていただきますという表明もさせていただきました。やるからには一生懸命やるつも

りであります。そして、一生懸命やれる形も皆さん方とともに整えたり、そういうつもりでありま

すことを申し上げさせていただきまして、再質問に対する答弁とさせていただきます。 

〇議    長  以上をもって水口議員の質問を終了いたします。 

 

        ◎議事延長宠告 

〇議    長  本日の会議は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 

 田中議員の発言を許します。田中議員。 

〇田中議員 最後、トリでありますけれども、傍聴の皆さん、寒い中遅い時間までありがとうござ

います。 

 通告順に従って、進めさせていただきます。 

 

        ◎１、地域コミュニティ活動の推進 

      １、ボランティア活動の充实 

 地域コミュニティ活動の推進ということで、ボランティア活動の充实でございます。地域のコミ

ュニティの活性化につなげようと昨年から地域通貨实現に向けて研修を重ね、導入にかかわる提言

書が出されました。制度の管理や運営の主体、流通のエリアのほか、５月から半年間の实証实験の

实施を盛り込んでおります。新しい地域福祉のシステムの確立を目指しまして、地域通貨の導入を

掲げ、勉強会や研修会など発足させて、市民や市職員の２１名が参加し、研修会や先進地視察、勉

強も開催され、提言書をまとめたと聞いております。地域通貨コスモ、宇宙という名前で活用して、

人々の生活の作業の助け合いなどを通し、コミュニティの活性化を目指すことから、市長は人が生

き生きと魅力を感じて活動するまちになるために大きく期待しているとあいさつがあったようであ

ります。实証实験は、１０月の中までだったと思うのですが、滝川圏の地域通貨の目的を四つ挙げ

ておりますが、町内のコミュニティ、商店振興等地域経済の発展、ボランティア、市民活動などイ

ベントによる地域の活性化、自治体行政との連携事業の４ケースを掲げ、それぞれに事業内容を想

定したようでありますが、短い期間でありましたけれども、地域通貨の目的に沿った成果が上げら

れたのでしょうか、また、今後全地域に普及し、市域の活性化に結びつけていくことができるのか

できないのか、市長の見解をお聞かせいただきます。 

 

        ◎２、台風、水害、地震対策について 

      １、防災計画のマニュアルの作成 

 二つ目、台風、水害、地震対策について、防災計画のマニュアルの作成であります。きのう渡辺

議員からも通告ありましたけれども、留萌管内のこのたびの地震災害に遭われた市町村の皆さんに

お見舞いを申し上げますとともに、当市においても５０年ぶりの台風による９月の災害、家屋、水
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稲、ハウス、樹木等の大きな被害に遭ったところであります。また、その後に釧路沖を中心に強い

直下型の地震など、２回続けて滝川地区は震度２、今申し上げました留萌管内、１２月の１４日に

日本海に面した留萌管内南部を震源地とする震度６弱、滝川においても震度２、１０日ぐらい震度

５弱の余震があると、こういうことであります。当然警戒が必要と言われておりますが、家屋の破

壊、転倒、あるいは人のけが、公民館への避難、道路の亀裂、いろんな災害もあったようでありま

す。特に震源地と当滝川とはそう離れていない位置でもあります。大きい被害が当市になくてよか

ったなと思っております。また、ダムの設置により近年水害になることは余りないのでありますが、

さっき市長も言いましたように、滝川の母なる暴れ川、石狩川と空知川の河川の大雤によるはんら

んがあったとしますと、これはまた大変なことになるわけであります。言葉にありますように、災

害は忘れたころにやってくると言われておりますが、特に高齢者の人口もふえておりまして、防災

計画のマニュアルの作成が必要と考えます。市長のきのうの答弁の中に、滝川方式で作成したいと

いう答弁もありましたし、ぜひこれは新年度早急にそのマニュアルを作成をし、各家庭に配布して

いただきたいと、こういうことで市長の見解をお聞かせいただきたい。 

 

        ◎３、税収納率向上対策 

      １、市税の滞納の問題解決の取り組みについて 

 三つ目に、税収納率向上対策であります。新聞にも大きく載っておりましたけれども、滝川市税

収納率向上対策本部を平成１６年の１１月の１日に設置されたことは総務文教常任委員会で報告が

ありました。市民の税負担公平を考えたときに、多額の滞納回収に全力で取り組むということであ

りますが、日常の督促の通知のみでなくて大きな成果と考えられるとは思いますけれども、本腰を

入れる時期が若干遅過ぎたのではないかと、こう考えます。市長の報告で市税の滞納額は１２億３，

０００万に達していると、新聞等にもありましたが、その中で６５人、約４億の多額の滞納を特に

お願いすると。大変厳しい事情、財政調査を進めながら、その結果滞納処分もあると、納税の基本

方針である対応をすると市長はあいさつの中で言っておりましたが、悪質な滞納者には行政サービ

スの制限もすると。助役が本部長になりまして、全庁で具体的に取り組みの方針を定めて進めてい

ると思いますが、スムーズに回収がいかない場合、あるいは悪質な滞納者に対して個人名も公表が

あり得るのか、参考に芦別は公表するということで新聞等にありましたけれども、市長の見解をお

聞かせいただきます。 

 

        ◎４、土木行政 

      １、「協働のまちづくり」地域クリーン作戦の一環として全町内会で 

 四つ目でありますが、土木行政であります。今も出ておりました協働のまちづくり、地域クリー

ン作戦の一環として全町内会でということでございます。市内の市営の公園等については、今町内

会に委託いたしまして清掃管理をされております。若干な尐額の管理手当が町内会に支給されてい

るわけでありますが、私は市内の市道あるいは素掘り側溝を含めて、市道の幹線は一部除き、歩道

や車道の境に雑草が生え、美観が悪く、アスファルトを押し上げる、そういう姿を見ているわけで
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あります。当然補修も必要となってきますが、私はこれこそ先ほど言っている協働のまちづくり、

参加あるいは参画、こういう中で町連協との協働のまちづくりの一環として協議会と協議をされて、

各町内の行政区域単位に樹木升も含めて老人クラブなどが生きがいとして花を植えておりますけれ

ども、春、秋に同じような時期に全町一斉に町内のごみ、空き缶、厳しい中でありますから、この

ような事業は私は大変価値のある事業だと考えます。無償あるいは公園管理手当程度なのかは別に

いたしましても、協働のまちづくりにふさわしく、そして市内の各町内の町並みがきれいになる。

他の市町村の方が見ても、ああ、滝川のまちはきれいだな、ごみ一つ落ちていない、あるいは草も

きちっとされている。こういうことで市道に花が咲き、ごみ、草のない並木道が美しく心和む、こ

ういうような協働のまちづくりが必要でないかと、一つのアイデアだと思うのですが、この点につ

きましても实施するために市長の見解をお聞かせいただきたい。 

 

        ◎５、教育行政 

      １、総合福祉センター及び各地区公民館・地区コミュニティセンターの使用料金につ 

        いて 

 五つ目に、教育行政でございます。総合福祉センター及び公民館と地域コミュニティセンターの

使用料の関係でございます。平成１７年度当初編成の方針は、各施設の使用料見直しを柱にすると、

こういう新聞報道がありましたが、１６年の１１月の１６日の総務文教常任委員会において値上げ

は据え置くという報告が財政課長からございました。今オープンいたしましたスマイルビルの地下、

駅前ひろば「く・る・る」ですか、オープンがされて、地下の料金表は低額で大変人気があるとい

うことであります。１，２００円、そして１，０００円の年会費を納めれば半額になるという住民

あるいはサークルの方々には大変うれしい話で、利用も促進されているようであります。また、総

合福祉センターを利用していたサークルがそちらの方に、きれいでもあるし、冷房もきいての低料

金でありますから、そちらに動いたという団体も聞いております。今回公民館の床面積としての利

用は安いというようなことで、そちらの部分は私はよかったなと思うのですが、公共施設はやっぱ

り多くの市民の方が利用されて、あるいは地域の要望にこたえて各地域に設置したわけです。その

施設は、多くの市民に使われて初めて価値観が出て、高く評価がされると、このように考えていま

す。料金は別です。総合福祉センターについては、前回上げまして审料が高いという利用者からの

苦情、利用の減尐、上げた分は当然使用料は増額になっておりますが、回転率のよい利用度、これ

は地域公民館は２時間単位です、そして１時間延長という料金表に変わっておりますが、３時間の

料金表であります。そうすると、２時間であっても３時間はいや応でも払わないとならない。暖房

料入れて１万円であれば２万円を払わないとならない。ですから、これを３時間を２時間単位にし、

１時間を追加すれば１時間料金を取ると、こういう地域会館と同じ設定の単位時間にした方が利用

者としては非常にありがたい。時間帯にすると安くなったような気がいたしますが、３時間使えば

現状と同じでありますけれども、前半申し上げましたように、ことしは上げないという方向であり

ますから、２年を過ぎ３年目、そういうことでありますから、市民の方も上げなくてよかったねと

話はしておりますが、これも単年度なのか、あるいは市長の任期中は上げないのか、この辺市長の
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残留期間として理解をしていいのか、この点についてもお聞きしたい。 

 昨日の窪之内議員と同じ考えでありますけれども、もう一つの文化センターの料金の特別減免は、

市長の話では上げると、特別措置を今回で終わって、本来の姿に持っていくというような話に私は

聞いております。今の各地域公民館あるいは総合福祉センターとしての機能を含めて、文化センタ

ーも私はこれに準じるべきではないかと思うわけです。特に団体から、きのうも出ていました音楽

鑑賞あるいは演劇鑑賞、滝川の市民吹奏楽、多くの中学校、高校のブラスバンド、それから各老人

クラブ含めて今の实績が６９件ありますが、例えば１７年上げると、音楽鑑賞が今９７万２，６８

０円で済んだものが４１万６，８２０円ふえるわけです、９回使って。演劇鑑賞は４回であります。

これが１９万６，９８０円、特例が外れるために上がる。ほかの中学校もそうであります。滝川は、

薫りのある文化芸術の滝川のまちと空知管内でも高い評価をいただいているわけであります。こう

いう団体が今上げられると、私たちの今の尐ない会員の中で何十年も文化センターなり滝川の文化

芸術に寄与してきた。発展するために非常にご苦労されて、滝川の演劇、滝川の音楽の高度さ、こ

ういうものがその施設を使われてこの实績があるわけでありますから、その団体を無視をしますと

会が存続できないという悩みも聞いております。また、各学校ＰＴＡ、父兄の負担にもなってくる

だろうと思うわけです。この辺も含めて、市長としては会員含めて考えていただきたい、こういう

ことを２年あわせて延長していただきたいと。これは、私は市民の代表で申し上げているわけで、

私が申し上げているのでなくて、各団体が言っていることでありますので、ぜひ深い理解をいただ

きまして、これは市長に答弁をお願いしたい。 

 最後に、総合福祉センター、大変年数もたっております。地域公民館はまだ新しいですから、床、

壁、天井はきれいであります。各审の壁、天井、クロスの汚れ、あるいはタイルが３０センチ、３

０センチの四角ですから、角が割れて、女性のハイヒールであればひっかかって転びそうだと、こ

ういう話も聞いております。一遍には厳しいでしょうけれども、机、いすもそうなのですが、あの

审内の環境整備を含めて、ぜひリフォームをしていただきたい、そういう利用者の声もたくさんご

ざいますので、理解を得れれば計画的にぜひ修繕をしていただきたい。これにつきましては教育長

の見解をお聞かせいただきたいと思います。 

 以上で通告質問を終わらせていただきます。 

〇議    長  田中議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

（「通告の範囲内で」の声あり） 

〇議    長  もちろん通告の範囲内で答弁してください。市長。 

〇市    長 田中議員のご質問に以下順次ご答弁を申し上げます。内容によりましては所管からの

答弁もありますので、あらかじめご了承いただきたいと存じます。 

 ボランティア活動の充实についてということでございます。地域通貨コスモネットを本年４月の

实施に向けた組織として立ち上げをし、７月の２７日から来年の１月１０日までの期間を設定をし

て实証实験を行っているところでございます。实証实験でございまして、本格实施にいくまでにど

ういう問題、課題を解決しなくてはいけないかと、どういう可能性があるのかということを实験し

ているわけでありますけれども、ボランティア活動などの互いに助け合うサービスあるいは行為に
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対する感謝の心を形にあらわすという表現手段として、通貨コスモを媒体として、現在約８０名の

会員を中心としたさまざまな活動を通じてこの地域通貨が流通をしているところであります。しか

しながら、会員の年齢層が高校生から６０歳代とまだ自分のことは自分でできる方々が多いという

ことで、何かしてあげたいということはあっても、今のところしてもらいたいということが尐ない。

ある意味ではこれはいいことでありますけれども、それでは地域通貨が流通しないということであ

りますので、需要と供給のバランス問題、してあげられることとしてもらいたいこととをつなぐ調

整機能の充实、そういうことについて本格稼働に至るまでに解決すべき課題がまだあるというふう

に考えております。しかし、可能性としては極めて高いものを持っておりますから、これからの地

域通貨の果たす役割というものはやはり大きなものがあると。余り大きなことを考えないで、着实

にこれを普及していくという道を進めていきたいものだというふうに思っております。そういう意

味での行政における活動の支援というものも一層進めていきたいと思います。防災計画のマニュア

ルの作成でございますけれども、特別なマニュアルをつくって保存版として配るということではな

くて、広報で特集を組む、それが保存版としても使えると、そんなようなことを考えながら、昨年

の９月に防災マニュアルを想定をした防災特集を掲載をしたところでありますけれども、ことしも

そんなことを考えながら、保存できるような、そしてすぐに役立つような、そんなことを念頭に置

きながら広報特集を組みたいというふうに思っております。ことし…… 

（何事か言う声あり） 

〇市    長 そういうことを考えたいというふうに思っています。 

 市税の滞納問題でありますけれども、本腰を入れるのが遅かったのではないかというご指摘をい

ただきました。私も遅かったというふうに反省をいたしながら、深くおわびを申し上げたいという

ふうに思います。取り組んだ以上は、迅速に体制を整えて進めているところであります。滝川市税

収納率向上対策本部を設置をし、かつその対策本部としてまずは重視してやるのは高額滞納者を中

心とする処理ということについては財産、負債、具体的な調査を行って総合的な担税力を見きわめ

ながら、納税相談をし、しかしなかなかそれが進まない場合には滞納処分するということを含めな

がら積極的にやりたいというふうに思っております。しかし、滞納に至るさまざまな状況があるで

ありましょうし、複雑な権利関係が絡むということもあるでありましょう。そういう場合に適切な

ご助言をいただきます組織として空知支庁の納税課の職員あるいは顧問弁護士、そういう皆さん方

に助言をしていただきます滝川市滞納処分等連絡会も同時に立ち上げたところであります。そして

また、市税の納付につきまして著しく誠实性を欠くという方に対しましては、私は氏名公表という

のは、これはなかなか困難だというふうに思っております。当面する考え方はありません。しかし、

行政サービスの制限措置ということは、現在まで一部そういう措置もとられてきた部分もあります

けれども、これを大幅に拡大することも考えながら、どういう行政サービスの制限をすることが可

能なのかという内部検討を進めているところでございます。 

 地域クリーン作戦でございますけれども、行政がいろんなことをすべて手を尽くすということは

できなくなりましたので、ご提案のような内容につきまして地域の皆さん方、あるいは自分の家の

前の処置は自分でやっていただくことを含めて地域的な取り組みを積極的に進めていただくような
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お願いをしっかりしていきたいというふうに思っておりますし、一部ここに書いてあります花の苗

を植えるという場合に、今までの制度として花の苗を提供させていただくと。それが国道であれば、

国もそういう制度を持ったりしておりますので、そういう既存の制度も活用しながら、まちがきれ

いになる、花いっぱいになるということを行政の立場でまた働きかけていきたいというふうにも思

っております。 

 総合福祉センターについての使用料金でございますけれども、いろいろご質問がございました。

平成１７年度におきましては、当面貸し館施設であります総合福祉センター、各地区公民館、地区

コミュニティセンター等の使用料金につきましては現在のところ本来の使用料へという値上げは考

えておりません。その据え置き期間が何年間になるかというのは、現時点では申し上げられません

けれども、利用件数の動向、利用实態をよく見ながら判断をしていくべき事項だというふうに考え

ております。具体的な提案として３時間単位の設定の見直しということがございました。地域に委

託管理しております各地区公民館等につきましては、委託時にあわせて利用者に使いやすい時間設

定というご要望がございまして、１時間単位に改定をしたという経緯があるわけであります。皆さ

ん方のご意見を聞きながら、使いやすい時間設定ということが必要だというふうに思っております

から、３時間単位の設定についても、そういうご意見を聞きながら、検討課題とさせていただきた

いというふうに思います。 

 以上を申し上げまして、私からの答弁にかえさせていただきます。 

〇議    長  教育長。 

〇教 育 長 田中議員から総合福祉センターの環境整備、修繕についてのご質問がございましたの

で、ご答弁申し上げます。当センターの修繕等につきましては、現在鋭意努力しているところでご

ざいます。１６年度を例に挙げて申し上げますと、１６年度におきましては会議用テーブル、いす

の整備を行ったところであり、また階段の手すりの改善も行ったところでございます。整備につき

ましては、すべてを一度に实施するということはなかなか難しい状況にもございます。しかし、緊

急を要するものについては、これは早急に手当てをしなければいけないと、そのように考えており

ます。今後とも優先度を勘案いたしまして整備に努力をしていきたいと、このように考えておりま

すので、ご理解をいただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

〇議    長  答弁が終わりました。 

 田中議員。 

〇田中議員 終わります。 

〇議    長  これをもちまして田中議員の質問を終了いたします。 

 以上をもって一般質問を終了いたします。 

 

    ◎日程第３ 報告第３号 監査報告について 

          報告第４号 例月現金出納検査報告について 

〇議  長 日程第３、報告第３号 監査報告について、報告第４号 例月現金出納検査報告につ
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いての２件を一括議題といたします。 

 説明を求めます。八幡監査委員。 

〇監査委員 報告第３号 監査報告についてご説明いたします。 

 初めに、地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき定期監査を行いましたので、同条第９項の

規定により、その結果を報告いたします。 

 監査の対象につきましては、教育部の社会教育課、文化振興課、スポーツ振興課を対象に实施い

たしました。 

 監査の範囲につきましては、平成１５年度執行事務について实施いたしました。 

 監査の期間及び監査の方法につきましては、記載のとおりでありますので、お目通し願います。 

 監査の結果につきましては、おおむね適正に執行または管理されていると認められましたが、各

所属に対する講評において、一部に改善、検討が必要と思われる事項として、文書事務関係につい

ては決裁漏れ、決裁年月日の記載漏れなどの処理方を、補助金関係では事業の着手時期に比べ補助

金交付の時期が早いものがあることから、適切な時期への交付方を、宿泊施設関係では収入金など

の処理が複雑になっていることから、管理方法の改善検討を、施設の使用関係では使用許可申請書

の申請者の押印の不要、使用申請書の様式の統一による事務処理の簡素合理化と使用料金の徴収が

遅いものがあるので、早期徴収等の処理方を、契約関係では随意契約における見積書を徴取した場

合の処理方を、委託業務関係では１社随意契約による発注と設計金額と見積金額が同額であること

などから、発注に当たって競争性、透明性、公平性の確保を、修繕関係では同一設備の修繕におい

て分離発注と思われるものがあることから、その改善方を、防火管理の関係では消防設備点検結果

の指摘事項についての改善方を、図書等の販売関係、備品出納簿等については規則、規定に基づく

整備や事務処理の適正化などについて指導を行ったほか、監査の過程において軽易な事項につきま

してはその都度直接事務担当者に是正または処理方を要望しておりますので、その内容の説明は省

略をいたします。 

 以上で報告第３号 定期監査の説明を終わります。 

 次に、報告第４号 例月現金出納検査報告についてご説明いたします。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づき、平成１６年８月分から１０月分までの例月現

金出納検査を行いましたので、同条第３項の規定によりその結果を報告いたします。 

 検査の対象につきましては、一般会計、各特別会計、病院事業会計、水道事業会計、各基金、歳

入歳出外会計の現金、預金、一時借入金等の出納保管状況を対象に实施いたしました。 

 検査の期日及び検査の方法につきましては、記載のとおりでありますので、お目通し願います。 

 検査の結果につきましては、各会計、各基金及び歳入歳出外会計とも計数上の誤りは認められま

せんでしたが、各所属に対する講評において、請求書については正当な請求書の要件であるあて先

が市長名でないもの、請求日が記載されていないものがありました。また、支払いの遅延、請求書

の受理手続きが遅延しているものが見受けられましたので、その処理方を、納付期限のある支出に

ついて支出が相当早いものが見受けられましたので、その処理方を、出張先でのタクシー利用の場

合の精算などについて規則、規定等に基づく事務処理の適正化などについて指導を行ったほか、検
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査の過程において軽易な事項につきましてはその都度直接事務担当者に是正または処理方を指導し

ておりますので、その内容は省略をいたします。なお、厳しい財政事情からも、予算の執行に当た

っては前例踏襲にとらわれることなく、合理的、効率的な執行により、なお一層経費節減に努めら

れることを要望しております。 

 以上で報告第４号 例月現金出納検査報告の説明を終わります。 

〇議  長 これより一括質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 報告第３号及び第４号の２件は、報告済みといたします。 

 

        ◎日程第４ 決議案第１号 行刑施設の誘致促進に関する要望決議 

〇議    長 日程第４、決議案第１号 行刑施設の誘致促進に関する要望決議を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。籔内議員。 

〇籔内議員 それでは、決議案第１号について説明を申し上げます。 

 以下、決議案を朗読し、提案説明にかえさせていただきます。 

 決議案第１号 行刑施設の誘致促進に関する要望決議。 

 長引く景気低迷や人口の減尐、高齢化の進展など滝川市を取り巻く社会経済情勢は依然として厳

しく、国の三位一体改革による地方交付税や補助金の削減、さらに市税収入の減尐は市民生活や地

域経済に多大な影響を与えており、地域経済活性化は喫緊の課題であります。 

 行刑施設（刑務所）の誘致は、地域に多大な経済効果があるとともに、人口増にもつながり滝川

市のまちづくりに大きな効果があることから、早急に誘致期成会を設立し、市民の理解を得ながら

積極的に誘致活動を行うよう強く要望する。 

 以上、決議する。 

 本要望決議の提出先は、滝川市長であります。 

 以上、滝川市議会会議規則第１３条の規定により提出するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

〇議    長  お諮りいたします。 

 本件については、全会派の代表者等の提案にかかわるものですので、この場合、質疑、討論を省

略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 
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 よって、決議案第１号は可決されました。 

 

    ◎日程第５ 意見書案第１号 米政策改革に関する要望意見書 

          意見書案第２号 大規模災害の対策と早期復旧に関する要望意見書 

〇議  長 日程第５、意見書案第１号 米政策改革に関する要望意見書、意見書案第２号 大規

模災害の対策と早期復旧に関する要望意見書を一括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。堀田議会運営委員長。 

〇議会運営委員会委員長 それでは、意見書案２件について説明を申し上げます。 

 なお、説明に当たっては、内容を省略し、件名と送付先のみを申し上げます。 

 意見書案第１号 米政策改革に関する要望意見書。送付先は、内閣総理大臣、財務大臣、農林水

産大臣であります。意見書案第２号 大規模災害の対策と早期復旧に関する要望意見書。送付先は、

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、経

済財政政策担当大臣であります。 

 以上、滝川市議会会議規則第１３条の規定により提出するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

〇議  長 お諮りいたします。 

 本件については、議会運営委員会の方々の提案にかかわるものですので、この場合、質疑、討論

を省略し、直ちに一括採決いたしたいと思います。これに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、質疑、討論を省略し、直ちに一括採決いたします。 

 本案をいずれも可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第１号及び第２号の２件は、いずれも可決されました。 

 

    ◎日程第６ 常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査等の申出について 

〇議  長 日程第６、常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査等の申出についてを議題と

いたします。 

 お手元に印刷配付のとおり、第４回定例会以降における閉会中継続調査等の申し出がありました。 

 お諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査

等とすることに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、各常任委員長及び議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査等とするこ

とに決しました。 
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    ◎市長あいさつ 

〇議  長 以上で予定されました日程すべて終了いたしましたが、この場合、市長からの発言の

申し出がありますので、これを許したいと思います。市長。 

〇市    長 議長から発言のお許しがございましたので、ごあいさつをさせていただきたいという

ふうに思います。 

 平成１６年の最後の定例議会ということでございますから、ことし一年を振り返りながらごあい

さつをさせていただきたいと存じますが、合併協議からの離脱、台風１８号あるいは三位一体改革

による地方切り捨てとも思えるような大きな改革、さらに景気動向の改善が中央においてはあった

ようでありますけれども、地方、北海道ではなかんずくそれが感じられないという中で、企業経営

も大変だったというふうに思いますが、行政経営もまた極めて難しい一年だったというふうにも思

います。しかし、そういう中にありましても、國學院短期大学は学生数３３０名と定数を大きく上

回り、再び若者が滝川で生き生きと活躍をしていただくという基礎をつくっていただいた年であっ

たというふうにも思いますし、長岡熙山さんが現代の名工の称号を受けられて、石部門としては初

の、しかも全国の代表としてその称号を受けられたということは大変おめでたいことでありました。

そしてまた、アートチャレンジ滝川によります太郎吉蔵の完成、あるいはスマイルビルの再オープ

ン、そらぷちキッズキャンプのプレキャンプ实施による一歩前進、企業におきましてもさらにＮＰ

Ｏの活躍、滝川応援団という意味におきましても新たな可能性のある動きが出てきた年でもあった

というふうに思います。 

 ことし一年、４回の定例市議会初め臨時市議会を通じて、あるいは委員会を通じまして、皆さん

方に随分多くのご質問をいただきましたし、その中でさまざまなご示唆、提言をいただきました。

それを踏まえて、残された今年度の事業、さらに来年度の予算編成に反映をしてまいりたいという

ふうに思っております。来年はとり年、飛躍の年でありますし、私も羽を持ったつもりで飛び回る

年にしたいというふうに思っております。ぜひとも今後ともよろしくご指導、ご鞭撻を賜りますよ

うお願い申し上げたいと存じます。 

 それから、一つ忘れておりました。北海道遺産、これは北海道資産と言う方が適切になるかもし

れませんが、食の部門としてラーメンに次いでジンギスカンが北海道遺産の指定を受けたわけであ

ります。味つきジンギスカンの発祥の地滝川としては大変うれしいことであり、これを機会にまた

一層ジンギスカン、観光を含めてＰＲをしていくいいきっかけになるというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 これから向寒のみぎり、ぜひ皆さん方には年末までの間にご自愛をいただきまして、新年をすが

すがしい気持ちでお迎えをいただきますように、そして私初め職員にご指導いただきましたことを

心から感謝を申し上げながら、ごあいさつにかえさせていただきます。まことにありがとうござい

ました。 

 

    ◎議長あいさつ 
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〇議    長  お許しをいただいて、１６年最後の議会でありますので、一言ごあいさつを申し上げ

たいと思います。 

 市長さんがほとんど申し上げましたので、本年の大きなことは申し上げません。ことしは、決断

の年ではなかったかと思います。１１名の議員の皆さん方が４７件、延べ時間にしたら何十時間で

しょうか、活発な本当に緊迫した議論が展開され、議長としてもうれしく思う次第であります。特

に１年生議員は、成長が著しく見られたというふうに感じます。 

 せっかく市長さんが決断をなさいました。当然合併に半年間を費やしたわけですけれども、我々

は新市建設計画をもって、豊かなこの地域の活性化のために挑みましたけれども、最終的には市長

さんは決断をしました。当然議会としても決断をいたしました。そして、新たな道を模索するため

に自立の道を選びました。みずから立ち上がるということであります。決断いたしました。１７年

度は实行の年であります。私は、みずから立ち上がるとともにみずからを律することを忘れず、自

立も踏まえて１７年度に進んでいきたいと思います。 

 きょうまたこの後日程が詰まっているようでありますので、この辺でやめますけれども、年末ま

でにはまだ１０日間ほどありますか、どうぞお風邪を引かないで新年をお迎えいただけるようご祈

念申し上げます。 

 終わります。ありがとうございました。 

 

    ◎閉会宠告 

〇議  長 本定例会に提案されました議案の審議はすべて終了いたしました。 

 これにて平成１６年第４回滝川市議会定例会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

閉会 午後 ４時３０分 
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